
Ⅳ ⼤学等の設置認可申請⼜は学部等の設置届出，私⽴⼤学等の収容定員に
係る学則変更認可申請⼜は届出に係る提出書類の作成・記⼊要領

1 各⼿続の提出書類 
○ 提出書類及び必要部数は，次ページの一覧表のとおりです。

手続ごとに，「○」又は「△」となっている書類を作成要領に従って作成し，定められた受付

期間内に提出してください。

番号 書  類  名

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 

20 
21 
22 

23 
24 

25 
26 

27 
28 
29 
30 

認可申請書又は届出書（別記様式第 1 号の 1，別記様式第 1 号の 2）

目次 ※やむを得ず紙媒体で提出する場合のみ作成

基本計画書（別記様式第 2 号（その 1 の 1），別記様式第 2 号（その 1 の 2），別記様式第 2 号（その 1 の３），別記

様式第 2 号（その 1 の４），別記様式第 2 号（その 1 の５））

設置の前後における学位等及び基幹（専任）教員の所属の状況（別記様式第 2 号・別添 1）

基礎となる学部等の改編状況（別記様式第 2 号・別添 2）

教育課程等の概要（別記様式第 2 号（その 2 の 1），別記様式第 2 号（その 2 の 2），別記様式第 2 号（その 2 の３））

授業科目の概要（別記様式第 2 号（その 3 の 1），別記様式第 2 号（その 3 の 2），別記様式第 2 号（その 3 の３））

シラバス（授業計画）

2 以上の校地において教育を行う場合のそれぞれの校地ごとの状況（別記様式第 2 号・別添 3）

2 以上の校地において教育研究を行う場合のそれぞれの校地ごとの教員の勤務状況（別記様式第 2 号・別添 4）

校地校舎等の図面

学則

教授会規程

当該申請についての意思の決定を証する書類

設置の趣旨等を記載した書類

学生の確保の見通し等を記載した書類

教育委員会等との調整内容を確認する書類

教員名簿〔学長又は校長の氏名等〕（別記様式第 3 号（その 1））

（学長）教員個人調書

履歴書（別記様式第 4 号（その 1））

教育研究業績書（別記様式第 4 号（その 2））

担当予定授業科目（別記様式第 4 号・別添） ※学長が授業科目を担当する場合

教員就任承諾書（別記様式第 5 号）

教員名簿〔教員の氏名等〕（別記様式第 3 号（その 2 の 1），別記様式第 3 号（その 2 の 2），別記様式第 3 号（その

2 の 3），別記様式第 3 号（その 2 の 4），別記様式第 3 号（その 2 の 5））

基幹教員の年齢構成・学位保有状況（別記様式第 3 号（その 3 の 1），（別記様式第 3 号（その 3 の２））

実務家教員一覧（別記様式第 3 号・別添）

（基幹（専任）教員の）教員個人調書

履歴書（別記様式第 4 号（その 1））

教育研究業績書（別記様式第 4 号（その 2））

担当予定授業科目（別記様式第 4 号・別添）

教員就任承諾書（別記様式第 5 号）

教員就任同意書

薬学実務実習に必要な施設の概要等を記載した書類

教育課程連携協議会 

教育課程連携協議会構成員名簿（別記様式第 7 号の 2） 

教育課程連携協議会構成員就任承諾書（別記様式第 7 号の 3） 

教育課程連携協議会の設置，所掌に関する規程 

教職大学院に係る連携協力校等の概要等を記載した書類

通信教育実施方法説明書（別記様式第 8 号）

  通信教育に関する規程

収容定員の充足状況

審査対象教員一覧

専任教員一覧

設置構想審査に係る資料 
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認可 届出

大学新設 学部等設置 通信教育開設 学部等設置
通信教育

開設
収容定員

増加
収容定員
変更

1 申請書・届出書 ○ ○ ○ ○ ○ 1 申請書・届出書 ○ ○

2 目次（※紙媒体で提出する場合のみ） △ △ △ △ △ 2 目次（※紙媒体で提出する場合のみ） △ △

3 基本計画書 ○ ○ ○ ○ ○ 3 基本計画書 ○ ○

4 設置前後の学位 ― ― ― ○ ○ 4 設置前後の学位 ― ―

5 基礎となる学部等の改編状況 ― ― ― ○ ○ 5 基礎となる学部等の改編状況 ― ―

6 教育課程等の概要 ○ ○ ○ ○ ○ 6 教育課程等の概要 ※ ―

7 授業科目の概要 ○ ○ ○ ○ ○ 7 授業科目の概要 ― ―

8 シラバス（授業計画） △ △ △ ― ― 8 シラバス（授業計画） ― ―

9 ２以上の校地ごとの状況 △ △ ― △ ― 9 ２以上の校地ごとの状況 △ △

10 ２以上の校地での教員勤務状況 △ △ ― △ ― 10 ２以上の校地での教員勤務状況 △ △

11 校地校舎図面 ○ ○ ○ ○ ○ 11 校地校舎図面 ○ ○

12 学則 ○ ○ ○ ○ ○ 12 学則 ○ ○

13 教授会規程 ○ ○ ○ ○ ○ 13 教授会規程 ― ―

14 意思決定書 ○ ○ ○ ○ ○ 14 意思決定書 ○ ○

15 設置の趣旨等 ○ ○ ○ ○ ○ 15 学則変更の趣旨等 ○ ○

16 学生の確保の見通し等 ○ ○ ○ ○ ○ 16 学生の確保の見通し等 ○ ○

17 教育委員会調整内容 △ △ △ ― 17 教育委員会調整内容 ― ―

18 名簿（学長又は校長） ○ ○ ○ ○ ○ 18 名簿（学長又は校長） ○ ○

19 個人調書（学長又は校長） ○ ○ ○ ― ― 19 個人調書（学長又は校長） ― ―

20 名簿（教員） ○ ○ ○ ○ ○ 20 名簿（教員） ― ―

21 教員年齢構成 ○ ○ ○ ○ ― 21 教員年齢構成 ― ―

22 実務家教員一覧 △ △ △ △ △ 22 実務家教員一覧 ― ―

23 個人調書（教員） ○ ○ ○ ― ― 23 個人調書（教員） ― ―

24 薬学実習概要 △ △ △ △ △ 24 薬学実習概要 ― ―

25 教育課程連携協議会 △ △ ― △ ― 25 教育課程連携協議会 ― ―

26 連携協力校等概要 △ △ ― △ ― 26 連携協力校等概要 ― ―

27 通信方法説明書 △ △ ○ △ △ 27 通信方法説明書 △ △

1 1 1 1 1 1 1

28 収容定員の充足状況 ― ○ ○ ― ― 28 収容定員の充足状況 ○ ―

29 審査対象教員一覧，
専任教員一覧

○ ○ ○
△

（専任教員一覧
のみ）

― 29 審査対象教員一覧，
専任教員一覧

―
△

（専任教員一
覧のみ）

30 設置構想審査資料 ○ ― ― ― ― 30 設置構想審査資料 ― ―

・申請書類はこの表の番号の順番にとじること。 ※

・「○」＝提出が必要，「△」＝条件により一部又は全部の提出が必要，「－」＝提出不要

・15の「設置の趣旨等」については，手続の種類によって，「通信教育開設の趣旨」，「学則変更の趣旨」と読み替えることとする。

・1～27の書類以外に，関連する補足資料を添付することも可能。 ・

・上記の「資料の呼称」は正式名称等が適宜省略されているので，必要書類については前ページの番号及び書類名を確認すること。

・ 調書の「23　個人調書（教員）」については，基幹教員のみ。

 ・ 必要に応じて追加提出を求める場合があります。

大学等の設置認可又は学部等の設置届出に係る必要書類 私立大学等の収容定員に係る学則変更認可申請又は届出に係る必要書類

手続の種類
　資料の呼称

認可申請 届出
手続の種類

　資料の呼称

資料呼称や資料構成等を学部等の新設と同一にする等，誤りがある
場合が散見されるため，必ず確認してください。

別途提出する書類

提出部数 提出部数

別途提出する書類

6の「教育課程等の概要」については，「15 学則変更の趣旨
等」の添付資料として作成してください。

4
1



2 留意事項 
(1) 修士課程を博士前期課程に変更する場合は，「課程の変更」の手続きが必要となります。その

ため，既設の修士課程を基礎として，前後期制の博士課程を設置する際に，既設の修士課程を博

士前期課程に変更する手続きについては，大学全体として，学位の種類及び分野の変更を伴う場

合，博士後期課程の設置に係る「課程の変更」の認可申請の手続きとは別に，修士課程を博士前

期課程に変更する「課程の変更」の届出の手続きが必要となりますので，ご注意ください。

なお，博士後期課程の設置に係る「課程の変更」の認可申請において，修士課程から博士前期

課程への「課程の変更」を含める場合には，改めて修士課程を博士前期課程に変更する「課程の

変更」の届出の手続きは不要ですが，この時の認可申請書類については，以下のとおりに作成し

てください。

＜博士後期課程の設置に係る「課程の変更」の認可申請において，修士課程から博士前期課程へ

の「課程の変更」を含める場合の提出資料の取扱い＞

資料の呼称 認可申請と併せて行う場合の取扱い

１ 基本計画書（教育課程等の概

要、授業科目の概要含む）

修士課程から博士前期課程に変更する内容も含めて提出

２ シラバス（授業計画） ※博士前期課程は提出免除

３ ２以上の校地ごとの状況、２以

上の校地での教員勤務状況

条件に該当する場合に提出

４ 校地校舎等の図面 修士課程から博士前期課程に変更する内容も含めて提出

５ 学則（教授会規程含む） 修士課程から博士前期課程に変更する内容も含めて提出

６ 意思決定書 修士課程から博士前期課程に変更する内容も含めて提出

７ 設置の趣旨等を記載した書類 修士課程から博士前期課程に変更する内容も含めて提出

８ 学生の確保の見通し等を記載

した書類

修士課程から博士前期課程に変更する内容も含めて提出

９ 教員名簿（教員）（教員年齢構

成含む）

修士課程から博士前期課程に変更する内容も含めて提出

10 教員個人調書 ※博士前期課程は提出免除

11 審査対象教員一覧 ※博士前期課程は提出免除

12 専任教員一覧 修士課程から博士前期課程に変更する内容も含めて提出

(2) 「校地校舎等の図面」やカラーの資料等を除き，黒字で作成してください（青字や赤字は補

申請及び再補正申請の際の変更箇所を示すために使用しますので，当初申請の際は使用しないで

ください）。

(3) 各書類の記載内容は相互に関連していますので，申請書作成に当たっては，全体の整合性に

注意してください。書類間に不整合が生じており，審査を行うことが困難な場合，大学設置・

学校法人審議会大学設置分科会において「早期判定（不可）」と判断される場合もありますの

で，申請前には必ず書類間の整合性について確認してください。
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(4) 各書類の本文におけるフォントサイズは統一し，極端に大きく又は小さくならず読みやすい

構成となるよう留意してください（10.5 ~ 12pt 程度）。 

 

(5) 認可申請書については，原則，電子ファイル（PDF 形式）での提出が必要となります。 

電子ファイルの作成方法，ファイル名称の付し方等については本書 p.25 を参照してください。 

 

(6) やむを得ず紙媒体で提出する場合は，正本１部，抜刷１部が必要です。作成に当たっては，

以下に留意してください。 

 

①提出書類は，原則として A4 判縦型のサイズで作成し，左とじ両面印刷ができる設定で作成し

てください。とじしろには十分余裕をもたせてください。 

 

②目次の項目(書類)ごとにページ番号を付してください。ページ番号は目次のぺージを含めて付

し，原則として「基本計画書－1，基本計画書－2････」のように，前ページ「資料の呼称」欄

をページ番号の前に明記する形で付番してください。 

ただし，個人調書のうち履歴書，教育研究業績書及び担当予定授業科目については「履歴書－

1，履歴書－2････」「業績書－1，業績書－2････」「担当科目－1，担当科目－2････」と付し

てください（教員就任承諾書，教員就任同意書はページ番号不要）。 

書類ごとに中扉を設ける場合，中扉にもページ番号が必要です（下記の作成例は，中扉を設け

ない場合の例です）。 

＜作成例＞ 

 

  目次 
 
 １ 基本計画書 
 
 ２ 教育課程等の概要 
 
 ３ 授業科目の概要 
        
   ・ 

 

 

 

 

   

 

  

    

  
-基本計画書－1-  

  
-基本計画書－2- 

   
-教育課程等の概要－1-  

  
-教育課程等の概要－2-  

  
  

 
 

  
-教育課程等の概要－3- 

      
-教育課程等の概要－4- 

  
-授業科目の概要－1- 

  
-授業科目の概要－2- 

  
-授業科目の概要－3-  

  
-授業科目の概要 4- 
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③ファイル・表紙・背表紙については，作成例にしたがって作成してください。なお，作成例の「○

○大学設置」の部分については，申請又は届出の内容に応じて適切に表記を変更してください（本

書 p.47 の一覧表参照）。 
 

④表紙の記載事項（正本，表題，申請者名，申請年月日）を全て盛り込んだ背表紙を付けてくださ

い（縦書き）。 

 

⑤分冊にする場合は，(1/2)，(2/2)のように表題の右下に（ ）書きで明確に示してください。 

 

⑥正本，抜刷，調書は別色のファイルを使用し，書類の厚みに応じた適当なファイルを使用してく

ださい。ファイルは，背表紙を掴んだ際に容易に中身が外れないものを使用してください。 

 

⑦表紙及び背表紙は，はがれないようにファイルにしっかりと貼り付けてください。 

 

＜作成例＞ 
 
  正 本 
 
    〔背表紙〕                     〔表 紙〕   （A4 判縦型） 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
(注) 
 
・申請者が学校法人以外（準備委員

会や株式会社等）の場合は「学校
法人○○○○」を「○○大学設立
準備委員会」，「株式会社○○○
○」，「公立大学法人○○○○」
等としてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
正 
 

本 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
正 本 

 
令和 4 年 10 月 21 日 

 

 
 

  

○ 
○ 
大 
学 
設 
置 
認 
可 
申 
請 
書 
 

学 
校 
法 
人 
 

○ 
○ 
○ 
○ 
 

日 
付 

 

 
 
 
 
 
 

○○大学設置認可申請書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校法人 ○○○○ 
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3 認可申請書・届出書（別記様式第 1 号の 1，別記様式第 1 号の 2） 
 

 認可申請，届出の内容により，以下の作成例に従って作成してください。 

 

＜作成例①＞（認可申請の場合） 

別記様式第 1 号の 1 

（用紙 日本産業規格 A4 縦型） 

 

○○大学設置認可申請書 

                                                                  年  月  日 

    文部科学大臣 殿 

                                                   申請者の職名及び氏名   

 

 このたび，○○大学を設置したいので，学校教育法第 4 条第 1 項の規定により認可されるよう，

別紙書類を添えて申請します。なお，認可の上は，確実に申請に係る計画を履行します。 

 

1 「○○大学設置」及び「○○大学を設置」，「学校教育法第 4 条第 1 項」の部分については，

申請の内容に応じ，適切に表記を変更してください（次ページの一覧表参照）。なお，アンダー

ラインは説明のために付しているものですので，申請の際は不要です。 

 

＜作成例②＞（届出の場合） 

別記様式第 1 号の 2 

（用紙 日本産業規格 A4 縦型） 

 

○○大学○○学部設置届出書 

                                                                 年  月  日 

  文部科学大臣 殿 

                                                   届出者の職名及び氏名   

 

 このたび，○○大学○○学部を設置することについて，学校教育法第 4 条第 2 項の規定により，

別紙書類を添えて届け出ます。なお，届出の上は，確実に届出に係る計画を履行します。 

 

1 「○○大学○○学部設置」及び「○○大学○○学部を設置」，「学校教育法第 4 条第 2 項」の

部分については，届出の内容に応じ，適切に表記を変更してください（次ページの一覧表参照）。

なお，アンダーラインは説明のために付しているものですので，届出の際は不要です。 
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認可申請 届出

大学，短期大学，
専門職大学，専門
職短期大学，大学
院大学，大学院大
学（専門職大学
院），高等専門学校
の設置

「○○大学設置」
「○○短期大学設置」
「○○専門職大学設置」
「○○専門職短期大学設
置」
「○○大学院大学設置」
「○○大学院大学（専門職
大学院）設置」
「○○高等専門学校設置」

「○○大学を設置」
「○○短期大学を設置」
「○○専門職大学を設置」
「○○専門職短期大学を設
置」
「○○大学院大学を設置」
「○○大学院大学（専門職大
学院）を設置」
「○○高等専門学校を設置」

学校教育法第4
条第1項

学部，短期大学の
学科，学部等連係
課程実施基本組
織，学科連係課程
実施学科の設置
（専門職学部・専門
職学科を含む）

「○○大学○○学部設置」
「○○短期大学○○学科設
置」
「○○大学○○（学部等連
係課程実施基本組織の名
称）設置」
「○○短期大学○○（学科
連係課程実施学科の名称）
設置」

「○○大学○○学部を設置」
「○○短期大学○○学科を設
置」
「○○大学○○（学部等連係
課程実施基本組織の名称）を
設置」
「○○短期大学○○（学科連
係課程実施学科の名称）を設
置」

学校教育法第4
条第1項

学校教育法第4
条第2項

学部の学科の設置
（専門職学科を含
む）

「○○大学○○学部○○学
科設置」

「○○大学○○学部○○学科
を設置」

学校教育法第4
条第1項及び学
校教育法施行令
第23条第1項

学校教育法第4
条第2項及び学
校教育法施行令
第23条の2第1項

大学院の設置 「○○大学大学院設置」 「○○大学大学院を設置」
学校教育法第4
条第1項

研究科，研究科（専
門職大学院），研究
科等連係課程実施
基本組織の設置

「○○大学大学院○○研究
科設置」
「○○大学大学院○○研究
科（専門職大学院）設置」
「○○大学大学院○○（研
究科等連係課程実施基本組
織の名称）設置」

「○○大学大学院○○研究科
を設置」
「○○大学大学院○○研究科
（専門職大学院）を設置」
「○○大学大学院○○（研究
科等連係課程実施基本組織の
名称）を設置」

学校教育法第4
条第1項

学校教育法第4
条第2項

研究科の専攻，研
究科の専攻（専門
職大学院）の設置

「○○大学大学院○○研究
科○○専攻設置」
「○○大学大学院○○研究
科○○専攻（専門職大学
院）設置」

「○○大学大学院○○研究科
○○専攻を設置」
「○○大学大学院○○研究科
○○専攻（専門職大学院）を
設置」

研究科の専攻に係
る課程の変更

「○○大学大学院○○研究
科○○専攻課程変更」

「○○大学大学院○○研究科
○○専攻を課程変更」

通信教育の開設 「○○大学通信教育開設」 「○○大学通信教育を開設」

収容定員の変更

「○○大学収容定員関係学
則変更」
「○○大学大学院収容定員
関係学則変更」

「○○大学の収容定員に係る
学則を変更」
「○○大学大学院の収容定員
に係る学則を変更」

学校教育法第4
条第1項及び学
校教育法施行令
第23条第1項

学校教育法第4
条第2項及び学
校教育法施行令
第23条の2第1項

表紙・背表紙，認可申請書，届出書の記載内容

区分
表紙・背表紙，
認可申請書，
届出書の表題

認可申請書，届出書の本文

関係法令
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４ ⽬次（※やむを得ず紙媒体で提出する場合のみ作成してください。） 
 

 目次は，「1 各手続の提出書類」を参照し，該当書類名（別記様式第 1 号及び目次を除く）を列

挙したものを作成してください。 

該当のない書類については，番号をつめて作成してください。 

 

 

＜作成例①＞標準的な設置認可申請書の目次 

【正本】                                       
1 基本計画書 
2 教育課程等の概要 
3 授業科目の概要 
4 シラバス（授業計画） 
5 校地校舎等の図面 
6 学則 
7 教授会規程 
8 意思の決定を証する書類 
9 設置の趣旨等を記載した書類 
10 学生の確保の見通し等を記載した書類 
11 教員名簿〔学長又は校長の氏名等〕 
12 学長の教員個人調書 
13 教員名簿〔教員の氏名等〕 
14 基幹教員の年齢構成・学位保有状況 
15 基幹教員の教員個人調書 

 

＜作成例②＞2 以上の校地において教育を行う設置認可申請書の目次 

【正本】                                       
1 基本計画書 
2 教育課程等の概要 
3 授業科目の概要 
4 シラバス（授業計画） 
5 2 以上の校地において教育を行う場合の 

それぞれの校地ごとの状況 
6 2 以上の校地において教育を行う場合の 

それぞれの校地ごとの教員の勤務状況 
7 校地校舎等の図面 
8 学則 
9 教授会規程 
10 意思の決定を証する書類 
11 設置の趣旨等を記載した書類 
12 学生の確保の見通し等を記載した書類 
13 教員名簿〔学長又は校長の氏名等〕 
14 学長の教員個人調書 
15 教員名簿〔教員の氏名等〕 
16 基幹教員の年齢構成・学位保有状況 
17 基幹教員の教員個人調書 
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＜作成例③＞薬学関係の学部・学科（臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの

の開設に係る設置認可申請書の目次 

【正本】                                      
1 基本計画書 
2 教育課程等の概要 
3 授業科目の概要 
4 シラバス（授業計画） 
5 校地校舎等の図面 
6 学則 
7 教授会規程 
8 意思の決定を証する書類 
9 設置の趣旨等を記載した書類 
10 学生の確保の見通し等を記載した書類 
11 教員名簿〔学長又は校長の氏名等〕 
12 学長の教員個人調書 
13 教員名簿〔教員の氏名等〕 
14 基幹教員の年齢構成・学位保有状況 
15 基幹教員の教員個人調書 
16 薬学実務実習に必要な施設の概要等を記載した書類 

 

 

＜作成例④＞通信教育の開設に係る認可申請書の目次 

【正本】                                       
1 基本計画書 
2 教育課程等の概要 
3 授業科目の概要 
4 シラバス（授業計画） 
5 校地校舎等の図面 
6 学則 
7 教授会規程 
8 意思の決定を証する書類 
9 設置の趣旨等を記載した書類 
10 学生の確保の見通し等を記載した書類 
11 教員名簿〔学長又は校長の氏名等〕 
12 学長の教員個人調書 
13 教員名簿〔教員の氏名等〕 
14 基幹教員の年齢構成・学位保有状況 
15 基幹教員の教員個人調書 
16 通信教育の実施方法等を記載した書類 
17 通信教育に関する規程 
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＜作成例⑤＞教職大学院の設置認可申請書の目次 

【正本】                                       
1 基本計画書 
2 教育課程等の概要 
3 授業科目の概要 
4 シラバス（授業計画） 
5 校地校舎等の図面 
6 学則 
7 教授会規程 
8 意思の決定を証する書類 
9 設置の趣旨等を記載した書類 
10 学生の確保の見通し等を記載した書類 
11 教育委員会等との調整内容を確認する書類 
12 教員名簿〔学長又は校長の氏名等〕 
13 学長の教員個人調書 
14 教員名簿〔教員の氏名等〕 
15 専任教員の年齢構成・学位保有状況 
16 実務家教員一覧 
17 専任教員の教員個人調書 
18 教育課程連携協議会 
19 教職大学院に係る連携協力校等の概要等を記載した書類 

 

 

＜作成例⑥＞標準的な学部等設置届出書の目次 

【正本】                                       
1 基本計画書 
2 設置の前後における学位等及び基幹教員    の所属の状況 
3 基礎となる学部等の改編状況 
4 教育課程等の概要 
5 授業科目の概要 
6 校地校舎等の図面 
7 学則 
8 教授会規程 
9 意思の決定を証する書類 
10 設置の趣旨等を記載した書類 
11 学生の確保の見通し等を記載した書類 
12 教員名簿〔学長又は校長の氏名等〕 
13 教員名簿〔教員の氏名等〕 
14 基幹教員の年齢構成・学位保有状況 
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＜作成例⑦＞標準的な収容定員に係る学則変更認可申請書の目次 

【正本】                                       
1 基本計画書 
2 校地校舎等の図面 
3 学則 
4 意思の決定を証する書類 
5 学則の変更の趣旨等を記載した書類 
6 学生の確保の見通し等を記載した書類 
7 教員名簿〔学長又は校長の氏名等〕 

 

＜作成例⑧＞2 以上の校地において教育を行う場合の収容定員に係る学則変更認可申請書の目次 

【正本】                                      
1 基本計画書 
2 2 以上の校地において教育を行う場合の 

それぞれの校地ごとの状況 
3 2 以上の校地において教育を行う場合の 

それぞれの校地ごとの教員の勤務状況 
4 校地校舎等の図面 
5 学則 
6 意思の決定を証する書類 
7 学則の変更の趣旨等を記載した書類 
8 学生の確保の見通し等を記載した書類 
9 教員名簿〔学長又は校長の氏名等〕 

 

＜作成例⑨＞通信教育の収容定員に係る学則変更認可申請書の目次 

【正本】                                       
1 基本計画書 
2 校地校舎等の図面 
3 学則 
4 意思の決定を証する書類 
5 学則の変更の趣旨等を記載した書類 
6 学生の確保の見通し等を記載した書類 
7 教員名簿〔学長又は校長の氏名等〕 
8 通信教育の実施方法等を記載した書類 
9 通信教育に関する規程 

 

＜作成例⑩＞大学院の収容定員に係る学則変更届出書の目次 

【正本】                                       
1 基本計画書 
2 校地校舎等の図面 
3 学則 
4 意思の決定を証する書類 
5 学則の変更の趣旨等を記載した書類 
6 学生の確保の見通し等を記載した書類 
7 教員名簿〔学長又は校長の氏名等〕 
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５ 基本計画書（別記様式第 2 号（その 1 の 1），別記様式第 2 号（その 1 の 2），別
記様式第 2 号（その 1 の３），別記様式第 2 号（その 1 の４），別記様式第 2 号（その 1
の５）） 
 

この書類には，当該申請又は届出（以下「当該申請等」という。）に係る基本計画を記入するもので

す。大学等の設置認可申請又は学部等の届出（以下「設置認可申請等」という。）の場合と収容定員に

係る学則変更認可申請又は届出（以下「収容定員に係る認可申請等」という。）の場合で記入内容が異

なる箇所がありますので，注意してください。 

 

≪別記様式第 2 号（その 1 の 1），別記様式第 2 号（その 1 の 2），別記様式第 2 号（その 1 の 3），

別記様式第 2 号（その 1 の 4），別記様式第 2 号（その 1 の 5）≫ 

(1) 数字を記入する欄において該当する項目がない場合は，「－」を記入し，数字以外を記入する欄

において該当する項目がない場合は，「該当なし」と記入してください（空欄は記入漏れと判断され

ますので，注意してください）。 

 

(2) 「計画の区分」の欄について 

① 設置認可申請等の場合 

当該申請等の内容に応じて，「大学の設置」，「学部の設置」，「学部の学科の設置」，「大学

院の設置」，「研究科の設置」，「研究科の専攻の設置」，「研究科の専攻に係る課程の変更」，

「学部における通信教育の開設」「専門職大学の設置」「専門職短期大学の設置」「専門職学科の

設置」，「高等専門学校の設置」，「高等専門学校の学科の設置」等と，本書「3 認可申請書・

届出書」の一覧表の区分欄を参照して適切に記入してください。 

② 収容定員に係る認可申請等の場合 

認可申請の場合は，「大学の収容定員に係る学則変更」，届出の場合は「大学の収容定員に係る学則

変更」又は「大学院の収容定員に係る学則変更」と当該申請等の内容に応じて記入してください。 

 

(3)「大学の名称」「高等専門学校の名称」の欄は，正確に記入してください。大学院にかかる申請の場

合は「○○大学大学院」と大学院名を記入してください。また，これらの名称の後に，（ ）書きで

英訳名称も記入してください。なお，英訳名称については，日本語名称との整合性や，国際的な通用

性に留意してください。（収容定員に係る認可申請等の場合は，英訳名称の記載は不要。） 

  当該申請等を踏まえ，当該年度に大学の名称変更を予定している場合，この欄には名称変更前の

大学名を記載し，「同一設置者内における変更状況」の欄に，その旨を記入してください。 

 

(4) 「大学本部の位置」「高等専門学校の位置」の欄は住居表示に従い正確に記入してください（法人

本部の位置ではありませんので注意してください）。市町村の合併等により，当該申請等の後に住

居表示が変更になる予定がある場合は，現在の住居表示の後に，変更後の住居表示を（ ）書きで記

入してください。 

 

(5) 「大学の目的」「高等専門学校の目的」の欄には，当該大学等（大学院の場合は，当該大学院）が

どのような役割や機能を果たすのかを記入してください。 
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(6) 「新設学部等の目的」「新設研究科の目的」「新設学科の目的」の欄について 

① 設置認可申請等の場合 

当該申請等に係る学部・学科等（以下「学部等」という。）又は大学院の研究科・専攻（以下「研

究科等」という。）においてどのような人材を養成しようとするのかを記入してください。 

② 収容定員に係る認可申請等の場合 

学部等の目的ではなく，定員を変更する目的を簡潔に記入してください。 

 

(7) 「新設学部等の概要」「新設研究科等の概要」「新設学科の概要」の欄について 

① 「新設学部等の名称」「新設研究科等の名称」「新設学科の名称」の項について 

ア 設置認可申請等の場合 

当該申請等に係る学部等又は研究科等の名称を記入してください。なお，それぞれの名称の

下に，（ ）書きで英訳名称も記入してください。英訳名称については，日本語名称との整合性

や，国際的な通用性に留意してください。 

イ 収容定員に係る認可申請等の場合 

・ 当該大学等の全ての学部等の名称を記入してください。研究科等の名称の記入は不要です。 

・ 別途届出により設置する学部等がある場合は，それらも含めて記入してください。 

② 「入学定員」，「編入学定員」及び「収容定員」の項について 

ア 大学の学科，短期大学の学科又は学科の専攻課程，大学院の研究科の専攻，高等専門学校の

学科（以下「学科等」という）を単位として入学定員等を記入してください。それ未満の組織単

位で入学定員を設定することは，施設指定申請・免許等の関係で必要な場合及び昼夜開講制の

コース設定を行う場合を除いてできません（巻末の「大学の設置手続等に関してよくある質問」

Q1-64（本書 p.395）参照）。「編入学定員」の項には，編入学定員を設ける場合に，編入学を

行う年次ごとに編入学定員を記入してください。 

※収容定員に係る認可申請等の場合 

変更後の各定員（収容定員については学年進行終了時（完成年度）の数）を記入するとと

もに，定員を変更する学科等については変更前の各定員を下段に（ ）書きで記入してくだ

さい。なお，学生募集を停止する学科等については，変更後の各定員を「0」として記入し

てください。 

イ 昼夜開講制を実施する場合には，入学定員，編入学定員及び収容定員を昼間主コース，夜間

主コースに分けて記入してください。ただし，昼間主コースと夜間主コースの入学定員を分け

ない場合は，「備考」の欄にその旨記入してください。 

ウ 通学課程のほかに通信教育課程を設置している場合の入学定員，編入学定員及び収容定員の

合計数は，通学課程，通信教育課程に分けて記入してください。 

エ 「新設学部等の概要」の「備考」の欄について 

(ｱ) 設置認可申請等の場合 

・ 大学院の申請等に係る研究科等に基礎となる学部等がある場合には，当該学部等の名称

を記入してください。 

・ 教育課程等特例認定大学等（大学設置基準第 57 条第 2 項及び大学通信教育設置基準第

12 条第 2 項に規定する教育課程等特例認定大学，専門職大学設置基準第 76 条第 1 項に規

定する教育課程等特例認定専門職大学，短期大学設置基準第 50 条第 2 項及び短期大学通

信教育設置基準第 12 条第 2 項に規定する教育課程等特例認定短期大学，専門職短期大学
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設置基準第 73 条第 2 項に規定する教育課程等特例認定専門職短期大学並びに高等専門学

校設置基準第 28 条第 2 項に規定する教育課程等特例認定高等専門学校をいう。以下同

じ。）にあっては，申請等に係る学科等に特例対象規定の全部又は一部によらない教育（以

下「先導的な教育」という。）を行う学科等がある場合には「教育課程等の特例認定」と

記入してください。 

・ 地域高等教育機会確保特例認定大学等（大学設置基準第 58 条第 2 項に規定する地域高

等教育機会確保特例認定大学，専門職大学設置基準第 77 条第 2 項に規定する地域高等教

育機会確保特例認定専門職大学，短期大学設置基準第 51 条第 2 項に規定する地域高等教

育機会確保特例認定短期大学及び専門職短期大学設置基準第 74 条第 2 項に規定する地域

高等教育機会確保特例認定専門職短期大学をいう。以下同じ。）にあっては，申請等に係

る学科等に特例対象規定の全部又は一部によらない教育（以下「地域高等教育機会確保に

資する教育」という。）を行う学科等がある場合には「地域高等教育機会確保の特例認定」

と記入してください。 

・ 「大学院設置基準」（昭和 49 年文部省令第 28 号）第 2 条の 2 又は第 14 条による教育

方法の特例を実施する場合には，その旨を記入してください。（本書 p.68 作成例参照） 

・ 専門職大学院の設置に係る認可申請等にあっては，「専門職大学院」，「法科大学院」

又は「教職大学院」と記入してください。 

(ｲ) 収容定員に係る認可申請等の場合 

・ 別途届出により設置する学部等がある場合は「令和○年○月届出予定」又は「令和○年

○月届出済」と記入してください。（本書 p.75 作成例参照） 

・ 教育課程等特例認定大学等にあっては，申請等に係る学科等に先導的な教育を行う学科

等がある場合には，「教育課程等の特例認定」と記入してください。 

・ 地域高等教育機会確保特例認定大学等にあっては，申請等に係る学科等に地域高等教育

機会確保に資する教育を行う学科等がある場合には，「地域高等教育機会確保の特例認定」

と記入してください。 

・ 収容定員の総数の減少を伴う変更（届出）を行う場合において，当該届出と同時に，学

校教育法施行令第 23 条の 2 第 4 項に規定する計画を有する旨を届け出る場合（以下「減

少変更」という。）にあっては，「令 23 条の 2 第 4 項」と記入してください。また，同

条第 1 項第 4 号ロ，第 5 号ロ又は第 8 号ロに規定する大学等の収容定員の総数の増加を

伴う変更（届出）を行う場合（以下「増加変更」という。）にあっては，「増加変更（減

少変更前：○人）」と記入してください。 

オ 各項の下方に，当該申請等に係る学部等又は研究科等の各定員の合計をそれぞれ記入してく

ださい。なお，編入学年次を複数設定する場合は，編入学定員の合計を年次ごとに分けて記入し

てください。 

※収容定員に係る認可申請等の場合 

全ての学部等を通じた各定員の合計を記入（編入学年次を複数設定する場合は，編入学

定員の合計を年次ごとに分けて記入）してください。 

③ 「学位」「称号」の項について 

      学位又は称号の名称を記入してください。なお，名称の下に，（ ）書きで英訳名称も記入し

てください。英訳名称については，日本語名称との整合性や，国際的な通用性に留意してくださ

い。 
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④ 「学位の分野」「学科の分野」の項について 

   「学位の種類及び分野の変更等に関する基準（平成 15 年 3 月 31 日文部科学省告示第 39 号）」

に規定する「学位の分野」又は「学科の分野」について，大学の学部等，短期大学の学科等又は

研究科の専攻等は該当する「学位の分野」，高等専門学校の学科等は該当する「学科の分野」を

記載してください。 

⑤ 「開設時期及び開設年次」の項について 

ア 設置認可申請等の場合 

新設の学部等に最初に学生を入学させる時期及び当該時期において入学させる年次を記入し

てください。編入学を行う場合，編入学を行う年次ごとに，編入学生を受け入れる時期と当該編

入学の年次を記入してください。 

イ 収容定員に係る認可申請等の場合 

定員を変更する学科ごとに，入学定員及び編入学定員を変更する時期及び年次を記入してく

ださい。定員を変更しない学科については，開設年度及び年次を記入してください。 

⑥ 「所在地」の項について 

 ２以上の校地で教育を行う場合は，学部等ごとに全ての所在地について記入してください。 

 

(8) 「同一設置者内における変更状況」の欄には，当該申請等に係る学部等又は研究科等の開設年度に行

う当該大学等のその他の学部等又は研究科等や同一設置者の他の大学，短期大学及び高等専門学校の

入学定員や名称等の変更，学生の募集の停止について全ての内容を記入してください。本件の審査期

間内に別の申請等をしている又は申請等を予定している場合は，その旨も記入してください。 

設置認可申請を行う場合で，当該学部等又は研究科等の設置に伴ってその他の学部等又は研究科等の定

員の変更を行う場合は，その学部等又は研究科等にアンダーラインを付してください。 

（文量が多い場合には，別紙で示すことも可能です。その場合は「同一設置者内における変更状況」

には「別紙のとおり」と記載してください。） 
 
＜記入例＞ 

 
記  入  欄 備 考 

 
○学生募集を停止する場合 

文学部（廃止） 
日本文学科            （△150） 
（2 年次編入学定員）        （△  5） 
（3 年次編入学定員）      （△  5） 

※令和 9 年 4 月学生募集停止 
（2 年次編入学定員は令和 10 年 4 月学生募集停止） 
（3 年次編入学定員は令和 11 年 4 月学生募集停止） 
 

 

○昼間主コース・夜間主コースの区分を廃止する場合 

  法学部 
   法律学科（昼間主コース）〔定員増〕  （   30）（令和 9 年 4 月） 
   法律学科（夜間主コース）（廃止）   （△ 40）（令和 9 年 4 月） 
  ※昼間主コース・夜間主コースの区分廃止 
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○入学定員を変更する場合 

  工学部 
   機械システム工学科〔定員減〕     （△ 20）（令和 9 年 4 月） 
   電気電子工学科〔定員増〕       （  15）（令和 9 年 4 月） 

 

 

 
○入学定員を変更する場合（減少変更を行う場合） 

  工学部 
   機械システム工学科〔定員減〕     （△ 20）（令和 9 年 4 月） 
 

※令 23 条の 2第 4項 
・減少変更前の収容

定員の総数 
・減少変更後の収容

定員の総数 

 
○入学定員を変更する場合（増加変更を行う場合） 

  工学部 
   機械システム工学科〔定員減〕     （  20）（令和 9 年 4 月） 
 

※増加変更 
・減少変更前の収容

定員の総数 
・減少変更後の収容

定員の総数 

 
○当該申請等以外の申請等を行う場合 

   看護学部看護学科           （  80）（令和 8 年 3 月認可申請） 
   薬学研究科医療薬学専攻         （  20）（令和 8 年 4 月届出予定） 

 

 

 
○名称変更を行う場合 

  令和 9 年 4 月名称変更予定 
   工学部→理工学部 
   工学部 
    建築学科→建築デザイン学科 

 

※収容定員に係る学則変更届出の省略について 

この欄に記載した定員変更（学生募集の停止や入学定員の変更）が以下の要件を全て満たす場合

は，収容定員に係る学則変更の届出を省略することができます。（大学院の場合は，①，②のみ満

たす場合。） 

① 学部等又は研究科等の設置届出の基本計画書に記載された定員変更であること。 

（大学等の設置認可申請である場合は設置前々年度の申請であり手続を行う年度が異なる

ことから，学則変更の届出は省略できません。） 

② 設置しようとする学部等と同一の大学内，又は設置しようとする研究科等と同一の大学院

の収容定員の変更であり，学部等の設置の届出と収容定員に係る学則変更がいずれも学内の

意思決定を経ており，同日に届出を行うことが可能であること。 

③ 定員変更が既設の学部等に係るものである場合，当該大学全体の収容定員が増加しない変

更であること。（ただし，増加変更については，減少変更前の収容定員の総数を超えない変

更であること。） 

併せて，本収容定員の学則変更に伴う設置届出書類の学則には，収容定員の変更を反映させた学

則を添付してください。 

なお，収容定員に係る学則変更の届出以外の手続については，この欄に記載した場合でも別途手

続が必要ですので，御留意ください。 
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(9) 「教育課程」の欄について 

① 設置認可申請等の場合  

ア 「新設学部等の名称」「新設研究科等の名称」「新設学科の名称」の項には，当該申請等に係

る学部等の名称を記入してください。 

イ 「開設する授業科目の総数」の項には，当該申請等に係る学部等又は研究科等において開設

する授業科目の数を，授業の方法の区分ごとに記入してください。実技科目については，「実験

・実習」に区分してください。また，各区分の科目数については，「教育課程等の概要」（別記

様式第 2 号（その 2 の 1）又は別記様式第 2 号（その 2 の 2））の記載内容と整合するようにし

てください。 

ウ 「卒業要件単位数」「修了要件単位数」の項には，当該申請に係る学部等又は研究科等の卒業

又は修了に必要な単位数を記入してください。 

② 収容定員に係る認可申請等の場合 

認可申請の場合は，全て「－」を記入してください。届出の場合は全て斜線を引いてください。 

 

(10) 「学部等の名称」「基幹教員等」の項について 

   大学全体として大学設置基準等に定める基幹教員数（大学院の場合は専任教員数）が配置されてい

るか必ず確認してください。 

① 「学部等の名称」「研究科等の名称」「学科の名称」の項について 

ア 設置認可申請等の場合 

・ 「新設分」には，当該認可申請及び届出に係る学部等又は研究科等の名称を記入してくださ

い。また，当該認可申請及び届出に係る学部等又は研究科等の開設年度と同時期に開設する

他の学部等又は研究科等があれば，それらの名称についても記入し，備考欄に「令和○年○月

認可申請」又は「令和○年○月届出済み（予定）」と記入してください。 

・ 「既設分」には，当該認可申請及び届出に係る学部等又は研究科等の開設年度における同一

大学内の既設の学部等又は研究科等（通信教育課程がある場合は，当該通信教育課程を含む。）

の名称を，学科等ごとに記入してください。ただし，既に学生募集を停止しているか，開設年

度に学生募集の停止を予定している学部等又は研究科等については記入不要です。また，当

該認可申請及び届出に係る学部等は研究科等の開設年度と同時期に名称変更を行う既設の学

部等又は研究科等については，変更後の名称を記入し，備考欄に「令和○年○月名称変更届出

（予定）」と記入してください。 

・ 学部等に係る申請等の場合は，研究科等の記入は不要です。また，研究科等に係る申請等の

場合は，学部等の記入は不要です。 

・地域高等教育機会確保特例認定大学等にあっては，既設の学科等に地域高等教育機会確保に

資する教育を行う学科等がある場合には，備考欄に「地域高等教育機会確保の特例認定」と記

入してください。 

※ 基幹教員制度は，「学位プログラム」に係る教員の責任性を明確化するものであるため，

学部等以外の「学位プログラム」を実施しない組織（一般教育部，教養教育センター，共通

教育部等）を設けている場合であっても，「既設分」に当該組織は記入しないでください。

また，当該組織に所属する教員を基幹教員とする場合は，「学位プログラム」を実施してい

る学部等において，基幹教員の要件を満たすことを確認した上で適切に位置づけてください。 

 

56



イ 収容定員に係る認可申請等の場合 

・ 認可申請の場合，当該申請に係る大学の全ての学部等の名称を「新設分」に記入し，「既設

分」には「なし」と記入してください。 

・ 届出の場合には，当該届出において収容定員を変更する学部等又は研究科等の名称を「新

設分」に，その他の学部等の名称を「既設分」に記入してください。 

・ 既に学生募集を停止しているか，開設年度に学生募集の停止を予定している学部等又は研

究科等については記入不要です。また，当該認可申請及び届出に係る学部等又は研究科等の

定員変更年度と同時期に名称変更を行う既設の学部等又は研究科等については，変更後の名

称を記入し，備考欄に「令和○年○月名称変更届出（予定）」と記入してください。 

・地域高等教育機会確保特例認定大学等にあっては，既設の学科等に地域高等教育機会確保に

資する教育を行う学科等がある場合には，備考欄に「地域高等教育機会確保の特例認定」と記

入してください。 

※ 基幹教員制度は，「学位プログラム」に係る教員の責任性の明確化するものであるため，

学部等以外の「学位プログラム」を実施しない組織（一般教育部，教養教育センター，共通

教育部等）を設けている場合であっても，「既設分」に当該組織は記入しないでください。

また，当該組織に所属する教員を基幹教員とする場合は，「学位プログラム」を実施してい

る学部等において，基幹教員の要件を満たすことを確認した上で適切に位置づけてください。 

② 「基幹教員等」の項について 

ア 各学科等において授業科目を担当する基幹教員（大学院の場合は専任教員を含み，かつ，当

該申請等に係る大学院の研究科において授業科目の授業を担当せずに研究指導のみを行う教員

を含む。）及び助手の人数を記入してください。 

イ 学年進行終了時（完成年度）の人数を上段に，開設時（収容定員に係る認可申請等の場合は，

定員を変更する年度。以下同じ。）の人数を（ ）書きで下段に記入してください。なお，設置

認可申請等の場合，「新設分」の人数については，「教員名簿〔教員の氏名等〕」（別記様式第

3 号（その 2 の 1），別記様式第 3 号（その 2 の 2），別記様式第 3 号（その 2 の 3），別記様

式第 3 号（その 2 の 4）又は別記様式第 3 号（その 2 の 5））の記載内容と整合するようにして

ください。 

ウ 「新設分」及び「既設分」の「計」には，それぞれの基幹教員及び助手の総数を記入し，「合

計」には，大学全体の総数を記入してください。なお，いずれも実数で記入してください。 

エ 通信教育課程について，大学通信教育設置基準第８条第２項に規定する「昼間又は夜間にお

いて授業を行う学部が通信教育を併せ行う場合」に該当する場合は，備考欄に「大学通信教育設

置基準第８条第２項に規定する『昼間又は夜間において授業を行う学部が通信教育を併せ行う

場合』」と記入するとともに，当該通信教育課程を併せ行う学部・学科名称及び当該学部・学科

の通学課程と兼ねる基幹教員の人数（職位の内訳含む）を記入してください。 

③ 「基幹教員以外の教員」の項について 

ア 各学科等の授業を担当する基幹教員又は専任教員以外の教員の人数を記入してください。 

イ 上記「基幹教員等」の項と同じく，完成年度及び開設時の人数を上下 2 段に分けて記入してく

ださい。なお，「新設分」の人数については，「教員名簿〔教員の氏名等〕」の記載内容と整合

するようにしてください。 

ウ 複数の学科等で授業を担当する教員については，授業を担当する全ての学科等に計上してくだ

さい。 
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エ 「新設分」及び「既設分」の「計」並びに「合計」は算出不要です。ただし，空欄にはせず「－」

を記入してください。 

 

(11) 「事務職員」「技術職員」の項等について 

① 「専属」及び「その他」の項には，当該申請等に係る大学全体の教員以外の職員等の数を職種ご

とに記入し，学年進行終了時（完成年度）の数を上段に，開設時の数を括弧書きで下段に記入して

ください。「専属」には当該申請校に専ら従事する職員等の数を，「その他」には「専属」以外の

職員等の数を，「計」の項には，専属とその他の合計を記入してください。 

② 「職種」のうち「図書館職員」とは，大学設置基準第 38 条等に定める「その機能を十分発揮さ

せるために必要な専門的職員その他の専属の教員又は事務職員等」を指し，「その他の職員」と

は，守衛，自動車運転手，作業員等の技能労務職員等が該当します。 

※１ 「専属」については，勤務実態等から「専属」と認められる場合には，雇用形態が常勤以外

の者であっても対象となり得ます。 

※２ 専属の「図書館職員」は，大学設置基準等に定める必置職であるため，御留意ください。 

③ 契約職員，派遣職員は，「その他」に分類してください。なお，RA や，いわゆる「学内アルバ

イト」として雇用している学生については計上しないでください。 

④ 複数の職務を兼務している場合は，主となる職務の欄に記載してください。 

 

(12) 「校地等」の欄について 

① 「専用」，「共用」，「共用する他の学校等の専用」の項について 

ア 寄宿舎，附属施設用地等の面積を除いた校地面積を記入してください（本書 p.64「大学設置

基準上，『校地』に算入される大学用地の考え方」参照）。なお，当該申請等の時点において，

開設時期までに運動場又は校舎敷地として整備できる計画である場合には，校地面積に算入し

てください。 

イ 「専用」及び「共用」の項には，当該申請等に係る大学全体の校地面積を区分ごとに記入して

ください。「専用」には当該大学が専用で使用する校地面積，「共用」には当該大学が他の学校

等と共用する校地面積について記入してください。 

ウ 「共用する他の学校等の専用」の項には，当該申請等に係る大学が校地を共用する他の学校

等が専用で使用する校地面積を記入してください。 

エ 校地を共用する学校等がある場合は，「備考」の欄に共用する学校等の名称及び法令上の必

要面積（共用する学校等が大学，短期大学，高等専門学校以外（高等学校以下の学校種，専修学

校等）の場合には，名称，収容定員及び当該学校を所轄する地方公共団体等が規定する面積基

準）を記入してください。大学設置基準等に照らして必要面積を満たすかを確認するための数

値のため，必ず記載してください。 

オ 運動場用地については，「校舎敷地」に含めて記載してください。 

カ 教育課程等特例制度や地域高等教育機会確保特例制度の認定を受けた大学の新設学科等又は

既設学科等が，特例対象規定のうち，校地の面積に係る規定の特例を受けて教育を行っている

場合，「備考」の欄に当該学科名と当該学科の校地面積を記載してください。 

② 「その他」の項には，「大学設置基準上，『校地』に算入される大学用地の考え方」において，

『校地面積』不算入施設用地に該当する面積を記入してください（申請等書類により，当該面積

を確認する場合があります）。 
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③ 設置する学部等又は研究科等に係る校地部分に借用地がある場合，「備考」の欄に借用面積及

び期間を記入してください。 

 

(13) 「校舎」の欄について 

① 「専用」，「共用」，「共用する他の学校等の専用」の項について 

ア 学年進行終了時（完成年度）の校舎面積（「大学設置基準上，『校地』に算入される大学用地

の考え方」参照）を上段に，開設時の校舎面積を（ ）書きで下段に記入してください。 

イ 「専用」及び「共用」の項には，当該申請等に係る大学全体の校舎面積を区分ごとに記入して

ください。「専用」には当該大学が専用で使用する校舎面積，「共用」には当該大学が他の学校

等と共用する校舎面積について記入してください。 

ウ 「共用する他の学校等の専用」の項には，当該申請等に係る大学が校舎を共用する他の学校

等が専用で使用する校舎面積を記入してください。 

エ 校舎を共用する学校等がある場合は，「備考」の欄に共用する学校等の名称及び法令上の必

要面積（共用する学校等が大学，短期大学，高等専門学校以外（高等学校以下の学校種，専修学

校等）の場合には，名称，収容定員及び当該学校を所轄する地方公共団体等が規定する面積基

準）を記入してください。大学設置基準等に照らして必要面積を満たすかを確認するための数

値のため，必ず記載してください。 

オ 教育課程等特例制度や地域高等教育機会確保特例制度の認定を受けた大学の新設学科等又は

既設学科等が，特例対象規定のうち，校舎の面積に係る規定の特例を受けて教育を行っている

場合，「備考」の欄に当該学科名と当該学科の校舎面積を記載してください。 

② 設置する学部等又は研究科等に係る校舎部分に借用地がある場合，「備考」の欄に借用面積及

び期間を記入してください。 

 

(14) 「教室・教員研究室」「講義室・新設研究科等の専任教員研究室」欄について 

① 設置認可申請等の場合 

「教室」の項については，学年進行終了時（完成年度）の大学等全体の各室数を記入し，「備

考」の欄に「大学全体」と記入してください。大学院の場合は，教室について「講義室」「実験・

実習室」「演習室」の別にして記載してください。なお，研究室については，当該学部等又は研究

科等の教員が執務に使用する大学全体の研究室の数を記入してください。 

② 収容定員に係る認可申請等の場合 

ア 認可申請の場合は上記①と同様に記入してください。 

イ 届出の場合は全て斜線を引いてください。 

 

(15) 「図書・設備」の欄について 

① 設置認可申請等の場合 

ア 「新設学部等の名称」「新設研究科等の名称」「新設学科の名称」の項には当該申請等に係る

学部等又は研究科等の名称を記入し，「図書」等の項には当該学部等又は研究科等に係る数を，

学年進行終了時（完成年度）の数を上段に，開設時の数を（ ）書きで下段にそれぞれ記入して

ください。 

イ 当該学部等又は研究科等に係るもの以外に，大学等全体で共用するものがある場合は，「備

考」の欄に「大学等全体での共用分」としてそれぞれの数を記入してください。 
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ウ 当該学部等又は研究科等に係る数を特定できない場合は，「図書」等の項に大学等全体の数

をそれぞれ記入し，「備考」の欄に「学部等単位での特定不能なため，大学全体（高等専門学校

の場合は，高等専門学校全体）の数」と記入してください。 

エ 電子図書，電子ジャーナルについては，それぞれ図書及び学術雑誌の内数として記入すると

ともに，論文数等ではなく，購読している雑誌のタイトル数を記入してください。 

② 収容定員に係る認可申請等の場合 

ア 認可申請の場合は「新設学部等の名称」の項に「大学全体」（高等専門学校の場合は，「高等

専門学校全体」）と記入し，大学等全体について記入してください。その際，学年進行終了時

（完成年度）の数を上段に，開設時の数を（ ）書きで下段にそれぞれ記入してください。な

お，電子ジャーナルについては，学術雑誌の内数として記入するとともに，論文数等ではなく，

購読している雑誌のタイトル数を記入してください。 

イ 届出の場合は全て斜線を引いてください。 

 

(16)「スポーツ施設等」の欄について 

① 設置認可申請等の場合 

ア 大学等全体について記入し，「備考」の項に「大学全体」と記入してください。 

イ 「スポーツ施設」の項については，運動場（グラウンド）は含めないでください。 

ウ 「厚生補導施設」の項については，体育館や保健センター等の所謂厚生補導業務に活用する

施設の面積を記入してください。 

② 収容定員に係る認可申請等の場合 

ア 認可申請の場合は上記①と同様に記入してください。 

イ 届出の場合は全て斜線を引いてください。 

 

(17) 「経費の見積り及び維持方法の概要」の欄には，完成年度に至る全ての年次における状況を，当

該申請等に係る学部等又は研究科等について記入してください。ただし，収容定員変更の認可申請

及び届出の場合には，大学全体について記入してください。 

① 「教員 1 人当り研究費等」の項には，教員一人当たりの研究費と研究旅費の合計を記入してくだ

さい。なお，大学院に係る設置認可申請等の場合で，研究費等が学部等又は研究科等と不可分に計

上される場合はその金額を按分等することなくそのまま記入し，「備考」の欄に「研究科単位での

算出不能なため，学部との合計」と記入してください。 

② 「学生 1 人当り納付金」の項は，学部等又は研究科等ごとに金額が異なる場合は，学部等又は研

究科等ごとに記入してください。 

③ 図書購入費については，電子ジャーナル，データベース，その他の経費（運用コストを含む。）

を計上する場合は，備考欄にその旨を記載してください。（記載がない場合は，それらの整備が予

定されていないものと判断します。） 

④ 各経費について，完成年度までの間に経費を計上しない年次がある場合は「0 千円」と記入して

ください。なお，設置認可申請等の場合はその理由や経費を計上しないことについて問題が生じな

いことを「設置の趣旨等を記載した書類」（本書 p.109～140）にて説明してください。 
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＜作成例＞ 

経費の
見積り 

区  分 開設前年度 第 1 年次 第 2 年次 第 3 年次 第 4 年次  
図書費には

電子ジャー

ナル・データ

ベースの整

備費（運用コ

スト含む）を

含む。 

教員１人当り

研究費等 

○○学科  ○○千円 ○○千円 ○○千円 ○○千円 

△△学科  △△千円 △△千円 △△千円 △△千円 

共同研究費等 
○○学科  ○○千円 ○○千円 ○○千円 ○○千円 

△△学科  △△千円 △△千円 △△千円 △△千円 

図書購入費 
○○学科 ○○千円 ○○千円 ○○千円 ○○千円 ○○千円 

△△学科 △△千円 △△千円 △△千円 △△千円 △△千円 

設備購入費 
○○学科 ○○千円 ○○千円 ○○千円 ○○千円 ○○千円 

△△学科 △△千円 △△千円 △△千円 △△千円 △△千円 

 

(18) 「既設大学等の状況」の欄について 

① 申請者又は届出者が既に設置している全ての大学（大学院を含む），短期大学及び高等専門学校

について，学校ごとに，当該申請等時点（3 月末申請の場合は,「申請の翌年度の 4 月 1 日時点」）

の状況を記入してください（専攻科及び別科を除く）。 

② 学生募集を停止している学部等については，入学定員（編入学定員を含む），収容定員及び定員

超過率は「－」と記入し，備考欄に「令和○○年より学生募集停止」と記入してください。 

③ 「収容定員」の欄について，学年進行中の入学定員の増減がある学部等については，申請等時点

（3 月末申請の場合は,「申請の翌年度の 4 月 1 日時点」）の収容定員を記入してください（例え

ば，入学定員を 100 名から 80 名に減らして 2 年目の学部の学科の収容定員は，360 人となりま

す）。また，「備考」の欄に「令和○年度入学定員増（△○人）」又は「令和○年度入学定員減（△

○人）」と記入してください。 

④ 完成年度を迎えていない学部等については，申請等時点（3 月末申請の場合は,「申請の翌年度の

4 月 1 日時点」）の収容定員を記入してください（例えば，開設 2 年目の入学定員 100 人の学部の

学科の収容定員は，200 人となります）。 

⑤ 「収容定員充足率」について 

ア 学部全体及び学科ごと（短期大学については学科ごと（専攻課程を置く場合は学科全体及び専

攻課程ごと），大学院については研究科の専攻ごと（博士前期課程と博士後期課程を置く場合は

課程ごと）。以下同じ）に認可の申請をする年度の 5 月 1 日現在（4 月に届出をする場合は，4

月 1 日もしくは届出日等，4 月時点での数値で構いません。）の収容定員の数に対する学生数の

割合（以下，「収容定員充足率」という。）を記入してください（学生募集停止を行った学部及

び学科※については記入不要）。 

 ※ 認可申請を行う年度の新入生（1 年次）を募集していない学部及び学科。そのため，例えば，認可申請を行

う年度の新入生（1 年次）は在籍しており，認可申請を行うまでの間に翌年度以降の学生募集を停止した学部

及び学科は要記入。 

イ 収容定員充足率は，小数点以下第 2 位（第 3 位を切捨て）まで算出してください。 

ウ 大学，短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準（以下「認可基準」という）第 1
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条第 2 項に基づき，厳格な成績管理を行っている場合に限り，修業年限を超えて在籍する学生

（以下「修業年限超過学生」という。）のうち，修業年限を超えて在籍する期間が 2 年以内の学

生（海外の大学，短期大学又は高等学校に留学した修業年限超過学生については，修業年限を超

える在籍期間が 3 年以内のものの数）を控除して収容定員充足率を算出する場合又は令和 5 年 2

月 28 日改正の認可基準の附則第 2 項及び第 4 項に定める特例（認可基準第 1 条第 1 項第 3 号に

定める収容定員充足率の算定に当たり学生の数に含まないもの）の適用を受ける場合には，「33 

収容定員の充足状況」の作成例②を参照の上，控除前の収容定員充足率と控除後の収容定員充足

率（≪≫で記載）を二段に分けて記載してください。 

エ 完成年度を迎えていない学部等については，「33 収容定員の充足状況」(5)⑥（本書 p.205）

を，学年進行中の入学定員の増減がある学部等については，「33 収容定員の充足状況」(5)⑦（本

書 p. 205）を参照の上，作成してください。 

オ 国際競争力けん引学部等の認定等に関する規程（令和 7 年文部科学省告示第 112 号）第 3 条の

規定により認定を受けた学部等がある場合には，備考欄に「国際競争力けん引学部等の特例（○

○年度認定）」と記入してください。 

 

※ 大学の学部（学部の学科ごとに修業年限が異なる場合は学科）又は短期大学の学科（学科の専

攻課程ごとに修業年限が異なる場合は専攻課程）若しくは高等専門学校の学科単位で収容定員充

足率が一定値以上の学部等がある場合は，認可基準第 1 条第 3 号の規定により，0.5 倍以下の学

部等がある場合は，認可基準第 1 条第 4 号の規定により認可することができませんので，御留意

ください。 

※ 令和 8 年度開設の大学等の設置認可申請から，同一学校法人内に設置する全ての大学の学部等

において，収容定員充足率が 0.5 倍以下の学部等がある場合には，「学校法人の寄附行為及び寄

附行為の変更の認可に関する審査基準」の規定により，当該学校法人の寄附行為の変更は認可す

ることができないため，そのことにより大学等の設置認可申請も認可することができませんの

で，大学等の設置認可申請と併せて学校法人の寄附行為の変更の認可申請が必要となる手続きに

ついては，御注意ください。（学校法人の寄附行為（変更）認可申請の詳細については，高等教

育局私学部私学行政課法人係までお問合せください。） 

 

(19) 「附属施設の概要」の欄には，当該申請等に係る大学全体の附属施設について，目的，名称，所

在地，設置年月及び規模等を記入してください。特に，大学設置基準第 39 条に該当する附属施設

は必ず記載するとともに，医学を履修する課程又は歯学を履修する課程を置く大学については，附

属病院等が「大学設置基準」に適合しているか確認しますので，その目的や規模（面積）等につい

て明確に記入してください。 

(20) 補足資料（「組織の移行表」）について 

新たな大学，学部等又は研究科等の設置や収容定員の変更等により，法人全体としてどのように

組織が移行するのかを示した表（本書 p.84 参照）を「基本計画書」の後に補足資料として添付し

てください。 

作成に当たっては，以下の点に留意してください。 

・申請者又は届出者が既に設置している大学，短期大学，高等専門学校，専修学校専門課程（以

下，「専門学校」という。）について，当該申請等の開設前年度と開設年度の組織の改編状況

（新たな組織の設置，定員変更，名称変更，学生募集停止，組織の廃止等）を記載してくださ

い。 
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・開設年度に変更のある組織については，開設年度の欄の方に下線を引いてください（開設前

年度の欄の方は下線不要）。 

・新たな組織を設置する場合，「変更の事由」の欄に「学部の設置（認可申請）」などと記載し，

認可による設置か届出による設置かを明らかにしてください。 

・減少変更にあっては，「定員変更（令第 23 条の 2 第 4 項）」と記載してください。 

・各学科等の収容定員は，完成年度前であっても完成年度時の収容定員を記入してください（例

えば，開設 2 年目の入学定員 100 人の学部の学科であっても，収容定員は 400 人と記入して

ください。また，収容定員を 100 人から 80 人に変更して 2 年目の学部の学科についても，収

容定員は 320 人と記入してください）。 

・大学，大学院，短期大学，高等専門学校，専門学校ごとに入学定員，編入学定員，収容定員の

それぞれの合計数を記載してください。 

 

(21) 補足資料（減少変更時の「基本計画書」）について 

増加変更を行う場合（本手引 p.55 に記載の「※収容定員に係る学則変更届出の省略について」 

により，収容定員に係る学則変更の届出を省略する場合を含む。）には，減少変更時に提出した「基

本計画書」を「組織の移行表」の後に補足資料として添付してください。 
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「校舎面積」に
部分内部は，建築基準法上必要敷地  算入されない。

「校地面積」に算入 「校地面積」に算入されない部分
（基本計画書の「校地等」の「その他」に算入）

運動場等 『校地面積』不算入施設用地

原則同一敷地
又は隣接

 不算入施設

　・寄宿舎
　・附属施設（附属病院は

　　除く）

校舎等敷地
　　・附属学校又は附属幼保

　　　連携型認定こども園

　　・農場
 校舎 　　・演習林
　　・研究室・教室（講義室，演習室，実験・実習室等） 　　・家畜病院
　　・図書館 　　・飼育場又は牧場

部内は， 　　・学長室，会議室，事務室 　　・練習船

「校舎面積」に 　　・医務室・学生自習室・学生控室 　　・養殖施設
算入される部分 　  ・情報処理施設・語学学習施設 　　・薬用植物園

　　  附属施設
　・附属病院（現有建築面積 （その他不算入用地）

　　が校地基準面積となる） 　・附置研究所用地
　・駐車場
　・大学生協用地

　　・体育館 　・大学ミュージアム用地
「校舎面積」には 　　・スポーツ施設・講堂 　・メモリアルホール用地
算入されない。 　　・課外活動施設 　・オブジェ用地

　　・厚生補導施設 　・調整池
空　地 　・法面　など

○ 『校地』に算入される大学用地の考え方

6
4



【作成例・設置認可申請（大学新設）の場合】

備 考

　

令和○年4月
第1年次

令和□年4月
第3年次

基　本　計　画　書

大 学 本 部 の 位 置 東京都千代田区霞が関3丁目2番2号

大 学 の 目 的
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

新 設 学 部 等 の 目 的
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

新 設 学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

－
－

760
40

学位
開設時期及
び開設年次

所在地

年 人 年次
人

人

令和○年4月
第1年次

別記様式第２号（その１の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

フ リ ガ ナ    ｶｽﾐｶﾞｾｷﾀﾞｲｶﾞｸ

大 学 の 名 称 霞が関大学   (University of Kasumigaseki)

計 画 の 区 分 大学の設置

フ リ ガ ナ 　ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ　ｶｽﾐｶﾞｾｷｶﾞｸｴﾝ

設 置 者 学校法人　霞が関学園

　法学部　法律学科 80科目 30科目 10科目 120科目

同一設置者内における変更状況
（ 定 員 の 移 行 ，
名 称 の 変 更 等 ）

新設学部等の名称
開設する授業科目の総数

卒業要件単位数
講義 演習

令和○年4月名称変更予定

　霞が関短期大学→霞が関大学短期大学部

124単位

35科目 5科目 133科目 124単位

124単位

実験・実習 計

教育
課程

法学部
（Faculty of ○○）

　法律学科
    （Department of ○○）

学士（法学）
（Bachelor
of ○○）

法学関係

　法学部　政治学科

通信教育課程
　法学部　政策学科

93科目

93科目

35科目 5科目 133科目

通信教育課程
（○○ Course）

　　政策学科
　　 （Department of □□）

霞が関短期大学

  日本文学科（廃止）     （△40）
※令和○年4月学生募集停止

計

新
設
学
部
等
の
概
要

4 150

150

法学関係学士（政治
学）
（Bachelor
of □□ ）

　
4

　
195

3年次

10
　

800

計 395
3年次

10
1,600

　　　　昼間主コース
　　　　夜間主コース

4
4

190
10

　政治学科
   （Department of  □□）

学位の分野

　法学部
　（Faculty of ○○）

昼夜開講制
（昼間主，
夜間主の区
別なし）

－

－

600

600

学士（政策
学）
（Bachelor
of □□）

年　月
第　年次

令和○年4月
第1年次

同上

法学関係

同上

東京都千代田区
霞が関3丁目2番2
号

65



大学設置基準別表
第一イに定める基
幹教員数の四分の
三の数　11人

5 812 7 5 3 27

計（ａ～ｄ）
18 6 0 0 24

（17） （5） （0） （0） （22）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　する者（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0） （0） （0） （0）

大学通信教育設置
基準別表第一に定
める基幹教員数の
四分の三の数　16
人

（13） （4） （0） （0） （17）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

2 0 0 0 2

（2） （0） （0） （0） （2）

小計（ａ～ｂ）
16 5 0 0 21

（15）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

14 5 0 0 19

（4） （0） （0） （19）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

2 1 0 0 3

（2） （1） （0） （0） （3）

通信教育課程
　法学部政策学科

18 6 0 0 24 2 4
（17） （5） （0） （0） （22） （2） （4）

学部等の名称
基幹教員

助手
基幹教員以外の
教 員
（助手を除く）教授 准教授 講師 助教 計

新

設

分

法学部　法律学科

人 人 人 人

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

小計（ａ～ｂ）
10 5

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

7 3 2 2

（1） （1）

計（ａ～ｄ）
12 7 5 3

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　する者（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

人 人 人

(12) （7） （4） （2） （25） （4） （6）
14 大学設置基準別表

第一イに定める基
幹教員数の四分の
三の数　11人

（7） （3） （2） （1） （13）

3 2 1 1

3 3 21
（10） （5） （3） （2） （20）

7

（3） （2） （7）

（3）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　する者（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

2 1 1 0 4

（2） （0） （0）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 1 1 0 2

（0） （2） （1） （0）

（0） （2）

27
(12) （7） （4） （2） （25）

　　　　政治学科
9 5 3 2 19 3 4

（9） （4） （3） （2） （18） （3） （4）

（6） （3） （1） （0） （10）

2

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

6 3 1 0

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

1 2 0 5

（2） （1） （2） （0） （5）

10

0

（15）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

1 0 0 2 3

（1） （0） （0）

小計（ａ～ｂ）
8 4 3 0 15

（8） （4） （3） （0）

（2） （3）

1 0 0 1

（0） （0） （0） （0） （0）

9 5 3 2 19
（9） （4） （3） （2） （18）

39 18 8 5 70 10 －

（38） （16） （7） （4） （65） （9） （－）

－

（－） （－） （－） （－） （－） （－）

－ － － －

（－）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

－ － － －

（－） （－）

－ －

－

－ － － － －

（－） （－） （－） （－）

－

（－） （－） （－）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　する者（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

－ － － － －

（－） （－） （－）

（－）

（－） （－） （－）

（－） （－）

（38） （16） （7） （4） （65） （9） （－）

－ － － － －

（－） （－）

（－）

（－）

－ － － － －

（－） （－） （－）

－

（－） （－） （－） （－） （－）

－ － －

39 18 8 5 70

－ －

（－） （－） （－） （－） （－） （－） （－）

－ － － － －

10 －
合　　　　計

計

既

設

分

計（ａ～ｄ）

該当なし

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

小計（ａ～ｂ）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

計

計（ａ～ｄ）
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大学全体

専　　属 その他 計

事 務 職 員
25 10 35

(23)

図 書 館 職 員
1 2 3

（1） （2） （3）

(9) (32)

技 術 職 員
2 0 2

（2） （0） (2)

指 導 補 助 者
5 0 5

(5) (0) （5）

そ の 他 の 職 員
1 0 1

（1） （0） （1）

34 12
(32) (11) （43）

35,000㎡ 145,000㎡

46

校
　
地
　
等

区　　　分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

10,000㎡

丸の内短期大学
（必要面積2,350

㎡）と共用
借用面積：2,000㎡
借用期間：20年

60,000㎡

合 計 71,000㎡ 39,000㎡

丸の内短期大学
（必要面積3,000

㎡）と共用

借用面積：10,000
㎡

借用期間：20年

校 舎 敷 地 70,000㎡ 35,000㎡ 30,000㎡ 135,000㎡

そ の 他 1,000㎡ 4,000㎡ 5,000㎡

25,000㎡ 20,000㎡ 105,000㎡

（60,000㎡） （25,000㎡） （20,000㎡） （105,000㎡）

教 室 ・ 教 員 研 究 室 教 室 52室 教 員 研 究 室 60室

校　　　舎

専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

図
書
・
設
備

新設学部等の名称

図書 学術雑誌 機械・器具

3,000〔1,000〕 1,500〔100〕 500〔50〕 8,000

標本

大学全体での
共用分を含む
図書10,000冊
〔1,000冊〕
学術雑誌
1,000冊

〔200冊〕

〔うち外国書〕 電子図書 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

冊 〔うち外国書〕

大学全体
2,500㎡ 1,000㎡ 4,000㎡

50

（15,000〔1,000〕） （2,300〔800〕） （1,000〔80〕） （300〔30〕） (7,000） （50）

20,000〔1,000〕 3,000〔1,000〕 1,500〔100〕 500〔50〕 8,000

経費
の見
積り
及び
維持
方法
の概
要

経費
の見
積り

第１年次 第２年次

15,000千円 15,000千円

スポーツ施設等
スポーツ施設 講堂

15,000千円 15,000千円

学生納付金以外の維持方法の概要 雑収入等

1,000千円 1,000千円1,100千円

800千円 800千円

1,300千円

1,000千円

学生１人当り
納付金

800千円

－ 千円 － 千円

3,000 千円 3,000 千円 3,000 千円 3,000 千円 － 千円 － 千円

第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

400 千円 500 千円 500 千円 500 千円

－ 千円 － 千円

90,000千円 90,000千円 90,000千円 55,000千円 － 千円

－ 千円 － 千円

－ 千円

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

1,400千円 1,100千円

既
設
大
学
等
の
状
況

大 学 等 の 名 称 霞が関短期大学

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

収 容 定 員
充 足 率

東京都千代田区霞が
関3丁目2番2号

年 人 年次
人

人

附属施設の概要

昭和62年度

こども学科 2 80 － 160 1.16 昭和62年度

2

 名　　称：○○総合研究所

 目　　的：○○○の研究

 所 在 地：東京都港区虎ノ門○丁目○番

 設置年月：平成15年10月
 規 模 等：土地8,000㎡，建物5,000㎡

－ － － －

英文学科 2 40 － 80 1.02 昭和62年度

日本文学科

開設
年度

所　在　地

※学生納付金
は上から，法
学部法律学
科，法学部政
治学科，通信
教育課程法学
部政策学科

－ 千円 － 千円

－ 千円 － 千円

※令和○年度
より学生募集
停止（日本文
学科）

短期大学士（文学）

短期大学士（文学）

短期大学士（こども学）

倍

1,000千円 1,000千円

30,000千円

90,000千円

区　分

教員１人当り研究費等

共同研究費等

図書購入費

設備購入費

計

職　　　種

開設前年度

厚生補導施設

計

50

（15,000〔1,000〕） （2,300〔800〕） （1,000〔80〕） （300〔30〕） （7,000） （50）

種 〔うち外国書〕 点 点

法学部
20,000〔1,000〕
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【作成例・設置認可申請（研究科設置）の場合】

備 考

　

14条特例の実施

別記様式第２号（その１の２）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

フ リ ガ ナ    ｶｽﾐｶﾞｾｷﾀﾞｲｶﾞｸ

大 学 の 名 称 霞が関大学大学院  (Guraduate school of Kasumigaseki)

大 学 本 部 の 位 置 東京都千代田区霞が関3丁目2番2号

計 画 の 区 分 研究科の設置

フ リ ガ ナ 　ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ　ｶｽﾐｶﾞｾｷｶﾞｸｴﾝ

設 置 者 学校法人　霞が関学園

学位の分野
開設時期及
び開設年次

所在地

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

年 人 年次
人

人

大 学 の 目 的
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

新 設 研 究 科 等 の 目 的

新
設
研
究
科
等
の
概
要

新設研究科等の名称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位

計 15 － 30

同一設置者内における変
更 状 況
（ 定 員 の 移 行 ，
名 称 の 変 更 等 ）

教育
課程

新設研究科等の名称
開設する授業科目の総数

修了要件単位数
講義 演習 実験・実習 計

経済学研究科 経済学専攻 10科目 4科目 2科目 6科目 30単位

研　究　科　等　の　名　称

専任教員

助手
専任教員以外の
教 員
（助手を除く）教授 准教授 講師 助教 計

新

設

分

経済学研究科　経済学専攻 （修士課程）

人 人 人 人

（3）（5） （4） （3） （2） （14）

人 人 人

(3)

既

設
分

人文学研究科　人文学専攻 （修士課程）
4 3 3 1

4 －

（5） （4） （3） （2） （14） (3) （－）
計

5 4 3 2 14

（2） （14） (2) （4）
11 2 4

（5） （4） （3）

（4） （3） （2） （14） (2) （－）

－
計

4 3 3 1 11 2
（5）

（7） （6） （3） （25） (5) （－）
合　　　　計

9 7 6 3 25

技 術 職 員
2 0 2

（2） （0） (2)

職　　　種 専　　属 その他 計

事 務 職 員

人 人 人

(8) (6)

そ の 他 の 職 員
1 0 1

（1） （0） （1）

図 書 館 職 員
1 2 3

（1） （2） （3）

計
19 7 26

(17) (８) （25）

指 導 補 助 者
5 0 5

(5) (0) （5）

経済学研究科
（Graduate school of
●●）

　経済学専攻

  （Course of ●●）
2

　年　月
第　年次

－ 修士（経済
学）
（Master of
●●）

15

【基礎となる学
部】
経済学部経済学科

経済学関係15 30

霞が関短期大学

  日本文学科（廃止）     （△40）

※令和○年4月学生募集停止

東京都千代田区霞
が関3丁目2番2号

令和○年4
月

第1年次

3

10 5

5 4 3 2 14 4

(14)

6 －

（9）
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　人文学研究科

　　人文学専攻

校　　　舎

専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

霞が関短期大学
（必要面積
3,000㎡）と共
用

校 舎 敷 地 70,000㎡ 35,000㎡ 30,000㎡ 135,000㎡

そ の 他 1,000㎡ 4,000㎡ 5,000㎡

校
　
地
　
等

区　　　分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

10,000㎡

合 計 71,000㎡

霞が関短期大学
（必要面積
2,500㎡）と共
用

60,000㎡ 25,000㎡ 20,000㎡ 105,000㎡

（60,000㎡） （25,000㎡） （20,000㎡） （105,000㎡）

講義室等・新設研究科等
の 専 任 教 員 研 究 室

講義室 実験・実習室 演習室
新設研究科等の
専任教員研究室

25室 8室 15室 14室

冊 〔うち外国書〕 種 〔うち外国書〕 点 点図
書
・
設
備

新設研究科等の名称

図書 学術雑誌 機械・器具 標本

〔うち外国書〕 電子図書 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

（15,000〔1,000〕） （2,300〔800〕） （1,000〔80〕） （300〔30〕） （7,000） （50）
経済学研究科

20,000〔1,000〕

経 費 の
見 積 り
及 び 維
持 方 法
の 概 要

経費
の見
積り

学生納付金以外の維持方法の概要 資産運用収入，雑収入　等

50

（15,000〔1,000〕） （2,300〔800〕） （1,000〔80〕） （300〔30〕） (7,000） （50）
計

20,000〔1,000〕 3,000〔1,000〕 1,500〔100〕 500〔50〕 8,000

第１年次

90,000千円

15,000千円

90,000千円

1,400千円

開設前年度 第１年次

人 年次
人

人 倍

3,000〔1,000〕 1,500〔100〕 500〔50〕 8,000

第２年次

区　分

教員１人当り研究費等

共同研究費等

図書購入費

設備購入費

400千円

3,000千円

学生１人当り
納付金

　経済学部

　　経済学科

附属施設の概要

 名　　称：○○総合研究所

 目　　的：○○○の研究

 所 在 地：東京都港区虎ノ門○丁目○番

 設置年月：平成15年10月

 規 模 等：土地8,000㎡，建物5,000㎡

2 40

修士（人文学）

既
設
大
学
等
の
状
況

大 学 等 の 名 称 霞が関短期大学

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

昭和62年度

収 容 定 員
充 足 率

開設
年度

所　在　地

年

－ 昭和62年度

2 80 － 160 1.16 昭和62年度

2 － － －

※令和○年度より
学生募集停止（日
本文学科）

既
設
大
学
等
の
状
況

大 学 等 の 名 称 霞が関大学

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

東京都千代田区霞
が関3丁目2番2号

短期大学士（文学）

短期大学士（文学）

短期大学士（こども学）

収 容 定 員
充 足 率

開設
年度

所　在　地

倍

こども学科

日本文学科

英文学科 － 80 1.02

　文学部 1.02

年 人 年次
人

人

4 80 － 360 学士（文学） 1.05

東京都千代田区霞
が関3丁目2番2号　　英米語学科 4 120 － 480 学士（文学） 0.99 平成10年度

　　現代文化学科

－ 千円

－ 千円

－ 千円

－ 千円

50

35,000㎡ 145,000㎡39,000㎡

第２年次

1,200千円

－ 千円

－ 千円

－ 千円

－ 千円

第３年次

－ 千円

30,000千円

90,000千円

500千円

3,000千円

15,000千円

1.00

大学全体での
共用分を含む

学術雑誌
1,000冊
〔200冊〕

第４年次 第５年次

第４年次

－ 千円

－ 千円

－ 千円

－ 千円

－ 千円

第５年次

－ 千円

平成10年度

第３年次

1.01
1.01 令和元年度

令和４年度20

4

2

150

10

－

－

600 学士（経済学）
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【作成例・設置認可申請（高等専門学校設置）の場合】

備 考

　

　

別記様式第２号（その１の３）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

フ リ ガ ナ 　ｶｽﾐｶﾞｾｷｺｳﾄｳｾﾝﾓﾝｶﾞｯｺｳ

高 等 専 門 学 校 の 名 称 　霞が関高等専門学校  （英訳名称を記載）

高 等 専 門 学 校 の 位 置 　東京都千代田区霞が関3丁目2番2号

計 画 の 区 分 　高等専門学校の設置

フ リ ガ ナ 　ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ　ｶｽﾐｶﾞｾｷｶﾞｸｴﾝ

設 置 者 　学校法人　霞が関学園

年 人 年次
人

人

高 等 専 門 学 校 の 目 的
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

新 設 学 科 の 目 的
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

新
設
学
科
の
概
要

新 設 学 科 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収 容
定 員

　　年　月
第　年次

称号 学科の分野
開設時期及
び開設年次

所　在　地

令和○年4月
第1年次

東京都千代田区
霞が関3丁目2番

2号

教育
課程

新設学科の名称
開設する授業科目の総数

学級数 卒業要件単位数

　情報工学科 65 科目 25 科目  5 科目 95 科目 1 167 単位

計 40 － 200

講義 演習 実験・実習 計

同一設置者内における変
更 状 況
（定員の移行，名称の変
更 等 ）

霞が関短期大学

※令和○年4月学生募集停止

  日本文学科（廃止）     （△40）

令和○年4月名称変更予定
　霞が関短期大学→霞が関大学短期大学部

学科の名称
基幹教員

助手
基幹教員以外の
教 員
（助手を除く）教授 准教授 講師 助教 計

新

設

分

　情報工学科

人 人 人 人 人

 うち，一般科目担当基幹教員
8

ａ．一般科目担当基幹教員のうち，専ら当該高等専門学校
　　の教育に従事する者 （2） （1）

ｂ．一般科目担当基幹教員のうち，年間８単位以上の授業
　　科目を担当する者（ａに該当する者を除く。）

2 1 0 0 3

（2） （1） （0） （0）

 うち，専門科目担当基幹教員
12

人 人

（20） （12） （5） （1） （38） （3） （3）

20 12 5 1 38 4 3

高等専門学校設置基準第
６条第９項に定める専ら
当該高等専門学校の教育
に従事する基幹教員の数
14人

（8） （4） （2） （1） （）

（12）

（3）

（23）

（18）

4 2 1 15

（5）

5 3 2 1 12

（5） （3）

8 3 0 23

（12） （8） （3） （0）

ａ．専門科目担当基幹教員のうち，専ら当該高等専門学校
　　の教育に従事する者

10 6 2 0 18

（10） （6） （2） （0）

ｂ．専門科目担当基幹教員のうち，年間８単位以上の授業
　　科目を担当する者（ａに該当する者を除く。）

2 2 1 0 5

（2） （2） （1） （0）

計
20 12 5 1 38 4 3

（20） （12） （5） （1） （38） （3） （3）

既

設

分

該当なし
－ － － －

 うち，一般科目担当基幹教員
－ － － －

ｂ．一般科目担当基幹教員のうち，年間８単位以上の授業
　　科目を担当する者（ａに該当する者を除く。）

ａ．一般科目担当基幹教員のうち，専ら当該高等専門学校
　　の教育に従事する者

ａ．専門科目担当基幹教員のうち，専ら当該高等専門学校
　　の教育に従事する者

－ － － －

－ － －

（－） （－） （－） （－） （－） （－） （－）

－

（－） （－） （－） （－） （－）

（－）

－ － － － －

（－） （－） （－） （－） （－）

－ － － － －

（－） （－） （－） （－）

 うち，専門科目担当基幹教員
－ － － － －

（－） （－） （－） （－） （－）

－

（－） （－） （－） （－） （－）

ｂ．専門科目担当基幹教員のうち，年間８単位以上の授業
　　科目を担当する者（ａに該当する者を除く。）

－ － － － －

（－） （－） （－） （－） （－）

計
－ － － － －

合　　　　計
20 12 5 1 38

－ －

（－） （－） （－） （－） （－） （－） （－）

4 3

（20） （12） （5） （1） （38） （3） （3）

職　　　種 専　　属 その他 計

人 人 人

(23) (9)

図 書 館 職 員
1 2 3

（1） （2） （3）

(32)

技 術 職 員
2 0 2

（2） （0） (2)

事 務 職 員
25 10 35

指 導 補 助 者
5 0 5

(5) (０) （5）

そ の 他 の 職 員
1 0 1

（1） （0） （1）

計
34 12 46

(32) (11) （43）

情報工学科
（英訳名称を記載）

5 40 － 200

準学士（工
学）
（英訳名称を
記載）

工学関係
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開設前年度

5,000 ㎡ 39,000 ㎡

校
　
地
　
等

区　　　分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

9,000 ㎡

15,500 ㎡

合 計 23,000 ㎡ 11,000 ㎡

専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

校 舎 敷 地 18,000 ㎡ 8,000 ㎡ 4,000 ㎡ 30,000 ㎡

そ の 他 5,000 ㎡ 3,000 ㎡ 1,000 ㎡

（7,000） （50）

点

　情報工学科
20,000〔1,000〕 3,000〔1,000〕 500〔50〕 8,0001,500〔100〕

（1,000〔80〕）

点
冊 〔うち外国書〕 種

新設学科の名称

図書 学術雑誌 機械・器具 標本

〔うち外国書〕

50

（15,000〔1,000〕）

（50）

スポーツ施設等
スポーツ施設 講堂 厚生補導施設

2,500 ㎡ 600 ㎡ 4,200 ㎡

計
20,000〔1,000〕 3,000〔1,000〕 500〔50〕 8,000 50

（15,000〔1,000〕） （2,300〔800〕） （300〔30〕） (7,000）

〔うち外国書〕 電子図書 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

教員１人当り研究費等

共 同 研 究 費 等

図 書 購 入 費

設 備 購 入 費

学生１人当り
納付金

第１年次

経 費 の
見 積 り
及 び 維
持 方 法
の 概 要

経費
の見
積り

区　分 第１年次 第２年次 第３年次

第２年次 第３年次

学生納付金以外の維持方法の概要 　資産運用収入，雑収入　等

第４年次 第５年次

1,400千円 1,100千円 1,000千円 1,000千円

第４年次 第５年次

収 容 定 員
充 足 率

開設
年度

所　在　地

年 人 年次
人

人 倍

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

500 千円

3,000 千円

15,000千円

　経済学部

　　経済学科

　人文学研究科

4

4

附属施設の概要

既
設
大
学
等
の
状
況

大 学 等 の 名 称 　霞が関大学

　　人文学専攻 2 10 －

　　現代文化学科

1,500〔100〕
（1,000〔80〕）

（2,300〔800〕） （300〔30〕）

6,500 ㎡ 3,000 ㎡ 25,000 ㎡

（　15,500　㎡） （　6,500　㎡） （　3,000　㎡） （　25,000　㎡）

教 室 25　室

図
書
・
設
備

校　　　舎

500 千円

3,000 千円 3,000 千円

15,000千円 15,000千円

90,000千円 90,000千円

500 千円

3,000 千円

15,000千円

90,000千円 90,000千円

500 千円

3,000 千円

15,000千円

90,000千円

30,000千円

90,000千円

　　英米語学科 4 － 学士（文学）

1,000千円

480 0.99
　文学部 1.02

120

400 千円

150

－

－

1.01

1.01

 名　　称：情報処理教育センター

 目　　的：情報処理の教育及び研究

 所 在 地：東京都港区虎ノ門○丁目○番

320

600 学士（経済学）

20 修士（人文学） 1.00 令和４年度

80

 設置年月：平成15年10月

 規 模 等：土地8,000㎡，建物5,000㎡

年 人 年次
人

人 倍

1.02

学士（文学）

　英文学科

　日本文学科

　こども学科

2 40 － 80 短期大学士（文学）

大 学 等 の 名 称 　霞が関短期大学

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

収 容 定 員
充 足 率

開設
年度

所　在　地

1.05

令和元年度

※令和○年度より学生募
集停止（日本文学科）

昭和62年度

2 － － － 短期大学士（文学） － 昭和62年度

2 80 － 160 短期大学士（こども学）

1.16 昭和62年度

東京都千代田区霞
が関3丁目2番2号

平成10年度

平成10年度

東京都千代田区霞
が関3丁目2番2号
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【作成例・設置届出の場合】

備 考

　

3年次

別記様式第２号（その１の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

フ リ ガ ナ    ｶｽﾐｶﾞｾｷﾀﾞｲｶﾞｸ

大 学 の 名 称 霞が関大学  (University of Kasumigaseki)

基　本　計　画　書

大 学 本 部 の 位 置 東京都千代田区霞が関3丁目2番2号

計 画 の 区 分 学部の学科の設置

フ リ ガ ナ 　ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ　ｶｽﾐｶﾞｾｷｶﾞｸｴﾝ

設 置 者 学校法人　霞が関学園

大 学 の 目 的
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

新 設 学 部 等 の 目 的
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

新
設
学
部
等
の
概
要

新 設 学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位 学位の分野
開設時期及
び開設年次

所在地

年 人 年次
人

人 　年　月
第　年次

文学部
（Faculty of ○○）

東京都千代田区
霞が関3丁目2番

2号

計 75 10 320

令和○年4
月

第1年次

令和□年4
月

第3年次

学士（仏文
学）
（Bachelor of
○○）

文学関係

3年次

　仏文学科
  （Department of ○
○）

4 75 10 320

講義 演習 実験・実習 計

文学部　仏文学科

同一設置者内における
変 更 状 況
（ 定 員 の 移 行 ，
名 称 の 変 更 等 ）

 文学部仏文学科〔定員増〕　（　75）
 （3年次編入学定員） 　　  （　10）（令和○年3月認可申請）

⽂学部英⽂学科〔定員減〕（△40）（令和●年４月）

  日本文学科（廃止）     （△40）
※令和○年4月学生募集停止

霞が関短期大学

79科目 20科目 4科目 103科目 124単位

教育
課程

新設学部等の名称
開設する授業科目の総数

卒業要件単位数

文学部国文学科〔定員減〕（△50）（令和●年４月） ※令23条の2第4項
・減少変更前の収
容定員の総数：880

人
・減少変更後の収
容定員の総数：840

人

学部等の名称
基幹教員

助手
基幹教員以外の
教 員
（助手を除く）教授 准教授 講師 助教 計

新

設

分

文学部　仏文学科

人 人 人 人

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

小計（ａ～ｂ）
６ 3

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

5 2 0 0

（1） （0）

計（ａ～ｄ）
7 4 3 1

人 人 人

(7) （4） （3） （1） （15） （2） （4）
2 47 4 3 1 15

7 大学設置基準別表
第一イに定める基
幹教員数の四分の
三の数　5人

（4） （2） （0） （0） （6）
1 １ １ 0

1 0 10
（6） （3） （1） （0） （10）

3

（2） （1） （4）

（4）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　する者（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

1 0 0 0 1

（1） （0） （0）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 １ 2 1 4

（0） （1） （2） （1）

（0） （1）

15
(7) （4） （3） （1） （15）

2 4
(7) （4） （3） （1） （15） （2） （4）

計
7 4 3 1 15
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大学全体

計（ａ～ｄ）
7 4 3 1 15

（7） （4） （3） （1） （15）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　する者（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

1 0 1 1 3

（1） （0） （1） （1） （3）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 1 0 1 2

（0） （1） （0） （1） （2）

（5）

小計（ａ～ｂ）
6 3 2 0 11

（6） （3） （2） （0） （11）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

4 2 0 0 6 大学設置基準別表
第一イに定める基
幹教員数の四分の
三の数　5人

（4） （2） （0） （0） （6）
ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

2 1 2 0 5

（2） （1） （2） （0）

大学全体での
共用分を含む

学術雑誌
1,200冊
〔200冊〕

46

　　　　英文学科
7 4 3 1 15 2 4

（7） （4） （3） （1） （15） （2） （4）

8 4 3 1 16
（7） （4） （3） （1） （15）

4 2 0

（2） （1） （2）

（0） （6）

0

0 1 0

（0） （1） （0）

7 3 2 0 12
（0） （11）

6

（6） （3） （2）

（4） （2） （0）

3 1 2

（0） （1）

文学部　国文学科

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

小計（ａ～ｂ）

大学設置基準別表
第一イに定める基
幹教員数の四分の
三の数　6人

1 0 1

計
15 8 6 2 31

2 4
（2） （4）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

0 6

（0） （5）

（2）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　する者（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0 2

（1）

合　　　　計
22 12 9 3 46

既

設

分

（0） （2）

計（ａ～ｄ）
8 4 3 1 16

（7） （4） （3） （1） （15）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

1 2

（1）

4 8
（14） （8） （6） （2） （30） （4） （8）

6 12
（21） （12） （9） （3） （45） （6） （12）

職　　　種 専　　属 その他 計

事 務 職 員

人 人 人

(23)

図 書 館 職 員
1 2 3

（1） （2） （3）

(9) (32)

技 術 職 員
2 0 2

（2） （0） (2)

指 導 補 助 者
5 0 5

(5) (0) （5）

そ の 他 の 職 員
1 0 1

（1） （0） （1）

計
34 12

(32) (11) （43）

0㎡ 145,000㎡

校
　
地
　
等

区　　　分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

10,000㎡

105,000㎡

合 計 145,000㎡ 0㎡

借用面積：
15,000㎡
借用期間：
25年

校 舎 敷 地 135,000㎡ 0㎡ 0㎡ 135,000㎡

そ の 他 10,000㎡ 0㎡ 0㎡

0㎡ 0㎡ 105,000㎡

（105,000㎡） （　　　　　0㎡） （　　　　　　0㎡） （105,000㎡）

標本

〔うち外国書〕 電子図書 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

図書 学術雑誌 機械・器具

教 室 ・ 教 員 研 究 室 教 室 52室 教 員 研 究 室 60室

校　　　舎

専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

（25,000〔1,500〕） （5,000〔1,000〕） （1,500〔250〕） （300〔30〕） (8,000） （50）

種 〔うち外国書〕 点 点

30,000〔2,000〕 8,000〔1,300〕 2,000〔300〕 500〔50〕 9,000

冊 〔うち外国書〕

50

50

（25,000〔1,500〕） （5,000〔1,000〕） （1,500〔250〕） （300〔30〕） （8,000） （50）
計

30,000〔2,000〕 8,000〔1,300〕 2,000〔300〕 500〔50〕 9,000

図
書
・
設
備

新設学部等の名称

仏文学科

25 10 35
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届出学科全
体

スポーツ施設等
スポーツ施設 講堂 厚生補導施設

大学全体
2,500㎡ 650㎡ 4,444㎡

第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

教員１人当り研究費等 400 千円 500 千円 500 千円 500 千円

区　分 開設前年度 第１年次 第２年次

－ 千円 － 千円

3,000 千円 3,000 千円 3,000 千円 3,000 千円 － 千円 － 千円

学生１人当り
納付金

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

15,000千円 15,000千円 － 千円 － 千円

設備購入費 90,000千円 90,000千円 90,000千円 90,000千円

1,400千円 1,200千円 1,200千円 1,200千円 － 千円 － 千円

－ 千円 － 千円

資産運用収入，雑収入　等

既
設
大
学
等
の
状
況

大 学 等 の 名 称 霞が関大学

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

経費
の見
積り
及び
維持
方法
の概
要

学位又
は称号

収 容 定員
充 足 率

開設
年度

所　在　地

年 人 年次
人

人 倍

90,000千円

経費
の見
積り

図書購入費

　文学部 1.02 東京都千代田区霞
が関3丁目2番2号　　国文学科 4 120 － 480 学士（文学） 0.99 平成10年度

1.05 平成10年度

附属施設の概要

該当なし

既
設
大
学
等
の
状
況

　　英文学科 4 100 － 400 学士（文学）

大 学 等 の 名 称 霞が関短期大学

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

収容定員
充 足 率

開設
年度

所　在　地
学位又
は称号

※令和○年度
より学生募集
停止（日本文
学科）

英文学科 2 40 － 80 短期大学士（文学） 1.02 昭和62年度 東京都千代田区霞
が関3丁目2番2号－ 昭和62年度

こども学科 2 80 － 160 短期大学士（こども学） 1.01 昭和62年度

日本文学科 2 － － － 短期大学士（文学）

年 人 年次
人

人 倍

30,000千円 15,000千円 15,000千円

学生納付金以外の維持方法の概要

共同研究費等
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【作成例・収容定員増認可申請の場合】

備 考

　

※令和○年
4月設置届
出予定

文学関係 同上

3年次

5
(0)

同一設置者内における変更
状 況
（ 定 員 の 移 行 ，
名 称 の 変 更 等 ）

 文学部仏文学科〔定員増〕　（　75）

学部等の名称
基幹教員

助手
基幹教員以外の
教 員
（助手を除く）教授

教育
課程

新設学部等の名称

令和○年4月
第3年次

准教授 講師 助教 計

－

計

3年次

15
(0)

1,680
（1,360）

　仏文学科 4 75
(0)

320
(0)

学士（仏文
学）

文学関係 東京都港区虎ノ門
○丁目○番○号

16
（7） （4） （3） （1）

学位 学位の分野
開設時期及
び開設年次

所在地

年

　英文学科 4 100 400 学士（英文
学）

人

文学部

　国文学科 4 文学関係 令和○年4月
第1年次

120 － 480 学士（国文
学）

東京都千代田区霞
が関3丁目2番2号

別記様式第２号（その１の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

フ リ ガ ナ    ｶｽﾐｶﾞｾｷﾀﾞｲｶﾞｸ

大 学 の 名 称 霞が関大学

計 画 の 区 分 大学の収容定員に係る学則変更

フ リ ガ ナ 　ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ　ｶｽﾐｶﾞｾｷｶﾞｸｴﾝ

設 置 者 学校法人　霞が関学園

基　本　計　画　書

年次
人

人 　　年　月
第　年次

大 学 本 部 の 位 置 東京都千代田区霞が関3丁目2番2号

大 学 の 目 的
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

新 設 学 部 等 の 目 的 （定員を変更する目的を簡潔に記入）

新
設
学
部
等
の
概
要

新 設 学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

3年次

10
(0)

法学部

　法律学科 4 60 － 240

415
(340)

令和○年4月
第1年次

令和□年4月
第3年次

令和○年4月
第3年次

令和○年4月
第3年次

 （3年次編入学定員） 　　（　10）（令和○年4月届出予定）

霞が関短期大学

  日本文学科（廃止）     （△40）

※令和○年4月学生募集停止

－科目 －科目 －科目 －科目 －単位

講義 演習 実験・実習 計

開設する授業科目の総数
卒業要件単位数

新 文学部　国文学科

人 人 人 人 人

（0）
ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 1 0 1 2

（0） （1） （0） （1）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　する者（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

1 0 1 0 2

計（ａ～ｄ）
8 4 3 1

人 人

（11）

（2）

（2）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

3 1 2 0 6

（2） （1） （2） （0）

小計（ａ～ｂ）
7 3 2 0 12

（6） （3） （2）

48 4 3 1 16 2
（7） （4） （3） （1） （15） （2） （4）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

4 2 0 0 6 大学設置基準別表
第一イに定める基
幹教員数の四分の
三の数　6人

（4） （2） （0） （0） （6）

（5）

（1） （0） （1） （0）

（15）

※国際競争
力けん引学
部等の特例
（○○年度
認定）

学士（法学） 法学関係 東京都千代田区霞
が関3丁目2番2号

　政策学科 4 60 240 学士（政治
学）

法学関係 同上－
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大学設置基準別表
第一イに定める基
幹教員数の四分の
三の数　5人

（4） （2） （0） （0） （6）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

1 １ １ 0 3

（2） （1） （1） （0） （4）

小計（ａ～ｂ）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

5 2 0 0 7

（3） （1） （0） （10）
ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 １ 2 1 4

（0） （1） （2） （1） （4）

計（ａ～ｄ）
7

（3） （1） （15）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　する者（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

1 0

4 3 1 15
(7) （4）

3 1 15 2 4
(7) （4） （3） （1） （15） （2） （4）

６ 3 1 0 10
（6）

0 0 1

（1） （0） （0） （0） （1）

大学設置基準別表
第一イに定める基
幹教員数の四分の
三の数　5人

（4） （2） （0） （0） （6）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

1 １ １ 0 3

（2） （1） （1） （0） （4）

小計（ａ～ｂ）
６ 3 1

（4）

（0） （10）
ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 １

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　する者（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

1 0 0 0

4
(7) （4） （3） （1） （15） （2） （4）

3 1 15 2

計（ａ～ｄ）
7 4 3 1 15

(7) （4） （3） （1） （15）

5 2 0 0 7

（3） （1）

1

（1） （0）

0 10
（6）

2 1 4

（0） （1） （2） （1）

－

（0） （0） （1）

　　　　政策学科
7 4

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

－ － － － －

（－） （－） （－）

該当なし

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

小計（ａ～ｂ）
－ －

1

2 0

1

（1） （0） （0） （0） （1）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 １ 2 1 4

（0） （1） （1） （4）（2）

（4）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

1 １

小計（ａ～ｂ）
６ 3

大学設置基準別表
第一イに定める基
幹教員数の四分の
三の数　5人

（4） （2） （0） （0） （6）

0 10
（6） （3） （1） （0） （10）

１ 0 3

（2） （1） （1） （0）

1 0 0 0

0 7

　　　　仏文学科
7 4 3 1 15 2 4

(7) （4） （3） （1） （15） （2） （4）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

5

計
36 20 15 10 20

（35） （20） （15） （5） （75） (10)

設

分

3 1 15
　　　　英文学科

7 4 2 4
（7） （4） （3） （1） （15） （2） （4）

大学設置基準別表
第一イに定める基
幹教員数の四分の
三の数　5人

（4） （2） （0） （0） （6）

2

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

4 2 0 0

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

1 2 0 5

（2） （1） （2） （0） （5）

6

（11）
ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 1 0 1 2

（0） （1） （0）

小計（ａ～ｂ）
6 3 2 0 11

（6） （3） （2） （0）

（1） （2）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　する者（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

1 0 1 1 3

（1） （0） （1） （1） （3）

計（ａ～ｄ）
7 4 3 1 15

（7） （4） （3） （1） （15）
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計（ａ～ｄ）
7 4 3 1 15

(7) （4） （3） （1） （15）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　する者（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

法学部　法律学科
7 4

（20）

－ － －

（－） （－） （－） （－） （－） （－）

－ － － －

（－）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

－ － － － －

（－） （－） （－） （－） （－）

（－）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　する者（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

（－） （－） （－） （－） （－）

－ － － －

－ － －

（－） （－） （－） （－） （－）

－

既

設

分

（－） （－）

計（ａ～ｄ）
－ － － － －

（－） （－） （－） （－） （－）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

－ － － － －

（－） （－） （－） （－）

計
－ －

（－） （－） （－） （－） （－） （－） （－）

－ － － －
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大学全体

240

240
学士（法学）

学士（政治学）

平成10年度

平成10年度

1.18

1.17

1.19

105,000㎡

（5）

そ の 他 の 職 員
1 0 1

（1） （0） （1）

  法律学科
　　　政策学科

4

4

60

60

－

－

100 － 400

大学全体

46

合　　　　計
36 20 15 5 76 10 20

（35） （20） （15） （5） （75） (10) （20）

職　　　種 専　　属 その他 計

事 務 職 員
25 10 35

(23)

図 書 館 職 員
1 2 3

（1） （2） （3）

(9) (32)

技 術 職 員
2 0 2

（2） （0） (2)

指 導 補 助 者
5 0 5

(5) (0)

計
34 12

(32) (11) （43）

13,000㎡ 165,000㎡

校
　
地
　
等

区　　　分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

15,000㎡
合 計 145,000㎡ 7,000㎡

図書 学術雑誌 機械・器具

30,000〔2,000〕

霞が関短期
大学（必要
面積3,000
㎡）と共用

校 舎 敷 地 135,000㎡ 5,000㎡ 10，000㎡ 150,000㎡
そ の 他 10,000㎡ 2,000㎡ 3,000㎡

教 室 ・ 教 員 研 究 室 教 室 52室 教 員 研 究 室 60室

校　　　舎

専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

12,000㎡ 50,000㎡ 157,000㎡

（105,000㎡） （　　　　　0㎡） （　　　　　　0㎡） （105,000㎡）

霞が関短期
大学（必要
面積2,500
㎡）と共用

〔うち外国書〕 電子ジャーナル

冊 〔うち外国書〕

50

（25,000〔1,500〕） （5,000〔1,000〕） （1,500〔250〕） （300〔30〕） (8,000） （50）

種 〔うち外国書〕 点 点

スポーツ施設等
スポーツ施設 講堂 厚生補導施設

大学全体
2,500㎡ 1,000㎡ 4,000㎡

50

（25,000〔1,500〕） （5,000〔1,000〕） （1,500〔250〕） （300〔30〕） （8,000） （50）
計

30,000〔2,000〕 8,000〔1,300〕 2,000〔300〕 500〔50〕 9,000

図
書
・
設
備

新設学部等の名称

法学部
8,000〔1,300〕 2,000〔300〕 500〔50〕 9,000

標本

〔うち外国書〕 電子図書

第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

教員１人当り研究費等 400 千円 500 千円 500 千円 500 千円

区　分 開設前年度 第１年次 第２年次

－ 千円 － 千円

共同研究費等 3,000 千円 3,000 千円 3,000 千円 3,000 千円 － 千円 － 千円

第６年次

15,000千円 15,000千円 － 千円 － 千円

設備購入費 90,000千円 90,000千円 90,000千円 90,000千円

30,000千円 15,000千円 15,000千円

1,400千円 1,200千円 1,200千円 1,200千円 － 千円 － 千円

－ 千円 － 千円

学生納付金以外の維持方法の概要 私立大学等経常経費補助金，資産運用収入，雑収入　等

既
設
大
学
等
の
状
況

大 学 等 の 名 称 霞が関大学

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

経費
の見
積り
及び
維持
方法
の概
要

学位又
は称号

収 容 定 員
充 足 率

開設
年度

所　在　地

年 人 年次
人

人 倍

90,000千円

経費
の見
積り

図書購入費

学生１人当り
納付金

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次 第５年次

※国際競争
力けん引学
部等の特例
（○○年度
認定）

　文学部 1.02 東京都千代田区霞が
関3丁目2番2号

同上

　　国文学科 4 120 － 480 学士（文学） 0.99 平成10年度

学士（文学） 1.05 平成10年度

 法学部

　　英文学科 4

※令和○年
度より学生
募集停止
（日本文学
科）

英文学科 2 40 － 80
短期大学士（文学）

1.16 昭和62年度 東京都千代田区霞が
関3丁目2番2号

日本文学科 2 － － － 短期大学士（文学） － 昭和62年度

1.16 昭和62年度

年

2 80 － 160 短期大学士（こども学）

既
設
大
学
等
の
状
況

大 学 等 の 名 称 霞が関短期大学

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

所　在　地

人 年次
人

学位又
は称号

収 容 定 員
充 足 率

開設
年度

倍人

附属施設の概要

 名　　称：○○総合研究所

 規 模 等：土地8,000㎡，建物5,000㎡

 目　　的：○○○の研究

 所 在 地：東京都港区虎ノ門○丁目○番

 設置年月：平成15年10月

こども学科
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【作成例・収容定員変更届出の場合】

備 考

　

東京都千代田区
霞が関3丁目2番

2号

16

※令和○年4月学生募集停止

2 48 4 3 1

（15）
計（ａ～ｄ）

8 4 3 1 16
（7） （4） （3） （1）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　する者（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

1 0 1 0 2

（1） （0） （1） （0）

3 2 0 12
（6） （3） （2） （0）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 1 0 1 2

（0） （1） （0） （1）

（7） （4） （3） （1） （15） （2） （4）
ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

4 2 0 0 6 大学設置基準別
表第一イに定め
る基幹教員数の
四分の三の数　5
人

（4） （2） （0） （0） （6）

（5）

新 文学部　国文学科
人 人 人 人 人 人 人

（11）

（2）

（2）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

3 1 2 0 6

（2） （1） （2） （0）

小計（ａ～ｂ）
7

学部等の名称
基幹教員

助手
基幹教員以外の
教 員
（助手を除く）教授

教育
課程

新設学部等の名称
開設する授業科目の総数

卒業要件単位数

准教授 講師 助教 計

講義 演習 実験・実習 計

同一設置者内における
変 更 状 況
（ 定 員 の 移 行 ，
名 称 の 変 更 等 ）

令和○年4月名称変更予定

　霞が関大学→霞ヶ関大学（令和○年5月届出済み）

霞が関短期大学

　日本文学科（廃止）　　　（△60）

令和○年4月名称変更予定

　霞が関短期大学　文学科→国文学科

科目 科目 科目 科目 単位

文学関係 令和○年4月
第1年次

令第23条の2
第4項計

210
(220)

840
(880)

文学関係 令和○年4月
第1年次

同上　英文学科 4 110
(100)

－ 440
(400)

100
(120)

－ 400
(480)

学士（英文
学）

新 設 学 部 等 の 目 的 （定員を変更する目的を簡潔に記入）

新
設
学
部
等
の
概
要

新 設 学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位 学位の分野
開設時期及
び開設年次

所在地

年 人 年次
人

人 　年　月
第　年次

文学部

　国文学科 4 学士（国文
学）

大 学 本 部 の 位 置 東京都千代田区霞が関3丁目2番2号

計 画 の 区 分 大学の収容定員に係る学則変更

フ リ ガ ナ 　ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ　ｶｽﾐｶﾞｾｷｶﾞｸｴﾝ

設 置 者 学校法人　霞が関学園

大 学 の 目 的
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

別記様式第２号（その１の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

フ リ ガ ナ    ｶｽﾐｶﾞｾｷﾀﾞｲｶﾞｸ

大 学 の 名 称 霞が関大学

基　本　計　画　書
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計（ａ～ｄ）
－ － － － －

（－） （－） （－） （－） （－）

（－）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　する者（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

－ － － － －

（－） （－） （－） （－）

大学設置基準別
表第一イに定め
る基幹教員数の
四分の三の数
○○人

（－） （－） （－） （－） （－）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

－ － － － －

（－） （－） （－） （－） （－）

小計（ａ～ｂ）
－ － － － －

（－）

（－）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

－ － － － －

（－） （－） （－） （－）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

－ －

－ －

計
15 8 6 2 31 4

（－） （－） （－） （－） （－）

職　　　種 専　　属 その他 計

4 8

(14) （8） （6） （2） （30） （4）

4612
(32) (11) （43）

指 導 補 助 者
5 0 5

(5) (0)

（－）

351025

－ － －

（－） （－） （－）

（－）

（　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　　　　） （　　）
計

〔　　〕　 〔　　〕　 〔　　〕　 〔　　〕　

図
書
・
設
備

新設学部等の名称 〔うち外国書〕 電子図書 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

冊 〔うち外国書〕

（　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　　　　） （　　）

種 〔うち外国書〕 点 点

図書 学術雑誌 機械・器具

〔　　〕　 〔　　〕　 〔　　〕　 〔　　〕　

12,000㎡ 50,000㎡ 157,000㎡

（105,000㎡） （　　　　　0㎡） （　　　　　　0㎡） （105,000㎡）

標本

教 室 ・ 教 員 研 究 室 教 室 室 教 員 研 究 室 室

校　　　舎

専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計 霞が関短期
大学（必要
面積2,500
㎡）と共用

105,000㎡

合 計 145,000㎡ 7,000㎡

霞が関短期
大学（必要
面積3,000
㎡）と共用

校 舎 敷 地 135,000㎡ 5,000㎡ 10，000㎡ 150,000㎡
そ の 他 10,000㎡ 2,000㎡ 3,000㎡

13,000㎡ 165,000㎡

（5）

校
　
地
　
等

区　　　分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

15,000㎡

計
34

そ の 他 の 職 員
1 0 1

（1） （0） （1）

図 書 館 職 員
1 2 3

（1） （2） （3）

(9) (32)

技 術 職 員
2 0 2

（2） （0） (2)

事 務 職 員

人 人 人

(23)

－ －

（－） （－） （－） （－） （－） （－） （－）

（8）

計
－ － － － －

合　　　　計
15 8 6 2 31

既

設

分

該当なし
－ － － － －

（－）

8

(14) （8） （6） （2） （30） （4） （8）

計（ａ～ｄ）
7 4 3 1 15

（7） （4） （3） （1） （15）

（11）
ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　する者（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

1 0 1 1 3

（1） （0） （1） （1） （3）

1 0 1 2

（0） （1） （0）

小計（ａ～ｂ）
6 3 2 0 11

（6） （3） （2） （0）

（1） （2）

大学設置基準別
表第一イに定め
る基幹教員数の
四分の三の数　6
人

（4） （2） （0） （0） （6）

2

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

4 2 0 0

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

1 2 0 5

（2） （1） （2） （0） （5）

6

2 4
（7） （4） （3） （1） （15） （2） （4）

　　　　英文学科
7 4 3 1 15設

分
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　人文学研究科

　　人文学専攻

3,000 千円 3,000 千円 － 千円 － 千円

第３年次 第４年次 第５年次

日本文学科 2

平成14年度

東京都千代田区霞が
関3丁目2番2号

－ 20 修士（人文学） 1.00

1.05 平成10年度

附属施設の概要

 名　　称：○○総合研究所

 目　　的：○○○の研究

 所 在 地：東京都港区虎ノ門○丁目○番

 設置年月：平成15年10月

 規 模 等：土地8,000㎡，建物5,000㎡

倍
※令和○年
度より学生
募集停止
（日本文学
科）

英文学科 2 40 － 80 短期大学士（文学） 1.02

2 80 － 160 短期大学士（こども学）

昭和62年度 東京都千代田区霞が
関3丁目2番2号－ － － 短期大学士（文学） －

既
設
大
学
等
の
状
況

大 学 等 の 名 称 霞が関短期大学

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

所　在　地

年 人 年次
人

人

こども学科

昭和62年度

1.01 昭和62年度

　　英文学科 4 100 － 400 学士（文学）

学位又
は称号

収容定員
充 足 率

開設
年度

2 10

　文学部 1.02

学位又
は称号

収 容 定員
充 足 率

開設
年度

所　在　地

年 人 年次
人

人

　　国文学科 4 120 － 480 学士（文学）

既
設
大
学
等
の
状
況

大 学 等 の 名 称 霞が関大学

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

経費
の見
積り
及び
維持
方法
の概
要

0.99 平成10年度

倍

90,000千円

経費
の見
積り

図書購入費 30,000千円 15,000千円 15,000千円

学生納付金以外の維持方法の概要

共同研究費等 3,000 千円 3,000 千円

1,400千円 1,200千円 1,200千円 1,200千円 － 千円 － 千円

－ 千円 － 千円

私立大学等経常経費補助金，資産運用収入，雑収入　等

学生１人当り
納付金

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

15,000千円 15,000千円 － 千円 － 千円

設備購入費 90,000千円 90,000千円 90,000千円 90,000千円

第６年次

教員１人当り研究費等 400 千円 500 千円 500 千円 500 千円

区　分 開設前年度 第１年次 第２年次

－ 千円 － 千円

スポーツ施設等
スポーツ施設 講堂 厚生補導施設

㎡ ㎡ ㎡
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教
授

准
教
授

講
師

助
教

計
教
授

准
教
授

講
師

助
教

計
教
授

准
教
授

講
師

助
教

計
教
授

准
教

授
講
師

助
教

計

4人
1人

1人
0人

6人
0人

5
人

3
人

人
人

8
人

0
人

5
人

5
人

人
人

1
0
人

8
人

1
7
人

8
人

3
人

1
人

2
9
人

8
人

（
4）

（
1
）

（
0
）

（
0
）

（
5
）

（
0
）

（
3
）

（
2
）

（
）

（
）

（
5
）

（
0
）

（
4
）

（
4
）

（
）

（
）

（
8
）

（
8
）

（
1
5
）

（
5
）

（
2
）

（
1
）

（
2
3
）

（
8
）

（
2
3
）

（
1
5
）

（
3
8
）

　
学
士
（
工
学
）
　
（
B
a
c
h
e
l
o
r
 
o
f
 
○
○
）

　
令
和
○
年

4月
 第

1年
次
，
令
和
□
年

4月
 第

3年
次

　
 工

学
関

係

5
7
人

2
6
人

1
5
人

4
1
人

(
3
3
)

（
1
4
）

（
）

（
3
3
）

（
1
6
）

（
4
9
）

（
1
）

0
人

0
人

1
人

（
1
)

（
0
）

（
1
）

（
1
）

計
3
3
人

1
4
人

人
3
9
人

1
8
人

2
人

（
3
）

（
0
）

（
3
）

（
2
）

（
0
）

（
2
）

（
2
）

（
0
）

（
2
）

指
導

補
助

者
3
人

0
人

3
人

2
人

0
人

2
人

2
人

（
0
）

（
1
）

（
1
）

（
0
）

（
6
）

（
7
）

そ
の

他
の

職
員

1
人

0
人

1
人

1
人

0
人

1
人

1
人

（
2
）

図
書

館
職

員
2
人

4
人

6
人

2
人

3
人

5
人

1
人

6
人

7
人

(
2
)

（
4
）

（
6
）

（
2
）

（
3
）

（
5
）

（
1
）

（
2
4
）

（
1
3
）

（
3
7
）

（
1
7
）

（
9
）

（
2
6
）

技
術

職
員

2
人

0
人

2
人

4
人

0
人

4
人

3
人

0
人

3
人

（
2
）

（
0
）

（
2
）

（
4
）

（
0
）

（
4
）

（
2
）

（
0
）

計
専

属
そ

の
他

計

事
務

職
員

2
5
人

1
0
人

3
5
人

3
0
人

職
種

専
属

そ
の

他
計

専
属

そ
の

他

1
5
人

4
5
人

1
9
人

9
人

2
8
人

(
2
5
)

（
1
0
）

（
3
5
）

（
9
）

（
1
3
）

大
学
設
置
基
準
別
表
第
一
に
定
め
る
基
幹
教
員
数
の
四

分
の
三
の
数
　
2
人

大
学
設
置
基
準
別
表
第
一
に
定
め
る
基
幹
教
員
数
の

四
分
の
三
の
数
　
3
人

大
学
設
置
基
準
別
表
第
一
に
定
め
る
基
幹
教
員
数
の
四

分
の
三
の
数
　
2
人

大
学
設
置
基
準
別
表
第
一
に
定
め
る
基
幹
教
員
数
の
四
分
の
三

の
数
　
6
人

助
手
（
合
計
）

基
幹

教
員

以
外

の
教

員
（

助
手

を
除

く
）

（
合

計
）

7人
0
人

9
人

1
3
人

助
手

基
幹
教
員
以
外
の

教
員
（
助
手
を
除

く
）

基
幹
教
員

助
手

基
幹
教
員
以
外
の

教
員
（
助
手
を
除

く
）

基
幹
教
員
（
合
計
）

基
幹
教
員

助
手

基
幹
教
員
以
外
の

教
員
（
助
手
を
除

く
）

基
幹
教
員10

科
目

22
科
目

42
科
目

25
科
目

（
各

構
成

大
学

が
開

設
す

る
授

業
科

目
数

）
25

科
目

5科
目

1科
目

27
科
目

30
科
目

（
3
）

（
0
）

計
講

義
演

習
実

験
・

実
習

計
講

義
演

習

36
科
目

80
科
目

25
科
目

4科
目

10
9科

目
10

科
目

1科
目

開
設
時
期
及
び
開
設
年
次

教
育

課
程

講
義

演
習

実
験

・
実

習
計

4
70

10

実
験

・
実

習
計

講
義

（
合

計
）

演
習

（
合

計
）

実
験

・
実

習
（

合
計

）

学
位

学
位

の
分

野

20

修
業

年
限

入
学

定
員

（
合

計
）

編
入

学
定

員
（

合
計

）

共
同

学
科

の
概

要

入
学

定
員

収
容

定
員

入
学

定
員

編
入

学
定

員
収

容
定

員

20
－

80

編
入

学
定

員
収

容
定

員
入

学
定

員

30
0

別
記

様
式

第
２

号
（

そ
の

１
の

４
）

（
用

紙
　

日
本

産
業

規
格

Ａ
４

横
型

）

基
　
本
　
計
　
画
　
書
　
（
　
共
　
同
　
学
　
科
　
）

事
項

記
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

入
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

欄

計
画

の
区

分
学
部
の
設
置

構
成

大
学

の
設

置
者

学
校
法
人
霞
が
関
学
園

学
校
法
人
虎
ノ
門
大
学

公
立
大
学
法
人
丸
の
内
大
学

構
成

大
学

の
名

称
霞
が
関
大
学

虎
ノ
門
大
学

収
容

定
員

（
合

計
）

－
80

30
10

14
0

編
入

学
定

員

丸
の
内
大
学

構
成
大
学
の
本
部
の
位
置

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
3
丁
目
2
番
2
号

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
○
丁
目
○
番
○
号

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
○
丁
目
○
番
○
号

共
同

学
科
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名

称
　
共
同
工
学
部
 
工
学
科
　
（
F
a
c
u
l
t
y
 
o
f
 
○
○
　
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 
o
f
 
○
○
）

共
同

学
科

の
目

的
　
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

81



 
学

術
雑

誌
 
学

術
雑

誌
 
学

術
雑

誌

［
う
ち
外
国
書
］

〔
う
ち
外
国
書
〕

［
う
ち
外
国
書
］

〔
う
ち
外
国
書
〕

［
う
ち
外
国
書
］

〔
う
ち
外
国
書
〕

冊
種

冊
種

冊
種

8,
00

0
50

8,
00

0
70

8,
00

0
30

(5
,0

00
)

（
50
）

(5
,0

00
）

（
50

）
(5

,0
00
）

（
10

）

校 　 　 地 　 　 等

区
分

専
用

共
用

共
用

す
る

他
の

学
校

等
の

専
用

計
専

用
共

用
共

用
す

る
他

の
学

校
等

の
専

用
計

専
用

共
用

共
用

す
る

他
の

学
校

等
の

専
用

計

そ
の

他
12

,0
00

　
㎡

0　
㎡

0　
㎡

12
,0

00
　

㎡
8,

00
0　

㎡
0　

㎡
0　

㎡
8,

00
0　

㎡

専
用

（
合

計
）

共
用

（
合

計
）

共
用

す
る

他
の

学
校

等
の

専
用

（
合

計
）

計

校
舎

敷
地

60
,0

00
　

㎡
0　

㎡
0　

㎡
60

,0
00

　
㎡

10
0,

00
0　

㎡
0　

㎡
0　

㎡
10

0,
00

0　
㎡

17
0,

00
0　

㎡
15

,0
00

　
㎡

40
,0

00
　

㎡
22

5,
00

0　
㎡

23
0,

00
0　

㎡
15

,0
00

　
㎡

40
,0

00
　

㎡
28

5,
00

0　
㎡

1,
00

0　
㎡

0　
㎡

3,
00

0　
㎡

4,
00

0　
㎡

21
,0

00
　

㎡
0　

㎡
3,

00
0　

㎡
24

,0
00

　
㎡

合
計

84
,0

00
　

㎡
0　

㎡
0　

㎡
84

,0
00

　
㎡

15
8,

00
0　

㎡
0　

㎡
0　

㎡
15

8,
00

0　
㎡

17
1,

00
0　

㎡
60

,0
00

　
㎡

83
,0

00
　

㎡
24

4,
00

0　
㎡

60
5,

00
0　

㎡
60

,0
00

　
㎡

83
,0

00
　

㎡
74

8,
00

0　
㎡

大
学

全
体

の
収

容
定

員
（

う
ち

共
同

学
科

に
係

る
収

容
定

員
を

除
い

た
数

）

40
0　

人

（
32

0）
　

1,
26

0　
人

（
1,

12
0）

98
0　

人

（
90

0）

教
室

56
室

11
6室

93
室

教
員

研
究

室
6室

10
室

9室

図
書

・
設

備

 
図

書

機
械

器
具

標
本

 
図

書

機
械

器
具

機
械

器
具

標
本

電
子
冊
子

電
子
ジ
ャ
ー
ナ
ル

電
子
冊
子

電
子
ジ
ャ
ー
ナ
ル

電
子
冊
子

電
子
ジ
ャ
ー
ナ
ル

〔
う
ち
外
国
書
〕

〔
う
ち
外
国
書
〕

〔
う
ち
外
国
書
〕

〔
う
ち
外
国
書
〕

〔
う
ち
外
国
書
〕

〔
う
ち
外
国
書
〕

標
本

 
図

書

10
,0

00
〔

90
0〕

1,
00

0〔
30

0〕
30

0〔
50

〕

（
15

,0
00

［
1,

00
0］

）
（

1,
00

0〔
80

0〕
）

（
50

0〔
10

0〕
）
（

30
0〔

30
〕

）
（

20
,0

00
［

1,
00

0］
）

（
1,

20
0〔

70
0〕

）
（

50
0〔

10
0〕

）
（

30
0〔

30
〕

）
（

10
,0

00
［

1,
00

0］
）

（
80

0〔
60

0〕
）

（
50

0〔
10

0〕
）

（
50

〔
30

〕
）

30
,0

00
〔

2,
00

0〕
8,

00
0〔

1
,
2
0
0
〕

1,
00

0〔
30

0〕
50

0〔
50

〕
40

,0
00

〔
2,

00
0〕

1
2
,
0
0
0
〔
1
,
0
0
0
〕
　

2,
00

0〔
90

0〕
50

0〔
50

〕
20

,0
00

〔
3,

00
0〕

教
員

１
人

当
り

研
究

費
等

40
0 
千

円
40

0 
千

円

50
0 
千

円
―
　

 千
円

―
　

 千
円

共
同

研
究

費
等

3,
00

0 
千

円
3,

00
0 
千

円

3,
00

0 
千

円
―
　

 千
円

―
　

 千
円

第
３

年
次

開
設

前
年

度
第

１
年

次
第

２
年

次
第

３
年

次
開

設
前

年
度

第
１

年
次

第
２

年
次

第
３

年
次

第
４

年
次

第
５

年
次

第
６

年
次

第
４

年
次

第
５

年
次

第
６

年
次

40
0 
千

円
40

0 
千

円
50

0 
千

円
50

0 
千

円
60

0 
千

円
60

0 
千

円
60

0 
千

円

50
0 
千

円
―
　

 千
円

―
　

 千
円

60
0 
千

円
―
　

 千
円

―
　

 千
円

3,
00

0 
千

円
3,

00
0 
千

円
3,

00
0 
千

円
3,

00
0 
千

円
3,

00
0 
千

円
3,

00
0 
千

円
3,

00
0 
千

円

3,
00

0 
千

円
―
　

 千
円

―
　

 千
円

3,
00

0 
千

円
―
　

 千
円

―
　

 千
円

図
書

購
入

費

4,
00

0 
千

円
1,

50
0 
千

円
1,

50
0 
千

円
1,

50
0 
千

円
4,

00
0 
千

円
2,

00
0 
千

円
2,

00
0 
千

円
2,

00
0 
千

円
3,

00
0 
千

円
1,

50
0 
千

円
1,

50
0 
千

円
1,

50
0 
千

円

2,
00

0 
千

円
―
　

 千
円

―
　

 千
円

1,
50

0 
千

円
―
　

 千
円

―
　

 千
円

設
備

購
入

費

80
,0

00
 千

円
80

,0
00

 千
円

20
,0

00
 千

円
20

,0
00

 千
円

60
,0

00
 千

円
60

,0
00

 千
円

20
,0

00
 千

円
20

,0
00

 千
円

30
,0

00
 千

円
5,

00
0 
千

円
5,

00
0 
千

円
5,

00
0 
千

円

―
　

 千
円

―
　

 千
円

20
,0

00
 千

円
―
　

 千
円

―
　

 千
円

5,
00

0 
千

円
―
　

 千
円

―
　

 千
円

第
１

年
次

第
２

年
次

 1
,3

00
 千

円

―
　

 千
円

 1
,3

00
 千

円
1,

10
0 
千

円
1,

10
0 
千

円
1,

10
0 
千

円
 1

,3
00

 千
円

1,
10

0 
千

円
1,

10
0 
千

円
1,

10
0 
千

円
1,

10
0 
千

円

―
　

 千
円

―
　

 千
円

備
考

第
３

年
次

第
４

年
次

第
５

年
次

第
６

年
次

第
５

年
次

第
６

年
次

第
５

年
次

学
生

１
人

当
り

納
付

金

第
１

年
次

第
２

年
次

第
３

年
次

第
４

年
次

第
６

年
次

第
１

年
次

第
２

年
次

第
３

年
次

第
４

年
次

―
　

 千
円

学
生

納
付

金
以

外
の

維
持

方
法

の
概

要
私

立
大

学
等

経
常

経
費

補
助

金
，

資
産

運
用

収
入

，
雑

収
入

　
等

私
立

大
学

等
経

常
経

費
補

助
金

，
資

産
運

用
収

入
，

雑
収

入
　

等
運

営
費

交
付

金
　

等

経 費 の 見 積 り 及 び

維 持 方 法 の 概 要

経 費 の 見 積 り

区
分

開
設

前
年

度
第

１
年

次
第

２
年

次

1,
50

0 
千

円
―
　

 千
円

―
　

 千
円

20
,0

00
 千

円

第
４

年
次

第
５

年
次

第
６

年
次

1,
10

0 
千

円
1,

10
0 
千

円

―
　

 千
円

―
　

 千
円

82



　心理学科 40 － 160

50 200

50 200

－ 学士（政治学） 昭和48年度

　経済学科 4 － 学士（経済学） 平成元年度

経済学部

５　「教育課程」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

６　空欄には，「－」又は「該当なし」と記入すること。

平成10年度

平成10年度

4 学士（心理学） 平成15年度

昭和48年度

　政治学科 4

（注）

１　共同学科を設置する場合，別記様式第２号（その１の１）に加え，この書類を作成すること。

２　「新設分」及び「既設分」の備考の「大学設置基準別表第一イ」については，専門職大学にあっては「専門職大学設置基準別表第一イ」，短期大学にあっては「短期大学設置基準別表第一イ」，専門職短期大学にあっては「専門職短期大学設置基準別表第一イ」

　にそれぞれ読み替えて作成すること。

３　私立の大学の学部又は短期大学の学科の収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「教室」，「教員研究室」，「図書・設備」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

４　大学等の廃止の認可の申請を行おうとする場合は，「教育課程」，「校地等」，「教室」，「教員研究室」，「図書・設備」，「経費の見積もり及び維持方法の概要」及び「校舎」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

130,000　㎡ 10,000　㎡ 20,000　㎡ 160,000　㎡

（　100,000　㎡） （　10,000　㎡） （　20,000　㎡） （　130,000　㎡）

学士（工学）

校 舎

専用 共用 計

4 120 － 480 学士（工学）

　機械工学科 4 125 － 500

既
設
学
部
等
の
状
況

大 学 の 名 称 丸の内大学

昭和58年度

昭和58年度

共用する他の
学校等の専用

所　在　地

工学部 
年 人 年次

人
人

東京都千代田区丸の内○丁目○番○号

　電気工学科

学 部 等 の 名 称 修業年限
入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

開設
年度

65,000　㎡ 0　㎡ 0　㎡ 65,000　㎡

（　60,000　㎡） （　0　㎡） （　0　㎡） （　60,000　㎡）

専用 共用
共用する他の
学校等の専用

計

校 舎

既
設
学
部
等
の
状
況

大 学 の 名 称 虎ノ門大学

（　0　㎡） （　0　㎡） （　30,000　㎡）

所　在　地

法学部 
年 人 年次

人
人

東京都港区虎ノ門○丁目○番○号

　法律学科

学 部 等 の 名 称 修業年限
入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

開設
年度

4 180 － 720 学士（法学）

校 舎

専用 共用
共用する他の
学校等の専用

計

収容
定員

学位又
は称号

4 30 － 120 学士（英文学）

　文学科   4 30 － 120

開設
年度

学士（国文学）

既
設
学
部
等
の
状
況

大 学 の 名 称 霞が関大学

30,000　㎡ 0　㎡ 0　㎡ 30,000　㎡

（　30,000　㎡）

所　在　地

文学部 
年 人 年次

人
人

東京都千代田区霞が関3丁目2番2号

　英文学科 

学 部 等 の 名 称 修業年限
入学
定員

編入学
定　員

8
3



＜作成例＞

（例1）大学新設の場合

令和7年度
入学
定員

編入学
定員

収容
定員 令和8年度

入学
定員

編入学
定員

収容
定員 変更の事由

○○大学 大学新設

　保健医療学部 3年次

　　リハビリテーション学科 100 10 420

　　鍼灸学科 50 - 200
3年次

計 150 10 620

○○短期大学 ○○大学短期大学部 名称変更

　福祉学科 100 - 200 　 0 - 0 令和7年4月学生募集停止

　保育学科 100 - 200 　保育学科 100 - 200
　情報学科 100 - 200 　情報学科 75 - 150 定員変更（△25）

計 300 - 600 計 175 - 350

○○専門学校 ○○専門学校
　リハビリテーション学科 100 - 200 0 - 0 令和7年4月学生募集停止

　鍼灸学科 100 - 200 0 - 0 令和7年4月学生募集停止

　柔道整復学科 50 - 100 　柔道整復学科 30 - 60 定員変更（△20）

計 250 - 500 計 30 - 60

（例２）学部等の設置，収容定員変更の場合

令和7年度
入学
定員

編入学
定員

収容
定員 令和8年度

入学
定員

編入学
定員

収容
定員 変更の事由

○○大学 ○○大学

　文学部 2年次 　人文学部 2年次 名称変更

　　文学科 50 10 230 　　人文学科 50 10 230
　法学部 3年次 　法学部 3年次

　　法律学科 50 10 220 　　法律学科 30 10 140 定員変更（△20）

　　政治学科 20 - 80 学科の設置（届出）

　薬学部 　薬学部
　　薬学科（6年制） 50 - 300 　　薬学科（6年制） 50 - 300

　工学部 3年次 学部の設置（認可申請）

　　工学科 50 10 220

2年次 2年次

10 10
3年次 3年次

10 20

△△大学 △△大学
　経済学部 　経済学部
　　経済学科 80 - 320 　　経済学科 60 - 240 定員変更（△20）

　　経営学科 60 - 240 　　経営学科 60 - 240
　理学部 　理学部
　　理学科 50 - 200 　　理学科 50 - 200

計 190 - 760 計 170 - 680 令第23条の2第4項

○○大学大学院 ○○大学大学院
　法学研究科 　法学研究科
　　法学専攻（M） 10 - 20 　　法学専攻（M） 10 - 20

　　法学専攻（D） 5 - 15 課程変更（認可申請）

　薬学研究科 　薬学研究科
　　薬学専攻（4年制D） 4 - 16 　　薬学専攻（4年制D） 4 - 16

計 14 - 36 計 19 - 51

○○短期大学 ○○短期大学
　家政学科 40 - 80 0 - 0 令和7年4月学生募集停止

　看護学科（3年制） 80 - 240 　看護学科（3年制） 130 - 390 定員変更（50）

計 120 - 320 計 130 - 390

○○専門学校 ○○専門学校
　柔道整復学科 50 - 100 　柔道整復学科 30 - 60 定員変更（△20）

計 50 - 100 計 30 - 60

学校法人○○　設置認可等に関わる組織の移行表

計 150 750 計 200 970
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6 設置の前後における学位等及び基幹（専任）教員の所属の状況（別記様
式第 2 号・別添 1） 

 

この書類は，届出による設置の場合のみ作成し，当該届出に係る学部等又は研究科等の設置の前後

における，大学の授与する学位の種類及び分野（高等専門学校にあっては，学科の分野。以下同じ。）

並びに基幹教員（大学院の研究科又は大学院の専攻の場合は，専任教員。以下同じ。）の所属等につ

いて記入してください。 

 

(1) 「学部等の名称」の欄について 

① 「届出時における状況」の欄の「学部等の名称」の欄は， 

ア 当該届出に係る学部等又は研究科等において授与する学位と同一の種類及び分野の学位

を届出時に授与している既設の学部等又は研究科等 

イ 当該届出に係る学部等又は研究科等に一部の基幹教員が所属を移行する既設の学部等又

は研究科等のいずれかに該当する組織の名称を，学科等ごとに全て記入してください。なお，

学生募集の停止を予定する組織については，名称の後に「（廃止）」と記入してください。 

※ 既設の学部等又は研究科等と異なる種類の学位を授与する新設の学部等又は研究科等（例えば，「○○

学部」→「○○研究科」など）へ基幹教員が移行する場合については，当該既設の学部等又は研究科等の

名称をこの欄に記入する必要はありません。 
② 「新設学部等の学年進行終了時における状況」の欄の「学部等の名称」の欄は，当該届出に係

る学部等又は研究科等の名称及び「届出時における状況」の欄に記入した学部等又は研究科等（学

生募集を停止するものを除く）の名称を記入してください。 

 

(2) 「授与する学位等」の欄について 

 ① 「学位又は称号」は，当該学科等において授与する学位の種類及び専攻分野の名称を記入して

ください。 

② 「学位又は学科の分野」は，当該学科等において授与する学位の分野について，「学位の種類

及び分野の変更等に関する基準」（平成 15 年文部科学省告示第 39 号）の別表第 1 又は別表第

2 に定める学位の分野のうち該当する分野を記入してください。学位の分野が複数含まれる場合

は，当該複数の分野を並列して記入してください。学位の分野が特定できない学際領域の場合は，

「学際領域」と記入してください。 

 

(3) 「異動先」及び「異動元」の欄について 

① 「異動先」の欄は，「届出時における状況」に記入した学部等又は研究科等の届出時における

基幹教員について，当該届出に係る学部等又は研究科等の学年進行終了時（完成年度）における

所属名・人数を記入してください。基幹教員でなくなる場合の所属については「その他」，退職

をする場合は「退職」と記入してください。 

② 「異動元」の欄は，新設学部等又は研究科等に所属する基幹教員について，当該届出に係る学

部等又は研究科等の設置前の所属（異動のない場合も含む。）を記入してください。新規に採用

する基幹教員の所属については，「新規採用」と記入してください。 
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(4) 「基幹教員」の欄については，「届出時における状況」の欄は，届出時における基幹教員につ

いて，当該届出に係る学部等又は研究科等の学年進行終了時（完成年度）における異動先ごとの数

を記入してください。「新設学部等の学年進行終了時における状況」の欄は，当該届出に係る学部

等又は研究科等の学年進行終了時（完成年度）における基幹教員の数を異動元ごとに記入してくだ

さい。 

※ 「助教以上」の欄は，教授，准教授，講師，助教の合計数を記入し，「うち教授」の欄に記入する教授数

が「助教以上」の数の内数となるよう記入してください。 

 

 

7 基礎となる学部等の改編状況（別記様式第 2 号・別添 2） 
 

この書類は，届出による設置の場合のみ作成し，新設の学部等又は研究科等の基礎となる既設の学

部等又は研究科等（上記 6(1)①アに係る学部等又は研究科等）について，新設の学部等又は研究科等

の設置に至るまでの組織の改編状況を，設置認可された学部等又は研究科等まで遡って記載してくだ

さい。 

 

(1) 「開設又は改編時期」の欄は，開設又は改編を行った時期を記入してください。 

 

(2) 「改編内容等」の欄は，開設又は改編の具体的内容を記入してください。 

 

(3) 「学位又は学科の分野」の欄は，設置又は改編後の当該学科等において授与する学位の分野に

ついて，「学位の種類及び分野の変更等に関する基準」の別表第 1 又は別表第 2 に定める学位の

分野のうち該当する分野を記入してください。学位の分野が複数含まれる場合は，当該複数の分野

を並列して記入してください。平成 15 年度以前に設置した学科等の分野については，認可時の分

野を記入してください。 

 

(4) 「手続の区分」の欄は，「設置認可」，「設置届出」，「名称変更」，「学則変更」（設置又

はカリキュラム変更に関するもの），「学生募集停止」等の別を記入してください。また，どの組

織単位に係る設置又は変更なのかがわかるように，例えば「設置認可（学部）」，「名称変更（学

科）」などと，手続の対象となった組織単位を（ ）書きで併記してください。 
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（作成例）

別記様式第2号・別添1

（用紙　日本産業規格A4縦型）

学位又
は称号

学位又は
学科の分野

助教
以上

うち
教授

学位又
は称号

学位又は
学科の分野

助教
以上

うち
教授

政策学部政治経済学科 10 6 法学部政治学科 10 6

その他 2 0 法学部法学科 2 1

退職 2 2 経済学部経済学科 5 3

計 14 8 計 17 10

法学部法学科 13 8 法学部法学科 13 8

政策学部政治経済学科 2 1 新規採用 2 1

計 15 9 計 15 9

経済学部経済学科 10 6 経済学部経済学科 10 6

政策学部政治経済学科 5 3 経済学部経営学科 6 3

退職 1 1

計 16 10 計 16 9

経済学部経済学科 6 3

その他 2 1

退職 2 1

計 10 5

別記様式第2号・別添2

（用紙　日本産業規格A4縦型）

開設又は
改編時期

平成3年4月

平成8年4月

平成16年4月

平成16年4月

令和87年4月

令和87年4月 経済学部経営学科の学生募集停止 － 学生募集停止（学科）

法学部法学科のカリキュラム変更 法学 学則変更

政策学部政治経済学科　設置 法学，経済学 設置届出（学部）

法学部法律学科 → 法学部法学科 法学 名称変更（学科）

法学部政治学科　設置 法学 設置届出（学科）

平成8年4月
経済学部経済学科　設置 経済学

設置認可（学部）
経済学部経営学科　設置 経済学

改　　編　　内　　容　　等
学 位 又 は
学 科 の 分 野

手 続 の 区 分

法学部法律学科　設置 法学 設置認可（学部）

基 礎 と な る 学 部 等 の 改 編 状 況

経済学部
　経済学科

学士
（経済学）

経済学
経済学部
　経済学科

学士
（経済学）

経済学

経済学部
　経営学科
　（廃止）

学士
（経営学）

経済学

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

法学

基幹教員

法学部
　政治学科
　（廃止）

学士
（政治学）

法学
政策学部
　政治経済学
科

学士
（政治経済

学）

法学
経済学

法学部
　法学科

学士
（法学）

法学
法学部
　法学科

学士
（法学）

設 置 の 前 後 に お け る 学 位 等 及 び 基 幹 教 員 の 所 属 の 状 況

届 出 時 に お け る 状 況
新 設 学 部 等 の 学 年 進 行
終 了 時 に お け る 状 況

学部等の名称

授与する学位等

異 動 先

基幹教員

学部等の名称

授与する学位等

異 動 元
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8 教育課程等の概要（別記様式第 2 号（その 2 の 1），別記様式第 2 号（その 2 の 2），
別記様式第 2 号（その 2 の 3）） 

 

この書類には，当該申請等に係る学部等又は研究科等における教育課程を，大学は学部の学科ごと，

短期大学は学科（専攻課程を置く場合は，専攻課程）ごと，大学院は研究科の専攻ごと，高等専門学

校は学科ごとに記入してください。 

共同学科等を設置する場合は，別記様式第 2 号（その 2 の 1）に代えて，全体の教育課程を別記様

式第 2 号（その 2 の 2）で作成し，併せて，全ての構成大学ごとに別記様式第 2 号（その 2 の 1）を

作成してください。 

 

 

(1) 「科目区分」及び「授業科目の名称」の欄について 

① 「科目区分」の欄には，当該申請等に係る学部等又は研究科等において開設する授業科目につ

いて，一定の内容や目的による授業科目のまとまりの名称を適宜記入してください。 

高等専門学校の学科にあっては，「高等専門学校設置基準」（昭和 36 年文部省令第 23 号）

第 16 条に規定する一般科目及び専門科目の区分を必ず記入してください。 

② 「授業科目の名称」の欄には，当該申請等において開設する授業科目名を全て記入してくださ

い。当該申請等に係る研究科等において研究指導を授業科目として設定しない場合は，「（研

究指導）」と記入してください。 

③ 教養教育科目等を全学共通，学部共通などとしているような場合は，当該教養教育科目等を各

学科の教育課程の概要にそれぞれ全て記載してください。ただし，他学部等又は研究科等の授業

科目を一定の範囲内で当該学部等又は研究科等の単位として認定する場合，他学部等又は研究科

等の授業科目について記載する必要はありません。 

 

 

(2) 「配当年次」，「主要授業科目」，「単位数」，「授業形態」及び「開設大学」の欄について 

① 「配当年次」の欄について 

ア 各授業科目の配当年次について，教育上の目的に応じて学生に当該授業科目を履修させる年

次を記入してください。（ここでは，履修可能な配当年次という意味ではなく，学生に履修を

推奨する配当年次という意味です） 

イ 1 年次から 4 年次まで毎年度配当する場合は「1・2・3・4」と記入してください。また，

大学院の研究指導科目のように年次をまたがって開講する授業科目の場合には，「○～○」（例

：3 年次から 4 年次の 2 年間を通して開講する場合には「3～4」）と記入してください。当

該授業科目について，①隔年に開講する場合【隔年】，②1 つの授業科目を複数の独立した専

門分野ごとに分け，それぞれを複数の教員が担当するオムニバス方式による場合【ｵﾑﾆﾊﾞｽ】，

③複数の教員が授業科目の 1 回の授業時間の中で同時に同じ教室で授業を行うような共同で

担当する場合（例えば，演習科目で C 教授と D 助教が 2 人で指導を行う場合等）【共同】，

④1 つの授業科目を複数名の教員が持ち回りで隔年にて担当する場合【分担】等には，その旨

を「備考」の欄に記入してください。 
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ウ イの配当年次の横に各授業科目の開講時期を記入してください。開講時期によって以下のよ

うに記入してください。 

前期開講科目→前，後期開講科目→後，通年科目→通，3 学期開講科目→③， 

4 学期開講科目→④，休業期間の講義→休 

（例）2，3 年次のそれぞれの前期開講の配当科目  → 2・3 前 

3 年次の前期，後期開講の配当科目      → 3 前・後 

3 年次後期開講，4 年次前期開講の配当科目   → 3 後・4 前 

エ 学則で「春学期」「秋学期」など前・後期とは異なる名称の場合でも，前・後期と同様の区

分である場合は，「前・後期」と記入してください。 

  「前・後期」の考え方に当てはまらない場合，前・後期と標記することが適切でない場合は，

学則を踏まえ適切に標記するとともに，「設置の趣旨等を記載した書類」において，その考え

方を説明してください。 

 ② 「主要授業科目」の欄について授業科目ごとに，大学設置基準第 8 条（大学設置基準以外の設

置基準に基づくものは，同様の条項）に定める主要授業科目に該当する場合は「○」を記入して

ください。なお，主要授業科目に該当するかどうかは，基幹教員の要件に関わるため，養成する

人材像やディプロマ・ポリシー等との関係や整合性も考慮した上で設定してください。その際，

設置基準上，授業科目は必修科目，選択科目及び自由科目に分けて教育課程を編成することとさ

れていることも踏まえ，各教育課程上のこれらの区分別の科目の位置づけも勘案してください。

大学院，専門職大学院及び高等専門学校に係る申請の場合は，「主要授業科目」の欄に記載せず，

斜線を引いてください。 

③ 「単位数」の欄について 

ア 授業科目ごとに与える単位数について，必修科目，選択科目及び自由科目のうち該当する区

分に記入してください。大学院において，研究指導を授業科目として設定しない場合は，「－」

と記入してください。 

「必修科目」…当該学科等の教育目的を達成するため，卒業要件として修得を必要としている

科目。 

「選択科目」…学生の履修目的に応じて選択し，修得単位を卒業要件に算入する科目。（選択

必修科目を含む） 

「自由科目」…単位認定できるが卒業要件に算入しない科目。 

イ 「大学設置基準」第 32 条第 2 項ただし書に規定する授業時間制をとる場合，当該授業科目

を履修する授業時間数を（ ）書きで記入してください。 

④ 「授業形態」の欄には，各授業科目の授業形態について，講義，演習及び実験・実習のうち該

当する区分に「○」を記入してください。実験及び実技については，実験・実習に区分してくだ

さい。演習と実験など 2 以上の方法により授業を行う場合は，主たる形態以外の授業形態に「※」

を付し「備考」の欄にその方法を記入してください。 

⑤ 共同学科等を設置する場合（様式第 2 号（その 2 の 2））の「開設大学」の欄には，当該授業

科目を開設する大学名を記載してください。 
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(3) 「基幹教員等の配置」の欄について 

① 完成年度における状況を，授業科目ごとに，当該授業科目を担当する基幹教員及び助手の数に

ついて，1 年間の延べ開講数を問わず実人数を記入してください。 

② 同一の授業科目について同一の職位の教員が複数担当する場合（同一の授業科目について，複

数の独立した専門分野ごとに分け，それぞれを複数の教員が担当するオムニバス方式の場合，複

数教員が共同で担当する場合，複数のクラスを設定する場合等）には，その合計人数を記入して

ください。 

③ 小計は科目区分ごとの教員の実数，合計は教員全体の実数を記入してください。したがって，

小計の積算と，合計欄の数字は一致しなくても構いません。 

※大学設置基準等において，大学は，教育上主要と認める授業科目については原則として基幹教員

に，主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく基幹教員に担当させるものとされているこ

とを踏まえた上で，基幹教員の配置は十分に検討してください。 

※教員名簿〔教員の氏名等〕との整合性に留意してください。 

 

 

(4) 「学位又は称号」「学位」の欄は，学位の名称（高等専門学校の場合は称号の名称）を記入し

てください。なお，基本計画書に記載する「学位」との整合性に留意してください。（学位に付記

する専攻分野の名称については，設置の趣旨等を記載した書類の「(1) 大学，学部，学科等の設置

の場合 ③ 大学，学部・学科等の名称及び学位の名称」（本書 p.112）を参照してください。） 

 

 

(5) 「学位又は学科の分野」「学位の分野」の欄は，「学位の種類及び分野の変更等に関する基準」

の別表第 1 又は別表第 2 に定める学位の分野のうち，当該申請等に係る学科等の教育内容に対応

した学位の分野（高等専門学校は学科の分野）を記入してください。学位の分野が複数含まれる場

合は，当該複数の分野を並列して記入してください。なお，構成分野が複数にまたがるが，主とな

る分野が存在する場合は，他の分野の要素があっても主となる分野のみを記入してください。主と

なる分野が複数分野にまたがっている場合でも，原則としてそれらの分野を記入する必要がありま

すが，主となる学位の分野がどうしても特定できない学際領域である場合のみ，「学際領域」と記

入してください。なお，基本計画書に記載する「学位の分野」との整合性に留意してください。 

 

 

(6) 「卒業・修了要件及び履修方法」の欄には，卒業又は修了の要件及び履修方法（科目区分ごと

の履修条件，コース選択に係る履修条件，選択必修科目の選択方法等）をできるだけ詳細に記入し

てください。 

また，履修科目の登録の上限を設定している場合は上限単位数を記入してください。 

なお，博士課程（前期）の設置等において，修士論文又は特定課題の研究成果の審査と試験に代

えて，博士論文研究基礎力審査を修了要件とする場合は，「卒業要件及び履修方法」の欄に，その

旨を記載してください。 
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(7) 共同学科等を設置する場合（別記様式第 2 号（その 2 の 2））の「開設大学」及び「開設単位数

（必修）」の欄には，開設大学ごとの開設単位数を記入し，（ ）書きで必修科目数を記入してく

ださい。 

 

 

(8) 「授業期間等」の欄について 

① 「1 学年の学期区分」は，1 年を何期に分けているか（例えば前期・後期なら 2 期）を記入し

てください。 

② 「1 学期の授業期間」は，①の 1 学期が何週間にわたるかを記入してください。 

③ 「1 時限の標準の授業時間」は，時間割上の標準の 1 時限が何分間で設定されているかを記入

してください。 

 

 

(9) その他 

① 当該申請等において，標準の授業時間以外の授業時間を個別に設定して授業を行う場合は，当

該授業科目の「備考」の欄に「標準外」と記入してください 

② 当該申請等において「大学設置基準」第 25 条第 2 項，「専門職大学設置基準」第 18 条第 2

項，「短期大学設置基準」第 11 条第 2 項，「専門職短期大学設置基準」第 15 条第 2 項又は「高

等専門学校設置基準」第 17 条の 2 第 1 項の方法による授業を行う場合は，当該授業科目の「備

考」の欄に「メディア」と記入してください。 

③ 通信教育の開設に係る申請等の場合は，下の表の左欄に掲げる「大学通信教育設置基準」（昭

和 56 年文部省令第 33 号）第 3 条又は「短期大学通信教育設置基準」（昭和 57 年文部省令第 3

号）第 3 条に規定する授業の方法に応じて，当該授業科目の「備考」の欄にそれぞれ同表右欄

に掲げる区分記号を記入してください。これらの授業方法を複数併用する場合は，併用する方法

を全て記入してください。 

 

授 業 の 方 法 区分記号 

印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し，主としてこれにより学

修させる授業（専門職大学院に係る申請又は届出を除く） 

  印刷教材   
 

 

主として放送その他これに準ずるものの視聴により学修させる授業（専門職大学

院に係る申請又は届出を除く） 

    放送     
 

 

「大学設置基準」第 25 条第 1 項，「専門職大学設置基準」第 18 条第 1 項，「短

期大学設置基準」第 11 条第 1 項又は「専門職短期大学設置基準」第 15 条第 1

項の方法による授業 

    面接     
 

 

「大学設置基準」第 25 条第 2 項，「専門職大学設置基準」第 18 条第 2 項，「短

期大学設置基準」第 11 条第 2 項, 専門職短期大学設置基準」第 15 条第 1 項又は

「高等専門学校設置基準」第 17 条の 2 第 1 項の方法による授業 

  メディア   
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④ 2 以上の校地で教育を行う場合は，別記様式第 2 号（その 2 の 1）（又は別記様式第 2 号（そ

の 2 の 2））に加え，校地ごとの教育課程等の概要書類を作成して後ろに添付してください。そ

の場合，様式の右上に校地の名称を記入してください。 

注） 2 以上の校地で教育を行う場合とは，申請等に係る学部等の教育を 2 以上の校地で行う場合のことを

いい，例えば，申請に係る A 学部の教育を a 校地，b 校地でそれぞれ行う場合を言います。一方で，既

設の A 学部，B 学部の教育を a 校地で，申請に係る C 学部の教育を b 校地のみで行う場合は，2 以上の

校地で教育を行う場合には該当しません。以下，設置の趣旨等を記載した書類や別記様式第 3 号（その

2 の 1）又は別記様式第 3 号（その 2 の 2）においても同様の考え方です（2 以上の校地で教育を行う場

合の具体的な事例については，「11 2 以上の校地において教育を行う場合のそれぞれの校地ごとの状

況」(2)①を参照してください）。 

 
⑤ 大学院に係る案件，通信教育課程の併設に係る案件及び届出設置に係る全案件については，設

置する学科等の申請時点（3 月末申請の場合は，「申請の翌年度の 4 月 1 日時点」）の教育課程

等の概要と併せて，下の表の左欄に掲げる案件の内容に応じて，同表右欄に掲げる組織の教育課

程等の概要を作成し添付してください。 

 

案件の内容 作成・添付が必要な組織 

認可申請の場合 設置届出の場合 

大学院，大学院の研究科，研究科

の専攻の設置（独立大学院を除く） 
基礎となる学部等 
 

左記「認可申請の場合」に添付

するものに加えて，当該届出に

係る学部等又は研究科等にお

いて授与する学位と同一の種

類及び分野の学位を届出時に

授与している既設の学部等又

は研究科等のうち，新設学部等

の基礎となる全ての学部等又

は研究科等 
※届出時の教育課程等の概要

を作成してください。 

研究科の専攻の課程の変更 

（博士後期課程の設置） 

 

 

基礎となる修士課程（博士前

期課程）及び学部等 

※独立大学院の場合は学部

等不要 

既設の通学制の学部等で併せ行う

通信教育課程の開設 

併設する通学制の学部等 

 

既設の通信教育課程を併せ行う通

学制の学部等の設置 

併設する通信教育課程 

 

上記以外の案件 － 

 

⑥ 高等専門学校の学科において，三十単位時間ではなく，高等専門学校設置基準第 17 条第 4 項

の規定により，おおむね十五時間から四十五時間までの範囲で単位時間を設定する授業科目につ

いては，「☆」を記入してください。 
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＜作成例＞

必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

︵
助
⼿
を
除
く
︶

基
幹
教
員
以
外
の
教
員

1前 ○ 2 ○ 1 1

○○○概論（基礎） 1前 ○ 2 ○ 2 共同

◇◇◇◇ 1･2後 2 ○ 3

△△△論Ⅰ（基礎） 1･2前 ○ 2 ○ 1

△△△論Ⅱ（応用） 1後～2前 2 ○ 1 隔年

△△△論Ⅲ（発展） 3前 2 ○ 1

×××論 2前 2 ○ 1

＄＄＄学 2前 ○ 2 ○ 1

％％％学 2前 2 ○ 1 1

＃＃＃史 1･2後 2 ○ 1

＊＊＊法 1･2後 ○ 2 ○ 2

◎◎◎法 2･3後 2 ○ 2

△△△史 1･2前 2 ○ 1 1

○○○概論 1･2後 ○ 2 ○ 1 標準外

○○○総論 1･2前 ○ 2 ○

1･2後 2 ○ 1 1 1 分担

1･2前 ○ 2 ○ 1

2･3後 2 ○ 2

2後 ○ 2 ○ 2

－ － 10 28 0 6 3 2 2 0 －

3後 2 ○ 2

■■■■論 2･3後 ○ 2 ○ 1 1

○○○法 2･3前 ○ 2 ○ 1 メディア

◇◇◇法 2･3前 2 ○ 1 1 メディア

◇◇◇史 3･4前 2 ○ 1 メディア

▼▼▼▼総論 3･4前 ○ 2 ○ 1

□□□学 3･4後 ○ 2 ○ 2

＄＄＄論 3･4後 2 ○ 2

▽▽▽学 3後 2 ○ 1

＃＃＃学（応用） 4後 2 ○ 1 1

○○○研究 3後 2 ○ 3

3後 2 ○ 2 1

4後 ○ 2 ○ 3 ※実験

4後 ○ 2 ○ 2 1 ※実験

4後 ○ 2 ○ 3

－ － 6 24 0 9 4 1 1 3 －

3通 ○ 4 ○ 9 2

4通 ○ 4 ○ 9 2

－ － 8 0 0 9 4 0 0 0 －

－ － ○○ ○○ ○○ 10 6 2 2 11 －

卒 業 ・ 修 了 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

必修科目24単位，専門基礎科目の選択科目から22単位，専門応用科目の選択科

目から18単位以上を修得し，124単位以上修得すること。

（履修科目の登録の上限：44単位（年間））

なお，専門応用科目の選択科目のうち，〇〇〇法，◇◇◇法，◇◇◇史から2単
位を選択必修とする。

1学年の学期区分 2学期

1学期の授業期間 15週

1時限の授業の標準時間 90分

合計（36科目） －

学位又は称号 学位又は学科の分野 　法学関係　学士（法律学）

総合演習

卒業論文

小計（2科目） －

専
門
応
用
科
目

○○○概論（応用）

×××研究

□□□発展演習

小計（15科目）

専
門
基
礎
科
目

●●●概論

△▼△論

×××Ⅰ（基礎）

×××Ⅱ（応用）

オムニバス・
共同（一部）

－

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態

■■■発展演習

◆◆◆発展演習

■■■基礎演習

小計（19科目） －

科目
区分

基幹教員等の配置

備考

丸乃山キャンパス

別記様式第2号（その2の1）
（用紙　日本産業規格A4縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（法学部法学科）

主要授
業科目

2以上の校地で教育を行う場

合は，校地毎にも作成する。

前期，後期，通年等の
開講時期を配当年次の
横に記載

小計欄は科目区分
毎の教員の実数を
記入

複数の授業形態をと
る場合，主たる形態
以外の授業形態を記
載

選択必修とする科目がある場合には，そ
の旨記載してください。
博士課程（前期）の設置等において，修
士論文又は特定課題の研究成果の審査
と試験に代えて，博士論文研究基礎力
審査を修了要件とする場合は，その旨を
記載してください。
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必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

︵
助
⼿
を
除
く
︶

基
幹
教
員
以
外
の
教
員

1前 ○ Ａ大学 2 ○ 1

▼▼▼▼総論 1･2前 ○ Ａ大学 2 ○ 1

□□□学 1･2前 Ａ大学 2 ○ 1

＄＄＄論 1･2後 Ａ大学 2 ○ 3 オムニバス

□□論 1後～2前 Ｃ大学 2 ○ 1

△△△論Ⅰ（基礎） 3･4前 ○ Ａ大学 2 ○ 1

△△△論Ⅱ（応用） 3･4後 Ｂ大学 2 ○ 1

△△△論Ⅲ（発展） 3･4後 Ｂ大学 2 ○ 1

3･4後 Ｃ大学 2 ○ 1

－ 10 8 0 4 1 0 0 6

▼▼▼▼総論 1･2前 ○ Ｂ大学 2 ○ 1 1

○○○概論 1･2後 ○ Ｃ大学 2 ○ 1

○○○総論 1･2前 ○ Ｃ大学 2 ○ 1 1

1･2後 Ｂ大学 2 ○ 1

□□□学 2･3前 Ｃ大学 2 ○ 1 メディア

＄＄＄論 2･3前 Ａ大学 2 ○ 1 1 メディア

▽▽▽学 3･4前 ○ Ｃ大学 2 ○ 1

＃＃＃学（応用） 3･4前 Ａ大学 2 ○ 1

－ 0 16 0 3 2 2 0 3

2･3前 ○ Ａ大学 2 ○ 1

■■■論 2･3前 Ｂ大学 2 ○ 1

○○○論 2･3後 Ｂ大学 2 ○ 1

■■■■論 2･3後 ○ Ｂ大学 2 ○ 1

○○○法 3･4前 Ｂ大学 2 ○ 1

◇◇◇法 2･3後 Ｃ大学 2 ○ 1 1 1 オムニバス

－ 4 8 0 2 2 0 2 2

＃＃＃学（応用） 4後 ○ Ｂ大学 2 1

○○○研究 3後 ○ Ａ大学 2 1

3後 ○ Ａ大学 2 1

3前 ○ Ｃ大学 4 ○ 1

3後 ○ Ａ大学 4 ○ 1 1

4前 ○ Ｂ大学 4 ○ 1

4後 ○ Ｂ大学 4 ○ 1

－ － 0 22 0 3 4 1 0 0

－ － ○○ ○○ ○○ 10 5 3 1 11

1学年の学期区分

1学期の授業期間

1時限の授業の標準時間

－

□
□
科
目

○
○
科
目

○○○概論

小計（6科目） ー

△
△
演
習 ×××研究

□□□発展演習

■■■発展演習

◆◆◆発展演習１

◆◆◆発展演習２

－小計（7科目）

合計（30科目） －

学位又は称号 　学士（政治経済学） 学位又は学科の分野 　法学関係

卒業・修了要件及び履修方法 開設大学 開設単位数（必修） 授業期間等

必修科目20単位，専門基礎科目の選択科目から22単位，専門応

用科目の選択科目から18単位以上を修得し，124単位以上修得
すること。
（履修科目の登録の上限：44単位（年間））

なお，△△科目の選択科目のうち，△▼△論，□□□学から2単位

を選択必修とする。

A大学 62（10） 2期

B大学 62（4） 15週

C大学 40（4） 90分

×××論

小計（9科目）

△
△
科
目

△▼△論

小計（8科目）

－

別記様式第2号（その2の2）
（用紙　日本産業規格A4縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要 （ 共 同 学 科 等 ）

（共同政治経済学部政治経済学科）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次 開設大学

単位数 授業形態 基幹教員等の配置

備考
主要授
業科目

○
○
科
目

●●●概論
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9 授業科⽬の概要 （別記様式第 2 号（その 3 の 1），別記様式第 2 号（そ
の 3 の 2），別記様式第 2 号（その 3 の 3））・シラバス（授業計画） 

 

この書類には，当該申請等に係る学部等又は研究科等において開設する全ての授業科目（一般教養

科目（全学共通，学部共通科目を含む。）についても記載してください）及び研究指導の内容を記入

してください。 

共同学科等を設置する場合は，別記様式第 2 号（その 3 の 1）に代えて，全体の授業科目の概要を

別記様式第 2 号（その 3 の 2）で作成し，併せて，全ての構成大学ごとに別記様式第 2 号（その 3 の

1）を作成してください。 

 

(1) 「科目区分」及び「授業科目の名称」の項の記載順序は，「教育課程等の概要」（別記様式第 2

号（その 2 の 1）又は別記様式第 2 号（その 2 の 2））の記載順序と整合させてください。 

    当該申請に係る研究科等において研究指導を授業科目とし設定しない場合は，「授業科目の名称」 

欄に「（研究指導）」と記入してください。 

 （科目区分を 2 つ以上設ける場合には，適宜，行を増やしてください。） 

 

(2) 共同学科等を設置する場合（別記様式第 2 号（その 3 の 2））の「開設大学」の項は，当該授業

科目を開設する大学名を記入してください。 

 

(3) 「主要授業科目」の項について 

  授業科目が主要授業科目に該当する場合，欄に「○」を記入してください。なお，大学院，専門

職大学院及び高等専門学校に係る申請の場合は，「主要授業科目」の欄に記入せず，斜線を引いて

ください。 

 

(4) 「講義等の内容」の項について 

① 当該授業科目の授業形態，目標，授業計画等の概要を 200～400 字程度を目安として記入して

ください。 

② 同一の授業科目について，複数の独立した専門分野ごとに，それぞれを複数の教員が担当する

オムニバス方式や複数の教員が共同で異なる役割を担当する場合，複数名の教員が持ち回りで隔

年にて担当する場合には，当該授業科目の全体の概要ととともに，教員ごとの氏名，担当する回

数（時期）及び内容等を記入してください。また，教員名の前には調書番号（本書 p.155 参照）

を記入してください。 

※教員の氏名を記入する際，旧姓等の通称名を使用している教員については，通称名のみの記

入で構いません（（ ）書きでの本名の併記は不要です）。 

③ 大学院に係る申請において，研究指導に関する科目を一つの授業科目として設定し複数の教員

が担当することとする場合は，各教員の研究指導する専門領域や研究テーマの概要を教員ごとに

記入するとともに，教員名の前に調書番号を記入してください。 

※授業科目名として「英語Ⅰ（基礎）」，「英語Ⅱ（応用）」などナンバー表示や（ ）書き

表示が付されている場合は，それぞれ独立した授業科目となりますので，科目ごとに枠を設
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けてそれぞれの講義等の内容を記入してください。 

※この書類に記載された講義等の内容に基づいて教員審査を行います。記載が不十分であった

り内容が不正確であったりすると，正確な審査が行えず，判定を保留とすることがあります

ので，作成に当たっては講義や研究指導の内容が正確に理解できるものとなるよう留意して

ください。 

 

(5) 隔年に開講する授業科目，複数の独立した専門分野ごとに，それぞれを複数の教員が担当するオ

ムニバス方式による授業科目，複数の教員が共同で担当する授業科目，複数名の教員が持ち回りで

隔年にて担当する授業科目の場合には，その旨（「隔年」，「オムニバス方式」，「共同」，「分

担」の別）を「備考」の欄に記入してください。 

 

(6) 演習と実験など二つ以上の方法で授業を行う場合，それぞれの授業時間数を「備考」の欄に記入

して下さい。 

 

(7) 授業の全てを外国語で行う場合は，講義等の内容を当該外国語で記入しても構いませんが，その

場合は和訳を併記してください。なお，外国語で記入した部分については，上記(3)で示した文字

数の目安の範囲外とします（和訳の部分を上記文字数の目安の範囲内で作成してください）。 

 

(8) 高等専門学校の学科を設置する場合は，高等専門学校設置基準第 17 条 4 項の規定により計算す

ることのできる授業科目については，備考欄に「☆」を記入してください。 

 

(9) 「シラバス（授業計画）」について 

学部，短期大学の学科，学部の学科に係る申請の場合，主要授業科目及び「教員の氏名等」（別

記様式第３号（その２の１））に記載の各基幹教員が担当する全ての授業科目について，「大学設

置基準」第 25 条の 2 に規定するシラバスを添付してください。 

大学院，研究科，研究科の専攻に係る申請（専門職大学院を含む）の場合には，全ての授業科目

について，「大学院設置基準」第 14 条の 2，「専門職大学院設置基準」第 10 条に規定する各授

業科目のシラバス（授業計画）を添付してください。 

上記いずれの場合も，科目の順序は「教育課程等の概要」の記載順序に準拠してください。また，

冒頭に目次を付してください。 

様式は任意ですが，学生に実際に示す様式内容を添付してください。なお，学生の計画的な学修

に資するよう，授業の概要，到達目標，各回の授業内容や成績評価基準等はできるだけ具体的かつ

明確に記載にするとともに，ディプロマ・ポリシーやカリキュラム・ポリシーと整合するよう留意

してください。 

開設後，学年進行中（完成年度を迎えるまで）に担当教員の変更や追加を計画している場合には，

年度ごとに担当教員を書き分けるなど，担当教員の変更が分かるように作成してください。その際，

授業科目の概要や教員名簿等の他の申請書類との整合性に留意してください。 

成績評価の基準については，上記に示す大学設置基準等に照らして，客観性及び厳格性に疑義が

ある記載（例：「平常点」や「出席点」など）がないかを必ず点検してください。 
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＜作成例＞

授業科目の名称 主要授業科目 講義等の内容 備考

　
社会学概論 ○

　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○・・・・・・。

共同

△△△△△△
（概要）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○・・・・。

（オムニバス方式／全15回）

（5　◎木 ◎郎／8回）

　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○・・・・・・。

（7  ▽▽ ▽子・10　□□　紘□／7回）（共同）

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○・・・・・・。

オムニバス方式・
共同（一部）

English Ⅰ
（英文）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○・・・・・・．

（和訳）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○・・・・・。

隔年

△▼△論
（分担／2 ◇藤 ◇介（偶数年度），6 △村 △美（奇数年
度））

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○・・・・・・。

分担

□□□特別演習
　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○・・・・・・。

演習　●●時間
実験　＠＠時間

別記様式第2号（その3の1）

（用紙　日本産業規格A4縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（○○学部○○学科）

科目
区分
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特別研究
（概要）

　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○に関して，研究の実践，指導を行い，○○○○について

論文指導を行う。

（1　◇◇　◇雄）

　○○○○○○○○○○○○○○○○○○の手法を用いて，○○○○○の

課題の研究指導を行う。

（2　□□　□彦）

　○○○○○○○○○○○○○○○○○○に対する○○を取り上げ，○○
○○○の課題の研究指導を行う。

（3　△△　△子）

　○○○○○○○○○○○○○○○○○○の原因を研究課題とし，○○○
○○に関する研究指導を行う。

【大学院の研究指導科目の例】
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開設大学 授業科目の名称 主要授業科目 講義等の内容 備考

A大学

　
社会学概論 ○

　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○・・・・・・。

（2　□△　次郎）○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○

（2　○●　真木）○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○

共同

A大学 △△△△△△
（概要）○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○
○・・・。

（オムニバス
方式／全15

回）

（5　◎木 ◎
郎／8回）

　○○○○○
○○○○○○

○○○
○・・・。

（7  ▽▽ ▽
子・10　□

□　紘□／7
回）（共同）
 ○○○○○
○○○○○○
○○○○○○

○○○
○・・・。

（概要）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○・・・・。

（オムニバス方式／全15回）

（5　◎◎ 太郎／8回） ○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○・・・・・・。

（7  ▽▽ ▽恵／7回） ○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○・・・・・・。

オムニバス方式

B大学 English Ⅱ
（英文）○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○・・・．
（和訳）○○
○○○○○○
○○○○○○

○○
○・・・。

（英文）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○・・・・・・．
（和訳）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○・・・・・。

C大学 □□□演習
　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○・・・・・・。

隔年

別記様式第2号（その3の2）

＜作成例＞

（用紙　日本産業規格A4縦型）

授 業 科 目 の 概 要 （ 共 同 学 科 等 ）

（共同○○学部○○学科等）

科目
区分
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10 2 以上の校地において教育を⾏う場合のそれぞれの校地ごとの状況 
（別記様式第 2 号・別添 3） 

 

この書類には，申請等に係る学部等の教育研究を 2 以上の校地において行う場合（サテライトキャ

ンパスなど申請に係る学部等又は研究科等における教育を校地以外の場所で行う場合を含む）に，校

地ごとの教員組織，施設・設備等の内容を記入してください。 

※ 「2 以上の校地で教育を行う場合」とは，申請等に係る学部等の教育を 2 以上の校地で行う場合の

ことをいい，例えば，申請に係る A 学部の教育を a 校地，b 校地でそれぞれ行う場合を言います。 
一方で，申請に係る A 学部の教育を a 校地で，既設の B 学部の教育を b 校地で行う場合は，2 以上

の校地で教育を行う場合には該当しません。また，申請に係る A 学部の教育を a 校地で，既設の B 学

部の教育を a 校地及び b 校地で行う場合も該当しません。 

 

収容定員に係る学則変更については，収容定員変更を行う学部・学科等（通信教育課程を除く。）

の教育研究を 2 以上の校地において行う場合にはこの書類を作成してください。 

なお，通信教育課程の開設については，この書類の作成は不要です。 

 

(1) 「学部」及び「校地」の欄について 

① 「学部」の欄には，申請に係る学部等の名称を全て記入してください。その他の学部等につい

ては，申請に係る学部等の次の列に「既設学部等」の欄を設けてください。なお，学部設置の場

合には学部・学科のみ，大学院設置の場合には大学院のみを記入してください。 

また，当該申請又は届出の前に，既に認可申請又は届出がされている未開設学部等がある場合

は，既設学部等に含めてください。 

② 「校地」の欄には，校地名称を校地ごとに記入してください。なお，校地名称は，別記様式第

2 号（その 2 の 1）又は（その 2 の 2）及び別記様式第 3 号（その 2 の 1）又は（その 2 の 2）

でも必要となりますので名称を統一して記入してください。 

 

(2) 「最大受入定員」，「収容定員」，「在学者数」，「基幹教員」，「校地面積・校舎面積」及

び「区分」の欄について 

① 「最大受入定員」の欄には，学部・学科等ごと校地ごとの数値を記入してください。具体的に

は大きく以下のケースに分けられますのでこれを参考に記入してください。 

ア 学部等ごとに教育研究を行う校地が分かれており，申請等に係る各学部が各校地で 4 年間

の教育を完結して行う場合（複数学部を有する大学新設又は複数学科の同時設置等のケース） 

学生が校地間を往来しないことから，校地欄に学部・学科等ごとの収容定員数を記入して

ください。 

（例：A 校地 200 人（A 学部 A 学科） B 校地 200 人（B 学部 B 学科） 収容定員 400 人） 

イ 法令上の組織の最小単位である学部の学科等が，コースの設定等により更に区分されている

場合であって，当該各コースの選択により教育研究を行う校地が分かれる場合（コース別） 

（例：A 校地 200 人 B 校地 200 人 収容定員 400 人） 

ウ 一つの学部等が 2 以上の校地に分かれて同一の教育内容を実施し，各校地で 4 年間の教育

を完結して行う場合（いわゆるキャンパス選択型） 
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それぞれの校地で受け入れる学生定員の上限が決まっている場合はその数値を，収容定員

相当の学生を受け入れることが可能な場合には収容定員と一致するよう記載してください。 

（例：A 校地 300 人 B 校地 200 人 C 校地 300 人 収容定員 400 人） 

エ 学年ごとに教育研究を行う校地が分かれる場合（A 校地では 1 年生の教養教育，B 校地では

2～4 年生の専門教育） 

それぞれの校地に入学定員と同数の学生を受け入れることから，それぞれの校地に受入人

数（入学定員×学年数）を記入してください。 

（例：A 校地 100 人 B 校地 300 人 収容定員 400 人） 

オ 一部の科目あるいは決められた曜日のみ別校地で教育研究を行う場合 

想定される履修者数等をベースに記入してください。 

（例：4 年生のゼミ科目を B 校地で行う場合：A 校地 400 人 B 校地 100 人 収容定員 400 人） 

 

② 「収容定員」の欄には，学部・学科等ごと校地ごとの収容定員数を記入してください。なお，

校地ごとの収容定員数を定めていない場合には，その旨が明確となるよう「設定なし」と記載し

てください。 

③ 「在学者数」の欄には，学部・学科等ごと校地ごとの実際の在学者数を記入して下さい。  

（収容定員に係る学則変更の場合のみ記入。学部等の設置認可申請の場合は「‐」を記入。） 

④ 「基幹教員」の欄には，学部・学科等ごと校地ごとの基幹教員数を記入してください。この場

合，授業を担当する校地に着目して基幹教員数に算入してください。例えば，研究は A 校地の

み，授業は B 校地のみで行う場合には，当該教員は B 校地の基幹教員にカウントしてください。

開設時の基幹教員数を（ ）内に，（ ）外には学年進行終了時（完成年度）の数値を記入して

ください。同一の基幹教員が複数の校地で授業を担当する場合には，ダブルカウントし，備考欄

に内訳を記入してください。 

⑤ 「校地面積・校舎面積」の欄には，校地ごとの面積を記入してください。開設時の数値を（ ）

内に，（ ）外には学年進行終了時（完成年度）の数値を記入してください。 

⑥ 「区分」の欄には，①のケースを参考に，以下のいずれかを選択して下さい。 

ア 「各校地で 4 年間の教育を完結して行う場合」 

イ 「コース別に校地の設定がされている場合」 

ウ 「キャンパス選択型の場合」 

エ 「学年ごとに教育研究を行う校地が分かれる場合」 

オ 「一部のみ別校地で教育研究を行う場合」  

カ その他の場合（上記ア～オのいずれかの組合せの場合を含む） 

 

(3) 「学部及び校地ごとにおける教育内容」及び「備考」の欄について 

① 「学部及び校地ごとにおける教育内容」の欄には，学部・学科等ごとに各校地で実施する教育

内容を，作成例を参考に記入してください。なお，「既設の学部学科」の欄の記載の必要はあり

ません。 

② 「備考」の欄には，(2)④やその他特記事項がある場合に記入してください。 

 

(4) 「施設・設備等」の欄について 
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① 施設・設備等に列挙した項目について，各校地全体（既設の学部等の施設・設備等を含む。）

の数値等を記入してください。 

② 「事務職員」については，専属の事務職員数を記入してください。 

③ 「研究室」について，基幹教員に個室が割り当てられていない場合には，備考欄に具体の研究

室の振り分けを記載してください。 

④ 「図書館」について，校地間で転送サービス等，学生の利便を考慮した利用方策があればその

旨記載してください。 

⑤ 「スポーツ施設」の「備考」の欄について，「有」の場合には，それぞれの施設の所在地，面

積を記載してください。 
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＜作成例＞

最大受入定員 収容定員 在学者数 基幹教員
校地面積
校舎面積

最大受入定員 収容定員 在学者数 基幹教員
校地面積
校舎面積

最大受入定員 収容定員 在学者数 基幹教員
校地面積
校舎面積

A学部A学科 ・・・・人 ・・・・人 ・・・・人
・・・人
（・・人）

・・・・人 ・・・・人 ・・・・人
・・・人
（・・人）

・・・・人 ・・・・人 ・・・・人
・・・人
（・・人）

　1～2年次はA校地で教養教育を実施，3
～4年次はB校地で専門教育を実施，一部

の実習等に関する教育のみC校地で実施。

B学部B学科 ・・・・人 ・・・・人 ・・・・人
・・・人
（・・人）

・・・・人 ・・・・人 ・・・・人
・・・人
（・・人）

　－人 　－人 　－人
　－人
（－人）

　1～2年次はA校地で教養教育を実施，3
～4年次はB校地で専門教育を実施。

　A校地とB校地のそれぞれ

で授業を担当する教員は2
名。

既設の学部学科 ・・・・人 ・・・・人 ・・・・人
・・・人
（・・人）

・・・・人 ・・・・人 ・・・・人
・・・人
（・・人）

・・・・人 ・・・・人 ・・・・人
・・・人
（・・人）

計 ・・・・人 ・・・・人 ・・・・人
・・・人
（・・人）

○○㎡
○○㎡（
㎡）

・・・・人 ・・・・人 ・・・・人
・・・人
（・・人）

○○㎡
○○㎡（
㎡）

・・・・人 ・・・・人 ・・・・人
・・・人
（・・人）

○○㎡
○○㎡（
㎡）

A校地 B校地 C校地

・・・室 ・・・室 ・・・室

・・・室 ・・・室 ・・・室

・・・室 ・・・室 ・・・室

・・・人 ・・・人 ・・・人

・・・室 ・・・室 ・・・室

・・・室 ・・・室 ・・・室

・・・冊 ・・・冊 ・・・冊

・・・人 ・・・人 ・・・人

・・・室 ・・・室 ・・・室

有・無 有・無 有・無

※基幹教員数について，同一の基幹教員が複数の校地で授業を担当する場合には，ダブルカウントし，ダブルカウントする教員の内訳を備考欄に記載すること。

備考

（学生の利便を考慮した図書利用方策があれば記載すること）

A校地については，共同研究室（1室・6人）と6名分の個室6室が整備されている。

※2以上の校地で教育を行うことを前提とした申請についてのみ本様式の記載を求めるものです。

※研究室が常勤の教員1人当たり1室でない場合には，備考欄に，研究室の利用形態を記述すること。

研究室

事務職員

事務室

会議室

スポーツ施設

医務室

図書館職員

図書館

教室

学長室

施設・設備等

※収容定員欄には，収容定員の設定がされていない場合は，「設定なし」と記載すること。

※基幹教員欄，校舎面積欄の（　）は開設時，（　）外は完成時の数値を記載すること。

別記様式第2号・別添3

2以上の校地において教育を行う場合のそれぞれの校地ごとの状況

学部

Ａ校地 Ｂ校地 Ｃ校地 学部及び校地ごとにおける教育内
容 備考

区分 学年ごとに教育研究を行う校地が分かれるもの

1
0
3



＜作成例＞

最大受入定員 収容定員 在学者数 基幹教員
校地面積
校舎面積

最大受入定員 収容定員 在学者数 基幹教員
校地面積
校舎面積

最大受入定員 収容定員 在学者数 基幹教員
校地面積
校舎面積

C学部C学科 ・・・・人 設定なし ・・・・人
・・・人
（・・人）

　－人 　－人 　－人
　－人
（－人）

・・・・人 設定なし ・・・・人
・・・人
（・・人）

　A校地で学修するかC校地で学修するか

を学生に選択させ，それぞれの校地で1～4
年次にわたる教育を実施。

既設の学部学科 ・・・・人 ・・・・人 ・・・・人
・・・人
（・・人）

・・・・人 ・・・・人 ・・・・人
・・・人
（・・人）

・・・・人 ・・・・人 ・・・・人
・・・人
（・・人）

計 ・・・・人 ・・・・人 ・・・・人
・・・人
（・・人）

○○㎡
○○㎡（
㎡）

・・・・人 ・・・・人 ・・・・人
・・・人
（・・人）

○○㎡
○○㎡（
㎡）

・・・・人 ・・・・人 ・・・・人
・・・人
（・・人）

○○㎡
○○㎡（
㎡）

A校地 B校地 C校地

・・・室 ・・・室 ・・・室

・・・室 ・・・室 ・・・室

・・・室 ・・・室 ・・・室

・・・人 ・・・人 ・・・人

・・・室 ・・・室 ・・・室

・・・室 ・・・室 ・・・室

・・・冊 ・・・冊 ・・・冊

・・・人 ・・・人 ・・・人

・・・室 ・・・室 ・・・室

有・無 有・無 有・無

別記様式第2号・別添3

2以上の校地において教育を行う場合のそれぞれの校地ごとの状況

区分 キャンパス選択型

※基幹教員欄，校舎面積欄の（　）は開設時，（　）外は完成時の数値を記載すること。

学部

Ａ校地 Ｂ校地 Ｃ校地 学部及び校地ごとにおける教育内
容 備考

※収容定員欄には，収容定員の設定がされていない場合は，「設定なし」と記載すること。

※基幹教員数について，同一の基幹教員が複数の校地で授業を担当する場合には，ダブルカウントし，ダブルカウントする教員の内訳を備考欄に記載すること。

備考

学長室

事務室

会議室

施設・設備等

事務職員

研究室 A校地については，共同研究室（1室・6人）と6名分の個室6室が整備されている。

教室

図書館 （学生の利便を考慮した図書利用方策があれば記載すること）

図書館職員

医務室

スポーツ施設

※2以上の校地で教育を行うことを前提とした申請についてのみ本様式の記載を求めるものです。

※研究室が常勤の教員1人当たり1室でない場合には，備考欄に，研究室の利用形態を記述すること。

1
0
4



11 2 以上の校地において教育研究を⾏う場合のそれぞれの校地ごとの教員の勤務状況 
（別記様式第 2 号・別添 4） 

 
この書類は，申請等に係る学部等の教育研究を 2 以上の校地において行う場合（サテライトキャン

パスなど当該学部等における教育を校地以外の場所で行う場合を含む。）に，校地を移動する基幹教

員に関して，校地ごとの勤務状況を記入してください。 

また，収容定員に係る学則変更についても，収容定員変更を行う学部等の教育研究を 2 以上の校地

において行う場合にはこの書類を作成してください。 

なお，通信教育課程の開設については，この書類の作成は不要です。 

 

(1) 申請等に係る学部等の基幹教員についてのみ作成してください。 

 

(2) 「学部等名称」の欄には，申請等に係る学部・学科等の名称を記入してください。 

 

(3) 「番号」の欄には，申請書の調書番号を記入してください。なお，収容定員に係る学則変更の場

合は，学科等ごとに教員を職位順（教授，准教授，講師，助教の順）に並べ，学科等ごとに 1 つの

通し番号を割り当ててください。 

 

(4) 「年齢」の欄には，当該申請等に係る学部等の就任時における満年齢を記入してください。収容

定員に係る学則変更の場合は，変更する年度における満年齢を記入してください。 

 

(5) 「所属する校地」の欄には，当該基幹教員が教育研究を行う拠点となる校地（例えば，研究室が

置かれている校地）を記入してください。 

 

(6) 「勤務状況」の欄には，各校地の週当たりの勤務日数（正確に分からなければ目安となる勤務日

数）を記入し，その下に校地ごとの具体の勤務実態を記入してください。勤務実態については，校

地ごとの授業担当科目，教授会や FD 委員会等管理運営への参画状況，研究室における研究活動状

況，オフィスアワーの設定状況，学習相談，進路指導などを記入してください。 

 

＜作成例＞ 

 別記様式第 2 号・別添 4 

2 以上の校地において教育研究を行う場合のそれぞれの校地ごとの教員の勤務状況 

学部等名称 番号 氏名 年齢 所属する校地 勤務状況 
 
 
A 学部 A 学科 

 
 
 

 
 

1 
 
 
 

 
 
○○ ○○ 

 
 
 

 
 
○○ 

 
 
 

 
 

A 校地 

 
 
 

Ａ校地：○日／週 Ｂ校地：○日／週 
主にＡ校地で担当授業科目（○○論，○○研
究，○○演習）の教育，教授会等管理運営へ
の参画，研究室における研究活動，ｵﾌｨｽｱﾜｰ
の設定を行い，Ｂ校地には担当授業科目（○
○論）の教育のみ行う。 
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12 校地校舎等の図⾯ 
 

 申請等に係る学部等又は研究科等（収容定員に係る認可申請等の場合は，定員変更を行う学科等）

について，以下の(1)～(4)の図面をこの順に並べて添付してください。 

（申請等に係らない学部等の図面は不要ですが，大学設置基準等において必ず備えることとされてい

る施設等（図書館，医務室，事務室など）が当該申請等に係る学部等の図面に含まれていない場合は，

それらの施設を置く他の校舎等の図面を併せて添付してください。） 

2 以上の校地等に分かれている場合（サテライトキャンパスなど申請に係る学部等又は研究科等に

おける教育を校地以外の場所で行う場合を含む。）はそのそれぞれについて以下の書類を作成してく

ださい。 
 

(1) 都道府県内における位置関係の図面 

（2 以上の校地等に分かれている場合は，それぞれの位置関係が分かるもの） 
 

(2) 最寄り駅からの距離，交通機関及び所要時間がわかる図面 
 

(3) 校舎，運動場等の配置図（完成年度のもの） 

・ 当該申請等に係る学部等又は研究科等が使用する校舎等を色で塗り分けるなどして明確に示し

てください。また，大学，短期大学，専修学校等が共用する場合は，専用部分及び共用部分が明

確になるよう色で塗り分けるなどしてください。 

・ キャンパスごとの校地・校舎面積を記入してください。その際，校地面積に算入している部分

が分かるように色で塗り分けるなどしてください。 
 

(4) 校舎の平面図（完成年度のもの） 

・ 申請等時に校地又は校舎が未整備の場合には，造成，整地又は建築に着手したものについては

その工程表を，未着手のものについてはその工事計画を平面図の最後に添付してください（実地

審査において確認する場合があります）。 

・ 施設ごと（例えば教室，研究室，図書館など）の面積を記入してください。 

・ 当該申請等に係る学部等又は研究科等が使用する部分を色で塗り分けるなどして明確に示して

ください。（当該申請等に係る学部等が専用で使用する部分と他学部等と共用で使用する部分が

ある場合は，専用部分及び共用部分が明確になるよう色で塗り分けるなどしてください。）また，

大学，短期大学，専修学校等が共用する場合は，専用部分及び共用部分が明確になるよう色で塗

り分けるなどしてください。 

・ 2 以上の校地等を有し，かつ，校地間を学生又は教員が移動する場合には，それぞれの距離，

移動時間，交通手段を図面上に記載してください。 

・ 通信教育課程の場合は，「大学通信教育設置基準」第 9 条に規定される「通信教育関係施設」

の図面及び面接授業を行うための施設の詳細な図面を添付してください。 

・ 原則として A4 サイズで作成していただきますが，文字が潰れるなど見えにくくなる場合は，

必要に応じて A3 折り込み形式で作成していただいても構いません。 
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13 学則 
 

次の 3 点を添付してください。ただし，大学新設の場合は(1)のみ添付してください。また，大学

院や研究科，専攻の設置又は課程の変更の認可申請又は届出の場合であって，大学院の学則を別に

定めている場合には，大学の学則案に加えて大学院の学則案を併せて添付してください。 

(1) 学則案の全文 

(2) 変更事項を記載した書類（変更の事由及び変更点を簡潔にまとめたもの） 

(3) 変更部分の新旧対照表 

 

※ 同一年度に設置する複数の学部等又は研究科等の認可申請（3 月末）と届出（4 月～12 月）を

行う場合，認可申請書及び設置届出書には以下の内容の学則案を添付してください。 

・認可申請書・・・当該認可申請に係る学部等又は研究科等のみを加えた学則案 

・設置届出書・・・認可申請中の学部等又は研究科等が認可前の場合は当該届出の学部等又は

研究科等のみを加えた学則案，認可後に届出を行う場合は認可された学部

等又は研究科等と当該届出に係る学部等又は研究科等の両方を加えた学則

案 

 ・通学制の学部において，一部の授業科目についてメディアを利用して授業を行う場合，卒業要件

において，「大学設置基準」第 32 条第 5 項の制限がかかってくるため，メディアを利用して授

業を行うことを学則やその他の履修規程で明示してください。学則に記載なくメディアを利用し

て授業を行うことはできません。学則上の記載に当たっては，「大学の設置手続等に関してよく

ある質問」Q1-7（本書 p.384）を参照してください。 

 ・減少変更にあっては，学則において，当該減少変更に係る収容定員及びその期間をこれ以外の収

容定員と区別して，明示してください。 

＜学則例＞ 

附則 

 学校教育法施行令第 23条第 2項第 4号の規定による届出に係る収容定員の総数及び増加変更に

関する計画の期間は以下のとおりとする。 

  

収容定員 減少変更前の収容定員 増加変更に関する計画期間 

●●●名 ▲▲▲名 令和 9 年 4 月～令和 16 年 3 月 
 

 

・夜間教育を行う専攻については，「大学院設置基準」第 2 条の 2 や第 14 条を参照し，教育方法

の特例について学則上に明記した上，通知 5①ケ（その他の学則変更）の手続を行ってください。

学則上の記載に当たっては，「大学の設置手続等に関してよくある質問」Q5-2（本書 p.405）を

参照してください。 

 ・学則上「別に定める」等としているものについては，審査の過程において資料の提出を求める場

合があります。 

 

 

 

107



14 教授会規程 
 

・学校教育法上に規定する，教授会に関する規程を添付してください。大学新設の場合は「教授会

規程（案）」としてください。また，学部等の設置の場合でも，当該申請に関連して規程の変更

を予定している場合は「案」のもので結構です。 

・大学院等の設置の場合で，教授会以外の組織（研究科委員会等）を設置する場合は，当該組織の

規程を添付してください。 

・教授会を，教育課程編成委員会や教員人事委員会など機能別に組織する場合であって，それらの

組織において学校教育法第 93 条第 2 項及び第 3 項に定める事項を審議し意見を述べるものとす

る場合，当該組織に関する規程を併せて添付して下さい。その際，各組織において審議し学長等

に意見を述べる事項が明確に規定されていることなど，「学校教育法及び国立大学法人法の一部

を改正する法律及び学校教育法施行規則及び国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令につ

いて」（平成 26 年 8 月 29 日付け文部科学省高等教育局長通知）の留意事項に留意してください。 
 

15 当該申請についての意思の決定を証する書類〔理事会等の議事録等〕 
 

・当該申請等に係る最終的な意思の決定を証する書類（理事会等の議事録又は決議録等）を添付して

ください。 

・公立大学の場合，議会において議決された予算書や設置を決定したりん議書等でも構いません。 

・減少変更にあっては，増加変更に関する計画を有することを含めて意思の決定がなされたことが分

かるようにしてください。 
 

・当該申請等に伴って，学内や同一設置者内の他大学等の学部等又は研究科等の廃止や収容定員変更

（減少）を行う場合は，これらに係る意思の決定を証する書類も添付してください。 

・共同学科等を設置する場合は，当該共同学科等で実施する共同教育課程の構成大学間の協定書を添

付してください。様式は任意ですが，以下の①～⑨の協定内容が記載されているものとなります。 

①大学ごとの収容定員 

②教員の配置 

③教育研究の内容 

④業務運営 

⑤経費の配分 

⑥学生に対する責任 

⑦授業料等の取扱い 

⑧共同実施の終了の際の手続 

⑨その他共同教育課程の編成及び実施のために必要な基本的な方針 

※ 法令や内部規則上の必要な手続を経ていない場合は，重大な瑕疵がある申請として取扱い，その

結果として認可申請を不可とする可能性もありますので，十分注意してください。 

※ 構造改革特別区域法に基づく特例や，地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による

若者の修学及び就業の促進に関する法律に基づく例外又は経過措置等の適用を受ける場合も，必要

な手続きを経る必要がありますので，十分注意してください。 

※ 議事録については，原本同様議事録署名人の欄に署名若しくは記名押印されたものの写し，又は

原本と相違ない旨理事長名で証明いただいたものの写し（公印不要）を添付してください。 
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16 設置の趣旨等を記載した書類 
 

（作成上の留意点） 

・申請又は届出の内容に応じて，次々ページ以降の(1)～(6)について記載してください。 

・(1)～(6)で示している項目立てで作成してください（ただし，該当のない項目については，項目

名の記載は不要です。その際は項目番号を繰り上げて作成してください）。 

・全体を通じて，説明はポイントを押さえて分かりやすい文章となるよう簡潔な記載を心がけてく

ださい。 

・各項目の【 】は，各項目に係る主な関係法令を示していますので，それらの規定に沿い，各要件

を満たした構想，計画，方法，取扱い等であることを詳細かつ具体的に説明するとともに，要点は

明瞭となるよう留意してください。 

・各項目の記載内容が他の書類の内容と整合するように留意してください。 

・各項目を説明する上で必要な図表等の資料については必要最小限とし，原則として本文の最後に

まとめて添付してください。その際，各資料をしおり（資料 1，資料 2････）で整理し，資料の冒

頭に資料目次を付けてください（目次ページにも「資料目次」としおりを付けてください）。ま

た，本文中には【資料１】,【資料２】というように，本文と資料の関連が分かるような記載をし

てください。 

・設置の趣旨や人材需要を説明するに当たり，行政や学会，団体等の提言，計画や報告書等を添付す

る際には，要点が明瞭となるよう本文に必要な部分のみ抜粋して記載（欄外に出典及び掲載 URL

等を注記）するか，参考資料に添付する場合であっても，説明に関係する必要な部分のみを抜粋

して添付してください。的確かつ効率的な審査の観点から，報告書等全体をそのまま添付するこ

とのないようにしてください。 

・地域構想推進プラットフォームにおいて，各地域の地域アクセス確保・人材育成等の在り方や取

組等の議論を踏まえた設置構想である場合は，それらの議論結果や検討過程についてわかる資料

を添付の上，地域の人材需要や大学等の設置の必要性について説明してください。 

・学校法人や大学等の沿革やこれまでの実績については，設置の趣旨を説明する上で必要な場合の

み記載してください。また，説明する場合は，今回の申請に関係する範囲のみを簡潔に記載して

ください。 

・説明上でアンケート等の結果を引用する際には，添付資料として調査要項等を添付いただくとと

もに，明瞭かつ簡潔な資料としてください。 

・記載のない事項については，計画していないものと判断しますので，十分注意してください。 

・教育課程等特例認定大学等や地域高等教育機会確保特例認定大学等にあっては，新設学科等又は

既設学科等を問わず，「特例認定を受けた学科等」「特例対象規定」「認定期間」が分かる書類（認

定書等）を資料として添付するとともに，新設学科等が先導的な教育や地域高等教育機会確保に

資する教育を行う学科である場合は，当該先導的な教育や地域高等教育機会確保に資する教育の

実施内容について，該当する項目において記載してください。 

・この書類の冒頭には，目次を付けてください。 
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（目次の作成例：大学の場合） 

 
目次 
 

① 設置の趣旨及び必要性           ･･･p.2 
② 学部・学科等の特色                 ･･･p.○ 
③ 学部・学科等の名称及び学位の名称         ･･･p.○ 
④ 教育課程の編成の考え方及び特色            ･･･p.○ 
⑤ 教育方法，履修指導方法及び卒業要件        ･･･p.○ 
⑥ 実習の具体的計画                          ･･･p.○ 
⑦ 入学者選抜の概要                          ･･･p.○ 
⑧ 教育研究実施組織の編制の考え方及び特色    ･･･p.○ 
⑨ 施設，設備等の整備計画                    ･･･p.○
⑩ 管理運営                                  ･･･p.○ 
⑪ 自己点検・評価                            ･･･p.○ 
⑫ 情報の公表                                ･･･p.○ 
⑬ 教育内容等の改善を図るための組織的な取組 ･･･p.○ 
⑭ 社会的・職業的自立に関する指導等及び体制 ･･･p.○ 

 

 
※ 左記の例は，該当のない項

目があるものとして，一部の

項目の記載が省略されている

例です。該当のない項目があ

る場合は，左記の例のとおり

番号を空けずに順次繰り上げ

る形で作成してください。 
 
※ 左記の例では項目番号を

「①②③･･･」としております

が，これ以外の番号・記号等で

整理していただいても差し支

えありません。  
 

 

 

 

110



(1) ⼤学，学部，学科等の設置の場合 

①  設置の趣旨及び必要性  

【学校教育法第 83 条，第 91 条，第 103 条，第 108 条，学校教育法施行規則第 165 条の 2，第 172

条の 2，大学設置基準第 2 条，第 2 章（第 3 条～第 6 条），第 7 条第 5 項，第 43 条，専門職大

学設置基準第 2 条，第 2 章（第 4 条～第 7 条），第 55 条，短期大学設置基準第 2 条，第 3 条，

第 36 条，専門職短期大学設置基準第 2 条，第 4 条，第 52 条，高等専門学校設置基準第 3 条，

第 4 条】 

・開設時期や所在地の地域特性，社会的な背景の観点から，大学等を設置する理由・必要性を説明

してください。 

・学校法人や大学等の沿革について積極的に説明していただく必要はありません。説明する場合

は今回の申請に関係する範囲のみを簡潔に記載してください。 

・新設する学部等において，どのような人材を養成するのか（養成する人材像）を記載してくださ

い。 

・卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー），教育課程編成・実施の方針（カリキュラ

ム・ポリシー）及び入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）を記載するとともに，養

成する人材像及び３つのポリシーの各項目との相関及び整合性について明確に説明してくださ

い。その上で，それを分かりやすく示すために図や表を用いた資料を作成してください（カリ

キュラム・ポリシーと教育課程の整合性については，カリキュラムマップ等を用いてお示しい

ただいても結構です。）。 

※ディプロマ・ポリシーは，新設する学部等の教育理念に基づき，どのような力を身に付けた

者に卒業を認定し，学位を授与するのかを定める基本的な方針であり，学生の学修成果の目

標ともなるものであることに留意して具体的に作成してください。 

※カリキュラム・ポリシーは，ディプロマ・ポリシーの達成のために，どのような教育課程を編

成し，どのような教育内容・方法を実施し，学修成果をどのように評価するのかを定める基

本的な方針であることに留意して具体的に作成してください。 

※アドミッション・ポリシーは各大学，学部・学科等の教育理念，ディプロマ・ポリシー，カリ

キュラム・ポリシーに基づく教育内容等を踏まえ，どのように入学者を受け入れるかを定める

基本的な方針であり，受け入れる学生に求める学習成果（「学力の３要素」※についてどのよ

うな成果を求めるか）を示すものであることに留意して作成してください。なお，アドミッシ

ョン・ポリシーに定める資質・能力等の全てを，大学入学者選抜において全ての入学志願者に

対して問わない場合であっても，当該資質・能力等のうち，大学において中核的と考えるもの

については全ての入学志願者について評価・判定することを原則とする必要があるため，御留

意ください。また，中核的な資質・能力等以外について，選抜区分ごとにそれぞれ異なる比重

で評価・判定すること等を通じて，学位プログラムに属する学生全体として，アドミッション

・ポリシーに定める資質・能力等を備えている学生が含まれているという状況が確保できるよ

うにすることが求められますので，これらを踏まえた入学者選抜等が適切に実施される計画と

なっていること等について十分に留意して作成してください。 

※３つのポリシーの考え方や留意事項等の詳細については，「卒業認定・学位授与の方針」（デ

ィプロマ・ポリシー），「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）及び「入

学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）の策定及び運用に関するガイドライン（平

成 28 年 3 月 31 日 中央教育審議会大学分科会大学教育部会 以下「ガイドライン」という。）

を参照してください。 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/houkoku/1369248.htm 
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・組織として研究対象とする中心的な学問分野（複数可）を明記してください。独自色が強く，一

般的な学問分野ではない場合には，当該学問分野について，学術的な裏付けや国際的通用性が

確保されるものであるかを明確に説明してください。 

・教育研究上の数量的・具体的な到達目標等があれば記載してください。 

・既に短期大学や専門学校等を設置している者が，その組織を基に同分野の大学（4 年制）を設置

する場合は，短期大学等との違いについて明記してください（人材養成の目的，教育課程，教員

組織においても同様の違いを説明してください）。また，既設の短期大学等の計画（学校の廃

止，一部学科等の廃止等）を明記してください。 

・『大学院のみを置く大学（大学院大学）』の場合，学校教育法第 103 条の趣旨に鑑み，学部を

置くことなく，大学院大学を設置することについて，教育研究上における特別の必要があるこ

とを具体的データ等の根拠を基に説明し，さらに，学校教育法第 103 条の「大学とすることが

できる」ことに関して，「大学であること」を具体的にどのような形で担保するのか説明してく

ださい。 

・共同学科を設置する場合，複数の大学で共同教育課程を実施する教育上の必要性を説明してく

ださい。 

・設置しようとする大学・学部・学科等に関連する専攻科や別科がある場合は，その概要や設置の

意義・目的，学部・学科等との関係について簡潔に記載してください。 

・教育課程等の特例制度や地域高等教育機会確保の特例制度の認定を受けた大学については，認

定を受けた学部等ごとの特例対象規定，認定期間及びその内容について記載してください。な

お，「特例対象規定の全部又は一部によらない教育を行うための教育課程又は施設及び設備等

に関する事項」は，学則等で定め公表する必要があるため，提出書類における記載や説明にお

いて遺漏のないよう留意してください。 

 

② 学部・学科等の特⾊  

【学校教育法第 83 条，第 108 条，大学設置基準第 2 章（第 3 条～第 6 条），専門職大学設置基準

第 2 章（第 4 条～第 7 条），短期大学設置基準第 3 条，専門職短期大学設置基準第 4 条，高等専

門学校設置基準第 3 条】 

・設置しようとする学部，学科等がどのような役割・機能を重点的に担い，強みや特色としてい

く計画であるのか記載してください。 

・新設・改編等をしようとする学部・学科等を設置することにより，その上位組織である大学，学

部等の特色等に変更が生じる場合は，新設・改編等をしようとする組織とその上位組織との関

連性を説明した上で，組織全体としてどのような特色としていく計画であるのかを説明してく

ださい。 

 

③ ⼤学，学部・学科等の名称及び学位の名称  

【大学設置基準第 40 条の 4，専門職大学設置基準第 54 条，短期大学設置基準第 34 条，専門職短

期大学設置基準第 51 条，高等専門学校設置基準第 27 条の 4，学位規則第 10 条】 

・当該名称とする理由について，設置の趣旨，教育課程等を踏まえ説明してください。なお，大学

や短期大学，専門職大学等の名称については，原則として申請者の広い裁量が認められるもの

ですが，当該名称に教育研究の内容が含まれる場合，大学等が行う教育研究の内容を適切に表

現したものであることが求められることに留意してください。 

・学位に付記する専攻分野の名称について，当該名称とする理由について，教育課程，教育研究分

野等を踏まえ説明してください。一般的な学問分野の名称を専攻分野の名称としない場合は，
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当該専攻分野について，学術的な裏付けや国際的な通用性が確保されるものであるかを明確に

説明してください。なお，学位に付記する専攻分野の名称については，日本学術会議でとりま

とめられた「学士の学位に付記する専攻分野の名称の在り方について」を参照のこと。 

 https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-h140917.pdf 

・「大学新設」の場合，大学名についても，当該名称とした理由を説明してください。 

・いずれの名称についても，日本語名称との整合性や，国際的な通用性に留意の上，英訳名称を記

載してください。 

 

④ 教育課程の編成の考え⽅及び特⾊  

【学校教育法第 83 条，第 108 条，学校教育法施行規則第 163 条，第 165 条の 2，大学設置基準第

8 条，第 19 条～第 23 条，第 43 条第 1 項，専門職大学設置基準第 9 条，第 12 条～第 16 条，第

32 条，第 55 条第 1 項，短期大学設置基準第 5 条～第 9 条，第 20 条の 2，第 36 条第 1 項，専門

職短期大学設置基準第 6 条，第 9 条～第 13 条，第 29 条，第 52 条第 1 項，高等専門学校設置基

準第 15 条～第 17 条】 

・教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）を踏まえ，教育課程の編成の体系性につ

いて具体的に説明してください。その際，カリキュラム・ポリシーの各項目と教育課程（各授業

科目）が整合していることを明確に説明してください。 

・教育課程の編成の体系性については，科目区分の設定及びその理由，各科目区分の科目構成と

その理由，上記①及び②に示された趣旨等を実現するための科目の対応関係，必修科目・選択

科目・自由科目の構成とその理由，履修順序（配当年次）の考え方，科目の設定単位数の考え方

等について詳細に説明してください。 

   特に，複数の履修体系を設ける計画のために「選択科目」を多く設定している場合などに

おいては，教育課程の体系性を担保できる卒業・修了要件及び履修方法が設定されているか留

意してください。・学年の始期を 4 月以外に設定する場合は，学年が 1 年間となるように具体

的なスケジュールを明示し，教育課程が体系的に編成されていることを説明してください。 

・年に複数回の学生受入れを計画している場合（4 月入学と 10 月入学など），入学時期による定

員設定の有無，教育課程の体系性の確保，教員の負担など，十分な教育体制が整えられている

ことを説明してください。その際，授業科目の配置を時間割表などで明示してください。（春入

学者用と秋入学者用の時間割を作成する等） 

・共同学科を設置する場合，自大学の開設科目のみではなく，他の構成大学の開設科目を含む共

同教育課程全体について上記の項目を説明してください。 

・主要授業科目について，養成する人材像及び３つのポリシーを踏まえた上で，当該授業科目を

主要授業科目として設定する考え方について説明してください。 

・単位時間数について，当該授業による教育効果や時間外学修を考慮して，おおむね 15 時間から

45 時間までの範囲で一単位として設定する際の一単位時間の設定の考え方について説明してく

ださい。また，それ以外の時間を設定する場合には，科目ごとにその理由及び教育効果や時間

外学修が担保されていることについて説明してください。 

・一年間の授業期間や各授業科目の授業期間について，十分な教育効果を確保することができる

設定となっていることについて，その考え方を説明してください。 

 

⑤ 教育⽅法，履修指導⽅法及び卒業要件  

【大学設置基準第 24 条～第 25 条の 2，第 27 条の 2～第 30 条の 2，第 32 条～第 33 条，第 45 条，

専門職大学設置基準第 17 条～第 19 条，第 23 条～第 27 条，第 29 条，第 57 条，短期大学設置
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基準第 10 条～第 11 条の 2，第 13 条の 2～第 16 条の 2，第 18 条～第 19 条，第 38 条，専門職

短期大学設置基準第 14 条～第 16 条，第 20 条～第 24 条，第 26 条～第 27 条，第 54 条，高等専

門学校設置基準第 5 条，第 17 条の 2～第 17 条の 3，第 18 条～第 20 条】 

・上記④を踏まえて，教育課程について，授業の内容に応じた授業の方法をどのように設定する

のか，また授業方法に適した学生数をどのように設定するのか，配当年次をどのように設定する

のか等について詳細に説明してください。 

・卒業要件については，科目区分ごとに必修，選択必修，選択等の科目数，単位数について，「教

育課程等の概要」で記載した内容に関して，その考え方等について記載してください。その上

で，設定する卒業要件が，ディプロマ・ポリシー，カリキュラム・ポリシー及び教育課程（各授

業科目）の対応関係を踏まえて適切であることについて具体的に説明してください。なお，修

得すべき単位の一部の修得について，これに相当する授業時間の履修をもって単位の修得に代

える授業科目がある場合，設定する卒業要件とその考え方等について説明してください。 

・履修モデルを添付してください。履修モデルは，養成する具体的な人材像に対応したものごと

に作成し，卒業要件単位数で作成してください。養成する人材像が複数にわたる場合は，複数

作成してください。 

・学位論文の作成に関連する研究活動などを単位として認定する場合，大学設置基準第 21 条等を

踏まえ，単位数の妥当性について説明してください。 

・履修科目の年間登録上限（CAP 制）を設定する場合，個々の授業科目に対する学生の十分な学

修時間の確保の観点を踏まえ，その設定単位数の考え方について説明してください。CAP 制を

設定しない場合は，設定しない趣旨や個々の授業科目に対する学生の十分な学修時間の確保の

方策等について説明してください。 

・他大学における授業科目の履修等についても，考え方を記述してください。 

・留学生の入学を予定している場合には，在籍管理の方法や入学後の履修指導，生活指導等につ

いても説明してください。 

・多様なメディアを利用して授業を行う場合は，その卒業要件等との関係を含めて，その取扱い

について記載してください。 

・共同学科を設置する場合，上記④と同様に，自大学の開設科目のみではなく，他の構成大学の開

設科目を含む共同教育課程全体について上記の項目を説明してください。 

・高等専門学校を設置する場合，1 学年当たりの学級数を記述してください。 

・指導補助者に授業の一部を分担させる場合は，教員の指導補助者への指導計画や教員と指導補

助者の責任関係，具体的な役割分担を含め，指導補助者が担当しても十分な教育効果を上げる

ことができる授業計画となっていることを説明してください。 

 

⑥ 多様なメディアを⾼度に利⽤して，授業を教室以外の場所で履修させる場合の具体的計画 

【大学設置基準第 25 条第 2 項，専門職大学設置基準第 18 条第 2 項，平成 13 年文部科学省告示第

51 号，短期大学設置基準第 11 条第 2 項，専門職短期大学設置基準第 15 条第 3 項，高等専門学

校設置基準第 17 条の 2，平成 13 年文部科学省告示第 51 号】 

・実施場所，実施方法及び学則における規定などを記載してください。 

・当該実施方法が告示の要件を満たすものであることを具体的に説明してください。特に，講義

以外の授業形態において，多様なメディアを高度に利用して授業を履修させることを計画して

いる場合は，授業科目名，授業内容，授業内容を踏まえた実施方法を具体的に説明し，面接授業

に相当する教育効果を有するものであることを明確に説明してください。 

・審査において当該実施方法による授業で利用するコンテンツの提示を求める場合がありますの

で，御留意ください。 
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⑦ 編⼊学定員を設定する場合の具体的計画  

ア 既修得単位の認定方法 

 ・既修得単位の読替表等を添付してください。 

イ 履修指導方法 

・編入学後の履修モデル（卒業要件単位数で作成したもの）を添付し，新設する学部等における

養成する人材像及びディプロマ・ポリシーを達成するための履修指導の考え方を具合的に説

明してください。 

ウ 教育上の配慮等 

 

⑧ 昼夜開講制を実施する場合の具体的計画  

【大学設置基準第 26 条，専門職大学設置基準第 20 条，短期大学設置基準第 12 条，専門職短期大

学設置基準第 17 条】 

ア 昼夜開講制を行うことの教育上の必要性 

イ 授業の実施計画 

・時間割例及び履修モデルを資料として添付してください。 

ウ 夜間主コースの学生に対する履修上の配慮 

エ 図書館や学生自習室等の施設の利用上の配慮 

オ 教員負担への配慮 

カ その他特記事項 

 

⑨ 実習の具体的計画  

教育実習や，看護師，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，公認心理師，管理栄養士等の資格

養成に係る学外実習（臨床実習を含む。）を行う場合，以下の事項を具体的かつ詳細に説明してく

ださい。実習要綱等を作成している場合は，資料として添付してください。 

ア 実習の目的 

・実習により学生にどのような能力を獲得させるのか，卒業認定・学位授与の方針（ディプロ

マ・ポリシー）も踏まえて説明してください。 

イ 実習先の確保の状況 

・実習施設名，所在地，授業科目ごとの受入れ可能人数等を記載した実習施設一覧と，これら

の項目が明記された各実習先の実習受入承諾書の写しを資料として添付してください。公

立学校における教育実習を行う場合は，学校ごとの承諾書ではなく教育委員会の承諾書で

も構いません（ただし，その場合であっても受入れ可能な学校名，所在地，受入れ可能人数

等を記載した実習施設一覧の添付は必要です）。 

・実習先が遠隔地にある場合は，その意図や学生の移動方法の配慮等についても説明してく

ださい。 

ウ 実習先との契約内容 

・特に医療系の実習の場合，個人情報保護や事故防止に関する取り決めについて説明してく

ださい。 

エ 実習水準の確保の方策 

 ・実習の目的を達成するための実習の具体的内容，実習を通じて習得しようとする具体的な

知識・技能，複数施設の場合の一定水準の確保方策，成績評価方法などを明確にし，大学教
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育としてふさわしい実習水準が適切に確保される体制や仕組みであることを説明してくだ

さい。 

オ 実習先との連携体制 

・実習先との実習前の協議，実習実施時の連絡体制のほか，実習における指導の方針など，実

習が適切に行えることを説明してください。 

カ 実習前の準備状況（感染予防対策・保険等の加入状況） 

 ・感染予防に関する対策，保険加入などの安全確保の状況について説明してください。また，

実習中に知り得た情報に関する守秘義務や SNS の利用に係る注意点など，学生への留意事

項等についても記載してください。 

キ 事前・事後における指導計画 

ク 教員及び助手の配置並びに巡回指導計画 

・実習中の教員の指導に関して，巡回のローテーション，移動方法などを説明し，適切な指導

体制となることを説明してください。 

・講義と実習を同時期に担当する場合は，教員ごとの科目担当時間割等を資料として添付す

るなどして，教員の負担等の観点から無理のない計画であることを説明してください。 

・実習先が遠隔地にある場合は，巡回指導を実施する上での配慮についても説明してくださ

い。 

ケ 実習施設における指導者の配置計画 

・実習施設には，実習内容や受け入れる学生数に応じて必要な実習指導者が置かれていると

ともに，実習指導者は実習に係る職業分野に関する高い識見及び十分な実務経験を有し，

実習指導に当たって必要な能力を有していることを明確にしてください。 

・実習先の企業等の実習指導者の選任基準，実習指導者に対する研修，実習の達成目標等の

共有方法（説明会の実施等）についても説明してください。 

コ 成績評価体制及び単位認定方法 

 ・学生の知識・技能の修得状況の評価方法・評価基準を具体的に説明してください。 

サ その他特記事項 

※看護学及びリハビリテーションに関する学科等を設置する場合は，上記ア～サのほか，(3)（本

書 p.128）の事項についても説明してください。 

 

⑩ 企業実習（インターンシップを含む）や海外語学研修等の学外実習を実施する場合の具体的計画  

ア 実習先の確保の状況 

・実習施設名，所在地，授業科目ごとの受入れ可能人数等を記載した実習施設一覧を資料とし

て添付し，当該実習等を行う目的を踏まえた実習先確保の考え方及び確保状況を説明してく

ださい。各実習先の実習受入承諾書は，実習期間が 1 か月以上の長期にわたる場合や実習が

必修科目となっている場合を除き原則として添付する必要はありませんが，審査過程におい

て承諾書を求める可能性がありますので，留意してください。 

イ 実習先との連携体制 

ウ 成績評価体制及び単位認定方法 

エ その他特記事項 

 

⑪ 通信教育を実施する場合の具体的計画  

【大学通信教育設置基準第 2 条～第 8 条，短期大学通信教育設置基準第 2 条～第 8 条】 

・通信教育により十分な教育効果が得られる専攻分野であることを説明してください。 
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・教育・研究水準確保の方策について説明してください。 

・印刷教材による授業，メディア利用による授業及び面接授業（地方スクーリングを含む。）の実

施体制（時間割を含む。）を明示してください。 

・面接授業の実施方法及び体制（実施時期，実施場所，時間割，教室の確保，学生の宿泊先の確保

などスクーリング（地方スクーリングを含む）の具体的な計画）について説明してください。 

・演習，実験・実習，実技を伴う授業を設定する場合，その具体的な実施方法を説明してくださ

い。 

・単位の計算方法，単位の認定や成績評価の方法を具体的に説明してください。 

・単位認定試験等における不正行為防止対策について，詳細に説明してください。 

・添削指導の実施体制，メディア利用による指導の実施体制及び指導教員との連携について説明

してください。教員のほかに補助者を配置する場合，補助者の役割，教員との連携について具

体的に説明してください。 

・履修指導について，その時期，方法や体制について説明してください（履修モデルを添付してく

ださい。履修モデルは卒業要件単位数で作成してください）。 

・学生への指導について，学生からの質問や学修相談への対応体制等について具体的に説明して

ください。 

・添削指導教材及び通信指導教材の保管，発送等の施設並びに教育研究のための情報通信機器等

の整備についての配慮について説明してください（マルチメディア技術を活用して授業を行う

場合などにおいては，当該技術に係るシステムの管理運営等を行う者が配置されているかどう

かを含む）。 

・教員の負担の程度について説明してください。 

・⑭に準じて，入学者選抜の概要を説明してください。 

・教育上の配慮について説明してください（施設・設備についても通信教育の特性を踏まえて説

明してください）。 

・印刷教材，メディア教材等の作成の具体的な計画等について説明してください。 

・印刷教材等による授業，放送授業，メディアを利用して行う授業を実施する場合は，審査過程に

おいて，それぞれの授業で利用するテキストやコンテンツの提出を求める場合がありますので，

御留意ください。 

・通信教育学部のみを置く大学であって，インターネットその他の高度情報通信ネットワークを

利用して教室以外の場所のみにおいて授業を履修させる場合（大学通信教育設置基準第 9 条第

2 項ただし書）は，インターネット等を利用して行う授業の特性を踏まえた授業の設計その他の

措置を講じており，かつ，教育研究に支障がないことを，教育効果を高めるための措置や学生

への支援方法等に触れながら，具体的に説明してください。 

・単位時間数については印刷教材，放送授業，面接授業及びメディア授業の別によらず，一単位の

授業科目を 45 時間とすることを標準としつつ，当該授業による教育効果や時間外学修を考慮し

て，おおむね 15 時間から 45 時間までの範囲で一単位として設定する際の一単位時間の設定の

考え方について，授業の方法等を踏まえた上で説明してください。また，それ以外の時間を設

定する場合には，科目ごとにその理由及び教育効果や時間外学修が担保されていることについ

て説明してください。 

・安定的・継続的な授業の実施や学生の個人情報の管理等のための情報セキュリティ体制につい

て，詳細に説明してください。 

 

⑫ 通信教育を併せ⾏う場合 

【大学通信教育設置基準第 8 条，短期大学通信教育設置基準第 8 条】 
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・設置する学部・学科や開設する通信教育課程が大学通信教育設置基準第 8 条第 2 項及び短期大

学通信教育設置基準第 8 条第 2 項に規定する「昼間又は夜間において授業を行う学部・学科が

通信教育を併せ行う場合」に該当する場合，以下の点について，具体的に説明してください。 

 通信教育課程と通学課程の養成する人材像，３つのポリシー，教育課程（各授業科目含む）

及び学位の分野を明示した上で，相違点がある場合には，相違点及び相違点が生じる理由に

ついて，図や表を用いて明確に説明してください。（巻末の「大学の設置手続等に関してよ

くある質問」Q1-11（本書 p.385）も参照してください。） 

 既設課程の教育の質を低下させず，新設課程の教育の質を担保するための工夫や取組みにつ

いて説明してください。 

 教育研究実施組織の編制について，設置基準上の必要教員数を満たすことの説明だけではな

く，実施する教育研究の内容・方法や収容定員の規模等を踏まえ，十分な教育研究実施組織

を編制していることを具体的に説明するとともに，教員負担の増加に対する配慮について説

明してください。 

⑬ 取得可能な資格  

・設置する学部の学科（短期大学の場合は学科又は専攻課程）の教育課程を履修することで取得

可能な資格を挙げ，それが国家資格か民間資格か，資格取得が可能なのか受験資格が取得でき

るのか，資格取得が修了要件なのか追加科目を履修する必要があるかなどの別について，明確

に説明してください。 

・取得可能な資格が多数ある場合，一覧表にして分かりやすく整理してください。 

・学内の専攻科や別科，大学院への進学等により取得可能となる資格がある場合（例：看護学部卒

業後に進学する助産別科など）は，当該専攻科等の名称と取得可能な資格を記載してください。 

・看護学に関する学科等の場合，看護学教育モデル・コア・カリキュラム（平成 29 年 10 月）を

参照しつつ，カリキュラムを策定することが望ましく，モデル・コア・カリキュラムとの整合性

を図っている場合は，その旨を「④ 教育課程の編成の考え方及び特色」において記載してく

ださい。 

・公認心理師など，学部等卒業のみではその受験資格が得られない資格がある場合については，

当該受験資格の取得条件等についての学生への周知方法を具体的に説明してください。 

 

⑭ ⼊学者選抜の概要  

【学校教育法第 90 条，第 108 条，学校教育法施行規則第 150 条～第 151 条，大学設置基準第 2 条

の 2，第 31 条，専門職大学設置基準第 3 条，28 条，短期大学設置基準第 2 条の 2，第 17 条，専

門職短期大学設置基準第 3 条，第 25 条，高等専門学校設置基準第 3 条の 2，第 21 条，大学入学

者選抜実施要項，大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト実施大綱】 

・入学者選抜について，アドミッション・ポリシーを踏まえ，選抜方法，選抜体制（学校推薦型選

抜と一般選抜の募集定員の割合等），選抜基準等を説明してください。その際，アドミッション

・ポリシーの各項目と入学者選抜方法等が整合していることを明確に説明してください。 

・選抜方法について，一般選抜や学校推薦型選抜等，2 以上の入試方法により入学者選抜を実施す

る場合には，それぞれの入試方法の区分ごとに募集人員を示してください。 

・社会人，留学生及び帰国生徒の積極的な受入れを特色としている場合は，その受入れ方策等具

体的な計画（履修指導方法，教育上の配慮等を含む）を記入してください。 

・留学生の受入れを予定している場合には，留学生の日本語能力等の資格要件や経費支弁能力の

確認方法，在籍管理方法についても説明してください。 

・社会人については，その定義を明らかにしてください。 
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・社会人を受け入れる際に既修得単位の認定を予定する場合には，既修得単位の認定方法及び認

定の考え方についても説明してください。 

・科目等履修生や聴講生等，正規の学生以外の者を受け入れる場合は，その受入れ人数や方策等

具体的な計画を記入してください。また，科目等履修生を相当数受け入れる計画の場合は，基

幹教員や校地・校舎が教育に支障のないような整備計画となっているか説明してください。 

・共同学科を設置する場合，入学者選抜の内容・方法等について具体的に説明してください。ま

た，入学後に学生が本籍を置く大学の割り振り方法についても説明してください。 

 

⑮ 教育研究実施組織等の編制の考え⽅及び特⾊ 

【大学設置基準第 7 条～第 10 条，第 61 条，専門職大学設置基準第 31 条～第 35 条，第 78 条，短

期大学設置基準第 20 条～第 22 条，第 52 条，専門職短期大学設置基準第 28 条～第 32 条，第 75

条，高等専門学校設置基準第 6 条～第 8 条の 2，第 29 条】 

・上記①～④（設置の趣旨，特色，教育課程等）を踏まえ，どのような考え方に基づき教員配置を

行っているか説明してください。 

・教育上主要と認める授業科目に基幹教員を配置していることを説明してください。（※高等専

門学校を除く。） 

・教員の担当科目数が多い場合，2 以上の校地を往来する場合は，教員の負担や学生への指導に不

具合が生じないことを明確に説明してください。 

・専門的な職業人養成に重点をおくことを特色とする学部等の申請などで，実務経験の豊富な教

員を積極的に活用する場合は，当該教員の配置が教育課程の体系や当該科目の特質を踏まえ効

果的であることを説明してください。なお，組織全体を通じて，当該教員の割合が高いときは，

学部等として一定の研究機能を果たすため，博士等の学位や研究業績を有する教員が最低限確

保されていることについて説明してください。 

・当該学部等の教育研究実施組織において，どのような研究分野が中心となるか説明してくださ

い。その際，どのような研究体制となるかを説明してください。 

・教員の年齢構成について，完成年度の 3 月 31 日時点において教育研究水準の維持向上及び教育

研究の活性化に支障がない構成になっていることを説明してください。また，教員の年齢構成

と定年に関する学内規程の関係についても説明し，当該規程を資料として添付してください（定

年に関する規程以外に特例を定めた規定がある場合で，当該規定を根拠として定年を延長する

教員がいる場合は，当該規定も添付してください）。併せて，それらの規程に基づいて定年を延

長する教員がいる場合は，後任となる教員の補充計画についても説明し，教育研究実施組織の

継続性に問題がないことを明確にしてください。なお，定年規程が設けられていない場合や通

常適用される退職年齢を越える基幹教員の割合が高い（おおむね 20％以上）場合には，具体的

な教育研究実施組織編制の将来構想も含めて，学部等における教育研究の継続性が確保される

計画であることを説明してください。 

・施設指定申請・免許等の関係でやむを得ず学科等の下に設置する専攻等に定員を設定する場合

は，各専攻の教育研究実施組織の編制の考え方等について説明してください。また，各専攻の

基幹教員名簿を資料として添付してください。 

・当該大学における教育研究以外の業務に従事する者を基幹教員とする場合は，教育研究上支障

がないことや，当該教員の基幹教員としての役割・責任等について説明してください。 

・共同学科を設置する場合，上記の項目については，自大学の共同学科の教育研究実施組織につ

いて説明してください。ただし，項目に応じ必要がある場合は他の構成大学の教育研究実施組

織についても言及してください。 

・基幹教員の中に学年進行中の他大学の学部等から採用した教員がいる場合は，採用元から了承
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を得ているか等，適切に就任可能であることについて説明してください。 

・大学設置基準等で規定する基幹教員について，「大学設置基準第 61 条の規定に基づき新たに大

学等を設置し、又は薬学を履修する課程の修業年限を変更する場合の教育研究実施組織、校舎

等の施設及び設備の段階的な整備について定める件」（平成 15 年 3 月 31 日文部科学省告示第

44 号）に基づき，段階的に整備を行う場合については，教員研究実施組織は第 3 年次中に大学

設置基準等を満たす必要があるほか，担当授業科目の開講までに採用する必要があることから，

当該告示等に基づいて問題なく教員の採用計画が立てられていることについて，年度ごとの整

備計画を説明してください。 

・教育研究活動等の運営や厚生補導等が組織的かつ効果的に行われるよう，教員及び事務職員等

相互の適切な役割分担の下での協働や組織的な連携体制が確保されていることについて説明し

てください。  

・教員養成関係の学科（※）の設置認可申請又は届出の場合，「大学設置基準の一部を改正する省

令等の公布について（通知）」（令和 5 年 6 月 15 日 5 文科教第 438 号）を踏まえ，当該学科

に配置する専攻分野におけるおおむね 5 年以上の実務の経験を有し，高度の実務の能力を有す

る者（実務家教員）について，構成の考え方を説明してください。 

 （※）卒業要件単位数の修得により教員免許状を取得することが可能であるとともに，小学校

教員養成の課程及び中学校教員養成の課程の両課程を有する教員養成を目的とする学科 

 

⑯ 研究の実施についての考え⽅，体制，取組  

・研究の実施についての考え方や，実施体制，環境整備について説明してください。 

・研究活動をサポートする技術職員や URA の配置状況について説明してください。 

・URA 制度を取り入れている場合は，その役割・責任等について説明してください。 

 

⑰ 施設，設備等の整備計画  

【大学設置基準第 34 条～第 36 条，第 38 条～第 40 条の 3，第 47 条～第 49 条，第 61 条，専門職

大学設置基準第 27 条～第 29 条，第 32 条～第 33 条の 3，第 40 条～第 42 条，第 78 条，短期大

学設置基準第 27 条～第 29 条，第 33 条～第 33 条の 3，第 40 条～第 42 条，第 52 条，専門職短

期大学設置基準第 40 条～第 43 条，第 46 条～第 50 条，第 56 条～第 58 条，第 75 条，高等専門

学校設置基準第 22 条～第 24 条，第 26 条～第 27 条の 3，第 29 条】 

ア 校地，運動場の整備計画 

・教育にふさわしい環境をどのように考え，その考えに基づきどのように整備するかについて

説明してください。 

・学生間の交流，学生と教職員の交流及び学生の休息その他の利用のための適当な空地の整備

状況についても記載してください。 

・空地に係る代替措置（「大学設置基準」第 34 条第 2 項，第 3 項，「短期大学設置基準」第 27

条第 2 項，第 3 項）を講じる場合は，法令の規定による制限その他のやむを得ない事由など

所要の土地の取得を行うことが困難である理由を記載するとともに，学生が休息その他に利

用するため，適当な空地を有することにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置

について記載してください。また，以下の点も踏まえて記載してください。 

(ｱ) できる限り開放的であって，多くの学生が余裕をもって交流，休息その他に利用でき

るものであること。 

(ｲ) 交流，休息その他に必要な設備が備えられていること。 

・学生に対する教育又は厚生補導を行う上で，必要に応じて①運動場，体育館その他のスポー
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ツ施設，②講堂，③寄宿舎，課外活動施設その他の厚生補導施設が適切に設置されているか

説明してください。それらの活用については，十分な広さや設備が確保され，必要な時に適

切に使用することができるなど，教育又は厚生補導を行う上で支障がないか，学生利用の観

点や経済的な負担も含め，利用計画を示しつつ，具体的に説明してください。 

・共同学科を設置する場合，他の構成大学の校地，運動場を含めて上記の項目を説明してくだ

さい。 

・自治体からの財政支援等を伴う設置の場合，設置前後において，当該自治体とどのような連

携関係があるのかを具体的に記載してください。 

イ 校舎等施設の整備計画 

・教員の研究室，必要な教室の整備計画について，上記の①～⑤及び⑮を踏まえ，どのような考

え方で整備するのかを記載してください。 

・まず，上記の教育課程，授業形態，学生人数等を実施するためには，どのような施設・設備が

どの程度必要であるのかを詳細に説明し，それに対して，どの程度の施設・設備を整備するの

かについて詳細に説明してください。その際，時間割表等を参考資料として添付し，具体的な

施設・設備の利用予定から支障がないことを明確にしてください。 

・実験等を要する科目を設定する場合は，器具等の整備についても具体的に記載してください。 

・共同学科を設置する場合，他の構成大学の校舎等施設を含めて上記の項目を説明してくださ

い。 

・同一設置者の他の学校（短大，専修学校等）や他学部等と教室や実習室等を共用する部分があ

る場合は，具体的な内容を説明し，それぞれの時間割等を添付して申請学部等だけでなく当

該大学の他学部等の教育研究にも支障がないことを明確にしてください。 

・高等学校以下の学校種，専修学校等と共用する場合は，該当する学校を所管する地方自治体

等が規定する面積基準を算出した上で参考資料として添付してください。その際に，面積基

準の算出根拠となる規定（審査基準等）を，該当条文を明示した上で併せて添付してくださ

い。 

・自治体からの財政支援等を伴う設置の場合，設置前後において，当該自治体とどのような連

携関係があるのかを具体的に記載してください。 

・研究室については，面積等に関する基準や目安はなく，必ずしも個室である必要はありませ

んが，オフィスアワーなど学生の教育上の情報管理等の機密性の観点から，プライバシーが

確保される環境が十分に整備されているかを明確に説明してください。 

・新たに大学等を設置する場合の校舎等の施設及び設備を段階的に整備する場合には，その計

画について年度ごとの整備計画を記載してください。 

※研究室は基幹教員のほか専ら当該大学に勤務する教員全てに備え，また，教室，研究室，図書

館，医務室，事務室その他必要施設を整備する必要がありますが，「大学設置基準等の一部を

改正する省令等の公布について（通知）（令和 4 年 9 月 30 日付 4 文科高第 963 号文部科学

省高等教育局長通知）」に基づき，これらの事項については必要に応じて改正前の大学設置基

準等に基づき従前の例によることが可能です。 

ウ 図書等の資料及び図書館の整備計画 

・学部等の種類・規模等を踏まえ，どのような考え方で図書等を整備するのか，学部・学科ごと

の整備計画冊数の内訳を含め，詳細に記載してください。特に学術雑誌等は具体名を提示し

てください。 

・図書の冊数についての数量的な基準はありませんが，整備を計画している冊数，種類（電子書

籍を含む）で当該申請等に係る学部等の教育研究に支障がないことを説明してください。 

・デジタルデータベース，電子ジャーナル等の整備計画についても記載してください。 

・図書館の閲覧室，閲覧席数，レファレンス・ルーム，検索手法等，教育研究を促進できる機能
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等が学部等の種類・規模，教育研究の目的等に照らして適切であるかについても記載してく

ださい。 

・共同学科を設置する場合，他の構成大学の図書等及び図書館を含めて上記の項目を説明して

ください。 

・他の大学（共同教育課程の構成大学を除く。）の図書館等との協力についても記載してくださ

い。 

 

⑱ 2 以上の校地において教育研究を⾏う場合の具体的計画 

【大学設置基準第 7 条第 7 項，第 34 条～第 36 条，第 38 条～第 40 条の 3，専門職大学設置基準

第 31 条第 7 項，第 43 条～第 45 条，第 48 条～第 53 条，短期大学設置基準第 20 条 4 項，第 27

条～第 29 条，第 33 条～第 33 条の 3,  専門職短期大学設置基準第 28 条第 7 項，第 40 条～第

43 条，第 46 条～第 50 条】 

・それぞれの校地における学生の収容定員（未設定の場合には目安となる人数），適切な基幹教員

の配置状況（それぞれの校地に，原則として基幹教員を少なくとも一人以上置く。），教員の移

動への配慮，学生への配慮，施設設備等の配慮などを具体的に示し，必要な教育体制が取られ

ていることを明確に説明してください。 

・教員や学生の移動等も踏まえた上で，時間割上の問題がないことについても説明してください。 

・共同学科の設置の場合，他の構成大学の校地においても共同教育課程に係る教育が行われるこ

とについての学生への配慮，施設設備等の配慮など必要な教育体制が取られていることを説明

してください。また，時間割上，問題がないことについても説明してください。 

・当該学部又は学科所属の基幹教員がいない校地については，教育研究上支障がないことを説明

してください。 

・サテライトキャンパスなど校地以外の場所で申請に係る学部等の教育を行う場合には，当該校

地以外の場所において教育を行う必要性，該当する科目や教育内容，教員の配置，施設設備の

状況などについて説明してください。 

 

⑲ 社会⼈を対象とした⼤学教育の⼀部を校舎以外の場所（サテライトキャンパス）で実施する場合の具体的計画 

【大学設置基準第 25 条第 4 項，専門職大学設置基準第 18 条第 4 項，平成 15 年文部科学省告示第

43 号，短期大学設置基準第 11 条第 4 項，専門職短期大学設置基準第 15 条第 4 項，平成 15 年

文部科学省告示第 51 号】 

・本校以外の場所の開講科目，教育研究環境，施設設備，図書及び教員の移動等に対する配慮等に

ついて記載してください。 

・その際，当該施設における受入れ学生数を明示し，それに対して上記配慮が十分なものである

ことを説明してください。 

 

⑳ 管理運営 

【学校教育法第 93 条，学校教育法施行規則第 143 条，大学設置基準第 43 条第 3 項，専門職大学

設置基準第 55 条第 3 項，短期大学設置基準第 36 条第 3 項，専門職短期大学設置基準第 52 条第

3 項】 

・教学面における管理運営の体制について記載してください。特に教授会の役割，構成員，開催頻

度の予定，審議事項など具体的な計画を記載してください。 

・教授会以外に関連する委員会（代議員会や教授会の下部組織等）を設置する場合についても，そ
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の役割（教授会との関係等を含む。）を記載してください。特に，「20 教員名簿（教員の氏名

等）」の「教育課程の編成等の意思決定に係る会議等への参画状況」の欄において，「その他」

を選択し，具体的な会議名を記載する場合においては，当該会議が教育課程の編成や学生の入

学，卒業及び課程の修了，学位の授与等についての審議を行う会議であることについて説明し

てください。 

・記載内容は教授会規程や学則と整合するように御留意ください。 

・共同学科の設置の場合，共同教育課程の編成及び実施に当たって設けることとなる協議会等に

ついて，その審議事項や構成員，開催頻度等について記載し，構成大学間の調整を図る体制が

取られていることを説明してください。 

 

 

㉑ ⾃⼰点検・評価  

【学校教育法第 109 条，大学設置基準第 2 条，専門職大学設置基準第 2 条，短期大学設置基準第 2

条，専門職短期大学設置基準第 2 条，高等専門学校設置基準第 3 条】 

・大学又は短期大学としての対応（実施方法，実施体制，結果の活用・公表及び評価項目等）を具

体的に記載してください。 

・自己点検・評価の結果について，当該大学又は短期大学の職員以外の者による検証を行う場合

も同様です。 

 

㉒ 情報の公表  

【学校教育法第 113 条，学校教育法施行規則第 172 条の 2】 

・教育研究活動等の状況に関する情報の公表についての内容（公表の方針や考え方を含む。）及び

方法等を具体的に記載してください。その際，以下のア～ケの項目については，内容とともに，

掲載している（又は掲載予定の）ホームページのアドレス等（例：http://・・・，トップ＞・・

・＞教育研究活動の情報＞教育研究上の目的 等）も併せて記載してください。 

ア 大学の教育研究上の目的及び３つのポリシー（ディプロマ・ポリシー，カリキュラム・ポ

リシー，アドミッション・ポリシー）に関すること 

イ 教育研究上の基本組織に関すること 

ウ 教育研究実施組織，教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

エ 入学者の選抜に関すること 

オ 入学者に関する受入れ方針及び入学者の数，収容定員及び在学する学生の数，卒業又は

修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況並びに外国人留

学生の数に関すること 

カ 授業科目，授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 

キ 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 

ク 校地・校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

ケ 授業料，入学料その他の大学が徴収する費用に関すること 

コ 大学が行う学生の修学，進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

サ その他（教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報，学則等各種

規程，設置認可申請書，設置届出書，設置計画履行状況等報告書，自己点検・評価報告書，

認証評価の結果 等） 

・専門職大学等及び専門職大学院を置く大学は，上記ア～ケの項目に加えて，学校教育法第 83 条

の 2 第 2 項，第 99 条第 3 項及び第 108 条第 5 項による専門性が求められる職業に就いている
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者，当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者との協力の状況についての情報も記載し

てください。 

・大学院（専門職大学院を除く。）を置く大学の場合は，上記ア～ケの項目に加えて，大学院設置

基準第 14 条の 2 第 2 項に規定する学位論文に係る評価に当たっての基準についての情報も記

載してください。 

 

㉓ 教育内容等の改善を図るための組織的な研修等  

【大学設置基準第 11 条，専門職大学設置基準第 36 条，短期大学設置基準第 22 条の 2，専門職短

期大学設置基準第 33 条，高等専門学校設置基準第 9 条】 

・授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に関する計画の詳細を具

体的に記載してください。 

・大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため，教員及び大学職員に必要な知識・技

能を習得させるとともに，必要な能力及び資質を向上させる研修等の取組を具体的に記載してく

ださい。 

・上記のいずれの研修等においても，研修の対象者，実施体制，開催頻度等の詳細を含めて具体的

な実施計画を説明してください。 

・指導補助者を置く場合は，指導補助者に対する上記の事項について同様に説明してください。 

 

㉔ 社会的・職業的⾃⽴に関する指導等及び体制  

【大学設置基準第 7 条第 5 項，専門職大学設置基準第 31 条第 5 項，短期大学設置基準第 20 条第

5 項，専門職短期大学設置基準第 28 条第 5 項】 

・大学及び学部等の教育上の目的に応じた社会的・職業的自立に関する指導等及び体制に関する

取組について，以下のア～ウに留意しつつ，具体的に説明してください。 

ア 教育課程内の取組について 

教育課程を通じて，社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培うための具体的な

取組内容について説明してください。その際，社会的・職業的自立に関する指導等を教育課

程の全体を通じてどのように行っていくのかを示した資料や，関係する授業科目を設けて

いる場合には当該授業科目のシラバスや一覧等を必要に応じて添付してください。 

イ 教育課程外の取組について 

教育課程外の取組を通じて，社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培うための

具体的な取組内容について説明してください。その際，教育課程外の取組の具体的な内容

が示された資料等を必要に応じて添付してください。 

ウ 適切な体制の整備について 

社会的・職業的自立を図るために必要な能力の育成に向けて，教育課程内外にわたる社

会的・職業的自立に関する指導等の実施に向けた学内の体制の整備や学内の関係組織の有

機的・緊密な連携について具体的に説明してください。その際，当該体制について分かりや

すく示した図や規程等を必要に応じて添付してください。 
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(2) 薬学に関する学部を設置する場合 
大学，短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第 1 条第 1 項第 5 号の規定に基づき，

令和 7 年度以降の薬学に関する学部の学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的

とするもの（以下「薬学部 6 年制課程」という。）の設置及び収容定員増は抑制することとしてい

ます。ただし，同基準第 1 条第 6 項の規定に基づき，地域における薬剤師の数その他の事情を勘案

して薬剤師の確保を特に図るべき区域として文部科学大臣が別に定める基準に該当する区域に限

り，地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第 4 条第 1 項の都道府県計画そ

の他の都道府県が作成する計画に基づき行おうとするものの審査については，第 1 条第 1 項第 5 号

の規定を適用せず，抑制の例外としています。 

上記の趣旨を十分に理解した上で，(1)に加えて，以下の内容を説明してください。 

 

① 薬学部 6 年制課程の設置に係る認可申請を行おうとする大学は，地域における薬剤師の確保の

ために地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第 4 条第 1 項の都道府県計

画その他の計画に基づいて行うとともに，地域における薬剤師確保のための教育内容の整備や学

生に対する修学資金の貸与等の取組を実施する必要があるため，下記の事項について具体的に説

明してください。 

なお，説明に当たっては，「大学，短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部

を改正する告示等の公布について」（令和 5 年 3 月 29 日付け 4 文科高第 2012 号文部科学省高等

教育局長通知）及び「大学，短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第一条第六項

の文部科学大臣が定める基準の公布について」（令和 5 年 9 月 1 日付け 5 文科高第 788 号文部科

学省高等教育局長通知）の趣旨を踏まえた内容としてください。 

    ア 都道府県計画その他の計画における記載状況 

         ・連携する都道府県における，薬剤師の需給の現状，及び将来の見通し及び地域における

薬剤師確保の必要性について，当該都道府県が作成する計画の抜粋等により説明してく

ださい。 

     ・設置する薬学部の収容定員数の妥当性について，連携する都道府県内における大学の薬

学部の収容定員，及び近隣の都道府県における薬学部の設置状況等を勘案し，算出方法

等の客観的根拠により明確に説明してください。 

    イ 地域における薬剤師確保のための教育内容     

・薬剤師の地域偏在等を含む地域における医療等の現状と課題について，学生が総合的に

理解するための授業となっていることを説明してください。 

     ・カリキュラム編成に当たっては，地域医療について学修する授業や臨床における実務実

習の充実を図る等，地域に必要な医療に関する体系的な学修となっていることを説明し

てください。なお，実務実習に当たっては，実習の受け入れ施設として病院や診療所及び

薬局等の確保が不可欠であることから，地域の実習施設との連携体制についても説明し

てください。 

     ・設置の趣旨を実現するための各授業科目の対応関係，必修科目・選択科目・自由科目の構

成とその理由，履修順序（配当年次）とその考え方，科目の設定単位数の考え方について

詳細に説明してください。 

     ・これらの授業の実施において，大学と都道府県や関係団体とがどのように連携している

かを説明してください。 

    ウ 学生に対する修学資金の貸与その他の支援 

     ・修学資金を貸与する人数，貸与額，貸与期間等を募集要項等により説明してください。ま

た，貸与する人数が募集定員に対して十分なものとなっていることも説明してください。
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なお，修学資金は該当区域の都道府県が実施するもの又は該当区域の都道府県知事認め

たものに限られます。 

     ・その他，該当区域における実務実習を円滑に実施するための支援や該当区域の医療機関

等への就職支援等，卒業生が該当区域に定着するための方策を説明してください。 

 

② 薬学に関する学部で（4 年制，6 年制を問わず）複数学科を設ける場合，各学科間の差異・特徴

に関して，カリキュラム上で異なる部分だけを抽出し，対比させた資料を作成してください。 
 
＜作成例＞ 

 
   両学科の特徴は下記のとおりです。下記以外は両学科とも共通。 
   薬学科   3 年次  医療薬剤学 2 単位 必修 
         4 年次  医薬品学  2 単位 選択 
         ・・・ 
         ・・・ 
  この中で卒業までに必要な 4 年次までの標準選択科目数 ○○単位 
 
   創薬科学科 3 年次  創薬科学 2 単位 必修 
         4 年次  錯体化学 2 単位 選択 
         ・・・ 
         ・・・ 
  この中で卒業までに必要な選択科目単位数  ○○単位 
 

 

③ 薬学部 6 年制課程に係る申請に関しては，実務の経験を有する教員の配置に関する考え方や計

画を説明してください。 

④ 薬学部 6 年制課程に係る申請に関しては，各大学で計画している長期実務実習が，実際にどの

ように行われるのかイメージできるように記述を工夫して，具体的に説明してください（図表等

を活用しても構いません）。なお，説明に当たっては下記の事項を参考にして，各大学における具

体的計画の全体像について記載してください。 

（なお，下記の項目については，調整機構に依頼するため実際に使用する施設が未定の場合や，

実習生がその出身地において実習を行う「ふるさと実習」を実施する場合には，申請時点で具

体的な記載が困難な事項も含まれますので，下記の事項を参考として，各大学の実務実習が支

障なく行われるように，大学の構想をできるだけ具体的に記載してください） 

ア 実習計画の概要 

・実習目標（実習のねらい） 

・実習単位，主な内容，実習施設，時期，学生の配置等 

・問題対応，きめ細かな指導を行うための実習委員会の設置等 

・学生へのオリエンテーションの内容，方法 

・実習までの抗体検査，予防接種等 

・損害賠償責任保険，障害保険等の対策等 

イ 実習指導体制と方法 

・巡回指導計画（指導者の配置，人数（助手を含む。），役割（内容），巡回スケジュー

ル，巡回回数など） 

・実習計画全体が掌握できる年次別スケジュール表 

・各班のスケジュール表 

・各段階における学生へのフィードバック，アドバイスの方法等 
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・学生の実習中，実習後のレポート作成・提出等 

ウ 施設との連携体制と方法 

・施設との連携の具体的方法，内容（連携における大学の役割を含む） 

・相互の指導者の連絡会議設置の予定等 

・大学と実習施設との緊急連絡体制 

・各施設での指導者の配置状況 

・実習前，実習中，実習後等における施設との調整・連携等 

エ 単位認定等評価方法 

・各施設での学生の評価方法 

・各施設の指導者と大学側の指導者との評価における連携方法 

・大学における単位認定方法等 

・薬学教育モデル・コア・カリキュラム 

各大学のカリキュラムにおいて，「薬学教育モデル・コア・カリキュラム」（令和 4

年度改訂版）「F 臨床薬学」の学修目標が実施されていることを説明する資料を添付し

てください。また，各大学における実習科目，薬学教育モデル・コア・カリキュラムの

学修目標，実施施設（病院・薬局）の対応関係について，具体的に説明してください。 

 

⑤ 教育課程と薬学教育モデル・コア・カリキュラムとの対比表 

臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とする薬学部の場合は，薬学教育モデル・

コア・カリキュラムの学修目標に対して，各大学の授業科目がどのように該当するかについて，

対比表を作成してください。作成に当たっては，学修目標の記載順に対応する科目を記載して

ください。 

 
＜作成例＞ 

C 薬学基礎 

小項目 学修目標 開設する科目 

C-1-1 1) 医薬品や生体分子を形成する結合の仕組みを説明す

る。 

基礎化学 

有機化学 

2) 医薬品や生体分子の間で働く様々な相互作用を説明

する。 

物理化学 

分析化学 

・・・ 

3) 医薬品の作用発現に必須である医薬品と生体高分子

との相互作用を説明する。 

構造解析学 

薬物動態学 

生物製剤学 

創薬化学 

薬理学 

C-1-2 1) 医療現場の画像解析や診断・治療で用いられる電磁波

及び放射性核種の種類と性質を説明する。 

物理化学 

臨床分析化学 

薬物治療学 

2) 電磁波と化学物質との相互作用を説明する。 物理化学 

衛生薬学 

3) 診断・治療，あるいは被ばく事故をもたらす電離放射

線の生体への影響を説明する。 

衛生薬学 

臨床検査学 

薬物治療学 

 

127



(3) 看護学及びリハビリテーションに関する学科等を設置する場合 
上記(1)の「⑨ 実習の具体的計画」に以下の内容を加えて説明してください。 

また，下記の「臨地実習計画表作成イメージ」を参考に実習計画について資料を添付してください。 

ア 実習計画の概要 

・実習目標（実習のねらい） 

・実習単位，主な内容，実習施設，時期，学生の配置，週間計画等 

・問題対応，きめ細かな指導を行うための実習委員会の設置等 

・学生へのオリエンテーションの内容，方法 

・学生の実習参加基準・要件等（実習前の必要履修科目や客観的臨床能力試験（OSCE）の実施

等） 

・実習までの抗体検査，予防接種等 

・損害賠償責任保険，障害保険等の対策等 

イ 実習指導体制と方法 

・各班のスケジュール表 

・担当基幹教員の配置と指導計画（巡回指導を行う場合は，巡回回数又は巡回スケジュール） 

・助手及び非常勤助手等を配置する場合は，採用基準，実習指導における役割，基幹教員との連

携体制等 

・各段階における学生へのフィードバック，アドバイスの方法等 

・学生の実習中，実習後のレポート作成・提出等 

ウ 大学と実習施設との連携体制と方法 

・実習前，実習中，実習後等における調整・連携の具体的方法 

・各施設での指導者の配置状況と連携会議等の開催計画 

・実習施設が専門学校の実習も受け入れている場合，実習目標や実習内容等，大学教育として

の実習の質の確保に関する具体的な配慮方策 

・緊急時の連絡体制等 

エ 単位認定等評価方法 

・各施設の指導者と大学側の指導者との評価方法・連携 

・大学における具体的な成績評価体制，単位認定方法・基準 

 

 

 

＜臨地実習計画表作成イメージ＞（看護学に関する学科等の場合）

【3年次】

○×病院

【A教授・T講師】

★■病院

【D准教授・K助教】

★■病院

【H准教授・Z助教】

■■病院

【V准教授・M助教

・助手H】

■■病院

【V准教授・M助教

・助手H】

○×病院

【A教授・T講師】

★■病院

【D准教授・U助教】

●●病院

【W准教授・Z助教】

■■病院

【V准教授・M助教

・助手H】

■■病院

【V准教授・M助教

・助手H】

○×病院

【B教授・U講師】

■■病院

【Q准教授・L助教

・助手G】

■■病院

【Q准教授・L助教

・助手G】

★■病院

【R准教授・I助教】

★■病院

【R准教授・I助教】

○×病院

【B教授・U講師】

■■病院

【Q准教授・L助教

・助手G】

■■病院

【Q准教授・L助教

・助手G】

●●病院

【S准教授・Y助教】

●●病院

【S准教授・Y助教】

成人看護学実習 小児看護学実習 精神看護学実習 　・・・

6

1

2

3

4

学生グループ
14

7月 10月

15 16 3 4 5

月・週
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(4) ⼤学院，研究科等の設置の場合 

①  設置の趣旨及び必要性  

【学校教育法第 99 条第 1 項，大学院設置基準第 1 条の 2，第 3 条～第 7 条，第 10 条の 2， 

専門職大学院設置基準第 2 条，第 26 条第 1 項】 

・上記「(1) 大学，学部，学科等の設置の場合」（以下「≪大学の場合≫」という）①に準じて必

要な事項を記載してください。 

・どのような人材を養成するかに関して，研究者養成，高度の専門的職業人の養成のいずれに重

点を置こうとしているのか。また，修了後の進路や経済社会の人材需要の見通しをどう考える

かなどを踏まえて説明してください。 

・「教職大学院」の場合，その目的を踏まえ，例えば，学校内のみならず広く地域単位で中核的な

役割を果たしうる教員や多様な指導形態・指導方法を円滑かつ効果的に実践できる教員の養成

を行うなど各大学が特色として打ち出す養成したい教員像について，対象とする学生層を明確

にした上で説明してください。 

・「教職大学院」については，既設の学部等に教員養成系学部等を設置していない場合や当該学部

等が完成年度に達していない場合，設置の理由，申請までに行った授業研究など学校現場の課

題に対する研究の具体的内容等を説明してください。 

・「専門職大学院」の場合，「新時代の大学院教育―国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて

―」（平成 17 年 9 月 5 日中央教育審議会答申）に，「専門職学位課程は，各種の精巧な職業技

術の習得等を主目的とする趣旨のものではなく，あくまでも『理論と実務の架橋』を図ること

により，国際競争場裏において産業界・実業界等で求められる専門職（プロフェッション）その

ものの確立を支え，プロフェッショナル集団を強固に形成する上で重要な役割を果たすことが

期待されて発足した仕組みであって，大学院教育にこのような役割を果たすことが求められ，

また，役割を果たすことについて十分な見通しを得られる人材養成の分野においてのみその発

展が期待されるものである。」とされていることを踏まえ，まず，専門職大学院において養成す

る人材像，及び，その人材像が各分野において指導的役割を果たすとともに，国際的に活躍で

きるような高度な専門能力を有する高度専門職業人（プロフェッション）であることを具体的

かつ詳細に説明してください。 

・さらに，専門職大学院において構想している人材養成の分野が，大学院において教育を行わな

ければならない分野であること，及び，その教育の見通しが十分に得られる分野であることを

具体的かつ詳細に説明してください。特に，他の学位課程や学校種との関係を踏まえ，当該専

門職大学院が果たしうる役割・機能・特色などについては明確に記載してください。 

 

② （修⼠課程の設置の場合）修⼠課程までの構想か，⼜は，博⼠課程の設置を⽬指した構想か。 

③ 研究科，専攻等の名称及び学位の名称  

【大学院設置基準第 22 条の 4，学位規則第 10 条】 

・≪大学の場合≫③に準じて必要な事項を記載してください。 

・一の専攻で，授与する学位の名称が複数の場合，どの時点で授与する学位の名称が決定するの

か，そのプロセスを含めて，複数の名称を設定する理由について説明してください。 
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④ 教育課程の編成の考え⽅及び特⾊（教育研究の柱となる領域（分野）の説明も含む。） 

【学校教育法第 99 条第 1 項，第 2 項，大学院設置基準第 5 章（第 11 条～第 15 条），第 6 章（第

16 条～第 17 条），第 31 条，専門職大学院設置基準第 2 条・第 3 条，第 6 条～第 10 条，第 11

条～第 16 条，第 32 条，平成 15 年文部科学省告示第 53 号】 

・≪大学の場合≫④に準じて必要な事項を記載してください。 

・「新時代の大学院教育―国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて―」を踏まえて，課程制大

学院制度の趣旨に沿った教育課程と研究指導であることを説明してください。 
・教育研究の柱となる領域（専攻分野）の説明を含め，教育課程の編成の考え方及び特色につい

て，具体的に説明してください（関連分野に関する基礎的素養の
かん

涵養に適切に配慮しているか）。 
・「教職大学院」については，以下の項目についても説明してください。 

ア 学校教育に関する「理論と実践の融合」をどのような仕組みで担保するのか，具体的な 

方策 

イ 学校教育に関する「理論と実践の融合」を強く意識した体系的な教育課程の編成及び必

置 5 領域の編成の考え方並びに当該全領域にわたって授業科目が開設されていること 

ウ 教職大学院の特色や得意領域，教育目標を踏まえ，どのような考え方で編成するのか 

エ 地域ごとの教員育成指標や教員育成協議会での教育委員会との協議を踏まえた，育成すべ

き教員像が明確に示されていること 

オ 「今後の教員養成・免許制度の在り方について」（平成 18 年 7 月 11 日中央教育審議会答

申）に記載されている例示を参考に授業科目の履修により修得させるべき資質能力として設

定する目標（一般目標，到達目標）（別紙添付可） 
カ コース（分野）別選択科目の設定における考え方，及び共通科目（基礎科目）との内容上の

関連性・体系性 

キ 実習の事前・事後に履修すべき学修内容(履修すべき授業科目や要件など)の考え方 

 

⑤ 教育⽅法，履修指導，研究指導の⽅法及び修了要件  

【大学院設置基準第 5 章（第 11 条～第 15 条），第 6 章（第 16 条～第 17 条），第 33 条，専門職

大学院設置基準第 2 条第 2 項，第 3 条，第 7 条～第 10 条，第 11 条～第 16 条，第 26 条第 2 項～

第 4 項，第 27 条～第 30 条，第 34 条】 

・≪大学の場合≫⑤に準じて必要な事項を記載してください。 

・入学から修了まで（論文指導を含む）どのように教育するのかについて，いかにして学位の質を

担保するかの方法を中心に，詳細な指導プロセスを説明し，あわせて，修了までのスケジュー

ル表を資料として添付してください。 

・添付する履修モデルにおいて，専攻分野及び基礎的素養を
かん

涵養する関連分野を明確にしてくだ

さい。 
・共同専攻の研究指導については，上記の項目に加え，学生が全ての構成大学院の教員から研究

指導を受けることができる体制が取られていることを具体的に説明してください。 

・学位論文審査体制，学位論文及び学位論文に係る評価の基準の公表方法等について具体的に説

明してください。特に，学位論文審査体制については，審査の厳格性及び透明性について具体

的に説明してください。 

・学位論文の作成に関連する研究活動などを単位として認定する場合，「大学設置基準」第 21 条

等を踏まえ，単位数の妥当性について説明してください。 

・共同専攻の学位論文審査については，構成大学院が合同で行う体制が取られていることを具体

的に説明してください。 
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・博士課程（前期）の設置等において，修士論文又は特定課題の研究成果の審査と試験に代えて，

博士論文研究基礎力審査を修了要件とする場合は，審査の実施方法及び体制，合格基準等の具

体的内容について記載してください。また，博士論文研究基礎力審査を導入する履修上の区分

（コース，プログラム等）における博士課程（前期）と博士課程（後期）の関係を明記してくだ

さい。 

・研究の倫理審査体制の具体的内容等について記載してください。また，研究の倫理審査に関す

る規定を資料として添付してください。 

・教職大学院については，以下の項目についても説明してください。 

ア （上記入学から修了までのプロセスに代えて）入学から修了までどのように教育するのか

という観点で，標準修業年限，履修科目の年間登録上限，修了要件，既修得単位の認定方法，

成績評価の方法等 

イ 学修の修了を総合的・最終的に確認するための方策等 

ウ 教職大学院の目的を達成しうる実践的な教育を行うための授業の工夫（グループ討議，実

技指導・模擬授業，ワークショップ，フィールドワークなど） 

エ 現職教員学生と学部新卒学生の合同教育を行う場合，教育内容・指導体制上どのような工

夫を図っているか 

オ 1 年コースや長期在学コースを設定する場合，その理念，方策等 

※ 授業科目の概要（別記様式第 2 号（その 3 の 1）又は別記様式第 2 号（その 3 の 2））

の「講義等の内容」欄に上記の授業の工夫の内容がわかるよう記載してください。 

カ 現職教員学生に対して「学校における実習」を免除する場合の教職経験の設定の考え方，

実習により修得させようとする内容との相関性，実習の到達目標を代替できる評価方法・体

制，免除のために提出させる書類，実習の免除基準，実践的リーダー教員養成上の効果，学修

の成果に係る評価等 

※ 実習により修得する単位の全部を免除する場合は，実践的なリーダー教員養成上の効

果，学修の成果に係る評価などを検証する組織・体制等 

キ 実習免除手続と入学者選抜手続とがどのように連動しているか 

ク 実習の免除基準に達している学生が，実習の履修を希望した場合の取扱い 

ケ コース等ごとに履修スケジュール（実習を含む）が分かる時間割モデルを添付 

・指導補助者に授業の一部を分担させる場合は，教員の指導補助者への指導計画や教員と指導補

助者の責任関係，具体的な役割分担を含め，指導補助者が担当しても十分な教育効果を上げる

ことができる授業計画となっていることを説明してください。 

 

⑥ 特定の課題についての研究成果の審査を⾏う場合  

【大学院設置基準第 16 条】 

・特定の課題の内容とその課題が当該修士課程の目的に応じ適当であることを説明してください。 

・その課題を課すことに係る教育研究水準の確保についての配慮についても説明してください。 

 

⑦ 教育課程連携協議会について ※専⾨職⼤学院のみ  

【専門職大学院設置基準第 6 条の 2】 

・教育課程連携協議会の位置づけ，審議事項，構成員（任期），年間の開催回数，役割・権限等の

具体的な運用について説明してください。 

・専門職大学院設置基準に規定する各区分の要件に合致した構成員であることを委員ごとに具体

的に説明してください。 
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・産業界等との連携という役目を果たす組織として十分に機能することを説明してください。 

・一の専門職大学院に一の教育課程連携協議会を設け，一の専門職大学院に複数の分野・専攻・コ

ース（以下「分野等」という。）を含む場合，構成員が，それぞれの分野等について実質的な審

議を行うことができる体制となっていることを説明してください。 

 

⑧ 基礎となる学部（⼜は修⼠課程・博⼠前期課程）との関係  

【大学院設置基準第 7 条】 

・基礎となる学部（博士後期課程の場合は，修士課程又は博士前期課程）との間における，教育研

究の柱となる領域（分野）のつながりについて，関係図を添付してください。 

・教育研究の柱となる領域については，「専任教員一覧」の研究領域と整合させてください。 

・独立研究科等，基礎となる学部がない場合は本項の説明は不要です。ただし，教職大学院の場

合，当該大学院の設置に伴い，既設の学部段階及び修士課程などの他の課程等はどのような影

響を受けるのか，また，それにより教員組織や教育課程をどのように再編するのかについて記

載してください。 

 

⑨ 多様なメディアを⾼度に利⽤して，授業を教室以外の場所で履修させる場合  

【大学院設置基準第 15 条，（大学設置基準第 25 条第 2 項，平成 13 年文部科学省告示第 51 号），

専門職大学院設置基準第 8 条第 2 項】 

・≪大学の場合≫⑥に準じて必要な事項を記載してください。 

・専門職大学院の場合，メディア授業により十分な教育効果が得られる専攻分野であり，当該効

果が認められる授業科目であることを具体的に説明してください。 

 

⑩ 「⼤学院設置基準」第 2 条の 2 ⼜は第 14 条による教育⽅法の実施  

【学校教育法第 101 条，大学院設置基準第 2 条の 2，第 14 条】 

・以下の項目について説明してください。 

ア 標準修業年限 

イ 履修指導及び研究指導の方法 

ウ 授業の実施方法 

エ 教員の負担の程度 

オ 図書館・情報処理施設等の利用方法や学生の厚生に対する配慮，必要な職員の配置 

カ 入学者選抜の概要（≪大学の場合≫の⑭に準じて記載してください） 等 

・博士課程の場合は，次の項目についても説明してください。 

キ 必要とされる分野であること 

ク 大学院を専ら担当する専任教員を配置するなどの教員組織の整備状況 等 

 

⑪ 通信教育を⾏う課程を設ける場合  

【大学院設置基準第 9 章（第 25 条～第 30 条），専門職大学院設置基準第 9 条】 

・≪大学の場合≫⑪に準じて必要な事項を記載してください。 

・通信教育を併せ行う場合には，≪大学の場合≫⑫に準じて必要な事項を記載してください。 

・履修指導・研究指導体制（論文作成又は特定の課題研究に関する指導方法，対面指導の機会を設

ける場合の具体的な実施方法等について，入学から修了までどのように教育するのか）につい

132



て説明してください。 

 

⑫ 取得可能な資格  

・≪大学の場合≫⑬に準じて必要な事項を記載してください。 

・教職大学院の場合，取得できる教員免許状について記載してください。また，学部での免許状未

取得者が入学した場合，どのような工夫（学部での開設科目の履修など）で取得させるのか記

載してください。 

・公認心理師の場合，≪大学の場合≫⑨に準じて実習の具体的計画についても説明してください。

また，修士課程で養成する場合は，時間割等により研究指導と実習の配置状況を明示の上，教

員や学生に過度な負担とならないよう配慮されていることを説明してください。 

 

⑬ ⼊学者選抜の概要  

【学校教育法第 102 条，学校教育法施行規則第 155 条～第 166 条，大学院設置基準第 15 条，専門

職大学院設置基準第 14 条】 

・≪大学の場合≫⑭に準じて必要な事項を記載してください。 

・主たる受入れの対象が社会人の場合，異なる経歴を持つ社会人に対する選抜の上での配慮等に

ついて説明してください。 

 

⑭ 教育研究実施組織の編制の考え⽅及び特⾊  

【大学院設置基準第 8 条～第 9 条の 2，専門職大学院設置基準第 4 条・第 5 条，平成 15 年文部科

学省告示第 53 号】 

・≪大学の場合≫⑮に準じて必要な事項を記載してください。 

・専門職学位課程や修士課程における高度専門職業人養成に重点を置くことを特色とする計画に

おいて，実務経験を有する教員を積極的に活用する場合は，当該教員の配置が教育課程の体系

や当該科目の特質を踏まえたものであることを説明してください。なお，教員組織全体を通じ

て，当該教員の割合が高いときは，大学院として一定の研究機能を果たすため，博士等の学位

や研究業績を有する教員が最低限確保されていることについて説明してください。 

・専門職学位課程においては，実務家教員と研究者教員の配置の比率についての考え方について

説明してください。また，実務家教員について，各授業科目において実務の専門的見識・経験を

もとに，知見を理論化し適切に教授できる教員を配置していること（どのような考えに基づき，

どのような実務能力の者を配置したのか）を説明してください。 

・「教職大学院」については，以下の項目についても説明してください。 

ア 特定の教科の扱いを踏まえた必置専任教員数及び必置実務家教員数，みなし専任教員数，

学部等との専任教員のダブルカウントの考え方 

イ 実務家教員に求める研究能力，資質等 

ウ 研究者教員に求める実務経験の内容，実績等 

エ 既設学部等の教員を転籍させる場合の当該学部等の教育研究水準の維持・向上方策 

オ 教職大学院の専任教員が教職大学院設置後に担当する学内の学部・大学院の科目一覧 

 

⑮ 研究の実施についての考え⽅，体制，取組  

 ・≪大学の場合≫⑯に準じて必要な事項を記載してください。 
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⑯ 施設・設備等の整備計画  

【大学院設置基準第 19 条～第 22 条の 3，第 24 条，第 34 条，専門職大学院設置基準第 17 条】 

・≪大学の場合≫⑰に準じて必要な事項を記載してください。 

・大学院学生の研究室（自習室）等の考え方，整備計画（室数，面積，設備，図書，収容能力等）

について記載してください。また，室内の見取図を資料として添付してください。 

・施設設備等を基礎となる学部等と共用する場合は，当該申請又は届出に係る研究科，専攻等

の教育研究に支障がないことについて説明してください。また，当該申請に係る研究科，専

攻等が基礎となる学部とは別地に設置される場合は，学生への配慮，教員の移動等への配慮，

施設設備等の配慮について記載してください。 

・独立大学院である場合も，教育研究上の目的に応じて適切であるかを説明してください。また，

研究所等の施設等を共用する場合は，当該研究所との連携協力体制及び教育上の配慮が十分に

なされているかについても説明してください。 

 

⑰ 2 以上の校地において教育研究を⾏う場合  

【大学院設置基準第 8 条第 8 項，第 19 条～第 21 条，第 22 条の 2・第 22 条の 3】 

・≪大学の場合≫⑱に準じて必要な事項を記載してください。 

 

⑱ 社会⼈を対象とした⼤学院教育の⼀部を本校以外の場所（サテライトキャンパス）で実施する場合  
【大学院設置基準第 15 条（大学設置基準第 25 条第 4 項，平成 15 年文部科学省告示第 43 号）】 

・≪大学の場合≫⑲に準じて必要な事項を記載してください。 

 

⑲ 管理運営  

【学校教育法第 93 条，学校教育法施行規則第 143 条，第 144 条】 

・≪大学の場合≫⑳に準じて必要な事項を記載してください。 

・教授会に代わり研究科委員会等が置かれている場合には，当該研究科委員会等について管理運

営の体制を記載してください。 

・大学院，専門職大学院の管理運営の方法について説明するとともに，特に，運営において一定の

独立性を確保し，カリキュラム等で独自の運営ができる仕組みについて説明してください。教

職大学院については，学校教育の実態や社会の変化等に柔軟に対応しうる機動的な管理運営シ

ステムが確立されているかについても説明してください。 

・専門職大学院において，いわゆる「みなし専任教員」の管理運営への関与の仕方（例えば，教授

会への参加，決定権のあるカリキュラム委員会等への参加）についても，記載してください。 

 

⑳ ⾃⼰点検・評価  

【学校教育法第 109 条】 

・≪大学の場合≫㉑に準じて必要な事項を記載してください。 
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㉑ 認証評価  

【学校教育法第 109 条】 

・専門職大学院については，分野別認証評価における大学としての対応等を具体的に記載してく

ださい。なお，記載に当たっては，その内容について，大学設置・評価室（認証評価制度全体に

関すること），総合教育政策局教育人材政策課（教員養成企画室）（教職大学院に関すること），

専門教育課（専門職大学院室）（教職大学院を除く専門職大学院に関すること）に十分相談する

ようにしてください。 

ア 認証評価を受ける計画等の全体像 

・認証評価を受ける準備から実際に受けるまでの実績や計画の全体像を時系列に箇条書で

明示してください。 

例：○年○月学内検討チームの設置 

○年○月認証評価機関との協議（評価基準や評価の実施方法の確認等） 

○年○月認証評価の申請  等 

イ 認証評価を受けるための準備状況 

・上記アで記載した事項について，認証評価を受けるための学内体制，認証評価を受ける

予定の認証評価機関名や当該機関との協議の状況など，これまでの検討実績と今後の予

定について，時系列を整理の上，具体的に説明してください。 

ウ 認証評価を確実に受けることの証明 

・認証評価を受ける予定の認証評価機関（あるいは認証評価機関の認証を受ける見込みが

ある機関）が，当該専門職大学院の認証評価を行う意思があること等を証する資料を添

付してください。 

エ 当該分野の認証評価機関が認可申請又は届出時点で存在しない場合 

・上記ウに係る説明について，認証評価機関の認証を受ける見込みがある機関を念頭にし 

た場合においては，当該機関が文部科学大臣から新たに認証評価機関として認証を受け 

る見込みがあることについて，当該機関内の意思決定の状況や申請手続に係るスケジュ 

ール等を具体的に記載してください。なお，認証評価機関の認証に当たっては，中央教 

育審議会大学分科会への諮問，同分科会での審査が必要なため，認証までに相応の期間 

を要することに留意してください。特に，令和 7 年 4 月 1 日より，認証評価機関の認証 

に係る審査スケジュールが定められていますので，留意してください。 

【資料 1】認証評価機関の認証に係る審査等運営に関する規則（案）について 

 

（参考：専門職大学院の認証評価機関が存在しない場合の代替措置について） 

  【学校教育法第 109 条第 3 項，学校教育法施行規則第 167 条第 1 項】 

    専門職大学院制度創設当初，認証評価機関が存在しない場合は，自己点検及び評価の    

結果について当該大学の職員以外の者による検証を行うことで代替することが可能とさ 

れていましたが，当該代替措置は平成 25 年度に廃止されています。 

なお，文部科学大臣の指定を受けた外国に主たる事務所を有する法人，その他の団体 

からの評価を受けることにより現行制度上は代替措置が認められていますが，令和 7 年

9 月時点で，文部科学大臣の指定を受けた外国に主たる事務所を有する法人，その他の団

体の指定実績はないため，認証評価機関による分野別認証評価を受審する必要がありま

す。 

したがって，認可申請又は届出に当たっては，認証評価機関（あるいは認証評価機関      

の認証を受ける見込みがある機関）を確保した上で，上記ア～ウについて記載してくだ      

さい（当該分野の認証評価機関が認可申請又は届出時点で存在しない場合はエについて      
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も記載してください）。 

 

㉒ 情報の公表  

【学校教育法第 113 条，学校教育法施行規則第 172 条の 2】 

・≪大学の場合≫㉒に準じて必要な事項を記載してください。（大学院の場合は，学校教育法施行

規則第 172 条の 2 第 3 項に基づき，入学者のうち標準修業年限内で修了した者の占める割合そ

の他学位授与の状況に関することや学位論文に係る評価に当たっての基準も公表事項となって

いる点に留意してください。） 

 

 

㉓  教育内容等の改善のための組織的な研修等  

【大学院設置基準第 9 条の 3，専門職大学院設置基準第 5 条の 2】 

・≪大学の場合≫㉓に準じて必要な事項を記載してください。 

・教職大学院の場合，優れた教員の質の保証を図るための評価等の仕組みを説明してください。 
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(5) 教職⼤学院を設置する場合 
上記(4)に加えて，連携協力校等との連携・実習について説明してください。 

① 連携協⼒校等との連携  

・実習その他教職大学院の教育上の目的を達成するために必要な連携協力を行うために確保した

小学校等の連携協力校等について，小学校等名や連携内容を具体的に記載してください。 

・長期にわたる実習や現地調査など，学校現場を重視した実践的な教育を進める上での連携内容

について記載してください。 

・連携協力校以外の関係機関（民間企業，関係行政機関，教育センターなど）との連携について，

関係機関名や連携内容を具体的に記載するとともに，当該関係機関から協力が得られることを

証する資料（協定書等）を添付してください。 

・大学，学部が附属学校を設置している場合の活用について記載してください。 

 

② 実習の具体的計画  

・修了要件とされている小学校等その他の関係機関で行う実習が，実際にどのように行われるの

かイメージができるよう記述を工夫して，具体的に説明してください（図表等を活用しても構

いません）。なお，説明に当たっては下記の事項を参考にして，教職大学院における具体的計画

の全体像について記載してください。 

・現職教員学生の実習を現勤務校で行うか否かを明確にし，現勤務校で実習を行う場合，日常の

勤務とならないよう，どのような実習水準の確保の方策を行うのか記載してください。勤務校

を持たない学部新卒学生等が，非常勤講師等で勤務する勤務先で実習を行う場合も同様です。

なお，下記の項目については，申請時点で具体的な記載が困難な事項も含まれますが，実習が

支障なく行われるように，下記の事項について大学の構想をできるだけ具体的に記載してくだ

さい。 

ア 実習計画の概要（実習のねらい） 

・実習目標 

・実習単位，主な内容，教育上の効果，実習施設に求める要件（指導者数，指導者に求める実

務経験内容・年数，指導内容等），実習期間・時間，学生の配置人数等 

・問題対応，きめ細かな指導を行うための実習委員会の設置等 

・学生へのオリエンテーションの内容，方法 

イ 実習指導体制と方法 

・巡回指導計画（指導者の配置，人数（助手を含む)，役割(内容），巡回スケジュール，巡回

回数など） 

・実習担当教員ごとの勤務モデル（実習の巡回スケジュール・完成年次の授業科目（専任・そ

の他），オフィスアワーの設定，教授会等の管理運営への参画を含む） 

・実習計画全体が掌握できる年間スケジュール 

・各班のスケジュール表 

・各段階における学生へのフィードバック，アドバイスの方法等 

・学生の実習中，実習後のレポート作成・提出等 

ウ 施設との連携体制と方法 

・施設との連携の具体的方法，内容 

・相互の指導者の連絡会議設置の予定等 

・大学と実習施設との緊急連絡体制 
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・各施設での指導者の配置状況 

・実習前，実習中，実習後等における施設との調整・連絡等 

エ 単位認定等評価方法 

・各施設での学生の評価方法 

・各施設の指導者と大学側の指導者との評価方法・連携 

・大学における単位認定方法
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(6) 収容定員に係る学則変更の認可申請⼜は届出の場合 

以下の項目について必ず説明してください。 

① 収容定員に係る学則変更の場合は，この書類を「学則の変更の趣旨等を記載した書類」として

作成してください。なお，収容定員に係る学則変更の認可申請の場合，以下の各項目について，

収容定員が増加する全ての学科（短期大学の学科に専攻課程を置く場合は専攻課程）ごとに説明

してください。収容定員に係る学則変更の届出の場合，以下の各項目について，収容定員を変更

する学科における変更内容を中心に説明してください。 

② この書類は，以下の項目に従い説明してください。 

ア 学則変更（収容定員変更）の内容 

 ・減少変更の場合は、増加変更に関する計画を有する旨を併せて記載してください。 

イ 学則変更（収容定員変更）の必要性 

・収容定員変更の必要性が生じた背景も含めて説明してください。 

ウ 学則変更（収容定員変更）に伴う教育課程等の変更内容 

(ｱ) 教育課程の変更内容について具体的に記載し，定員変更前の教育課程と比較して，同等
以上の内容が担保されていることを具体的かつ詳細に説明してください。学部・学科等の
届出設置に係る収容定員変更の場合は，教養科目等の全学共通科目や学部共通科目等，他
学部等に影響を与える授業科目等についても説明してください。 

(ｲ) 教育方法及び履修指導方法の変更内容を具体的に記載し，定員変更前の教育方法及び履
修指導方法と比較して，同等以上の内容が担保されていることを具体的かつ詳細に説明し
てください（学部・学科等の届出設置に係る収容定員変更の場合は，上記(ｱ)と同様に他学
部等への影響の観点について説明してください）。 

(ｳ) 教員組織の変更内容について具体的に記載し，定員変更前と比較して，同等以上の教員組
織が担保されていることを客観的な根拠等（S/T 比率等）を用いて，具体的かつ詳細に説明
してください（学部・学科等の届出設置に係る収容定員変更の場合は，上記(ｱ)及び(ｲ)と同
様に他学部等への影響の観点について説明してください）。 

(ｴ) 大学全体や収容定員を増加する学科等で使用する施設・設備の変更内容について具体的
に記載し，定員変更前の施設・設備と比較して，同等以上の内容が担保されていることを具
体的かつ詳細に説明してください。 

  エ 2 以上の校地において教育研究を行う場合の具体的計画 

・それぞれの校地における学生の収容定員（校地ごとの収容定員数を定めていない場合はその

理由），適切な基幹教員の配置状況，教員の移動への配慮，学生への配慮，施設設備等の配

慮などを具体的に示し，必要な教育体制が取られていることを明確に説明してください。 

・時間割上，問題がないことについても具体例を示した上で説明してください。 

・当該学部又は学科所属の基幹教員がいない校地については，教育研究上支障がないことを説

明してください。 

・サテライトキャンパスなど校地以外の場所で申請に係る学部等の教育を行う場合には，当該

校地以外の場所において教育を行う必要性，該当する科目や教育内容，教員の配置，施設設

備の状況などについて説明して下さい。 

オ 大学設置基準第 25 条の 4 の規定に基づき授業の一部をサテライトキャンパス等の校舎以外

の場所で行う場合の具体的計画 

・本校以外の場所の開講科目，教育研究環境，施設設備，図書及び教員の移動等に対する配慮

等について記載してください。 

・その際，当該施設における受入れ学生数を明示し，それに対して上記配慮が十分なものであ
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ることを説明してください。 

  カ 教育課程等の特例制度や地域高等教育機会確保の特例制度の認定を受けた大学については，

認定を受けた学部等ごとの特例対象規定，認定期間及びその内容について記載してください。

なお，「特例対象規定の全部又は一部によらない教育を行うための教育課程又は施設及び設備

等に関する事項」は，学則等で定め公表する必要があるため，提出書類における記載や説明に

おいて遺漏のないよう留意してください。 

③ 認可申請の場合は，本項の添付資料として，学則を変更する学科等の教育課程等の概要（別記

様式第 2 号（その 2 の 1），別記様式第 2 号（その 2 の 2）, 別記様式第 2 号（その 2 の 3）, 別

記様式第 2 号（その 2 の 4）, 別記様式第 2 号（その 2 の 5））を提出してください。収容定員

の変更に伴い教育課程を変更する場合（届出による学部等の設置に伴い収容定員を増加する場合

など）は，変更後の教育課程について提出してください。届出の場合は，添付不要です。 

 

※薬学部 6 年制課程の収容定員増については，当該課程の学部の設置と同様に抑制することとして

います。ただし，薬剤師の養成を特に図るべき区域に限り抑制の例外とするため，収容定員増に

係る学則変更の認可申請をする場合には，上記（2）の①と同様の内容を説明してください。 
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17 学生の確保の見通し等を記載した書類 

 

設置又は収容定員を変更しようとする学科等の入学定員設定の適切性，学生の確保の見通し及び社

会的な人材需要の見通し等について，以下（１）～（４）の項目立てで説明してください（本項目は

学校法人の寄附行為の認可及び寄附行為変更の認可申請書類の作成等に関する手引の事項と同様で

す）。この書類の冒頭には，目次を付けてください。 

 

 

 

 

 

  

 記載に当たり，次の点に留意してください。 

✓ 全ての項目において，客観的なデータ及びその資料に基づき，主観を最大限排除した上で定量

的に分析を行い，その結果を踏まえ，学生確保の見通しの確実性に関する説明をしてください。

定量的分析による説明が難しい項目については，困難であるとする理由を具体的に説明してく

ださい。 

✓ 設定する入学定員に見合う学生確保の見通しの確実性が認めらない場合は，補正申請において

申請時の計画からの入学定員の変更と変更後の学生確保の見通しについて再度の説明を求め

る可能性があります。 

✓ 記載項目ごとに概略部分と詳述部分に分けて記載するなど説明内容の要点を把握しやすくす

るための工夫をしてください。 

✓ 添付する資料やデータは，説明内容に直接関連する部分のみを添付するとともに，該当箇所を

赤線で囲ったり，アンダーラインを引いたりするなど，該当箇所を分かりやすくするための工

夫をしてください。併せて，出典は必ず明示してください。 

✓ 添付資料ごとに PDF で「しおり」を付し，資料の冒頭に資料目次を付けてください。また，

本文中には【資料１】，【資料２】というように，本文と資料の関連が分かるような記載をし

てください。 

※当該認可申請又は届出に関連して当該年度に収容定員が増加する全ての学科（短期大学の学科に

専攻課程を置く場合は専攻課程）ごとに説明してください。 

※収容定員変更に係る学則変更認可申請における本書類については，「新設組織」を「収容定員を

増加する組織」と読み換えてください。 

※収容定員に係る学則変更の届出における本書類については，「新設組織」を「収容定員を変更す

る組織」と読み換えてください。なお，収容定員に係る学則変更の届出においては，必ずしもア

ンケート調査の実施や，アンケート調査結果のクロス集計による詳細な分析の説明まで求めるも

のではなく，過去の入学実績等の数値に基づき，変更後の入学定員の設定の妥当性について説明

して下さい。また，学科等の学生募集停止に伴い収容定員を 0 に変更する場合，本書類には以下

の各項目名のみ記載し，「学生募集を停止するものであるため該当なし」と記載してください。 

各項目について説明いただく内容等は以下のとおりです。 

（１）新設組織の概要 

（２）人材需要の社会的な動向等 

（３）学生確保の見通し等 

（４）新設組織の定員設定の理由 
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（１）新設組織の概要 

①新設組織の概要（名称，入学定員（編入学定員），収容定員，所在地） 

○ 新設組織の概要を簡潔に説明してください。 

（例） 

新設組織 入学定員 
●年次編

入学定員 
収容定員 

所在地 

(教育研究を行うキャンパス) 

○○大学○○学部○○学科 ６０ ５ ２５０ ○○県○○市○○ 

１番地 

 

②新設組織の特色 

○ 養成する人材像，学位の分野を踏まえた新設組織の特色を簡潔に説明してください。 

○ 新設組織と近接する学問分野を持つ既設組織や既設組織を廃止して新設組織を設置するな

ど，新設組織と関連する既設組織がある場合，当該既設組織の名称，入学定員（編入学定員），

収容定員，所在地の概要と，新設組織開設後の予定（学生募集停止をするか，収容定員変更を

するか，改組の予定がないか等）を簡潔に説明してください。 

 

 

（２）人材需要の社会的な動向等 

 ①新設組織で養成する人材の全国的，地域的，社会的動向の分析 

○ （１）②で説明した養成しようとする人材が，全国，地域又は社会において需要があること

について説明してください。 

 

②中長期的な１８歳人口等入学対象人口の全国的，地域的動向の分析 

○ １８歳人口又は社会人等の入学対象となる者の人口動向（開設から１０年間）のデータを用

いて，中長期的な１８歳人口，社会人，外国人留学生等の全国的，地域的動向を踏まえた検討，

分析を行い，新設組織の定員を充足できることを説明してください。 

 

③新設組織の主な学生募集地域 

○ （２）①及び②で説明した分析結果を踏まえた学生募集地域の設定の妥当性について，学校

基本調査のデータ（出身高校の所在地県別入学者数）及び自大学，他大学等の実績も用いて，

どの都道府県からどの程度の大学等進学者が見込まれるのかについて説明してください。 

○ 提示するデータがない場合は，その理由を説明してください。 

○ 外国人留学生を入学者として想定する場合は，その事情や背景（例えば，学生募集活動を行

う国として設定した理由など）を踏まえた学生募集地域の妥当性について説明してください。 

○ 社会人を入学者として想定する場合は，（２）①を踏まえた学生募集地域の妥当性について

説明してください。 

【添付データ】 

※学生の確保の見通し等を記載した書類（資料）に添付してください。なお，収容定員の増加

に係る学則変更認可申請の場合，収容定員を増加させる学科について作成してください。 

・新設組織が置かれる都道府県への入学状況（別紙１） 
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④既設組織の定員充足の状況 

○ 新設組織を設置しようとする大学（大学院を除く。），短期大学又は高等専門学校（以下「大

学等」という。）について，学部の学科，短期大学の学科（専攻課程を置いている場合は，専

攻課程）又は高等専門学校の学科（以下「学科等」という。）（通信教育課程を含む。）ごと

に定員充足状況（学科等別，入試方法別の入学志願状況等）を示した上で，既設組織における

今後の定員充足の見通しについて説明してください。大学院の修士課程又は博士前期課程の設

置の場合は，当該課程の基礎となる学部の定員充足状況を示した上で，当該基礎となる学部に

おける今後の定員充足の見通しについて説明してください。博士後期課程の設置の場合は，基

礎となる修士課程又は博士前期課程の定員充足状況の説明は不要です。 

  ○ 新設組織の完成年度までの間に大学等の収容定員変更の予定がある場合は併せて説明してく

ださい。 

○ 申請時に提出する「収容定員の充足状況」において，収容定員充足率（当該認可の申請をす

る年度の５月１日現在の収容定員（通信教育に係るものを除く。）の数に対する学生（通信教

育に係る課程に在籍する者を除く。）の数の割合（当該割合の小数点以下二位未満の端数を生

じたときは，これを切り捨てる。）をいう。）が０．７倍未満の学科等がある場合は，当該組

織の定員未充足の原因を十分に分析した上で,新設組織の定員設定の合理性について説明して

ください。ただし，設置しようとする新設組織が通信教育課程の場合であって，既設の通信教

育課程に０．７倍未満の学科等がある場合には，先述のとおり新設組織の定員設定の合理性に

ついて説明して下さい。 

○ 既設組織（大学等）がない場合は，新設組織と関係のある大学等以外の組織（新設組織の基

礎となる専門学校など）の説明をするか，該当がない旨を記載してください。 

○ 「既設学科等の入学定員の充足状況（直近５年間）（別紙２－○（枝番））」については，

例えば大学において学科の下に専攻等を設置し，学則上で定員を設定している場合は，その専

攻等の単位ごとに，秋季入学定員を設けている場合は，定める入学定員別にシートを分けて作

成してください。 

 

【添付データ】※学生の確保の見通し等を記載した書類（資料）に添付してください。 

・既設学科等の収容定員の充足状況（別紙２－１） 

・既設学科等の入学定員の充足状況（直近５年間）（別紙２－２－○（枝番）） 

 

 

（３）学生確保の見通し等 

①学生確保に向けた具体的な取組と見込まれる効果 

ア 既設組織における取組とその目標 

○ 新設組織の学生募集のための PR活動に活用する既設組織（大学等）のうち近接する学問分

野を持つ既設組織の学科等の PR活動の過去の実績（オープンキャンパスの来場者数，大学案

内及び学生募集要項それぞれの資料請求者数などのうち何％，何人が入学したか等）に関す

る分析結果について説明してください。 

○ 既設組織（近接する学問分野を持つ既設組織の学科等）での実績がない場合は，新設組織

と関係のある大学等以外の組織（新設組織の基礎となる専門学校など）での実績の分析結果
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を踏まえて説明をするなど，新設組織における学生募集のための PR活動を実施するに当たり

何を根拠としたかを具体的に説明してください。 

 

【記載内容の例】 

・高等学校訪問等の具体的な計画，実施体制，訪問するエリアや訪問校数等の目標 

 ・オープンキャンパス来場者数，各種説明会の参加者や相談者数，大学案内や学生募集要項

等の資料請求数，オープンキャンパス来場者や資料請求者等に郵送する大学情報誌等の数，

ホームページのアクセス数，SNS等での情報配信の数，SNS 等登録者の数等の具体的な計画，

目標 

 

【添付データ】※学生の確保の見通し等を記載した書類（資料）に添付してください。 

・既設学科等の学生募集のための PR活動の過去の実績（別紙３） 

 ※既設組織（近接する学問分野を持つ既設組織の学科等）がない場合は不要。 

 

イ 新設組織における取組とその目標 

○ 新設組織における学生募集のための PR活動について，（３）①アの分析結果を踏まえた大

学等としての学生募集のための PR活動の方針及び戦略，実施計画・目標を説明してください。 

 

ウ 当該取組の実績の分析結果に基づく，新設組織での入学者の見込み数 

○ （３）①ア及びイで説明した分析結果を踏まえて，新設組織で同様の取組を実施した場合

に見込まれる入学者数を取組ごとに説明してください。 

 

②競合校の状況分析（立地条件，養成人材，教育内容と方法の類似性と定員充足状況） 

ア 競合校の選定理由と新設組織との比較分析，優位性 

次のとおり「競合校の選定理由」及び「競合校との比較分析や新設組織の優位性」について，

説明してください。 

 

○競合校の選定理由 

以下の観点に従い，競合校と新設組織との類似性と競合校の選定理由を説明してください。 

【競合校設定の観点】 

・ 学校種の類似性 

・ 定員規模の類似性 

・ 学問分野の類似性（学校基本調査の学科系統分類表の中分類を参考にする等） 

・ 所在地の類似性（新設組織の主たる学生募集地域に所在するもの等） 

・ 学力層の類似性（新設組織が想定する学力層と同程度のもの等） 

・  その他 

○競合校との比較分析 

以下の観点に従い，競合校と比較したときの新設組織の優位性について説明してください。 

 

【競合校との比較分析の観点】 

144



・ 教育内容と方法 

・ 入試（競合校の受験時期，入学手続時期との関係） 

・ 学生納付金，奨学制度などの修学支援の内容 

・ 就職支援の内容 

・ 取得できる資格 

・ その他 

 

イ 競合校の入学志願動向等 

○ 競合校となる学科等の過去３年間の入学志願状況等（志願者数，受験者数，合格者数，入学

者数，定員充足率）を収集し，（３）②アの分析内容を踏まえつつ，新設組織の定員が充足す

ることを説明してください。競合校となる学科等の状況が把握できない場合は，その理由を説

明してください。 

 

ウ 新設組織において定員を充足できる根拠等（競合校定員未充足の場合のみ） 

○ ア及びイを踏まえて，新設組織の定員が充足されることを説明してください。 

○ 競合校の学科等が定員を充足していない場合は，学生募集地域における新設組織の分野の動

向や優位性等を分析し，新設組織において定員充足できる理由を説明してください。 

 

エ 学生納付金等の金額設定の理由 

○ 入学金，授業料等の学生納付金の設定理由について，アからウまでの分析結果を踏まえて説

明してください。 

 

③先行事例分析 

○ 短期大学から四年制の大学に改組する場合など，既設組織を廃止して新設組織を設置する場

合は，他の大学等で行った類似の改組の例も分析しつつ，修業年限や学生納付金などの条件の

変更が，受験者層の変化や定員充足にどう影響するのか分析してください。 

○ 先行事例がない場合は，該当がない旨記載してください。 

 

④学生確保に関するアンケート調査 

○ 新設組織で学生が確保できる見通しについて，調査の一環として受験対象者等へのアンケー

ト調査を行う場合は，以下の点に留意し，信頼性の高い情報の獲得（オープンキャンパスや進

学説明会の来場者，附属高校の在籍者など，既に当該大学等に興味関心をもつ者に対するアン

ケート結果を活用するなど）に努めてください。 

 

○アンケート調査時期や地域が適切であること。 

（新設組織の開設時期や学生募集地域等と，アンケート対象者の入学時期や地域が合致している

か。（社会人，外国人留学生等の場合は，適切な者を対象としたアンケート調査を実施している

か。）） 

○アンケート対象者に必要な情報を明示していること。 
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（新設組織の教育の理念等を十分に理解しているか。） 

 明示すべき事項例：①学部学科等の名称 

②設置の理念，養成する人材像，アドミッション・ポリシー 

③設置場所，アクセス 

④学生納付金 

⑤競合する大学又は学部学科等の名称 

○調査結果を踏まえた分析が適切に行われていること。 

 ※新設組織に対するアンケート調査については，必ず次の選択肢による設問（１～３のみ，新設

組織の種類に応じて説明や選択肢の変更可）を加えて実施し，１から５までの条件に全て合致

する者をクロス集計した上で，分析を行うこと。これが満たされない場合は，審査において，

学生確保に関する根拠として認められない可能性があります。 

※指定のクロス集計を適切に実施していることが申請書上で確認できるよう，例えば以下「クロ

ス集計例」のような図を活用するなど，クロス集計の過程が分かるように説明すること。 

 

１.卒業後の進路 ※新設組織の種類に応じて説明や選択肢の変更可 

 【設問】 

卒業後の進路をどのように考えていますか。（複数選択可） 

 【選択肢】 

①大学 ②短期大学 ③専門職大学 ④専門職短期大学 ⑤専門学校 

⑥就職 ⑦その他 

（クロス集計する選択肢「設置する学校の別」） 

 

２.進学を希望する場合の大学等の設置者 

  ※新設組織の種類に応じて説明や選択肢の変更可 

 【設問】 

上記設問のうち，①～④を選択した方に質問です。 

志望する大学等の設置者の希望を選択してください。（複数選択可） 

 【選択肢】 

① 国立 ②公立 ③私立 

（クロス集計する選択肢「設置構想中の大学等設置者」） 

 

３.興味のある学問分野 

 【設問】 

高校を卒業後，学びたいと考えている興味のある学問分野を次の中から選択してください。 

（複数選択可※新設組織の学問分野に該当がない場合は，選択肢の追加可） 

 【選択肢】 

学校基本調査の学科系統分類表の中分類から，アンケート対象者の属性等を踏まえて複数の

分野を抽出してください。 

（クロス集計する選択肢「設置構想中の学部等に該当する学問分野」） 
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４.新設組織の受験希望の有無 

 【設問】 

○○大学○○学部○○学科（設置構想中の学部等名）が開設された場合，受験を希望します

か。次より一つ選択してください。 

 【選択肢】 

①第一志望として受験する ②第二志望として受験する  

③第三志望以降として受験する ④受験しない 

（クロス集計する選択肢「①第一志望として受験する」） 

 

５.新設組織に合格した場合の入学希望の有無 

 【設問】 

上記４．で①～③を選択した方に質問です。 

○○大学○○学部○○学科（設置構想中の学部等名）を受験して 

合格した場合，入学を希望しますか。次より一つ選択してください。 

 【選択肢】 

① 入学する ②志望順位が上位の他の志望校が不合格の場合に入学する  

③ 入学しない  

（クロス集計する選択肢「①入学する」）※上記４①～③ごとにクロス集計 

 

○アンケート調査の実施主体は，必ずしも第三者であることを要しないが,中立性や公平性を確保し

た上で調査を実施すること。 

※認可後のアフターケアにおいて，実際の入学状況に関する説明を求めます。場合によっては，

再度入学需要に関する分析を求めます。 

○上記の設問以外に，新設組織の特色（大学設置基準に定める教育課程等特例制度や地域高等教育

機会確保の特例制度の認定を受けた取組，主に多様なメディアを高度に利用する教育課程，入学

者に外国人留学生や社会人を対象とする，大学独自の奨学制度等）を踏まえた設問及び選択肢を

追加して，クロス集計して分析することを可能とする。その特色については具体的に説明するこ

と。 

○アンケート調査の対象者及び回答者に重複がないこと（重複がある場合，どのように重複を排除

して分析しているか）を説明すること。 

○次に示す資料を添付すること。 

・調査対象とした高等学校名等（各所在県を明記）の一覧（必ず選定の根拠も明記すること。） 

※社会人を対象とした場合も，調査対象の属性や，その選定根拠等を明記すること。 

・調査に用いた調査票様式 

・調査回答者に提示した新設組織に関する資料 

 ※ 審査の過程において，調査結果に不備等がある場合は，アンケートの再実施や再集計等の必

要が生じる可能性があります。 
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（クロス集計の実施過程・説明例） 

 

回答者数（合計）
問○

卒業後の進路

問○
進学希望の
大学設置者

問○
興味のある
学問分野

問○
新設組織の
受験希望有無

問○
合格した場合の
入学希望有無

うち、 うち、 うち、 うち、 うち、

①入学する
　Ｈ名（Ｈ'％）

②志望順位が上位の
他の志望校が不合格
の場合に入学する
　Ｉ名（Ｉ'％）

③入学しない
　Ｊ名（Ｊ'％）

①入学する
　Ｋ名（Ｋ'％）

②志望順位が上位の
他の志望校が不合格
の場合に入学する
　Ｌ名（Ｌ'％）

③入学しない
　Ｍ名（Ｍ'％）

①入学する
　Ｎ名（Ｎ'％）

②志望順位が上位の
他の志望校が不合格
の場合に入学する
　Ｏ名（Ｏ'％）

③入学しない
　Ｐ名（Ｐ'％）

④受験しない

クロス集計の結果：
入学見込者
　Ｈ名

　Ａ名

①第一志望として
受験する
　Ｅ名（Ｅ'％）

②第二志望として
受験する
　Ｆ名（Ｆ'％）

③第三志望以降と
して受験する
　Ｇ名（Ｇ'％）

⬜⬜関係

⬜⬜関係

・
・
・
のいずれかを選択
　Ｄ名（Ｄ'％）

※新設組織に該当
する学問分野を選
択した者のみ記載

③私立
　Ｃ名（Ｃ'％）①大学

　Ｂ名（Ｂ'％）

 

○ 例えば，収容定員に係る学則変更の認可申請など，新設組織と同等の既設の学科等の入学実

績がある場合であって，当該実績（過去の志願者数や入学者数，歩留率などの客観的かつ定量

的な根拠数値に基づくもの）により新設組織の学生定員の設定の妥当性や定員を充足できる理

由が説明できる場合には，必ずしも受験対象者等へのアンケート調査を行う必要はなく，当該

既設組織の実績に基づき説明することを妨げるものではありませんが，新設組織と同等とする

既設組織の実績を用いることの妥当性については，教育課程や教育環境，教育研究実施組織等

の観点から，適切に説明してください。 

 

⑤人材需要に関するアンケート調査等 

（２）①で説明した新設組織で養成する人材の需要の分析に資するデータ（アンケート調査を

はじめとした，各種統計調査，企業や関係機関等への採用意向調査（単年度の採用意向が把握で

きるもの），現在又は将来における人材需給に関する調査や研究等）を用いて，社会的な人材需

社会人が回答者の場合は，「入学

希望時期」もクロス集計すること。 
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要の見通しを踏まえた計画であることを説明してください。 

なお，学生確保の見通しに関する説明と同様に，客観的なデータ及びその資料に基づき，主観

を最大限排除した上で定量的に分析を行った上での説明が求められることにご留意ください。 

 

※薬学部６年制課程について 

薬学部６年制課程について，既設の学科等の定員を変更する場合は，「『６年制課程における薬

学部教育の質保証に関するとりまとめ』について」(令和４年９月１日付け４高医教第１３号)を踏

まえて，過去５年程度の実質競争倍率，収容定員充足率，標準修業年限内での卒業率・国家試験合

格率，退学等の割合を示した上で，定員の変更により，これらの値が改善されることを説明する資

料を追加で提出してください。 

 

 

（４）新設組織の定員設定の理由 

（１）～（３）までの説明や，大学等の現状や課題等を踏まえて，新設組織の定員設定の合理性を

説明してください。 
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18 教育委員会等との調整内容を確認する書類 
 

この書類は，教職大学院に係る設置認可申請の場合のみ作成してください。教職大学院に係る届出

で，かつ教育課程及び収容定員の変更を伴わない場合は作成する必要はありません。 

 

(1) 以下の項目について，教育委員会，学校関係者等の教員の受入れ側（デマンド・サイド）の意

見・ニーズをどのように把握し，当該教育委員会等との調整を経てどのように設置計画に反映させ

ているかなど，各大学における設置計画に対するデマンド・サイドの要望の概要について項目ごと

に具体的に説明し，裏付けとなる資料（各種データ，議事録，協定書等）を添付してください。本

資料の記載内容は「設置趣旨等を記載した書類」の記載事項との整合に留意してください。 

 

① 連携する教育委員会等との協議について 

教職大学院の設置計画の検討のために，連携する教育委員会等とどのような協議を行ってきた

のか，協議の場のための委員会の設定，メンバー構成，検討スケジュール等を記載してください。 

 

② 養成する人材像について 

どのような資質能力を持った教員を養成するのか。また，その背景・理由について，以下の項

目も含めて説明してください。 

ア 対象とする学生層（現職教員学生と学部新卒者）と人数 

イ 教育委員会等から推薦を受ける現職教員学生の派遣要件と人数 

 

③ 教育課程・教育方法について 

ア 実践的指導力を育成する体系的で効果的なカリキュラム編成 

イ 実践的で新しい教育方法の開発・導入の方策 

ウ 教育課程連携協議会や教員育成協議会等において協議・調整される育成すべき教員像を踏ま

えた教育課程の編成の考え方 

エ デマンド・サイドの意見・ニーズが反映される教育課程等の改善のシステム 

 

④ 履修形態について 

・現職教員学生が職務に従事しながら履修する場合における昼夜開講制等の配慮・工夫の方策 

 

⑤ 教員組織について 

ア 設置の趣旨，特色，教育課程等を踏まえた理論と実践の融合が担保される教員組織の全体構成 

イ 実務家教員に求める教職経験の内容，資質等 

ウ 都道府県等の教育センターの専門的職員の活用・協力 

エ 実務家教員の質確保に係る継続的な採用の方策 

 

⑥ 連携協力校の在り方について 

ア 連携協力校設定の考え方 
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イ 具体的な連携協力内容（実習方法・指導体制，その他連携協力校の活用方策） 

ウ 毎年度継続して連携協力校等を確保できる方策 

 

⑦ 実習の在り方について 

ア 設置の趣旨，特色，教育課程等を踏まえ，実習校の学校種，規模（児童生徒数，教員数），

立地条件（都市，地方など）に応じた実習先の考え方 

イ 学生層（現職教員学生・学部新卒者）に応じた実習校の学校種，実習内容，実施年次の考え

方 

 

⑧ 教職大学院の管理運営体制 

ア 恒常的に教育委員会等デマンド・サイドと密接に連携する方策 

イ 学校教育の実態や社会の変化等に柔軟に対応しうる機動的な管理運営システムの確立 

 

⑨ その他 

ア FD 活動への教育委員会等の協力内容 

イ 自己点検・評価等への取り組み 

 

 

(2) 教職大学院の設置に伴い，連携協力を行う教育委員会，学校関係者等が当該教職大学院に対し

てどのような希望を有しているかが具体的に分かる書類（当該教育委員会等の責任者から大学等の

設置者に宛てたもの）を提出してください。この書類は，当該教育委員会等に作成を依頼して提出

してください。 

  なお，本資料は上記(1)の資料の後ろに添付してください。 
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19 教員名簿〔学⻑⼜は校⻑の⽒名等〕（別記様式第 3 号（その 1）） 
 

この書類は，大学等の設置時又は収容定員に係る学則変更時の学長（高等専門学校にあっては「校

長」。以下同じ）の氏名等について，記入してください。 

※ 申請時又は届出時が次期学長選考実施前である等の事情により設置時又は学則変更時の学長

が決定していない場合は，申請時又は届出時の学長について記入してください。 

 

(1) 「調書番号」の欄は，学長が当該設置認可申請又は届出に係る学部等又は研究科等の授業を担

当する場合のみ記入してください。授業を担当しない場合及び収容定員に係る学則変更の認可申請

又は届出の場合は，「－」を記入してください。 

 

(2) 「役職名」の欄には，「学長」と記入してください。 

 

(3) 「氏名」の欄について 

① 学長の氏名を記入するとともに，片仮名で振り仮名を付してください。 

※旧姓等の通称名を使用している場合は（ ）書きで本名を併記してください。 

（記載例：通称名が山田太郎，本名が田中太郎の場合・・・【山田（田中）太郎】） 

② 「＜就任（予定）年月＞」には，学長としての就任予定年月（又は就任した年月）を記入して

ください。 

 

(4) 「年齢」の欄には，当該申請等に係る学部等又は研究科等の開設時（収容定員に係る学則変更

の認可申請又は届出の場合は，当該学則変更時）の満年齢を記入してください。なお，学年進行終

了時（完成年度）前に，当該大学の定年規程の定める退職の年齢を超える場合は，年齢の下に「（高）」

と記入してください。学年進行終了時（完成年度を迎えると同時）に，当該大学の定年規程の定め

る退職の年齢を迎え，定年規程に基づき退職する者については，「（高）」の記入は不要です。 

 

(5) 「保有学位等」の欄には，学長が保有する学位を記入してください。なお，学位の名称は授与

された当時の名称を正確に記入してください。 

※ 学位の名称については，平成 3 年に「学位規則」（昭和 28 年文部省令第 9 号）が改正され

ています。その内容は，①学士を学位に位置付ける，②修士及び博士の種類に関する規定を廃

止する，③学位を授与する際に専攻分野を付記する，等であり，同年 7 月 1 日から施行され

ています。したがって，改正以降に授与された学位は基本的に「博士（○○）」「修士（○○）」

「学士（○○）」となっているはずですので，十分に確認してください。改正前に授与された

学位については，新たな名称に置き換える必要はありません。 

※ 博士課程において所定の単位を取得し博士の学位を授与されないまま退学した場合は，保有

する学位に加えて「※」と記入してください。 

※ 外国の大学等から授与された学位の場合，その名称を正確に記載するとともに国名を記載し

てください。 

※ 学位を有しない者については，最終学歴（学校種）を記入してください。 

（記入例：最終学歴が専門学校卒業の場合・・・「専門学校卒」（具体的な学校名は不要）） 
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(6) 「月額基本給（千円）」の欄には，当該申請等に係る学長の就任時において，当該大学より支

給される予定の給与額（賞与を含む）の年間総額を支給月数で除した金額（千円単位）を記入して

ください（交通費等の諸手当は含みません）。 

 

(7) 「現職（就任年月）」の欄について 

① 当該申請等の時点（3 月末申請の場合は,「申請の翌年度の 4 月 1 日時点」）で従事している

職（顧問や名誉教授等の名誉職を含む）を記入し，当該職に就任した年月を（ ）書きで記入し

てください（大学教員等で，当該大学在籍中に職位の昇格があった場合でも，当該大学の教員と

して最初に就任した年月を記入してください）。なお，従事している職がない場合は，元の職を

記載した上でいつまで従事していたかを記載してください。 

すでに学長に就任している場合は，「○○大学学長」と記入してください。なお，その場合「○

○大学教授」等と併記する必要はありません。また，就任年月は学長に就任した年月及び任期満

了年月を記入してください。 

② 当該申請等に係る学部等又は研究科等の開設後に，当該大学における学長以外に従事する職業

がある場合には，「※」を記入してください（現職を継続する場合を含む。開設以降に新たに就

任する場合は，現職の下段に当該職名を記入した上で※を記入してください）。 
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＜作成例①＞設置と同時に学長又は校長に就任する者の場合

フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

－ 学長
ﾌ　ﾘ　　ｶ　ﾞﾅ
◇田　◇雄

＜令和○年4月＞
63 博士

（文学）
800

二重橋大学 社会学部
教授

（平成20.4）

＜作成例②＞すでに学長又は校長に就任している者の場合

フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

－ 学長
ﾌ　ﾘ　　ｶ　ﾞﾅ
◇田　◇雄

＜平成○年○月＞
63 博士

（文学）
800

二重橋大学 学長

（平成○.○～令和○.○）

現　職
（就任年月）

調書
番号

役職名 年齢
保有

学位等
月額基本給
（千円）

別記様式第3号

（用紙　日本産業規格A4縦型）

教　員　名　簿

学 長 又 は 校 長 の 氏 名 等

別記様式第3号（その1）

（用紙　日本産業規格A4縦型）

教　員　名　簿

学 長 又 は 校 長 の 氏 名 等

調書
番号

役職名 年齢
保有

学位等
月額基本給
（千円）

現　職
（就任年月）
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20 教員名簿〔教員の⽒名等〕 
（別記様式第 3 号（その 2 の 1），別記様式第 3 号（その 2 の 2），別記様式第 3 号

（その 2 の３），別記様式第 3 号（その 2 の４），別記様式第 3 号（その 2 の５）） 
 

この書類には，当該申請等に係る学部等において授業を担当する全ての教員予定者（当該申請等に

係る研究科等において授業科目の授業を担当せずに研究指導のみを行う教員を含む）の氏名等につい

て，学部の学科，短期大学の学科（専攻課程を置く場合は，専攻課程），研究科の専攻又は高等専門学

校の学科ごとに記入してください。 

大学院や大学院の研究科等を設置する場合は別記様式第 3 号（その 2 の 2）を，高等専門学校を設

置する場合は別記様式第 3 号（その 2 の 3）を作成してください。 

共同学科等を設置する場合は，全体の教員組織について別記様式第 3 号（その 2 の 4）又は別記様

式第 3 号（その 2 の 5）を作成し，あわせて，構成大学ごとに別記様式第 3 号（その 2 の 1）又は別記

様式第 3 号（その 2 の 2）を作成してください。 

 

(1) 「調書番号」の欄について  

① 学科等ごとに教員 1 人につき 1 つの通し番号を割り当ててください（学科ごとに割り当てるの

で，例えば，A 学科と B 学科を同時に設置する場合で，1 人の教員が A 学科の基幹教員と B 学

科のその他教員となる場合の調書番号は，学科ごとに別々の番号となります。また，大学院の研

究科の専攻について修士課程と博士課程を同時に設置する場合で，1 人の教員が両課程の専任教

員となる場合の調書番号も，課程ごとに別々の番号となります）。 

② 完成年度前に退職する予定の教員と，当該教員の退職後に後任として新規採用する教員は，同

じ番号に「①」「②」と枝番を付して上下に並べて記載してください（上段に①退職教員，下段

に②新規採用教員）。新規採用ではなく，当該教員の退職時に既に就任している教員が担当科目

を引き継ぐ場合は，原則どおり別々の番号にしてください。 

 

(2) 「教員区分」について 

① 下の表の左欄に掲げる①～⑳の順で，教員ごとに右欄に掲げる区分記号を記入してください。 
 

記載順 教 員 の 区 分 区分記号 

①  基幹教員（大学，専門職大学，短期大学，専門職短期大学，高等専門学校の場合のみ。

以下同じ。）のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事する者であって，主要授業科目

を担当する者。 

※高等専門学校の場合のみ，専ら当該高等専門学校の教育に従事する者であって，一般科目を担当する基幹

教員は「基一」，専門科目を担当する基幹教員は「基専」と記載すること。 

 

基（主

専） 

 

②  

 

基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事する者であって，年間 8 単位以上の

授業科目を担当する者。 

 

基（専） 

 

③  

 

基幹教員のうち，「大学設置基準」別表第１イ備考第 2 号，「専門職大学設置基準」別

表第１イ備考第 2 号，「短期大学設置基準」別表第１イ備考第 2 号，「専門職短期大学

設置基準」別表第１イ備考第 2 号の規定に基づき，専ら当該大学の教育研究に従事する

者であって，年間 8 単位以上の授業科目を担当する者（①又は②に該当する者を除く。）。 

※１ 主として他学部等の教育研究に従事しているが，他学部等において基幹教員として算入せず，当該学

部等で年間 8 単位以上の授業科目を担当する者であって，当該学部において，「大学設置基準」別表第

１イ備考第 2 号等の 1/4 の範囲内で算入できる基幹教員として算入する者を想定。（なお，他学部等に

基（専

他） 
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おいても基幹教員として算入する場合は④となる。）※２ 他学部等で①又は②の基幹教員として算入

されている者は，同一大学等内の複数学科等において③及び④の基幹教員として算入は出来ない。 

 

④  

 

基幹教員のうち，「大学設置基準」別表第１イ備考第 2 号，「専門職大学設置基準」別

表第１イ備考第 2 号，「短期大学設置基準」別表第１イ備考第 2 号，「専門職短期大学

設置基準」別表第１イ備考第 2 号の規定に基づき，専ら当該大学の教育研究に従事する

以外の者又は当該大学内の複数の学部等の教育研究に従事する者であって，当該学部等

で年間 8 単位以上の授業科目を担当する者（①，②又は③に該当する者を除く。）。 

※１ 当該大学等以外に専ら従事する者又は当該大学等内の複数の学部等で基幹教員として算定する者を想

定。 

※２ 他学部等で①又は②の基幹教員として算入されている者は，同一大学等内の複数学科等において③及

び④の基幹教員として算入は出来ない。 

※３ 高等専門学校の場合のみ，一般科目を担当する基幹教員は「基一（他）」，専門科目を担当する基幹

教員は「基専（他）」と記載すること。 

 

基（他） 

 

⑤  

 

「大学設置基準」第 42 条の 3 第 1 項，「専門職大学設置基準」第 35 条第 1 項，「短期

大学設置基準」第 35 条の 8 第 1 項，「専門職短期大学設置基準」第 32 条第 1 項，「大

学設置基準別表第 1 イ備考第 10 号の規定に基づき薬学関係（臨床に係る実践的な能力

を培うことを主たる目的とするもの）の学部に係る基幹教員について定める件」（平成

16 年文部科学省告示第 175 号）第 1 項又は「大学設置基準別表第一イ(1)備考第 11 号

の規定に基づき、教員養成に関する学部に係る基幹教員について定める件」（令和 5 年

文部科学省告示第 49 号）第 1 項に規定する基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研

究に従事する者であって，主要授業科目を担当する者。 

 

実基（主

専） 

 

⑥  

 

「大学設置基準」第 42 条の 3 第 1 項，「専門職大学設置基準」第 35 条第 1 項，「短期

大学設置基準」第 35 条の 8 第 1 項，「専門職短期大学設置基準」第 32 条第 1 項，「大

学設置基準別表第 1 イ備考第 10 号の規定に基づき薬学関係（臨床に係る実践的な能力

を培うことを主たる目的とするもの）の学部に係る基幹教員について定める件」（平成

16 年文部科学省告示第 175 号）第 1 項又は「大学設置基準別表第一イ(1)備考第 11 号

の規定に基づき、教員養成に関する学部に係る基幹教員について定める件」（令和 5 年

文部科学省告示第 49 号）第 1 項に規定する基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研

究に従事する者であって，年間 8 単位以上の授業科目を担当する者。 

 

実基

（専） 

 

⑦  

 

「大学設置基準」第 42 条の 3 第 1 項，「専門職大学設置基準」第 35 条第 1 項，「短期

大学設置基準」第 35 条の 8 第 1 項，「専門職短期大学設置基準」第 32 条第 1 項，「大

学設置基準別表第 1 イ備考第 10 号の規定に基づき薬学関係（臨床に係る実践的な能力

を培うことを主たる目的とするもの）の学部に係る基幹教員について定める件」（平成

16 年文部科学省告示第 175 号）第 1 項又は「大学設置基準別表第一イ(1)備考第 11 号

の規定に基づき、教員養成に関する学部に係る基幹教員について定める件」（令和 5 年

文部科学省告示第 49 号）第 1 項に規定する基幹教員のうち，「大学設置基準」別表第

１イ備考第 2 号，「専門職大学設置基準」別表第１イ備考第 2 号，「短期大学設置基準」

別表第１イ備考第 2 号，「専門職短期大学設置基準」別表第１イ備考第 2 号の規定に基

づき，専ら当該大学の教育研究に従事する者であって，年間 8 単位以上の授業科目を担

当する者（⑤又は⑥に該当する者を除く。）。 

※ 他学部等の教育研究に専ら従事し，当該学部等で年間 8 単位以上の授業科目を担当する者であって，当

実基（専

他） 
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該学部の基幹教員として算定する者を想定。 

 

⑧  

 

「大学設置基準」第 42 条の 3 第 1 項，「専門職大学設置基準」第 35 条第 1 項，「短期

大学設置基準」第 35 条の 8 第 1 項，「専門職短期大学設置基準」第 32 条第 1 項，「大

学設置基準別表第 1 イ備考第 10 号の規定に基づき薬学関係（臨床に係る実践的な能力

を培うことを主たる目的とするもの）の学部に係る基幹教員について定める件」（平成

16 年文部科学省告示第 175 号）第 1 項又は「大学設置基準別表第一イ(1)備考第 11 号

の規定に基づき、教員養成に関する学部に係る基幹教員について定める件」（令和 5 年

文部科学省告示第 49 号）第 1 項に規定する基幹教員のうち，「大学設置基準」別表第

１イ備考第 2 号，「専門職大学設置基準」別表第１イ備考第 2 号，「短期大学設置基準」

別表第１イ備考第 2 号，「専門職短期大学設置基準」別表第１イ備考第 2 号の規定に基

づき，専ら当該大学の教育研究に従事する以外の者又は当該大学内の複数の学部等の教

育研究に従事する者であって，当該学部等で年間 8 単位以上の授業科目を担当する者

（⑤，⑥又は⑦に該当する者を除く。）。 

※ 当該大学等以外に専ら従事する者又は当該大学等内の複数の学部等で基幹教員として算定する者を想

定。 

 

実基

（他） 

 

⑨  

 

「大学設置基準」第 42 条の 3 第２項，「専門職大学設置基準」第 35 条第２項，「短期

大学設置基準」第 35 条の 8 第２項又は「専門職短期大学設置基準」第 32 条第２項の規

定により基幹教員とみなす者のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事する者であっ

て，主要授業科目を担当する者。 

 

実研基

（主） 

 

⑩  

 

「大学設置基準」第 42 条の 3 第２項，「専門職大学設置基準」第 35 条第２項，「短期

大学設置基準」第 35 条の 8 第２項又は「専門職短期大学設置基準」第 32 条第２項の規

定により基幹教員とみなす者のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事する者であっ

て，年間 8 単位以上の授業科目を担当する者。 

 

実研基

（専） 

 

⑪  

 

「大学設置基準」第 42 条の 3 第２項，「専門職大学設置基準」第 35 条第２項，「短期

大学設置基準」第 35 条の 8 第２項又は「専門職短期大学設置基準」第 32 条第２項の規

定により基幹教員とみなす者のうち，「大学設置基準」別表第１イ備考第 2 号，「専門

職大学設置基準」別表第１イ備考第 2 号，「短期大学設置基準」別表第１イ備考第 2 号，

「専門職短期大学設置基準」別表第１イ備考第 2 号の規定に基づき，専ら当該大学の教

育研究に従事する者であって，年間 8 単位以上の授業科目を担当する者（⑨又は⑩に該

当する者を除く。）。 

※ 他学部等の教育研究に専ら従事し，当該学部等で年間 8 単位以上の授業科目を担当する者であって，当

該学部の基幹教員として算定する者を想定。 

 

実研基

（専他） 

 

⑫  

 

「大学設置基準」第 42 条の 3 第２項，「専門職大学設置基準」第 35 条第２項，「短期

大学設置基準」第 35 条の 8 第２項又は「専門職短期大学設置基準」第 32 条第２項の規

定により基幹教員とみなす者のうち，「大学設置基準」別表第１イ備考第 2 号，「専門

職大学設置基準」別表第１イ備考第 2 号，「短期大学設置基準」別表第１イ備考第 2 号，

「専門職短期大学設置基準」別表第１イ備考第 2 号の規定に基づき，専ら当該大学の教

育研究に従事する以外の者又は当該大学内の複数の学部等の教育研究に従事する者で

あって，当該学部等で年間 8 単位以上の授業科目を担当する者（⑨，⑩又は⑪に該当す

る者を除く。）。 

実研基

（他） 
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※ 当該大学等以外に専ら従事する者又は当該大学等内の複数の学部等で基幹教員として算定する者を想

定。 

 

⑬  

 

「大学設置基準」第 42 条の 3 第３項，「専門職大学設置基準」第 35 条第３項，「短期

大学設置基準」第 35 条の 8 第３項，「専門職短期大学設置基準」第 32 条第３項又は大

学設置基準別表第 1 イ備考第 10 号の規定に基づき薬学関係（臨床に係る実践的な能力

を培うことを主たる目的とするもの）の学部に係る基幹教員について定める件」第 2 項

の規定により基幹教員とみなす者のうち，「大学設置基準」別表第１イ備考第 2 号，「専

門職大学設置基準」別表第１イ備考第 2 号，「短期大学設置基準」別表第１イ備考第 2

号，「専門職短期大学設置基準」別表第１イ備考第 2 号の規定に基づき，専ら当該大学

の教育研究に従事する者。 

※ 他学部等の教育研究に専ら従事し，当該学部等で年間 8 単位以上の授業科目を担当する者であって，当

該学部の基幹教員として算定する者を想定。 

 

実み基 

（専他） 

⑭  

 

「大学設置基準」第 42 条の 3 第３項，「専門職大学設置基準」第 35 条第３項，「短期

大学設置基準」第 35 条の 8 第３項，「専門職短期大学設置基準」第 32 条第３項又は大

学設置基準別表第 1 イ備考第 10 号の規定に基づき薬学関係（臨床に係る実践的な能力

を培うことを主たる目的とするもの）の学部に係る基幹教員について定める件」第 2 項

の規定により基幹教員とみなす者のうち，「大学設置基準」別表第１イ備考第 2 号，「専

門職大学設置基準」別表第１イ備考第 2 号，「短期大学設置基準」別表第１イ備考第 2

号，「専門職短期大学設置基準」別表第１イ備考第 2 号の規定に基づき，専ら当該大学

の教育研究に従事する以外の者又は当該大学内の複数の学部等の教育研究に従事する

者。 

※１ 当該大学等以外に専ら従事する者又は当該大学等内の複数の学部等で基幹教員として算定する者を想

定。 

※２ 高等専門学校の場合のみ，一般科目を担当する基幹教員は「実み基一（他）」，専門科目を担当する

基幹教員は「基み基専（他）」と記載すること。 

 

実み基 

（他） 

⑮  専任教員（大学院，専門職大学院の場合のみ） 

 

専 

⑯  

 

「専門職大学院設置基準」（平成 15 年文部科学省令第 16 号）第 5 条第 3 項の規定等

により，学内の他の学部又は大学院の専任教員の数に算入する専任教員 

 

専他 

 

⑰  「専門職大学院に関し必要な事項について定める件」（平成 15 年文部科学省告示第 53

号）第 2 条第 1 項に規定する専任教員 

 

実専 

⑱  「専門職大学院に関し必要な事項について定める件」第 2 条第 1 項に規定する専任教

員のうち，「専門職大学院設置基準」第 5 条第 3 項の規定等により，学内の他の学部又

は大学院の専任教員の数に算入する者 

 

実専他 

  

 

⑲  「専門職大学院に関し必要な事項について定める件」第 2 条第 2 項の規定により専任

教員とみなす者 

実専み 

⑳  

 

当該申請等に係る学部等の授業を担当する上記①～⑲以外の者 その他 
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(3) 「所属大学」の欄について 

共同学科等を設置する場合は，別記様式第 3 号（その 2 の 4）の「所属大学」の欄に，教員の所属

大学名を記入してください。ただし，基幹教員以外の教員については，担当授業科目が開設される

大学名を記入してください。 

 

(4) 「職位」の欄について 

① 各教員区分のごとに，教授，准教授，講師，助教の順としてください。 

② 当該申請等に係る学部等の学部長・学科長等の役職を持つ者又は就任予定の者について，職位

の下に（ ）でその役職名を記入してください。 

 

(5) 「氏名」の欄について 

① 教員予定者の氏名を記入するとともに，片仮名で振り仮名を付してください。 

② 「氏名」について，旧姓等の通称名を使用している場合は（ ）書きで本名を併記してください。 

（記載例：通称名が山田太郎，本名が田中太郎の場合・・・【山田（田中）太郎】） 

③ 「＜就任（予定）年月＞」には，当該申請等に係る学部等への就任予定の年月を記入してくだ

さい。なお，教育課程等の概要（別記様式第 2 号（その 2 の 1）又は別記様式第 2 号（その 2 の

2））に記入した授業科目の「配当年次」との整合性に留意してください（例えば，1 年次に配当

されている科目は，開設年度には開講されるべき科目ですので，その時点で教員が就任している

必要があります）。 

※ 学部の学科における，1 年につき 8 単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を担当する基幹教員の算

定について，完成年度を迎えていない学科の場合，学生が在籍していない学年の授業科目も単位数として算入

して差し支えありません（完成年度において，「8 単位以上」を満たしていることが求められます）。 

 

(6) 「年齢」の欄には，当該申請等に係る学部等の就任時における満年齢を記入してください。なお，

就任時又は学年進行終了時（完成年度）前に，当該大学の定年規程の定める退職の年齢を超える基

幹教員等については，年齢の下に「（高）」と記入してください。（定年年齢を延長する特例を設

け，通常適用される退職年齢を超える基幹教員も全て含む。）ただし，学年進行終了時（完成年度

を迎えると同時）に，当該大学の定年規程の定める退職の年齢となる場合は，「（高）」の記入は

不要です。 

 

(7) 「保有学位等」の欄について 

① 教員が保有する学位等（専攻分野を付記）を記入してください。なお，博士課程において所定

の単位を取得し博士の学位を授与されないまま退学した場合には，保有する学位に加えて「※」

と記入してください。それ以外の学歴を有する者については，最終学歴（学校種を記載。個別の

学校等の名称は不要）を記入してください。 

② 学位の名称については授与された当時の名称を正確に記入してください。 

※ 「20 教員名簿〔学長の氏名等〕」に記載のとおり，学位の名称については，平成 3 年に学位規則が改正さ

れています。したがって，改正以降に授与された学位は基本的に「博士（○○）」「修士（○○）」「学士（○

○）」となっているはずですので，十分に確認してください。改正前に授与された学位については，新たな名

称に置き換える必要はありません。 
※ 学位を有しない者については，最終学歴（学校種）を記入してください。 

（記入例：最終学歴が専門学校卒業の場合・・・「専門学校卒」（具体的な学校名は不要）） 
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③ 外国の大学等から授与された学位の場合，その名称を正確に記載するとともに国名を記載して

ください。 

 

(8) 「月額基本給（千円）」の欄について 

① 当該申請等に係る学部等への就任時において，当該大学の業務に従事することにより支給され

る予定の給与額（賞与を含む）の年間総額を支給月数で除した金額（千円単位。以下同じ）を記

入してください（交通費等の諸手当は含みません）。 

② 基幹教員以外の教員については， 

ア 当該申請学部等の授業科目を担当することにより得られる予定の給与額を在任月数で除し

た金額を記入してください。 

イ 集中講義など特定の期間における授業科目を担当する場合は，当該授業科目を担当すること

により得られる予定の給与額を授業回数で除した金額を記入してください。ただし，通常の授

業科目と集中講義の授業科目の両方を担当する場合は，上記アによって額を算出してくださ

い。 

ウ 金額が算出ができない場合は，上記①の算出方法に準じてください。 

 

(9) 「担当授業科目の名称」，「主要授業科目」，「配当年次」，「担当単位数」及び「年間開講数」

の欄について 

① 「担当授業科目の名称」の欄について 

ア 当該教員が担当する授業科目の名称を記入してください。当該申請等に係る研究科等におい

て授業科目として開設しない研究指導を行う場合には，「（研究指導）」と記入してください。 

イ オムニバス方式の授業の一部を担当する場合は，科目名の後ろに「※」を記入してください。 

ウ 隔年開講科目は，科目名の後ろに「【隔年】」と記入してください。 

エ 授業科目名と開講時期の間に線を入れ区分するなど分かりやすいよう工夫してください。 

② 「主要授業科目」の欄は，授業科目が主要授業科目に該当する場合は，科目名の後ろに「〇」

と記入してください。 

③ 「配当年次」の欄は，各授業科目の配当年次を記入してください。なお，記入に当たっては，

「教育課程等の概要」（別記様式第 2 号（その 2 の 1），（その 2 の 2），（その 2 の 3））に

記入した配当年次（本書 p.88 参照）と整合するようにしてください。 

④ 「担当単位数」の欄について 

ア 各授業科目の単位数について，1 年間の延べ担当単位数を記入してください。 

イ 一つの授業科目に複数の教員が関わる場合，1 人当たりの担当単位数は以下の（例 1）～（例

4）のとおり算出してください（小数点第 2 位を四捨五入。端数は当該科目の責任者となる教

員に振り分けてください）。 

（例 1） 複数の教員が分担するオムニバス方式による場合や複数の教員が共同で担当する場

合は，当該授業科目の授業における担当の割合を乗じてください（2 単位の授業科目

を 5 人の教員が 1 人 3 回ずつオムニバス方式で担当する場合，1 人当たりの担当単位

数は 2 単位×3 回／15 回＝0.4 単位 となります）。 

（例 2） 複数の場所で同時に実施される授業科目（実習科目など）で，場所ごとに教員が配

置されている場合は，上記（例 1）によらず，設定単位数の全てを各教員が担当する
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としてください（A 病院と B 病院の 2 箇所で同時に行う 2 単位の実習科目で，A 病院

での指導を a 教員が，B 病院での指導を b 教員が担当する場合，a 教員も b 教員もそ

れぞれ 2 単位分担当することとなります）。 

（例 3） 1 つの授業科目（実習科目など）で，科目責任者の教員と現場指導者の教員がいる

場合，設定単位数の全てを各教員が担当するとしてください（2 単位の実習科目で，

a 教員が科目責任者，b 教員が現場指導者の場合，a 教員も b 教員もそれぞれ 2 単位

分担当することとなります）。 

（例 4） 同一の授業内容を複数クラス担当する場合は，当該授業科目の 1 年間の延べ開講数

を乗じてください（2 単位の授業科目を 2 クラス分担当する場合は 2 単位×2 クラ

ス＝4 単位 となります）。 

ウ 当該申請等に係る研究科等において授業科目として開設しない研究指導については，「－」

と記入してください。 

エ 担当科目に隔年開講科目が含まれる場合は，開講される年度を基準として記入してください。 

⑤ 「年間開講数」については，授業科目を複数のクラス等において授業を行う場合，1 年間で，

教員 1 人当たりが担当する延べ開講数を記入してください（当該教員が，前期で 2 クラス分を担

当する場合は「2」となり，同じ授業科目を前期と後期にそれぞれ 1 クラス分担当する場合も「2」

となります）。なお，隔年開講科目については，開講される年度を基準として記入してください。 

 

(10) 「現職（就任年月）」の欄について 

① 当該申請等の時点（3 月末申請の場合は,「申請の翌年度の 4 月 1 日時点」）で従事している主

たる職（顧問や名誉教授等の名誉職を含む）を記入し，当該職に就任した年月を（ ）書きで記

入してください（大学教員等で，当該大学在籍中に職位の昇格があった場合でも，当該大学の教

員として最初に就任した年月を記入してください）。なお，従事している職がない場合は，元の

職を記載した上でいつまで従事していたかを記載してください。 

② 基幹教員（基幹教員に算入する者及び大学院については専任教員及び専任教員に算入する者を

含む）について，当該申請等に係る学部等に就任以降に，当該大学における教育研究活動以外に

従事する職業がある場合は，「現職」の欄を 2 段書きとし，上段に現職，下段に就任以降に従事

する職業を記入してください（現職を継続する場合，開設以降に新たに就任する場合とも同様）。 

③ 上記②に関しては，原則として「常勤」の職務についてのみ記入してください。他の大学等に

おける非常勤講師や企業や団体等における非常勤役員等は記入不要です。 

④ 就任以降に従事する職業については，申請時点において，従事することが予定されている常勤

の職は全て記入してください。 

⑤ 就任後は当該大学等のみに従事する場合は，現職だけを記入してください。 

⑥ 基幹教員において，現職が完成年度中の他大学の学部等である場合は，就任年月の（ ）書き

を【 】にしてください。 

 

(11) 「教育課程の編成等の意思決定に係る会議等への参画状況」の欄について 

ア 教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員として，直接的かつ実質的に構

成員として参画する会議等の項目に「〇」と記入してください。「その他」を選択した場合は，

具体的な会議名を記載するとともに，当該会議が教育課程の編成や学生の入学，卒業及び課程
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の修了，学位の授与等についての審議を行う会議であることについて，「設置の趣旨等を記載

した書類」の「⑳管理運営」において説明してください。 

 

(12) 「申請に係る大学等の職務に従事する週当たり平均日数」「申請に係る研究科等の職務に従事

する週当たり平均日数」の欄について 

ア 基幹教員（基幹教員に算入する者及び大学院については専任教員及び専任教員に算入する者を

含む）について，当該大学の業務（研究日を含む）に従事する週当たりの日数を記入してくださ

い（前期，後期等で週当たりの平均従事日数が異なる場合はそれぞれを平均した数値を記入して

ください）。 

イ 当該申請等に係る学部等の就任以降に，当該大学における教育研究活動以外に従事する職業が

ある場合は，2 段書きとし，上段に当該学部等，下段に就任以降に従事する職業の週当たりの平

均従事日数を記入してください（従事日数ベースで記入するため，上段と下段を合算した結果，

数値が 7 日を上回ることもあり得ますがそのまま記入してください）。 

ウ 上記イに関しては，原則として「常勤」の職務についてのみ記入し，「現職（就任年月）」の

欄に記入する就任以降に従事する職業と整合するようにしてください。 

 

(13) 「申請に係る学部等以外の組織（他の大学等に置かれる学部等を含む）での基幹教員としての勤

務状況」の欄について 

ア 学内の他学部等又は他大学等の学部等で基幹教員として勤務する予定の場合は，勤務先の大

学・学部等の名称を記載してください。 

イ 名称の他，当該機関での教員区分についても記載してください。（※例 他大学等において

専ら当該学部等の教育研究に従事する者であって，主要授業科目を担当する基幹教員として勤

務している場合は，「基（主専）」と記載し，専任教員として勤務している場合は「専」と記

載。） 

 

(14) 教員予定者の数に応じ，適宜枠を増やして記入してください。 

 

(15) 2 以上の校地で教育を行う場合には，別記様式第 3 号（その 2 の 1）又は別記様式第 3 号（そ

の 2 の 2）に加え，校地ごとに教員の氏名等の書類を作成して後ろに添付してください。その場合，

様式の右上に校地の名称を記入してください。 

 

 

※ 審査の過程において，基幹教員の「年間担当単位数」「担当する主要授業科目」「当該大学以外の

業務の従事日数」「月額報酬」「組織全体に占める“大学以外の業務に従事する者”の割合」等に基

づき，当該基幹教員の要件に疑義が生じる場合，追加書類の提出を求めることがありますので，御

留意ください。 
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＜作成例＞

フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

教授会 教務委員会 その他 「その他」の場合、会議等の名称

1 基（主
専）

教授
（学部長）

　ﾌ　ﾘ　ｶ　ﾞﾅ

 森　○○
＜令和○年4月＞

62 法学博士 600
○○○○論
××××学
△△△△演習

○
○
○

1･2前
3通
3後

4
6
2

2
3
1

霞ヶ関大学 法学部

教授
（昭60.4）

○ 4日

2 基（主
専）

教授
（学科長）

ﾌ　ﾘ　　ｶ　ﾞﾅ

大山　○○
＜令和○年4月＞

60 法学博士 590
○○○○論
××××学
□□□□学

○
○

1･2通
3通

3･4前

2
4
2

1
2
1

お台場大学 法学部

教授
（平3.4）

○ ○ 5日

3 基（主
専）

教授

ﾌ　ﾘ　　ｶ　ﾞﾅ

榎本　○○
＜令和○年4月＞

72
（高）

法学修士 590 ▼▼▼▼論
◆◆◆のしくみ

○ 1前
2前

2
2

1
1

元　株式会社○○取締役
（平16.3まで）

○ 5日

4
①

基（主
専）

講師

ﾌ　ﾘ　　ｶ　ﾞﾅ

西園寺　○○
＜令和○年4月＞

59 法学博士 450 △△△△論 ※
××××学 ○

1後
2後

0.3
2

1
1

東都学術総合研究所
主任研究員
（平13.4）

○ △△会議 4日

4
②

基（主
専）

講師

ﾌ　ﾘ　　ｶ　ﾞﾅ

蜂須賀　○○
＜令和○年4月＞

45 修士
（法律学）

400 △△△△論 ※
××××学 ○

1後
2後

0.3
2

1
1

桜田大学　法学部
講師

（平22.4）
○ 4日

基
（専）

准教授

ﾌ　ﾘ　　ｶ　ﾞﾅ

大木　○○
＜令和○年4月＞

51 法学修士 500

□□□□学
◎◎◎◎演習
▲▲▲▲演習
◇◇◇原論

1前
2後
3通
3後

2
2
4
2

1
1
2
1

○ 5日

基
（他）

講師

ﾌ　ﾘ　　ｶ　ﾞﾅ

大木　○○
＜令和○年4月＞

50 法学修士 200
□□□□学
▲▲▲▲演習
◇◇◇原論

1前
3通
3後

2
4
2

1

2
1

○ □□□□□委員会 ４日
お台場大学 法学部
「基（他）」

6 基（主
専）

教授

ﾌ　ﾘ　　ｶ　ﾞﾅ

芳川　○○
＜令和○年4月＞

58 経済学修士 250

○○○○論
××××学
◎◎◎◎演習
▲▲▲▲演習

○
○

2通
1･2後
2･3前
2通

4
2
2
4

2
1
1
2

株式会社◇◇代表取締役

（平15.5）

株式会社◇◇代表取締役

（平15.5）

○ ○

4日

1日

7 基（主
専）

准教授

ﾌ　ﾘ　　ｶ　ﾞﾅ

河野　○○
＜令和○年4月＞

47 修士
（法学）

480 ◆◆◆概論 ○ 2通 4 1

△△法律事務所
（平12.4）

△△法律事務所
（平12.4）

○ ○ 5日

4日

8 実基
（専）

助教

ﾌ　ﾘ　　ｶ　ﾞﾅ

外山　○○
＜令和○年4月＞

35 博士
（法学）

400
●学概論 ※
××××学 【隔年】
◇◆◇◆入門

○ 1前
2後

3前･後

2
2
4

1
1
2

調布大学 法学部

助教
【平28.4】

○ □□□□□委員会 5日 調布大学法学部
「基（他）」

9 その他 准教授

ﾌ　ﾘ　　ｶ　ﾞﾅ

井上　○○
＜令和○年4月＞

38 修士
（文学）

400

□□□文化
○○●●法Ⅰ（総論）
○○●●法Ⅱ（××）
○○●●法Ⅲ（◇◇）

1通
2前
3後
4前

2
2
2
2

2
1
1
1

日本橋大学　社会学部
講師

（平11.9）

特定非営利活動法人◎◎会
理事

（平20.4）

○

10 その他 講師

ﾌ　ﾘ　　ｶ　ﾞﾅ

濱尾　○
＜令和○年4月＞

42
Juridial
Doctor

（米国）

470
△△△△論 ※
●○演習
◇◆◇◆法

1後
2･3後
3前

0.6
2
2

1
1
1

丸之内学院　特任講師
（平19.4） ○

11 その他 講師

ﾌ　ﾘ　　ｶ　ﾞﾅ

尾崎(犬養)　○○
＜令和○年4月＞

39 修士※
（経済学）

50 ◇◇◇◇論
●◎●◎学

○ 1後
3前

2
2

1
1

丸の内大学 経済学部

講師
（平28.4）

○

12 その他 講師

ﾎﾟｰﾙ　ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ
Paul Henderson
＜令和○年4月＞

45
Ph. D. in

Economics
（米国）

40 ◆◆◆◆法
×◎×◎総論

2前
3通

2
4

1
1

霞学園大学 法学部

講師
（平29.9）

○

申請に係る学部等以外の
組織（他の大学等に置か
れる学部等を含む）での
基幹教員としての勤務状

況

教 　員 　の 　氏 　名 　等

（用紙　日本産業規格A4横型）

申請に係る大
学等の職務に
従 事 す る
週当たり平均
日 数

主要授
業科目

5
お台場大学 法学部

准教授
（平5.4）

別記様式第3号（その2の1）

（ 法学部　法律学科 ）

調書
番号

教　員
区　分

職位 年齢
保有

学位等

月　額
基本給

（千円）
担当授業科目の名称

配当
年次

担　当
単位数

年　間
開講数

現　職
（就任年月）

教 育 課 程 の 編 成 等 の 意 思 決 定 に 係 る 会 議 等 へ の 参 画 状 況

各専任等区分ごとに教
授，准教授，講師，助教の
順に記載

就任時の満年齢を記載。完成年
度前に申請大学の退職年齢を超
える場合は（高）を記入

申請時点で従事している職を記
入。申請学部等開設後に従事す
る常勤の職がある場合2段書きに

して，下段に記入

申請学部等に従事する週あたり平均日数を
記入。申請学部等以外に常勤の職がある場
合は，2段書きにして，下段にその勤務日数を

記入

学年進行中に兼任教員から
専任教員に切り替わる教員
については，同一の調書番
号で2段書きで記入

完成年度前に退職する教員
の後任として新規採用され
る教員は，退職する教員と
同一の調書番号で「①」
「②」と枝番を記入

旧姓等の通称名を使用してい
る場合は（　）書きで本名を併
記

現職が完成年度中
の他大学の学部等
である場合は，就任
年月を【 】で囲う。

1
6
3



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

教授会 教務委員会 その他 「その他」の場合、会議等の名称

1 基（主
専）

B大学
教授
（学部
長）

　ﾌ　ﾘ　ｶ　ﾞﾅ

 森　○○
＜令和○年4月＞

62 法学博士 600
○
○
○

○○○○論
××××学
△△△△演習

1･2前
3通
3後

4
6
2

2
3
1

霞ヶ関大学 法学部
教授

（昭60.4）
○ 4日

2 基（主
専）

C大学
教授
（学科
長）

ﾌ　ﾘ　　ｶ　ﾞﾅ

大山　○○
＜令和○年4月＞

60 法学博士 590
○
○

○○○○論
××××学
□□□□学

1･2通
3通

3･4前

2
4
2

1
2
1

お台場大学 法学部
教授

（平3.4）
○ ○ 5日

3 基（主
専）

A大学 教授

ﾌ　ﾘ　　ｶ　ﾞﾅ

榎本　○○
＜令和○年4月＞

72
（高）

法学修士 590 ○
○○○○論
××××学
◎◎◎◎演習
▲▲▲▲演習

2通
1･2後
2･3前
2通

4
2
2
4

2
1
1
2

元　株式会社○○取締役
（平16.3まで）

○ 5日

4 基（主
専）

C大学 准教授

ﾌ　ﾘ　　ｶ　ﾞﾅ

河野　○○
＜令和○年4月＞

47 修士
（法学）

480 ○ ◆◆◆概論 2通 4 1

△△法律事務所

（平20.4）

△△法律事務所

（平20.4）

○ ○ 5日

4日

5 基（主
専）

B大学 講師

ﾌ　ﾘ　　ｶ　ﾞﾅ

西園寺　○○
＜令和○年4月＞

69 法学博士 450 ○ △△△△論 ※
××××学

1後
2後

0.3
2

1
1

東都学術総合研究所
主任研究員
（平13.4）

○ △△会議

6 基（主
専）

C大学 助教

ﾌ　ﾘ　　ｶ　ﾞﾅ

蜂須賀　○○
＜令和○年4月＞

45
修士

（法律
学）

400
○

△△△△論 ※
××××学

1後
2後

0.3
2

1
1

桜田大学　法学部
講師

（平22.4）
○

基
（専）

B大学 准教授

ﾌ　ﾘ　　ｶ　ﾞﾅ

大木　○○
＜令和○年4月＞

51 法学修士 500

□□□□学
◎◎◎◎演習
▲▲▲▲演習
◇◇◇原論

1前
2後
3通
3後

2
2
4
2

1
1
2
1

○ 5日

その他 B大学 講師

ﾌ　ﾘ　　ｶ　ﾞﾅ

大木　○○
＜令和○年4月＞

50 法学修士 200 □□□□学 1前 2 1 ○ □□□□□委員会 ４日
お台場大学 法学部
「基（他）」

8 基（主
専）

A大学 教授

ﾌ　ﾘ　　ｶ　ﾞﾅ

芳川　○○
＜令和○年4月＞

58 経済学
修士

250 ○
○

▼▼▼▼論
◆◆◆のしくみ

1前
2前

2
2

1
1

株式会社◇◇代表取締役

（平15.5）

株式会社◇◇代表取締役

（平15.5）

○ ○

4日

1日

9 その他 C大学 講師

ﾌ　ﾘ　　ｶ　ﾞﾅ

井上　○○
＜令和○年4月＞

38 修士
（文学）

400

□□□文化
○○●●法Ⅰ（総論）
○○●●法Ⅱ（××）
○○●●法Ⅲ（◇◇）

1通
2前
3後
4前

2
2
2
2

2
1
1
1

日本橋大学　社会学部
講師

（平19.9）
○

10 その他 A大学 助教

ﾌ　ﾘ　　ｶ　ﾞﾅ

濱尾　○
＜令和○年4月＞

42
Juridial
Doctor

（米国）

470 ××××論 1後 2 1
丸之内学院　特任講師

（平10.4） ○

申請に係る学部等以外
の組織（他の大学等に
置 か れ る 学 部 等 を 含
む）での基幹教員とし
て の 勤 務 状 況

教 　員 　の 　氏 　名 　等

（用紙　日本産業規格A4横型）

申請に係る大
学等の職務に
従 事 す る
週当たり平均
日 数

7
お台場大学 法学部

准教授
（平5.4）

月額
基本給

（千円）
担当授業科目の名称

配 当
年 次

担当
単位数

年間
開講数

現　職
（就任年月）

主要授
業科目

教 育 課 程 の 編 成 等 の 意 思 決 定 に 係 る 会 議 等 へ の 参 画 状 況

別記様式第3号（その2の4）

（共同○○学部○○学科等）

調書
番号

教　員
区　分

所属大学 職位 年齢
保有

学位等

1
6
4



21 基幹教員の年齢構成・学位保有状況（別記様式第 3 号（その 3 の１），別記様式第 2
号（その 3 の 2）） 
 

この書類は，完成年度の 3 月 31 日時点の基幹教員の状況について，設置する学部の学科，短期大学

の学科（専攻課程を置く場合は，専攻課程），大学院の研究科の専攻又は高等専門学校の学科ごとに作

成してください（例えば，2 つの学科を置く学部の設置認可申請の場合は，この書類を計 2 通作成する

こととなります）。 

作成に当たっては，以下の点に留意してください。 

 

(1) 各職位の人数は，基本計画書（別記様式第 2 号（その 1 の 1・2・3・4・5）の「教員組織の概要」

の欄の記入内容と整合するようにしてください。 

(2) 学校教育法により各学位が規定される以前の称号についても，各学位に分類してください。 

(3) 外国の学位については，博士，修士，学士，短期大学士の相当部分に分類してください。 

(4) 専門職大学院の課程を修了したものに対し授与された学位については，「その他」の欄にその数

を記載し，「備考」の欄に，具体的な学位名称を付記してください。 

(5) 学位を保有しない教員の数は，「その他」の欄に記入してください。 

(6) 当該大学の定年規程で定める退職年齢を超える基幹教員がいる場合（定年に関する規定に基づく

特例の有無や期間延長による雇用等理由を問わず，通常適用される定年年齢を超える場合。））は，

以下の作成例に従い，当該教員について，採用の根拠規定，採用について承認した機関の名称，承

認日を記載したものを作成し，別記様式第 3 号（その 3）の別添資料として添付してください。 

 

＜作成例＞ 

   （○○学部○○学科） 

 

 

調 書

番 

号 

 

 

教員区 

分 

 

 

職 

位 

 

 

フリガナ 

氏  名 

＜就任(予定)年月＞ 

 

 

年 

齢 

 

 

 

採 用 根 拠 等 

 

 

3 

 

 

基（主

専） 

 

 

教授 

 

 
ﾌ ﾘ  ｶ ﾞ ﾅ

榎本 ○○ 

＜令和○年 4 月＞ 

 

76 

（高

） 

 

霞が関学園定年規程第 8 条 

理事会（R3.○.○開催）にて承認 
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職 位 学 位 29歳以下 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65～69歳 70歳以上 合 計 備 考

博 士 人 人 2　人 4　人 3　人 人 人 9　人

修 士 人 人 1　人 2　人 人 1　人 人 4　人

学 士 人 人 人 人 １人 人 人 1　人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 4　人 2　人 人 人 人 人 6　人

修 士 人 2　人 2　人 人 人 人 人 4　人

学 士 人 人 1　人 1　人 人 人 人 2　人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 人 人 人 人 人 人

修 士 人 2　人 人 人 人 人 人 2　人

学 士 人 2　人 人 人 人 人 人 2　人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 2　人 1　人 人 人 3　人

博 士 3　人 人 人 人 人 人 人 3　人

修 士 2　人 2　人 人 人 人 人 人 4　人

学 士 人 1　人 人 人 人 人 人 1　人

短 期 大
学 士

1　人 人 人 人 人 人 人 1　人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 3　人 4　人 4　人 4　人 3　人 人 人 18　人

修 士 2　人 6　人 3　人 2　人 人 1　人 人 14　人

学 士 人 3　人 1　人 1　人 1　人 人 人 6　人

短 期 大
学 士

1　人 人 人 人 人 人 人 1　人

そ の 他 人 人 人 2　人 1　人 人 人 3　人

３　この書類は，申請または届出に係る学部等の開設後，当該学部等の修業年限に相当する期間が満了する年度における状況を記載すること。

４　「基幹教員の年齢構成・学位保有状況」欄の「基幹教員」は，大学院の研究科又は研究科の専攻の場合，「専任教員」と読み替えること。

５　専門職大学院若しくは専門職大学の前期課程を修了した者または専門職大学又は専門職短期大学を卒業した者に対し授与された学位については，「その他」の欄にその数を

　記載し，「備考」の欄に，具体的な学位名称を付記すること。

＜作成例＞

２　この書類は，基幹教員についてのみ作成すること。

助 教

１　この書類は，申請または届出に係る学部等ごとに作成すること。

別記様式第３号（その３の１）

合 計

基幹教員の年齢構成・学位保有状況

（用紙　日本産業規格A4縦型）

（注）

教 授

准 教 授

講 師
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22 実務家教員⼀覧（別記様式第 3 号・別添） 
 

この書類は，薬学関係の学科（臨床に係る実践的な能力を培うことを目的とするものに限る。以下

同じ），教員養成関係の学科（卒業要件単位数の修得により教員免許状を取得することが可能である

とともに，小学校教員養成の課程及び中学校教員養成の課程の両課程を有する教員養成を目的とする

ものに限る。以下同じ）又は専門職大学院に係る申請等を行う場合にのみ作成してください。 

※書類の提出に当たっては，本書 p.25 の電子ファイル「09_教員名簿」の「実務の経験を有する基

幹教員一覧」に代えて提出してください。電子ファイルのしおり名称は「実務家教員一覧」とし

てください。 

 

(1) 基幹教員のうち，「大学設置基準別表第 1 イ備考第 10 号の規定に基づき薬学関係（臨床に係る

実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの）の学部に係る基幹教員について定める件」，「大

学設置基準別表第一イ(1)備考第 11 号の規定に基づき，教員養成に関する学部に係る基幹教員について

定める件」及び「専門職大学院に関し必要な事項について定める件」に定める「実務の経験を有す

る者（基幹（専任）教員に算入するみなし教員を含む）」（以下「実務家教員」という）の状況を

記入してください。 

 

(2) 「番号」については，実務家教員一人につき一つの通し番号を割り当ててください。「調書番

号」，「教員区分」，「職位」及び「氏名」の欄については，「教員名簿〔教員等の氏名〕」（別

記様式第 3 号（その 2 の 1 又はその 2 の 2））と整合させるようにしてください。 

 

(3) 「実務経験年数」の欄には，薬学関係の学科の場合は，当該教員の就任予定時における，薬剤

師としての実務の経験年数，教員養成関係の学科の場合は，当該教員の就任予定時における，幼稚

園，小学校，中学校，義務教育学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校又は就学前のこども

に関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年法律第 77 号）第 2 条第 7

項に規定する幼保連携型認定こども園の教員としての実務の経験年数，専門職大学院の場合は，当

該教員の就任予定時における，当該専門職大学院の専攻分野に関する実務の経験年数を記入してく

ださい。 

 

(4) 「実務経験の概要」の欄について 

① 実務の職歴について，時期・勤務先・役職名・主な職務内容等を記入してください。特に専門

職大学院に係る実務家教員にあっては，高度の実務の能力を有することが示されるような職務内

容を具体的に示してください。 

② 当該申請時（3 月末申請の場合は,「申請の翌年度の 4 月 1 日時点」）等における現職につい

ては，時期に「（現在に至る）」と記入し，当該職を学部等の開設後も継続する場合は「※」を

併記してください。 

 

※ 本手引において用いる「実務家教員」は，「大学等における修学の支援に関する法律施行規則

（令和元年 6 月 28 日文部科学省令第 6 号）」第 2 条 1 項第 1 号に定める「実務の経験を有する

教員」とは定義が異なりますので御留意ください。 
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実務家教員の業績の観点について 

・大学等の教員のうち，実務の業績により教授等の資格を認められるものについては，基本的

に，大学等の実務家教授等（大学設置基準第 13 条第 5 号又は第 6 号の教授等）に求められ

る業績と同等の水準の業績が求められます。 

・このような考え方の下，大学等の実務家教員の審査の申請に当たっては，以下に例示する実

務家教員に求められる実績の目安も参考にしてください（判定は，実績の具体的内容や当該

職業分野の実務の実情等に応じて，総合的に判断されることとなります）。 

 

＜職階ごとに実務家教員に求められる実績の目安＞ 

① 教 授 

担当授業科目に関連する実務に関し， 

・全国的・国際的なコンペディション，表彰等で極めて優秀な成績を上げた実績 

・その業界において，特に優れた新規の実践等を行い，その功績が業界全体で高く評価され

た実績 

・その業界において，全国レベル・広域レベルの指導的な役割を果たした実績 

など 

② 准教授 

担当授業科目に関連する実務に関し， 

・コンペディション，表彰等で優秀な成績を上げた功績 

・その業界において，優れた実践等を行い，その功績が関係事業者等の間で高く評価された

実績 

・その業界において，地域レベルの指導的な役割を果たした実績 

など 

③ 講師・助教 

担当授業科目に関連する実務に関し， 

・当該科目を担当するにふさわしいと認められる実績 

など 

 

・また，実務に関する実績として，例えば 

 専攻分野に係る研修の講師 

 職能団体等（全国あるいは広域）の役員の経験 

などについても，記載して差し支えありません。 
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＜作成例＞

フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

1 10 実基 教授

・・・　　・・・

○○　○○
＜令和○年4月＞

20年10月

昭和○○年4月～平成○○年3月
　○○病院薬局薬剤師，調剤・製剤

平成○○年4月～平成○○年8月
　■病院薬局長

平成○○年10月～【現在に至る】
　・・・・・

2 11 実基 教授 　　年　　月

3 12 実基 教授 　　年　　月

4 13 実基 准教授 　　年　　月

5 14 実基 准教授 　　年　　月

6 15 実基 講師 　　年　　月

　　年　　月

※　専門職大学院，臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とする薬学関
係学部等，教員養成関係学部等，連続した教育課程を設ける工学に関する学部の設
置の場合に添付

別記様式第3号・別添

（用紙　日本産業規格A4縦型）

実務家教員一覧

（薬学部薬学科）

番号
調書
番号

教員
区分

職位 実務経験年数
実務経験の概要

（時期・勤務先・役職名・主な職務内容等）
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23 教員個⼈調書 履歴書（別記様式第 4 号（その 1）） 
 

 教員の個人調書等の各必要書類は，下記の表のとおりとなります。 

 

区          分 

 

教員の個人調書等 

履歴書 

 

教育研究 

業績書 

担当予定

授業科目 

教員就任

承諾書 

 

 

大

学

･

学

部

等 

 

 

 

大学の設置，短期大学の設置のうち，手続

規則第 2条第5項又は第6項によるもの（全

ての教員） 

 

× 

 

 

 

× 

 

 

 

× 

 

 

 

○ 

 

 

大学の学部の設置，短期大学の学科の設置，

私立大学の学部の学科の設置，通信教育の

開設のうち，手続規則第 3 条第 6 項又は第

7 項によるもの（全ての教員） 

 

× 

 

 

 

× 

 

 

 

× 

 

 

 

○ 

 

 

上 記 以 外

のもの 

基幹教員 ○ ○ ○ ○ 

基幹教員以外の教員 × × × ○ 

 

大

学

院

等 

手続規則第 4 条の準用する第 3 条第 6 項又

は第 7 項によるもの（全ての教員） 

 

× 

 

 

× 

 

 

× 

 

 

○ 

 

博士後期課程の設置に係る「課程の変更」

において，修士課程から博士前期課程への

「課程の変更」を行うもの（本書 p.42 参照） 

× × × × 

上 記 以 外

のもの 

専任教員 ○ ○ ○ ○ 

専任教員以外の教員 × × × ○ 

① 「○」印は当該書類が必要な場合を，「×」印は当該書類が不要な場合を示します。 

② 「区分」の欄の「手続規則」とは，「大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関

する規則」をいいます。 

 

履歴書は，学長及び当該申請に係る学部等において授業科目を担当する基幹教員（当該申請等に係

る研究科等において授業科目の授業を担当せずに研究指導のみを行う専任教員を含む）について作成

してください。基幹教員以外の教員及び助手については，この書類を作成する必要はありません。 

※ 医科大学又は医学若しくは歯学に関する学部若しくは学部の学科の設置の認可を受けようとする場合，附属病

院の長についてもこの書類を作成してください。 

 

(1) 「氏名」の欄について，旧姓等の通称名を使用している場合は，（ ）書きで本名を併記して

ください。 
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 （記載例：通称名が山田太郎，本名が田中太郎の場合・・・【山田（田中）太郎】） 

 

(2) 「生年月日（年齢）」の欄の年齢には，当該申請に係る学部等の開設時における満年齢を記入

してください。 

 

(3) 「国籍」の欄には，当該教員が外国籍である場合にのみ国名を記入してください。 

 

(4) 「月額基本給（千円）」の欄は，「教員名簿〔教員の氏名等〕」（別記様式第 3 号（その 2 の 1

又はその 2 の 2））に記載する「月額基本給」と整合させてください。 

 

(5) 「学歴」の欄について 

① 大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上と認められる学校卒業以上の学歴（大学の別

科及び専攻科を含む）を有する場合，全ての学歴（授与された学位及び称号を含む）を記入し，

それ以外の場合には，最終学歴を記入してください。なお，博士課程において課程の修了に必要

な単位を取得後，博士の学位を授与されないまま退学した場合には，「博士課程単位取得後退学」

と記入してください。なお，学位の専攻分野については，授与された時期によって表記が異なり

ますので，正確に記入してください。 

② 学位については，付記された専攻分野の名称及び学位論文の題目を併記してください。 

③ 医師，歯科医師，薬剤師，看護師，教員等の資格についても記入してください。この場合，登

録番号等も併記してください。外国における資格にあっては，正確に記入するとともに，その資

格の内容を日本語で併記してください。 

④ 学生としての外国の大学や研究機関等への留学歴についても記入してください。 

⑤ 外国の大学等の経歴を記載する場合は，大学等の名称や学位等はアルファベットと片仮名を併

記し，国名を必ず記載してください。職歴についても同様に扱ってください。 

(6) 「職歴」の欄について 

① 全ての職歴（自営業，主婦，無職等を含む）を記入するとともに，職名，職位等についても明

記してください。 

② 各職歴について在職期間を明確にし，現職については「現在に至る」と記入してください。 

③ 研究者としての外国の大学や研究機関等への留学歴についても記入してください。 

④ 過去に大学設置・学校法人審議会（旧大学設置審議会を含む）で教員審査を受け，教員の資格

があると認められた場合には，当該審査の時期，大学の名称，職位及び担当授業科目の名称（大

学院にあっては，判定結果を含む）を記入してください。また，過去に高等専門学校の教員資格

の認定を受けた場合には，当該認定の時期，高等専門学校の名称，職位及び担当授業科目の名称

を記入してください。 

⑤ 大学教員の職歴については，主な担当授業科目を併記してください。 

⑥ 外国での職歴等を記載する場合はアルファベットとカタカナを併記してください。 

 

(7) 「学会及び社会における活動等」の欄について 

① 「現在所属している学会」には，履歴書作成時において所属する学会の名称を記入してください。 

② 学会及び社会における活動等のうち，専攻や研究分野等に関連する事項を記入してください。 
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③ 教育研究上の業績を有する場合，その内容を具体的に記入してください。 

 

(8) 「賞罰」の欄には，公的機関，学会，出版社等からの表彰又は職務上の表彰や懲戒処分，研究費

の不正受給に係る処分等を記入してください。 

 

(9) 「職務の状況」の欄について 

① 「現在の職務の状況」 

ア 上段の「現在の職務の状況」の欄には，申請日における職務の状況について記入してください。 

イ 「職名」については，大学等の教員の場合は，「教授」，「准教授」等の職位を記入してく

ださい。それ以外の職に従事している場合は，「取締役」，「理事」等の職名を記入してくだ

さい。職名がない場合は「－」を記入してください。 

ウ 勤務状況については，大学等の教員の場合は，担当授業科目を記入してください。それ以外

の職に従事している場合は，職務の内容を簡潔に記入してください。 

② 「開設後の職務の状況」 

ア 下段の「開設後の職務の状況」の欄については，当該大学等に基幹教員としての就任以降に，

当該大学以外の職に従事する場合に記入してください。 

イ 常勤，非常勤を問わず，定期的に従事する職については全て記入してください。定期的に従

事する職がない場合は「－」を記入してください。 

ウ 他大学等の兼任教員の場合は，「勤務先」に大学名，「職名」に兼任，「学部等又は所属部

局の名称」に学部・学科名（全学共通の場合などは適宜わかるような表記），「勤務状況」は

週当たりの勤務日数を記入してください。 

エ 大学以外の業務の場合は，従事する職に応じて実態がわかるように適宜記入してください。 

オ 「名誉職」のような場合で，定期的な勤務のない場合は記入不要です。 

カ 記入内容は以下の例を参照し，実態が明確になるように記入してください。 

（例） ［勤務先］           ［職名］    ［所属部局の名称］    ［勤務状況］ 

株式会社△△         常勤        ○○サブチーフ        4 日／週 

○○弁護士事務所     常勤        所長                  3 日／週 

財団法人◇◇         非常勤      理事                  1 日／週 

○○大学      兼任    ××学部△△学科   3 日／週 

 

(10) 当該教員が外国人である場合，母国語により記入して差し支えありません。この場合，訳文を

添付してください。 
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＜作成例＞

フ リ ガ ナ

氏 名

国 籍

月額基本給 千円

年 月

昭和○年　4月

昭和○年　3月

昭和○年　3月 ○○大学大学院○○研究科○○専攻修士課程　修了　（○○修士）

平成○年　3月

年 月

昭和○年　4月

昭和○年　7月

　　　年　　月

年 月

昭和○年　○月

　昭和○年　○月

　　　年　　月

年 月

平成○年　○月

　　　年　　月

　　　年　　月

勤　　務　　先 職名

※ ※ 大 学 教授

勤　　務　　先 職名

△ △ 大 学 兼任

事 項

別記様式第4号（その1）

（用紙　日本産業規格A4縦型）

教 員 個 人 調 書

履 歴 書

ﾌ　ﾘ　　ｶ　ﾞﾅ

性別 男 生年月日（年齢） 昭和○○年○月○日　（満○歳）
○田　○夫

－
現住所

〒○○○－○○○○
神奈川県横浜市○○区○丁目○番○○○○○

学 歴

事 項

○○大学○○学部○○学科　入学

○○大学○○学部○○学科　卒業（○○学士）

○○大学大学院○○研究科○○専攻博士後期課程　修了　（博士（○○））

職 歴

事 項

○○大学○○学部○○学科　助手（昭和○年6月まで）　担当授業科目：○○論等

△△大学□□学部□□学科　講師　担当授業科目：△△特別演習等

・・・・・・・

学 会 及 び 社 会 に お け る 活 動 等

現在所属している学会 日本○○学会，日本□□学会，△△△学会

○○学部□□学科 ××概論，□□特別演習，□□特別講義

日本○○学会会員（現在に至る）

全国○○協議会会員（平成○年○月まで）

・・・・・・・

賞 罰

事 項

日本○○学会　◇◇◇賞　受賞

・・・・・・・

現　　在　　の　　職　　務　　の　　状　　況

学部等又は所属部局の名称 勤務状況

開　　設　　後　　の　　職　　務　　の　　状　　況

学部等又は所属部局の名称 勤務状況

××学部△△学科 　３日／週

　上記のとおり相違ありません。

　　　令和○○年　○月　○日

氏名　○田　　○夫

印字可

印字可
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24 教員個⼈調書 教育研究業績書（別記様式第 4 号（その 2）） 
 

この書類は，学長及び当該申請に係る学部等において授業科目を担当する基幹教員等（大学院等の

専任教員で当該申請に係る研究科等において授業科目の授業を担当せずに研究指導のみを行う教員を

含む）について作成してください。 

※ 医科大学又は医学若しくは歯学に関する学部若しくは学部の学科の設置の認可を受けようとする場合は，附属

病院の長についても作成してください。 

 

(1) 「氏名」の欄について 

・就任予定者本人からの承諾を得られている限り，設置認可申請上，自署等は必ずしも必要ありま

せんが，内容の真正性の確保及び設置計画の適切な履行を担保する観点から自署を求めるかどう

かは，各大学等において適切に判断してください。 

  

(2) 「研究分野」及び「研究内容のキーワード」の欄について 

① 「研究分野」の欄には，平成 29 年度まで使用されていた科学研究費補助金の「系・分野・分

科・細目表」の分科レベルの名称又は「科学研究費助成事業 審査区分表（総表）」の中区分の

名称（「およびその関連分野」は省略可）を用いて，研究分野の主なものを 3 つ以内で記入し

てください。「研究内容のキーワード」の欄には，「系・分野・分科・細目表」の細目又は「科

学研究費助成事業 審査区分表（総表）」の小区分を参考に，研究内容を表すキーワードを 5

つ以内で記入してください。なお，各表に該当がない場合は，適宜記入してください。 

② 専攻分野についての実務等の知識や経験を有する者（「大学設置基準」第 13 条第 3 号及び第

6 号，第 14 条第 5 号，第 15 条第 2 号並びに第 16 条第 3 号に該当する者）としての審査を希望

する場合には，「研究分野」の欄に「○○に関する実務」と記入し，「研究内容のキーワード」

の欄に職務内容を表すキーワードを 5 つ以内で記入してください。 

 

(3)  「教育上の能力に関する事項」及び「職務上の実績に関する事項」の欄について 

① 「事項」の項には，各区分に該当する担当予定授業科目に関連する教育上の能力及び職務上の

実績に関する事項を過去から現在まで簡潔に記入してください。 

② 「年月日」の項には，当該事項に係る実施時期，発表時期，従事期間等を記入してください。 

③ 「概要」の項には，当該事項に係る内容の概要のほか，当該活動における地位や役割，成果も

記入してください。 

④ 「教育上の能力に関する事項」の例 

ア 「1 教育方法の実践例」について 

○ 授業外における学習を促進する取組，授業内容のインターネット上での公開等 

○ 司法研修所等の教育機関における教育経験 

イ 「2 作成した教科書，教材」の例 

○ 授業や研修指導等で使用する著書，教材等 

ウ 「3 教育上の能力に関する大学等の評価」 

○ 採用決定の際等における評価内容 

○ 各大学における自己点検・評価での評価結果 
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○ 学生による授業評価，教員による相互評価等の結果 

エ 「4 実務の経験を有する者についての特記事項」 

○ 大学から受け入れた実習生等に対する指導 

○ 日本薬剤師センター等の職能団体の依頼による研修指導等 

○ 訴訟・審判・監査・与信・企業提携・研究開発等の専門的な実務に関する教育・研修 

○ 大学の公開講座や社会教育講座における講師，シンポジウムにおける講演等 

オ 「5 その他」 

○ 大学教育に関する団体等における活動，教育実績に対する表彰等 

○ 国家試験問題の作成等 

⑤ 「職務上の実績に関する事項」の例 

ア 「1 資格，免許」 

○ 医師，歯科医師，薬剤師，獣医師，看護師，教員等の資格で担当予定授業科目に関連する

もの 

イ 「2 特許等」 

○ 特許，実用新案等で担当予定授業科目に関連するもの 

ウ 「3 実務の経験を有する者についての特記事項」の例 

○ 大学との共同研究 

○ 訴訟・審判・監査・与信・企業提携・研究開発等の担当実績 

○ 各種審議会・行政委員会，各種 ADR 等の委員 

○ 行政機関における調査官等の官職 

○ 研究会・ワークショップ等での報告や症例発表  

○ 調査研究，留学，海外事情調査等 

○ 上記を裏付ける報告書，手引書，マニュアル，雑誌等 

エ 「4 その他」 

○ 職能団体等からの実務家としての卓越性に関する評価・推薦等 

○ 論文の引用実績等  

⑥ 資格の証明書，雇用者や各種団体からの表彰・推薦文書等を必要に応じて添付してください。 

 

(4) 「研究業績等に関する事項」の欄について 

① 「研究業績等に関する事項」には，書類の作成時において未発表のものは記入できません。 

② 「著書，学術論文等の名称」の項について 

ア 研究等に関連する主要な業績を，「（著書）」，「（学術論文）」，「（その他）」の項目

に適切に区分し，各業績を発表順に通し番号を付して記入してください。 

イ 著書については，書名を記入してください。 

ウ 学術論文については，国際学術雑誌，学会機関誌，研究報告等に学術論文として発表したも

のの題名を記入してください。学位論文については，その旨を明記してください。 

エ その他については，総説，学会抄録，依頼原稿等にあっては当該記事のタイトルを，報告発

表，座談会，討論等にあっては当該テーマを記入してください。 

オ 美術関係等の業績として作品集を提出する場合は，別途 1 部提出してください。なお，作

品集については，審査終了後に返却が可能ですので，提出時にその旨を申し出てください。 
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カ 査読付きの論文については，題名の後に「（査読付）」と記載してください。 

キ 当該著書，学術論文等が外国語の場合，著書等名（共著の場合は本人担当部分の章，節，題

名も含む）はその外国語で記入するとともに，（ ）書きで訳文を記入してください。当該著

書等の概要は日本語のみで構いません。 

③ 「単著・共著」の項には，当該著書等に記載された著作者が単独である場合には「単著」，著

作者が複数いる場合には，監修，編集，編著，共著，部分執筆等の関わり方によらず「共著」と

記入してください。なお，学会発表等の場合は「－」を記入してください。 

④ 「発行又は発表の年月」の項には，当該著書等の発行又は発表の年月を記入してください。 

⑤ 「発行所，発表雑誌等又は発表学会等の名称」の項について 

ア 著書については，発行所を記入してください。 

イ 学術論文等については，発表雑誌等の名称，巻・号，掲載ページ等を明記してください。 

ウ 報告発表等の場合には，学会大会名，開催場所等を明記してください。 

⑥ 「概要」の項について 

ア 当該著書等の概要を 200 字程度で記入してください。 

イ 当該著書等が共著の場合には，当該著書の概要（200 字程度）のほか，以下の事項を記入し

てください。 

・本人の担当部分の章，節，題名，掲載ページ（本人の担当部分を抽出できない場合は，これ

らの代わりに担当部分を抽出できない理由を記入すること）。 

・本人の氏名（下線を付すこと）を含む著作者全員の氏名（多数にわたる場合は主要な共著者

の氏名）（当該著書等に記載された順に記入すること）。 
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年月日

年月日

著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

（著書）

1
2
3
:

（学術論文）

1
2
3
:

（その他）

1
2
3
:

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

4　その他

3　実務の経験を有する者についての特記事項

2　特許等

1　資格，免許

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項

事項 概 要

5　その他

4　実務の経験を有する者についての特記事項

3　教育上の能力に関する大学等の評価

2　作成した教科書，教材

事項 概 要

1　教育方法の実践例

研 究 分 野 研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項

別記様式第4号（その2）

（用紙　日本産業規格A4縦型）

教 育 研 究 業 績 書

　　　　年　　月　　日

                                                                 氏名
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25 教員個⼈調書 担当予定授業科⽬（別記様式第 4 号・別添） 
 

この書類は，基幹教員（大学院の場合は専任教員）が担当する全ての授業科目（授業科目としない

研究指導を含む）について作成してください。なお，複数の授業科目を担当する場合は，1 枚に複数

の授業科目を記載していただいて構いません。 

 

(1) 「授業科目の名称」「配当年次」「単位数」「必修・選択等の別」は「教育課程等の概要」（別

記様式第 2 号（その 2 の 1 又はその 2 の 2））と一致するようにしてください。また，「授業の

方法」は同じく「教育課程等の概要」の「授業形態」と一致するようにしてください。 

 

(2) 「配当学期」について 

① 例えば 1 学年の学期区分が「前期・後期」で，当該授業科目が前期に開講される場合は「前

期」と記入し，両学期とも開講される場合は「前期・後期」と記入してください。通年科目の場

合は「通年」と記入してください。 

② 例えば 1 学年の学期区分が 4 区分の場合で，複数区分にまたがる場合は，「②・③（通）」

と記入してください。 

 

(3) 「年間開講数」は，「教員名簿〔教員の氏名等〕」（別記様式第 3 号（その 2 の 1，その 2 の 2）

又はその２の３）の「年間開講数」と一致するようにしてください。 

 

(4) 「授業科目の内容」には，原則として「授業科目の概要」（別記様式第 2 号（その 3 の 1 又は

その 3 の 3））の「講義等の内容」と同一の内容としてください。その上で，複数の独立した専門

分野ごとに，それぞれを複数の教員が担当するオムニバス方式や複数の教員が共同で異なる役割を

担当する場合，複数名の教員が持ち回りで隔年にて担当する場合には，当該教員が担当する部分に

下線を引いて明確に記載してください。研究指導の場合は，当該教員が指導・担当する研究分野の

内容が明確になるように記載してください。 

 

(5) 当該授業科目が，主要授業科目に該当する場合は，「備考」の欄に「主要授業科目」と記載して

ください。 

 

(6) 隔年に開講する授業科目，複数の独立した専門分野ごとに，それぞれを複数の教員が担当する

オムニバス方式による授業科目，複数の教員が共同で担当する授業科目，複数名の教員が持ち回り

で隔年にて担当する授業科目の場合には，その旨（「隔年」，「オムニバス方式」，「共同」，「分

担」の別）を「備考」の欄に記入してください。また，当該授業科目の担当教員全てについて，教

員ごとの氏名，担当する回数（時期）及び内容が具体的に分かるように記載し，当該教員の箇所に

下線を引いてください。 

 

(7) 演習と実験など二つ以上の方法で授業を行う場合，それぞれの授業時間数を「備考」の欄に記

入して下さい。 
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＜作成例＞

授業科目の名称

配当年次 配当学期

年間開講数 単位数

必修・選択等の別 授業の方法

備　　考

主要授業科目

授業科目の名称

配当年次 配当学期

年間開講数 単位数

必修・選択等の別 授業の方法

備　　考

オムニバス方式

様式第4号・別添

（用紙　日本産業規格A4縦型）

担 当 予 定 授 業 科 目

令和○年○月○日

氏名　△△　△△

　□□□□□学

　2回 　2単位

　1年次 　前期

　1回 　2単位

　必修 　講義

授  業  科  目  の  内  容

　
　
　　　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
  　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
  　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
  　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
  　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
  　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
  　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
  　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　◆◆◆◆◆論

　3年次 　前期・後期

　選択 　講義

授  業  科  目  の  内  容

（概要）
        ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
　
（オムニバス方式/全１５回）
　（5 ○○　○○/8回 ）
 
  　　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
  　　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　（7 ○○　○○/7回　）
 
  　　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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26 教員個⼈調書 教員就任承諾書（別記様式第 5 号） 
 

この書類は，学長（高等専門学校にあっては，校長。以下同じ）及び当該申請に係る学部等の授業

科目を担当する教員（当該申請に係る研究科等において授業科目の授業を担当せずに研究指導のみを

行う教員を含む）について作成してください（助手については作成不要）。 

※ 医科大学又は医学若しくは歯学に関する学部若しくは学部の学科の設置の認可を受けようとする場合は，附属

病院の長についてもこの書類を作成してください。 

 

(1) 当該申請の内容に応じて「○○大学」及び「○○学部○○学科」を適宜変更してください。短

期大学にあって学科に専攻課程を置く場合には，当該専攻名まで記入してください。 

 

(2) 学長の場合には，「○○学部○○学科の基幹教員」を「学長」としてください。なお，学部等

の設置認可申請（大学等設置案件を除く。）においては，「学長として確実に申請に係る計画を履

行することを承諾します。」としてください。また，「学長」が科目を持つ場合は「○○大学の学

長として，○○年○○月○○日から就任し，確実に申請に係る計画を履行することを承諾します。

また，下記の科目を担当することを承諾します。」としてください。 

 

(3) 基幹教員以外の教員の場合には，「基幹教員」を「基幹教員以外の教員」とする等，教員区分

にあわせて表記を変更してください。 

   なお，当該申請に係る学部等において，複数の学科等で異なる教育区分として授業を担当する場

合には，教員区分ごとに教員就任承諾書を作成してください。「基幹教員以外の教員」としての教

員就任承諾書については，複数学科等の分を同一の教員就任承諾書にまとめても差し支えありませ

ん。 

 

(4) 「〇〇学部〇〇学科の基幹教員のうち～主要授業科目を担当する者」，「就任し，下記の科目

を担当する」及び「他大学では，～勤務することはなく」の部分については，役職，授業科目の担

当有無等に応じ，適切に表記を変更してください。 正しい内容ではない場合，基幹教員として疑義

が生じることがあるため御留意ください。 
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＜作成例＞

　　　　年　　月　　日

                                               氏名

　私は，○○大学の設置の認可の上は，○○学部○○学科の基幹教員のうち，
専ら当該大学等の教育研究に従事し，○○学部○○学科の主要授業科目を担当
する者として， ○○年○○月○○日から就任し，下記の科目を担当すること
を承諾します。
　なお，他大学では，当該大学の教育研究に専ら従事する者として勤務するこ
とはなく，上記として就任することには問題ございません。

1 　「○○大学」，「○○学部○○学科」及び「○○年○○月○○日から就任し」の
部分については，認可の申請の内容に応じ，適切に表記を変更すること。

　・　○○○概論Ⅰ

　・　○○○概論Ⅱ

　・　◇◇◇演習

　・　△△△基礎

（注）

　・　○○○論

別記様式第5号

（用紙　日本産業規格A4縦型）

教 員 就 任 承 諾 書

（申　請　者　名）　殿

記

教育区分「基（主専）」の場合
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＜作成例＞

　　　　年　　月　　日

                                               氏名

　私は，○○大学の設置の認可の上は，○○学部○○学科の基幹教員のうち，
専ら当該大学等の教育研究に従事する者として， ○○年○○月○○日から就
任し，下記の科目を担当することを承諾します。
　なお，他大学では，当該大学の教育研究に専ら従事する者として勤務するこ
とはなく，上記として就任することには問題ございません。

1

　・　◇◇◇演習

　・　△△△基礎

（注）

　「○○大学」，「○○学部○○学科」及び「○○年○○月○○日から就任し」の
部分については，認可の申請の内容に応じ，適切に表記を変更すること。

記

　・　○○○論

　・　○○○概論Ⅰ

　・　○○○概論Ⅱ

別記様式第5号

（用紙　日本産業規格A4縦型）

教 員 就 任 承 諾 書

（申　請　者　名）　殿

教育区分「基（専）」の場合
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＜作成例＞

　　　　年　　月　　日

                                               氏名

　私は，○○大学の設置の認可の上は，○○学部○○学科の基幹教員として，
○○年○○月○○日から就任し，下記の科目を担当することを承諾します。
　なお，就任後は，○○にて従事しますが，○○であるため，上記として就任
することには問題ございません。

1

2

　「○○大学」，「○○学部○○学科」及び「○○年○○月○○日から就任し」の
部分については，認可の申請の内容に応じ，適切に表記を変更すること。

　「○○にて従事しますが，○○であるため」の部分については，就任後に従事す
る他機関の常勤の職や，同大学内の他学部等での基幹教員としての従事について，
従事する実態，エフォート管理等を記載し，基幹教員として就任する学科等の教育
研究に支障がないことについて，適切に表記を変更すること。

　・　○○○概論Ⅰ

　・　○○○概論Ⅱ

　・　◇◇◇演習

　・　△△△基礎

（注）

　・　○○○論

別記様式第5号

（用紙　日本産業規格A4縦型）

教 員 就 任 承 諾 書

（申　請　者　名）　殿

記

教育区分「基（他）」の場合
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＜作成例＞

　　　　年　　月　　日

                                               氏名

　私は，○○大学の設置の認可の上は，○○学部○○学科の教員のうち，基幹
教員以外の者として， ○○年○○月○○日から就任し，下記の科目を担当す
ることを承諾します。

1

　・　○○○論

別記様式第5号

（用紙　日本産業規格A4縦型）

教 員 就 任 承 諾 書

（申　請　者　名）　殿

記

　「○○大学」，「○○学部○○学科」及び「○○年○○月○○日から就任し」の
部分については，認可の申請の内容に応じ，適切に表記を変更すること。

　・　○○○概論Ⅰ

　・　○○○概論Ⅱ

　・　◇◇◇演習

　・　△△△基礎

（注）

教育区分「その他」の場合
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＜作成例＞

　　　　年　　月　　日

                                               氏名

　私は，○○大学の設置の認可の上は，○○大学の学長として，○○年○○月
○○日から就任し，確実に申請に係る計画を履行することを承諾します。ま
た，○○学部○○学科の基幹教員のうち，専ら当該大学等の教育研究に従事
し，○○学部○○学科の主要授業科目を担当する者として，下記の科目を担当
することを承諾します。
　なお，他大学では，当該大学の教育研究に専ら従事する者として勤務するこ
とはなく，上記として就任することには問題ございません。

1

2

　「○○大学」及び「○○学部○○学科」の部分については，認可の申請の内容に
応じ，適切に表記を変更すること。

　「○○学部○○学科の基幹教員のうち，専ら当該大学等の教育研究に従事し，○
○学部○○学科の主要授業科目を担当する者」，「○○年○○月○○日から就任
し」及び「他大学では，当該大学の教育研究に専ら従事する者として勤務すること
はなく」の部分については，役職，授業科目の担当の有無等に応じ，適切に表記を
変更すること。

（注）

別記様式第5号

（用紙　日本産業規格A4縦型）

教 員 就 任 承 諾 書

（申　請　者　名）　殿

記

　・　○○○論

　・　○○○概論Ⅰ

　・　○○○概論Ⅱ

　・　◇◇◇演習

　・　△△△基礎

学長の就任承諾書（科目を持つ場合）
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＜作成例＞

　　　　年　　月　　日

                                               氏名

　私は，○○大学の設置の認可の上は，○○大学の学長として，○○年○○月
○○日から就任し，確実に申請に係る計画を履行することを承諾します。

1

2

　「○○大学」及び「○○学部○○学科」の部分については，認可の申請の内容に
応じ，適切に表記を変更すること。

　及び「○○年○○月○○日から就任し」の部分については，就任する年月日等に
応じ，適切に表記を変更すること。

（注）

別記様式第5号

（用紙　日本産業規格A4縦型）

教 員 就 任 承 諾 書

（申　請　者　名）　殿

学長の就任承諾書（科目を持たない場合）
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27 教員個⼈調書 教員就任同意書 
 

当該申請に係る学部等の授業科目を担当する基幹教員（専任教員として当該申請に係る研究科等に

おいて授業科目の授業を担当せずに研究指導のみを行う教員及びみなし基幹（専任）教員を含む）が，

他の職務にも従事する予定である場合には，教員本人の就任承諾書とともに，当該職務に係る所属長

や雇用者による教員就任同意書を添付してください（非常勤の場合など，他の所属機関から就任同意

書を取る手続きが不要である場合を除く）。 

なお，当該教員自身が所属長や雇用者である場合は不要です。 

※ 医科大学又は医学若しくは歯学に関する学部若しくは学部の学科の設置の認可を受けようとする場合は，附属

病院の長についてもこの書類を作成してください。 

 

＜作成例＞ 

 

教 員 就 任 同 意 書 

 

令和○年○月○日  

 

 学校法人○○○○ 

  理事長 ○○○○殿 

 

                      株式会社○○○○ 

                                           代表取締役 ○○○○   
 
 

私は，○○大学設置認可の上は，○○学部○○学科の基幹教員として，下記の者が，

令和○年○月○日から就任し，当該大学における教育研究活動に従事することに同意し

ます。 

なお，就任後は，同人の教育研究活動に支障が生じないように（所属機関名）におけ

る職務については適切に配慮することを申し添えます。 

 

記 

 

   ・（教員予定者氏名） 

 

 

 

（注） 当該申請の内容に応じて，「○○大学設置」，「○○学部○○学科」及び「令和○年○月○日」

から就任し」を適宜変更してください。短期大学の学科に専攻課程を置く場合は，当該専攻課程

まで記入してください。なお，アンダーラインは説明のために付しているものですので，申請の

際は不要です。 
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28 薬学実務実習に必要な施設の概要等を記載した書類 
 

 この書類は，薬学関係学部・学科（臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものに

限る）の場合にのみ必要です。「臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とする薬学を履修

する大学の設置等の認可の申請手続等について」（令和 6 年 11 月 5 日付け文部科学省高等教育局長

通知）を参照の上，以下の作成要領に基づき書類を作成してください。 

 

(1) 次の①～⑤に書類を番号の順に合わせてください。 

① 実習施設に関する総括表（別紙様式 1） 

② 実習施設（病院）の概要（別紙様式 2-1，2-2） 

③ 実習施設（薬局）の概要（別紙様式 3-1，3-2） 

④ 大学と実習施設との連携体制（様式自由） 

⑤ 実習施設の使用承諾書（作成例 1） 

 

(2) 実習施設の確保に関して，大学と実習施設との間の調整を行う機関（地区調整機構等）が調整

を行う場合，設置認可申請段階においては，(1)の①～③及び⑤の書類の代わりに「調整を行う機

関からの調整実施に係る承諾書」を，(1)の④の代わりに「大学と実習施設との連携体制の整備計

画」を，それぞれ添付し，以下の記号の順に合わせてください。 

ア 調整を行う機関からの調整実施に係る承諾書（作成例 2） 

イ 大学と実習施設との連携体制の整備計画（様式自由） 

 

(3) 2 つの方法を併用する場合は，(1)の①～⑤，(2)のア，(2)のイの順でとじてください。 

 

(4) 上記(2)及び(3)の場合，各大学のカリキュラムにおいて長期実務実習が開始される前年の 6 月

30 日までに，(1)の①～⑤の書類の電子ファイル一式を提出してください（作成例 3 参照）。なお，

この時点での書類の内容や実際の実習施設の確保状況等に不備があり，長期実務実習の実施に必要

な要件を満たしていないと認められる場合，学校教育法第 15 条に基づく改善勧告等の是正措置の

対象となることがありますので，準備に遺漏のないよう留意してください。 

 

(5) 各書類は以下に従い作成してください。 

① 実習施設に関する総括表（別紙様式 1） 

・6 年制の薬学の課程を置く各大学が，当該課程の全学生が，薬学実務実習を履修することが可

能な実習施設を確保していることを確認するための資料です。 

② 実習施設（病院）の概要（別紙様式 2-1，2-2） 

・実習病院ごとに作成してください。 

・病院名，位置（所在地），開設者，管理者，保険医療機関指定の有無，診療科名，病床数，

実習生受入れ状況（学校数，年間受入れ延べ人数），実習生受入れ予定（学校数， 年間受

入れ延べ人数），薬剤師数，実習指導者（指導薬剤師）の氏名・実務経験年数・研修歴，処

方せん枚数，注射薬処方せん枚数，薬剤管理指導請求件数，病棟薬剤業務実施加算の算定状

況について記入してください。 
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・薬学教育モデル・コア・カリキュラム（F 臨床薬学）の各学修目標について，当該施設で

の実施可否を記入してください。 

・薬学教育モデル・コア・カリキュラムの令和 4 年度改訂に伴い，別紙 2-2 を変更したため，

変更後の様式を使用してください。 

③ 実習施設（薬局）の概要（別紙様式 3-1，3-2） 

・実習薬局ごとに作成してください。 

・薬局名，位置（所在地），開設者，管理者，保険薬局指定の有無，健康サポート薬局である旨

の表示の有無，実習生受入れ状況（学校数，年間受入れ延べ人数），実習生受入れ予定（学校

数，年間受入れ延べ人数），薬剤師数，実習指導者（指導薬剤師）の氏名・実務経験年数・研

修歴，取扱い処方せん数，取扱い診療科名，一般用医薬品取扱い状況（品目数），居宅療養管

理指導又は在宅患者訪問薬剤管理指導の算定件数について記入してください。 

・薬学教育モデル・コア・カリキュラム（F 臨床薬学）の各学修目標について，当該施設での

実施可否を記入してください。 

・薬学教育モデル・コア・カリキュラムの令和 4 年度改訂に伴い，別紙 3-2 を変更したため，変

更後の様式を使用してください。 

④ 大学と実習施設との連携体制 

・各大学において長期実務実習の指導体制が整備されていることを確認するための資料です。 

・以下のアからカの項目について必ず記載してください。その際，説明に必要な図表なども適宜

添付してください。 

ア 実習に関する学内の組織体制 

学内に設置する各種委員会などの構成や目的・役割，実施時期，回数など 

（組織図などを適宜添付） 

イ 実習に関する学内での指導体制 

教員への徹底，実習生を指導するための計画など 

ウ 巡回指導について 

指導内容や指導に係わる教員数，実施時期，回数など 

エ 各実習施設との間の連携体制 

実習施設における指導担当者と大学側との会議（目的・役割，メンバー，実施時期，回数），

実習内容に関する実習施設間の連携方法と大学の役割 など 

オ 評価方法，評価基準 

大学としてどのように評価するかを具体的に（実際の評価票，評価基準を添付） 

カ その他 

危機管理体制，その他の実習に関する方策，など 

・「設置の趣旨等を記載した書類」の(1)「⑨ 実習の具体的計画」及び(2)の③の記載内容と

の整合性に留意してください。 

・様式は自由です。 

⑤ 実習施設の使用承諾書 

・長期実務実習を予定している全ての施設について提出してください。 

・様式は任意ですが，作成例 1 を参考にし，例にある事項は最低限記載してください。 

（注） 一つの実習施設が，調整を行う機関の調整に実習生受入れ枠を提供するとともに，独自

に大学にも実習生受入れ枠を直接提供しようとする場合，使用承諾書の提出に際しては，

当然，それらの実習生受入れ枠が重なっていないこと（いわゆるダブルブッキングしない
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こと）の確認が必要です。実習施設は，当該大学からの実習生受入れの予定がある場合に

限り，その受入れ枠の使用承諾書を出すことができます。この点には十分注意してくださ

い。 

ア 調整を行う機関からの調整実施に係る承諾書 

・実習施設の確保に関して，大学と実習施設との間の調整を行う機関（地区調整機構等）が調整

を行う場合，設置認可申請段階においては，(1)の①～③及び⑤の書類の代わりに「調整を行

う機関からの調整実施に係る承諾書」を添付してください。 

・この書類の作成に当たっては，調整を行う機関の責任者から大学等の設置者に対して，当該学

部・学科の 1 学年の定員中のどの範囲について調整を実施すること（つまり入学定員のうち

の何人分の調整を実施するかということ）の承諾が行われたかが分かるように留意してくださ

い。 

・様式は作成例 2 を参考にしてください。 

（注） 調整を行う機関にあっては，長期実務実習が開始される前年の 6 月 30 日までに，当該

大学が所定の資料を文部科学省に提出できるよう，最大限の調整の努力をしていただくこ

ととなります。しかし，実施場所や時期，実習内容などに応じて個別の割当てを行う関係

上，当初の予定に変更を生ずる可能性がありますので，当該機関との緊密な連携を図りつ

つ，適切な対応をとるようにしてください。 

イ 大学と実習施設との連携体制の整備計画 

・実習施設の確保に関して，大学と実習施設との間の調整を行う機関が調整を行う場合，連携体

制が整備されるのは，個別の実習施設が明らかになった後と想定されることから，(1)の④の

書類の代わりに「大学と実習施設との連携体制の整備計画」を添付してください。 

・作成に当たって盛り込む事項については，(5)の④を参考にしつつ，個別の実習施設が明らか

となっていない段階で記載できる事項（大学の役割や実習内容に関する考え方，連携に際し，

施設側に求める条件等を含む）を可能な限り具体的かつ詳細に記述してください。 

・様式は自由です。 
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29 教育課程連携協議会（別記様式第 7 号の 2・3） 
 

この書類は，専門職大学院に係る申請等を行う場合にのみ作成するとともに，作成に当たっては，

①構成員名簿，②構成員就任承諾書，③設置，所掌に関する規程の順に並べて添付してください（正

本には原本を，調書には原本の写しを添付してください）。 

 

(1) 教育課程連携協議会構成員名簿（別記様式第 7 号の 2） 

・当該協議会を構成する委員全員について記入してください。 

・「番号」欄は通し番号を記入してください。 

・「構成員区分」欄は，専門職大学院設置基準第 6 条の 2 に規定する構成員について，それぞれ

「教職員」，「職業」，「地域」，「その他」の文字を記入してください。 

    なお，上記の「職業」の委員に係る団体は，主として職能団体や事業者団体を想定したもの

であり，専攻分野の特性により，当該職業に就いている者または当該職業に関連する事業を行

う者による研究団体なども含まれます。 

・「現所属及び役職名」欄は，申請時点の所属等を記入してください。開設予定以降に所属が変

わる予定の場合は，同欄に「※」として変更予定の時期及び変更後の所属等を記入してくださ

い。なお，構成員区分が「教職員」となる委員については，当該教職員が開学後に就くことが

予定される役職名も記載してください。 

・「当該専門職大学等の課程に係る職業に関する主な経歴」欄は，実務の職歴について，時期，

勤務先，主な職務内容，人選のポイントとなる経歴を記入してください。特に，「構成員区分」

の「職業」，「地域」，「協力」の構成員については，各規定に基づく構成員であることが確

認できるよう十分な職歴を記入するようにしてください。 

・旧姓等の通称名使用の場合は，教員名簿と同様に通称名の後ろに（ ）で本名を記入してくだ

さい。 

  

(2)  教育課程連携協議会構成員就任承諾書（別記様式第 7 号の 3） 

・「27 教員個人調書 教員就任承諾書」に準じて作成してください。 

 

(3)  教育課程連携協議会の設置、所掌に関する規程 

・教育課程連携協議会に関する規程を添付してください。専門職大学院の新設の場合は（案）と

してください。 
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＜作成例＞ 
別記様式第７号の２ 

（用紙 日本産業規格Ａ４横型） 

 

教育課程連携協議会構成員名簿 

 

○○専門職大学院 

  
番号 

 

 
構成員
区分 

 
関係する学部等
又は研究科等 

 
氏  名 

 
年齢 

 
現所属及び役職名 

 

当該専門職大学院の課程に係る職業に 
関する主な経歴 

１ 教職員 ○○学部 
 

○○ ○○ 
 

５０ 

 
▲▲大学◇◇学部 教授 
※令和○年４月 
●●大学○○学部 教授 

昭和○年 ▲▲大学助手 
平成○年 ▲▲大学講師 
平成○年 ▲▲大学准教授 
平成○年 ▲▲大学教授（現在に至る） 
 

２ 職業 ○○学部 ◆◆ ◆◆ ６８ 
公益財団法人 日本○○協
会 副会長 

昭和○年 ●●●●免許取得 
平成○年 ●●●入職（●●として臨床に従事） 
平成○年 公益財団法人日本○○協会○○県支部 
支部長 
平成○年 公益財団法人日本○○協会副会長（現在
に至る） 
 

３ 職業 ◆◆学部 □□ □□ ４９ （一財）○○会 理事長 
平成○年 ○○会 ■■部長 
令和○年 ○○会 理事長（現在に至る） 
 

４ 地域 ○○学部 ×× ×× ４７ ○○市企画部長 

平成○年 ○○市 ▲▲課長 
平成○年 ○○市 ◇◇部長 
平成○年 ○○市 企画部長（現在に至る） 
 

５ その他 ◆◆学部 △△ △△ ４５ ◎◎㈱ ○○部長 
平成○年 ◎◎㈱入社  （○○担当） 
平成○年 ◎◎㈱ ■■課長 
平成○年 ◎◎㈱ ○○部長（現在に至る） 

 

1
9
2



＜作成例＞ 
別記様式第７号の３  

 

（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）  

 

教育課程連携協議会構成員就任承諾書 

 

 

                            令和〇年〇〇月〇〇日  

 

学校法人〇〇〇○  

理事長 〇〇〇〇殿殿 

                                  株式会社〇〇〇〇代表取締役  

 〇〇〇〇    

 

 

 私は，○○専門職大学院の設置の認可の上は，○○専門職大学院の教育課程連携協議会の

構成員として，○○年○○月○○日から就任することを承諾します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 

１ 「○○専門職大学院」の部分は，認可の申請又は届出の内容に応じ，適切に表記を変

更すること。 
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30 教職⼤学院に係る連携協⼒校等の概要等を記載した書類 

 この書類は，教職大学院に係る設置認可申請の場合にのみ作成してください。教職大学院に係る届

出で，かつ教育課程及び収容定員の変更を伴わない場合は作成する必要はありません。教職大学院に

おいて，長期にわたる実習や現地調査などの学校現場を重視した実践的な教育を進める上で，高度の

専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として行う実習施設

（小学校等その他の関係機関）（以下「連携協力校」という）の概要等について以下の作成要領に基

づき書類を作成してください。

(1) 次の①～④に書類を番号の順に合わせてください。

① 連携協力校に関する総括表

② 連携協力校の概要

③ 大学と連携協力校との連携体制

④ 連携協力校の使用承諾書

(2) 連携協力校の確保に関して，大学と連携協力校との間の調整を連携協力校の設置者（教育委員

会等）が調整を行う場合，設置認可申請段階においては，上記①，②及び④の書類の代わりに「調

整を行う機関からの調整実施に係る承諾書」を，上記③の代わりに「大学と連携協力校との連携体

制整備計画」を，それぞれ添付し，以下の記号の順に合わせてください。

ア 調整を行う機関からの調整実施に係る承諾書

イ 大学と連携協力校との連携体制整備計画

(3) 2 つの方法を併用する場合は，(1)の①～④，(2)のア，(2)のイの順でとじてください。

(4) 設置認可申請段階で連携協力校の十分な確保ができない場合（上記 2 及び 3 の場合），補正申

請（大学新設の場合は再補正申請）までに，追加の連携協力校について(1)の①～④の書類を提出

してください。なお，この時点での書類の内容や実際の実習施設の確保状況等に不備があり，実習

等を行うことができないと判断された場合，認可されないことがありますので，準備に遺漏のない

よう留意してください。

(5) 各書類は以下に従い作成してください。

① 連携協力校に関する総括表（別紙様式 1）

・教職大学院を置く各大学が，当該専門職学位課程の全学生が，「専門職大学院設置基準」第

29 条第 1 項に規定する実習等により行われる授業科目を履修することが可能な連携協力校を

確保していることを確認するための資料です。

② 連携協力校の概要（別紙様式 2）

・連携協力校ごとに作成してください。

・学校名，位置，設置者，実習生受入れ状況（学校数，年間受入れ延べ人数），実習生受入れ予

定（学校数，年間受入れ延べ人数），実習指導者の数・氏名・実務経験年数・研修歴実習科目
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名について記入してください。

③ 大学と連携協力校との連携体制

・各大学において実習の指導体制が整備されていることを確認するための資料です。

・実習の指導方法，評価方法に係る連携協力校との具体的な連携方策（実習水準の確保の方策，

教員及び助手の配置並びに実習生の指導計画（巡回指導計画がある場合にはその計画），連携

協力校との会議の開催計画，成績評価体制及び単位認定方法 等）について具体的かつ詳細に

説明してください。

・様式は自由です。

④ 連携協力校の使用承諾書

・実習を予定している全ての施設について提出してください。

・様式は作成例 2 を参考にしてください。ただし，作成例にある事項は最低限記載してくださ

い。

（注） 一つの連携協力校が，調整を行う機関の調整に実習生受入れ枠を提供するとともに，独

自に大学にも実習生受入れ枠を直接提供しようとする場合，使用承諾書の提出に際しては，

当然，それらの実習生受入れ枠が重なっていないこと（いわゆるダブルブッキングしない

こと）の確認が必要です。連携協力校は，調整を行う機関が調整を行うものとは別に実習

生受入れの予定がある場合に限り，その受入れ枠の使用承諾書を出すことができます。こ

の点には十分注意してください。

ア 調整を行う機関からの調整実施に係る承諾書

・連携協力校の確保に関して，大学と実習施設との間の調整を行う機関（教育委員会等）が調整

を行う場合，設置認可申請段階においては，(1)の①，②及び④の書類の代わりに「調整を行

う機関からの調整実施に係る承諾書」を添付してください。

・この書類の作成に当たっては，調整を行う機関の責任者から大学等の設置者に対して，当該教

職大学院 1 学年の定員中のどの範囲について調整を実施すること（つまり入学定員のうちの

何人分の調整を実施するかということ）の承諾が行われたかがわかるように留意してくださ

い。

・様式は作成例 1 を参考にしてください。

（注） 調整を行う機関にあっては，当該大学が所定の資料を文部科学省に提出できるよう，最

大限の調整の努力をしていただくこととなります。しかし，実施場所や時期，実習内容な

どに応じて個別の割当てを行う関係上，当初の予定に変更を生ずる可能性がありますので，

当該機関との緊密な連携を図りつつ，適切な対応をとるようにしてください。

イ 大学と連携協力校との連携体制整備計画

・連携協力校の確保に関して，大学と連携協力校との間の調整を行う機関が調整を行う場合，

連携体制が整備されるのは，個別の実習施設が明らかになった後と想定されることから，(1)

の③の書類の代わりに「大学と連携協力校との連携体制整備計画」を添付してください。

・作成に当たって盛り込む事項については，(5)の③を参考にしつつ，個別の実習施設が明らか

となっていない段階で記載できる事項（連携に際し，施設側に求める条件等を含む）を可能な

限り具体的かつ詳細に記述してください。

・様式は自由です。
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別紙様式1
（用紙　日本産業規格A4横型）

実習施設における実習指導者 年間受入れ延べ人数

（所属・職名）（実務経験年数） （うち，教職大学院の受入人数）

（注）

1．この総括表は，教職大学院を置く各大学の全学生が，各教職大学院の「学校における実習科目」をはじめとした実践的なカリキュラム等を実施するに当たり可能な連携協力校
を確保していることを確認することを目的としている。

2．各学校種ごとに記入することとする。

3．教職大学院の全学生に対応する最低限必要な実習施設について記入することとする。

4．「学生群」の欄は，学部卒業生を対象とする連携協力校の場合は「1」，現職教員を対象とする連携協力校の場合は「2」，社会人等（教員経験者含む）を対象とした連携協力

校の場合は「3」を記入することとする。なお，該当学生が重複する場合は，複数の選択肢を記入することとする。

5．「実習科目」の欄は，各大学の実習科目名を記入することとする。

6．「実習施設における実習指導者」の欄は，当該実習施設の実習指導者をすべて記入し，実務経験（業務従事）年数を記入すすこととする。
7．「年間受入れ延べ人数」の欄は，連携協力校等当該施設において他の大学等の学生を含む教職実習等で受け入れることとなる学生数を記入し，括弧書きで教職大学院に係る人数
　を記載してください。

総括表（連携協力校等）

学生群 連携協力校（実習施設）の名称 実習科目 位置（移動方法・所要時間） 備考

1
9
6
1
9
6



別紙様式2
（用紙　日本産業規格A4縦型）

教員数 学級数 生徒数

学校数

氏名 実務経験年数 実習指導に係る研修歴

1．
2．
3．

4．

5．

6．

7．

管理者（校長等）

実習施設の概要（連携協力校等）
連携協力校等の名称

位置

設置者

キャンパスからの移動方法・所要時間

規模（教員数・学級数・生徒
数）

（令和○年○月○日現在）

当該学校の特色
（指導体制，地域連携，
研究指定校等など）

「規模」については，当該実習施設の教員数，学級数及び生徒数を記入することとする。
「当該学校の特色」欄には，当該学校における実習生派遣の観点から，指導体制，地域連携や研究
指定校など，実習授業科目との関連から，特色となる事項について記入することとする。

「当該連携協力校の選定理由」の欄については，教職大学院におけるカリキュラムとの観点や，地
域実情や規模など，当該実習施設を選択した理由を具体的に記入することとする。

年間受入延べ人数

「実習科目名」の欄には，各教職大学院における実習科目名を記入することとする。

実習生受入予定

（　　月　　日時点）

「実習生受入予定」の「学校数」の欄は，当該実習施設が教育実習生（教職大学院からも含む）の
受入れを予定し承諾している大学等の数（申請又は届出を行う大学も含めた数）を記入することと
する。また，「年間受入延べ人数」の欄は，当該実習施設の年間の受入れ予定延べ人数（他大学か
らの受入れ学生数も含む）を記入することとし，（ ）書きで，申請教職大学院からの受入予定人
数を記入することとする。

（注）
実習施設が複数にわたる場合は施設別に記載することとする。

当該連携協力校の選定理
由
（実習の際の重点履修
テーマ等の観点や，地域
の実情や学校の規模な
ど）

実習指導者

（ 年度から）

「実習指導者」の欄は，次のとおり記入することとする。
①実習指導者の実務経験年数については，常勤に換算した場合の年数を記入することとする。
②実習指導者の研修歴については，主催団体名，研修年度，研修の名称を記入することとする。
③実習指導者が複数になる場合には，実習指導者毎に欄を設けることとする。

実習科目名
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＜作成例1＞
（用紙　日本産業規格A4縦型）

当該機関の設置者の職名及び氏名

＜作成例2＞
（用紙　日本産業規格A4縦型）

管理者又は長の職名及び氏名

1．

2．

3．

4．

（　申　請　者　名　）　　殿

「（申請者名）」については，届出を行う場合には，「（届出者名）」とすること。

「（使用開始年度）」の欄は，実際に実務実習を開始する年度を記入することとする。

「設置者又は長の職名及び氏名」の欄は，校長等管理責任者又は施設の長を記入することとする。

使用する専攻等ごとの実習施設すべてについて作成することとする。
（注）

「（申請者名）」については，届出を行う場合には，「（届出者名）」とすること。

年　　月　　日

承諾書

　（大学名）（学部，学科名）における教職大学院の「学校における実習科目」をはじめとし
た実践的なカリキュラム等を実施するために必要な実習施設として，（使用開始年度）より
（当該実習施設名）を使用することを承諾します。

　（大学名）（学部，学科名）における教職大学院の「学校における実習科目」をはじめとし
た実践的なカリキュラム等を実施するために必要な実習施設の確保については，本（教育委員
会等実務実習施設設置機関名）が，貴大学における教職大学院の学生○○人（入学定員○○
人）の受入れが可能となるよう，調整を行うことを承諾します。

実習施設（連携協力校等）の調整実施承諾書

年　　月　　日

（　申　請　者　名　）　殿

（注）
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31 通信教育実施⽅法説明書（別記様式第 8 号） 

この書類は，開設する通信教育の実施方法等について当該申請等に係る学科ごとに作成してくださ

い。なお，通信教育学部のみを置く大学であって，インターネットその他の高度情報通信ネットワー

クを利用して教室以外の場所のみにおいて授業を履修させる場合（「大学通信教育設置基準」第 9 条

第 2 項ただし書）は，インターネット等を利用して行う授業の特性を踏まえた授業の設計その他の措

置を講じており，かつ，教育研究に支障がないことを，教育効果を高めるための措置や学生への支援

方法等に触れながら，備考欄等を用いて具体的に説明してください。

(1) 「通信教育を開設する学部等の計画」の欄について

① 「開設する授業科目の合計単位数」の項には，開設する授業科目について，「主たる授業の方

法」の区分（「大学通信教育設置基準」第 3 条又は「短期大学通信教育設置基準」第 3 条に規

定する授業の方法による）に応じ，該当する授業科目の単位数の合計を記入してください。授業

の方法の区分は，下の表のとおりです。

授 業 の 方 法 区 分

印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し，若しくはその
内容をインターネット等を通じて提供し，主としてこれにより学修させ
る授業（専門職大学院に係る申請又は届出を除く）

印刷教材

主として放送その他これに準ずるもの（インターネット等を通じて提供
する映像，音声等を含む）の視聴により学修させる授業（専門職大学院
に係る申請又は届出を除く）

放送

「大学設置基準」第 25 条第 1 項又は「短期大学設置基準」第 11 条第 1
項の方法による授業

面接

「大学設置基準」第 25 条第 2 項又は「短期大学設置基準」第 11 条第 2
項の方法による授業

メディア利用

② 「うち卒業に必要な単位数」の項には，開設する授業科目の合計単位数のうち，卒業又は修了

に必要な単位数を①の「主たる授業の方法」の区分に応じ，記入してください。

③ 複数の授業方法を併用して行う授業科目がある場合は，当該授業科目の単位数をどのように算

入しているかを備考欄に記載してください。

(2) 「基幹教員」,「基幹教員以外の教員」の欄について

① 開設する通信教育課程の実施に係る「基幹教員」及び「基幹教員以外の教員」について，職種

ごとに，専ら通信教育に従事する者の数を「通信教育の課程を専ら担当」の欄に，通学と通信教

育のいずれにも従事する者の数を「通学の課程を併せて担当」に記入し，学年進行終了時（完成

年度）の数を上段に，開設時の数を（ ）書きで下段に記入してください。

(3) 「事務職員」,「技術職員」,「図書館職員」,「その他の職員」,「指導補助者」の欄について

① 「専属」及び「その他」の項には，当該申請等に係る大学全体の教員以外の職員数を職種ごと

に記入し，学年進行終了時（完成年度）の数を上段に，開設時の数を（ ）書きで下段に記入し

てください。「専属」には当該申請校に専ら従事する職員等の数を，「その他」には「専属」以

外の職員等の数を，「計」の項には，専属とその他の合計を記入してください。
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② 専ら通信教育に従事する職員がいる場合には，職種ごとに当該職員の数を「備考」の欄に記入

してください。 

③ 「職種」のうち「図書館職員」とは，大学設置基準第 38 条等に定める「その機能を十分発揮

させるために必要な専門的職員その他の専属の教員又は事務職員等」を指し，「その他の職員」

とは，守衛，自動車運転手，作業員等の技能労務職員等が該当します。 

④ 「職種」のうち「指導補助者」とは，いかなる名称であるかを問わず，事務職員以外の者であ

って，設問回答，添削指導，質疑応答等の補助，教育相談等を職務とするものをいい，「大学設

置基準等の一部を改正する省令」（令和 4 年文部科学省令第 34 号）により，大学設置基準第 8

条第 3 項に規定された「各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生

その他の大学が定める者」とは異なりますので御留意ください（以下，本書類において同じ）。 

 

※１ 「事務職員」,「技術職員」,「図書館職員」,「その他の職員」,「指導補助者」の「専属」

については，勤務実態等から「専属」と認められる場合には，雇用形態が常勤以外の者であっ

ても対象となり得ます。 

※２ 専属の「図書館職員」は，大学設置基準等に定める必置職であるため，御留意ください。 

 

(4) 「指導補助者の名称，役割，採用条件及び研修の方法」の欄には，職種として指導補助者に分

類した者の詳細を記入してください。 

 

(5) 「通信教育の実施方法」の「印刷教材授業の実施計画」，「放送授業」及び「メディア利用授

業」の欄について 

① 「利用する教材の特色」の項には，教科書及び指導書等の教材の作成及び更新の方針，送付等

の教材を提供する方法の概要を記入してください。 

② 「利用する技術の特色」の項には，授業を視聴させるために利用する放送通信技術の特色を記

入してください。メディア利用の場合には，この項に教材作成及び更新の方針等の方法の概要も

記入してください。 

③ 「同時双方向性の確保」の項には，利用する技術によって一体的に扱うことのできる情報の種

類及び同時双方向性の程度を具体的に記入してください。また，毎回の授業の実施に当たっての

指導及び学生の意見の交換の機会等の方法を記入してください。 

④ ｢学修過程の管理方法」の項には，出席の確認や学修時間の確保の方法，学生に勉学を促し，

進度に応じて行う添削等による指導の機会や方法等の概要を記入してください。 

⑤ 「試験の実施方法等」の項には，定期試験の実施の方法，成績の評価及び単位の認定に関する

基準及び実施方法等の概要を記入してください。 

 

(6) 「通信教育の実施方法」の「面接授業の実施計画」の欄について 

① 「実施期間｣及び「実施施設の名称及び所在地」の項には，面接授業を行う期間と施設を具体

的に記入してください。実施期間には，1 日の授業時間と日数を付記してください。 

② 「授業科目の名称」の項には，当該期間及び施設において開設する授業科目の名称を記入して

ください。 

③ 「室の区分」の項には，講義室，実験実習室等の別を記入してください。 
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32 通信教育に係る規程 
 

(1) 初めて通信教育課程を開設する場合 

規程案の全文を添付してください。 

 

(2) 通信教育を開設する学部等を追加する場合 

 規程案のほか，その変更事項を記載した書類（変更の事由及び変更点を簡潔にまとめたもの） 

及び変更部分の新旧対照表を添付してください。 
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＜作成例＞

別記様式第８号

通信教育実施方法説明書

（○○学部○○学科等）

通信教育を開設する学部等の計画 備考

主たる授業の方法 印刷教材 放送 メディア利用 面接

うち卒業又は修了
に 必 要 な 単 位 数

0 0 89 35

開設する授業科目
の 合 計 単 位 数

0 0 132 40
全部の（一部の）授業科目につい
て，面接とメディア利用の併用であ
るため，それぞれの区分に単位数
を算入。

職　　　種
通信教育の課程

を専ら担当
通学の課程を
併せて担当

計

基 幹 教 員
       4　　 　人 12　   　人 16　   　人

（3） （12） （15）

基 幹 教 員 以 外 の 教 員
0 20 20

（0）

（43）

職　　　種 専属 その他 計

（15） （15）

計
25 32 57

（16） （27）

技 術 職 員
6 3 9

（6） （3） （9）

事 務 職 員
38  　　人 4　　　人 42  　　人

（37） （4） （41）

そ の 他 の 職 員
4 1 5

（4） （1） （5）

図 書 館 職 員
3 2 5

（3） （2） （5）

計
51 10 61

（50） （10） （60）

指 導 補 助 者
21 0 21

（13） （0） （13）

指導補助者の
名称，役割，
採用条件及び
研修の方法

　（学習指導補助者）

　主として電子メールによる学生からの質問を・・・・・・・・・。
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通 信 教 育 の 実 施 方 法 備考

印
刷
教
材
授
業
の
実
施
計
画

利 用 す る 教 材 の 特 色 なし

学 修 過 程 の 管 理 方 法 なし

試 験 の 実 施 方 法 等 なし

放
送
授
業
の
実
施
計
画

利 用 す る 技 術 の 特 色 なし

学 修 過 程 の 管 理 方 法 なし

試 験 の 実 施 方 法 等 なし

メ
デ
ィ

ア
利
用
授
業
の
実
施
計
画

利 用 す る 技 術 の 特 色

　インターネットを介して・・・・・・・

同 時 双 方 向 性 の 確 保

　電子掲示板により・・・・・・・

学 修 過 程 の 管 理 方 法

　管理システムによりアクセス状況を確認し，・・・・・

試 験 の 実 施 方 法 等

　Web上に試験問題を掲載し，・・・・・

○○大学△△キャンパス2号館 講義室 4 1100　㎡ 400　人

面
接
授
業
の
実
施
計
画

実施期間 実施施設の名称及び所在地 授業科目の名称

8月○日～8月○日
（6時間×5日）

　○○大学△△キャンパス2号館
　◆◆県△△市××1-2-3

○○○基礎

8月○日～8月○日
（6時間×5日）

　○○大学△△キャンパス2号館
　◆◆県△△市××1-2-3

×××総論

実施施設の名称 室の区分 室数 総面積 収容人員

（ 省 略 ）
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33 収容定員の充⾜状況 
 

(1) 本書 p.61～62 に準じるとともに，以下の作成例に従って作成してください。 

(2) 申請に係る大学，短期大学及び高等専門学校について作成してください。ただし，大学院，専

攻科，別科，募集停止を行った学部等※（短期大学，高等専門学校にあっては学科等。以下同じ）

の収容定員の充足状況については作成不要ですが，大学院等の認可申請においても，当該大学院等

を置く大学の学部の収容定員の充足状況について作成・提出してください。 
  ※ 認可申請を行う年度の新入生（1 年次）を募集していない学部等が作成対象外となります。そのため，例えば，

認可申請を行う年度の新入生（1 年次）は在籍しており，認可申請を行うまでの間に翌年度以降の学生募集を停

止した学部等は作成対象となります。 

(3) 収容定員充足率は，認可の申請を行う年度の 5 月 1 日現在の学生数を収容定員数で割って算出

してください。 
※ 大学の学部（学部の学科ごとに修業年限が異なる場合は学科）又は短期大学若しくは高等専門学校の学科（学

科の専攻課程ごとに修業年限が異なる場合は専攻課程）単位で収容定員充足率が一定値以上又は一定値以下の

学部等がある場合は，認可はできませんので御注意ください（「大学，短期大学及び高等専門学校の設置等に

係る認可の基準」（以下「認可基準」）第 1 条第 1 項第 3 号，第 4 号及び第 5 号参照）。 
(4) 収容定員充足率は，小数点以下第 2 位（第 3 位を切捨て）まで算出してください。 

(5)  国際競争力けん引学部等の認定等に関する規程（令和 7 年文部科学省告示第 112 号）第 3 条の

規定により認定を受けた学部等がある場合には，備考欄に「国際競争力けん引学部等の特例（○○

年度認定）」と記入してください。 

(6) 収容定員充足率の算出に当たっては，以下の点を踏まえた上で作成してください。 

 ① 大学設置基準第 41 条に規定する「学部等連係課程実施基本組織」及び短期大学設置基準第 3 条

の 2 に定める「学科連係課程実施学科」については記載不要です。 

 ② 外国に設ける学部等のうち，開設後修業年限に相当する年数を経過していない学部等については

記載不要です。 

 ③ 既設学部等の一部の学科（短期大学においては専攻課程。以下同じ。）が学生募集を停止してい

る場合，当該学科を除いた学部の学生数及び収容定員により，収容定員充足率を算出してください。 

 ④ 以下のいずれにも該当する厳格な成績管理を行っている場合に限り，修業年限を超えて在籍する

学生（以下「修業年限超過学生」という。）のうち，修業年限を超えて在籍する期間が 2 年以内

の学生（海外の大学，短期大学又は高等学校に留学した修業年限超過学生については，修業年限を

超える在籍期間が 3 年以内のものの数）を控除して収容定員充足率を算出してください。修業年

限超過学生を控除する場合には，以下の作成例②に従って作成した収容定員の充足状況を示した表

に加えて，以下の各成績管理等に係る取組の概要や公表方法について説明を記載してください。 

 毎年度，授業計画書（授業科目，授業の方法及び内容，年間の授業の計画，成績評価の方法及

び基準その他の授業の実施に関する事項を記載したものをいう。）を作成し，公表しているこ

と。 

 GPA 等（学生等の履修科目に係る成績の平均を数値で表す客観的な指標又はこれに準ずるも

のをいう。）及びその算出方法の設定，公表及び適切な運用を行っていること。 

 成績不振の学生への個別指導を大学として主体的に実施していること。 

 ⑤ 令和 5 年 2 月 28 日改正の認可基準の附則第 2 項及び第 4 項に定める特例（認可基準第 1 条第 1

項第 3 号に定める収容定員充足率の算定に当たり学生の数に含まないもの）の適用を受ける場合

は，以下の作成例②に従って作成してください。 
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 ⑥ 学部新設後の完成年度までの間は，以下の考え方に基づき算出してください。 

 例）A 年 4 月 1 日に定員 1,200 人の大学を設置した場合であって，A＋3 年 3 月 15 日に学部新

設申請をした場合 

 

○大学の設置後経過した年数：3 年 

○算式：申請年度の 5 月 1 日現在の学生数 / (300 人＋300 人＋300 人) 

よって，A＋3 年 3 月 15 日の申請を審査する際の収容定員充足率の算定に当たっては，収容

定員 1,200 人を分母とするのではなく，上記算式による 900 人を分母とすることとなります。 

 
 ⑦ 収容定員変更（増加又は減少）後の完成年度までの間は，以下の考え方に基づき算出してくださ

い。 
   例）A 年 4 月 1 日に定員 800 人の学部を 1,200 人に変更した場合であって，A＋3 年 3 月 15

日に学部新設申請をした場合 

  

 

○収容定員を変更した日から経過した年数：3 年 

○算式：申請年度の 5 月 1 日現在の学生数 / （300 人＋300 人＋300 人＋200 人） 

よって，A＋2 年 10 月 1 日の申請を審査する際の収容定員充足率の算定に当たっては，収容

定員 1,200 人を分母とするのではなく，上記算式による 1,100 人を分母とすることとなります。 

 

※ 以下の場合については，「大学の設置手続等に関してよくある質問」（本書 p.394～395）の

該当箇所を参照の上，算出してください。 

 ・完成年度を迎えていない秋入学等，年度の途中に入学者を受け入れる学部等がある場合 

                                       →Q1-59 
 ・学部等連係課程実施基本組織等がある場合 → Q1-60 
 ・レイトスペシャライゼーションを導入している場合 → Q1-61 
 ・長期履修学生がいる場合 → Q1-62 
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＜作成例①：令和 8 年 3 月申請の場合＞ 

○収容定員の充足状況 

大学・学部等名 入学定員 収容定員 
学生数 

（令和 7 年 5 月 1 日現在） 
収容定員 
充足率 

備考 
 
霞が関大学 
 ○○学部 
（合計） 

 
 
 

600 

 
 
 

1,460 

 
 
 

1,521 

 
 
 

1.04 

国際競争力けん引学

部等の特例（○○年度

認定） 
 
 ××学科 

 
200 

 
800 

 
868 

 
1.08 

 

 

 
 △△学科 

 
300 

 
300 

 
291 

 
0.97 

 
令和 7 年 4 月開設 
 

 
 □□学科 

 
100 

 
380 

 
382 

 
1.00 

 
令和 6 年 4 月 
収容定員変更 
変更前収容定員：320 
変更後収容定員：400 

  ※学部新設後または収容定員変更後，完成年度前の学部等については，備考欄に当該学部等の開設

時期，変更前の収容定員数及び変更後の収容定員数について記載してください。 

 

＜作成例②：令和 8 年 3 月申請の場合（修業年限超過者を控除する場合及び「大学，短期大学及び高

等専門学校の設置等に係る認可の基準」附則第 2 項及び第 4 項を適用した場合）＞ 

○収容定員の充足状況 

大学・学部等名 入学定員 収容定員 
学生数 

（令和 7 年 5 月 1 日現在） 
収容定員 
充足率 

備考 
 
霞が関大学 
 ○○学部 
（合計） 

 
 

600  
 

 
 

1,460  
 

 
 

1,521  
≪1,477≫ 

 
 

1.04  
≪1.01≫ 

国際競争力けん引学

部等の特例（○○年度

認定） 
 
 ××学科 

 
200 

 
800 

 
868 

≪824≫ 

 
1.08 

≪1.03≫ 

 

 
 △△学科 

 
300 

 
300 

 
291 

 
0.97 

 
令和 7 年 4 月開設 
 

 
 □□学科 

 
100 

 
380 

 
382 

 
1.00 

 
令和 6 年 4 月 
収容定員変更 
変更前収容定員：320 
変更後収容定員：400 

  ※学部新設後または収容定員変更後，完成年度前の学部等については，備考欄に当該学部等の開設

時期，変更前の収容定員数及び変更後の収容定員数について記載してください。 

 ※≪≫内は，修業年限超過学生を控除した場合及び「大学，短期大学及び高等専門学校の設置等に

係る認可の基準」附則第 2 項及び第 4 項を適用した場合の学生数及び収容定員充足率を記載し

てください。 
 

○授業計画書の作成・公表に係る取組の概要及び公表方法 

 ・・・・ 

○GPA 等の客観的な指標の設定や運用に係る取組の概要及び公表方法 
 ・・・・ 

○大学等が主体的に実施する成績不振の学生への個別指導に係る取組の概要 

 ・・・・ 
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34 審査対象教員⼀覧 
 

審査対象教員一覧は，教員資格審査の対象となる基幹教員（大学院の場合は専任教員）を一覧化し

た書類です。別葉の様式にて作成するとともに，作成に当たっては次の点に留意してください。作成

に当たっては最新のファイルをダウンロードの上，遺漏なく作成してください。 

 

(1) 学部・学科（専攻を置く場合は，専攻）等ごとに作成し，それぞれ別葉としてください。 

 

(2) 申請に係る学部・学科等ごとに作成するとともに，記載内容が教員名簿（別記様式第 3 号（そ

の 2 の 1・2・3・4・5））（本書 p.155）の記載内容と一致するようにしてください。 

 

(3) 「教員氏名」の欄は，旧姓等の通称名を使用している場合は（）書きで本名を併記してくださ

い（記載例：通称名が山田太郎，本名が田中太郎の場合・・・【山田（田中）太郎】）。 

 

(4) 「年齢」の欄は，「20 教員名簿」に準じて作成してください。 

 

(5) 「保有学位」について 

① 「20 教員名簿」に準じて作成してください。 

② 教員のうち，外国の大学等の学歴を有している者がいる場合は，各国政府機関等の HP や大使

館への確認等の手段により当該大学等が当該国の正規の大学であることを確認してください。 

また，現在，ユネスコにおいて，質の低い教育やディグリー・ミル等から学生を保護すること

を目的に，各国政府より認定された高等教育機関についての情報ポータルが開設されております

ので，当該ポータルも活用してください（次ページ参照）。 

ア アメリカ合衆国，中国（台湾，香港，マカオを除く），イギリス，オーストラリア，フランス，

カナダについては本項目末尾のページに記載の URL を参照の上，URL の該当ページの当該大

学等が掲載されている箇所を明示した上で，PDF 形式（ファイル名：審査対象教員一覧（外国の

大学等の学歴に関する高等教育機関を確認する書類））にて提出してください。 

イ 上記以外の国については，現地政府機関等へ確認する等，当該大学が当該国において正規の大

学であることを，現地政府機関等からの書面による回答又はホームページの記載内容をもって確

認し，当該大学等が掲載されている箇所を明示した上で，当該書面又はホームページの該当部分

の抜粋を提出してください。 

ウ 申請者において，当該大学等が正規の大学であることが申請時までに確認できない場合は，審

査上の混乱を招かないようにする観点から，ディグリー・ミルの疑義のある経歴を記載しない

よう留意してください。 

 

(6) （※）の付されている「審査保留」，「職位」，「区分」，「授業科目」の欄は，教員資格審

査の結果を記入するもののため，欄のみ設け，記入は不要です。 

 

(7) 専門委員会・専攻分野の区分に当たっては，当該教員の現在所属する学部・学科等や当該教員

の専門分野等によるのではなく，当該授業科目の内容に基づいて区分してください。専攻分野に

ついては，（ ）内の分野まで選択し授業科目の専攻分野（本書 p.211～212 別表参照）を明確

にしてください。1 年生を対象に開講する「初年次ゼミ」等，専門的な学問内容を取り扱わない

授業科目については，当該担当教員の主要な専攻分野に含めてください。高等専門学校，教職大
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学院又は専門職大学院の専門委員会名は，全て「高等専門学校」，「教職大学院」又は「専門職

大学院」と記入してください。 

 

(8) 「担当授業科目名」の欄について 

①当該基幹教員が当該申請に係る学部等において担当する授業科目（卒業論文，ゼミナール，研究

指導等を含む）を漏れなく記入してください。 

②授業科目名は「教育課程等の概要」（別記様式第 2 号（その 2 の 1）又は別記様式第 2 号（その 2

の 2））の記載と一致するようにしてください。 

③大学院修士課程及び博士課程における研究指導科目を，各教員の担当する科目の先頭に記載して

ください。当該申請等に係る研究科等において授業科目として開設しない研究指導を行う場合に

は，担当授業科目名に「（研究指導）」と記載してください。 

 

(9) 「前判定結果」の欄は，「担当授業科目名」に記載した科目について，全体計画審査，第一次

専門審査及び第二次専門審査の判定結果を補正申請時（再補正申請及び再々補正申請含む）に記

入するものです。そのため，当初申請時点では未記入で差支えありません。 

 

(10) 「過去の大学設置・学校法人審議会における判定結果及び補正理由」の欄は，当該教員が過去

に大学設置・学校法人審議会（旧大学設置審議会を含む）で受けた判定（不可，保留及び「適格

な職位・区分であれば～」等の判定は除く）を記入するものです。したがって，いわゆる「学内

審査」については対象となりません。なお，履歴書（別記様式第 4 号（その 1））の「職歴」欄

にも同じ内容が含まれることになりますので，整合性に留意してください。 

①判定を受けた年月，大学名，職名，区分（基幹・その他の別）及び授業科目名を記入してくだ

さい。なお，オムニバス科目については，授業科目名の下部に担当回数（例：全 15 回のうち 3

回分を担当した場合は「3 回／15 回」と記入）及び担当部分の概要を記入してください。 

②大学院の前判定を記入する場合は，授業科目名と併せて，M 又は D の別及びマル合，合又は可

の別を記入してください。 

③過去に判定を受けたことがない場合は，「なし」と記入してください。 

④記入量が多くなる場合は，文字の大きさを調整してなるべく枠内に収まるようにしてください

（ただし，文字を小さくする場合でも容易に判読できる程度の大きさにとどめてください）。

収まらない場合は，Excel ファイルの別シートに「別記」として記載の上，「別記参照」とし

てください。 

 

(11) ≪判定欄≫については，以下の点に留意の上，作成してください。 

  ① 各教員の「調書番号」「教員区分」「職位」「氏名（フリガナ含む）」「年齢」「保有学位」

「専門委員会」「専攻分野」「担当授業科目名」については，審査対象教員一覧の記載と一致

するように作成してください。 

  ② 「判定委員」「判定日」「審査保留」「職位の適格性」「区分の適格性」「授業科目等の判

定」は，審査の際に委員が記入する欄となりますので，空欄としてください。 

  ③ 学部等の様式について，専門職大学，専門職短期大学，専門職学科等以外の申請区分の場合，

「区分の適格性」の欄を使用しませんので，ファイル上で灰色に塗りつぶすか，斜線を引いて

ください。 

  ④ 学部等の様式について，担当授業科目の専攻分野（専門委員会が異なる場合も含む）が複数

にわたる場合は，当該教員の主要な専攻分野（又は専門委員会）が分かるよう，主要な「専攻

分野」「専門委員会」欄と同じ行の「主要専攻分野」の欄のリストから「○」を選択してくだ
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さい。なお，「主要専攻分野」は 1 分野としてください。 

  ⑤ 大学院の様式について，科目のうち研究指導科目に該当する科目については，「研究指導科

目」の欄のリストから「○」を選択してください。なお，研究指導補助教員（M 合又は D 合）

として申請する場合は，研究指導科目に「研究指導補助教員として申請」とメモ機能にて記載

してください。 

 

(12) 「教員数一覧」の欄には，学部の場合には申請時における職位ごとの基幹教員数を記入してく

ださい。大学院の場合には申請時における職位ごとの研究指導教員（研究指導補助教員や授業科目

のみを担当する教員は除く）を記入してください。専門職大学院の場合には申請時における職位及

び区分ごとの専任教員数を記入してください。 

   なお，（※）の付されている「基幹教員数（審査後）」の欄は，教員資格審査の結果を記入する

もののため，欄のみ設け，記入は不要です。 

 

(13)  教員審査の省略について 

教員の資格審査の対象となる教員は基幹教員のみとなりますが，基幹教員についても資格審査

が省略となる場合がありますので，次の区分に従い，申請書を作成してください。 

なお，届出の場合は教員の資格審査はありませんので，下記個人調書等の作成は不要です。 

 

 

区          分 

 

教員の個人調書等（正本） 

（様式第 4 号） 

履歴書 
教育研究 

業績書 

担当予定

授業科目 

教員就任

承諾書 

大

学

･

学

部

等 

大学の設置，短期大学の設置のうち，手続規則第 2

条第 5 項又は第 6 項によるもの（全ての教員） 
× × × ○ 

大学の学部の設置，短期大学の学科の設置，私立大学

の学部の学科の設置，通信教育の開設のうち，手続規

則第 3 条第 6 項又は第 7 項によるもの（全ての教員） 

× × × ○ 

上記以外のもの 
基幹教員 ○ ○ ○ ○ 

基幹教員以外の教員 × × × ○ 

 

大

学

院

等 

 

 

手続規則第 4 条の準用する第 3 条第 6 項又は第 7 項

によるもの（全ての教員） 
× × × ○ 

博士後期課程の設置に係る「課程の変更」において，

修士課程から博士前期課程への「課程の変更」を行う

もの（本書 p.42 参照） 

× × × × 

上記以外のもの 
専任教員 ○ ○ ○ ○ 

専任教員以外の教員 × × × ○ 

① 「○」印は当該書類が必要な場合を，「×」印は当該書類が不要な場合を示します。 

② 「区分」の欄の「手続規則」とは，「大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関

する規則」をいいます。 
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＜ユネスコ＞ 

 WHED 

 International Association of Universities' Worldwide Databaseof Higher Education 

Institutions,  Systems and Credentials 

  http://whed.net/home.php 

 

＜アメリカ合衆国＞ 

 CHEA（Council for Higher Education Accreditation）    
https://www.chea.org/ US Department of Education 

  http://www.ed.gov/ 

 

＜カナダ＞ 

 CICIC(Canadian Information Centre for International Credentials)  
  http://www.cicic.ca/ 

 

＜中国＞ 

 中華人民共和国教育部 

  http://www.moe.gov.cn/  

   

＜イギリス＞ 

 Department for Business Innovation and Skills 

  http://www.bis.gov.uk/policies/higher-education/recognised-uk-degrees/ 

 

＜オーストラリア＞ 

 Australian Qualifications Framework (AQF)   
  http://www.aqf.edu.au/ 

 

＜フランス＞     

 Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche   

  https://www.education.gouv.fr/  
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（別表） 

 

専門委員会の名称 

 

構成する専攻分野 

文学専門委員会 

 

 

 

哲学・倫理学・宗教学／地理学・歴史学（日本史，東洋史，西洋

史，人文地理学，考古学）／言語学（言語学，コミュニケーショ

ン学）／文学（欧米文学，東洋文学，国文学）／文化人類学・民

俗学／比較文化学 

心理学専門委員会 社会心理学／教育心理学／臨床心理学／実験心理学 

教育学・保育専門委員会 

 

 

 

 

教育学（教育学，社会教育学）／教育社会学／教育制度・教育行

財政／幼児教育（幼児教育，乳幼児発達心理学）／障害児教育／ 

教育方法学（教育方法学，教育課程学）／教育心理学／教科教育

（国語，算数・数学，理科，社会・地歴・公民，音楽，技術，英語） 

法学専門委員会 

 

 

憲法／行政法／民法／民事訴訟法／商法・経済法・国際取引法／

刑法／国際法／労働法／法史学・法理学／外国法／知的財産法／

政治学（政治学，国際関係）  

経済学専門委員会 

 

 

理論経済学／応用経済学（含む歴史）／計量経済学（計量経済学， 

統計学）／会計学・商学（会計学，商学・流通，ファイナンス）

／経営学（経営学，マーケティング，企業論） 

社会学専門委員会 社会学／観光学 

社会福祉学専門委員会 社会福祉学 

理学専門委員会 数学／物理学／化学／生物学／地理学／天文・地球惑星科学 

工学専門委員会 

 

機械工学／電気電子工学／応用化学／土木建築工学／材料工学

／経営工学／生物工学 

農学専門委員会 

 

農学／農芸化学／農業工学／農業経済学／獣医学／畜産学／森

林科学／水産学 

獣医学専門委員会 獣医学 

医学専門委員会 

 

 

 

 

解剖学／生理学／生化学／薬理学／病理学／微生物学／衛生学

／寄生虫学／法医学／内科学／神経精神医学／小児科学／外科

学／整形外科学／皮膚科学／泌尿器科学／眼科学／耳鼻咽喉科

学／産科婦人科学／放射線医学／麻酔学／臨床検査学／医用工

学／医療倫理学／脳外科／神経内科 

歯学専門委員会 基礎歯学／臨床歯学／社会歯科学 

薬学専門委員会 

 

薬化学・有機合成化学・天然物化学／薬剤学・分析化学・薬物動

態学・薬理学／生化学・衛生化学・微生物学・分子生物学 

家政学専門委員会 生活系／食物系／被服系／住居系／児童系 

栄養学専門委員会 

 

基礎栄養学・応用栄養学／栄養教育・公衆栄養学・臨床栄養学／

食品学／給食経営管理・調理学 
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美術専門委員会 美学・美術史／絵画／彫刻／工芸／デザイン／建築／映像／演劇 

音楽専門委員会 音楽学（音楽学，音楽療法学）／演奏系（作曲・指揮，声楽，器楽） 

体育学専門委員会 保健・学校保健／体育／スポーツ医学 

保健衛生学専門委員会 

 

 

 

 

 

生理学／感染症学／病理学／検査技術管理学／公衆衛生学／核

医学／放射線医学／生化学・分子生物学／臨床検査医学／衛生検

査学／看護学（基礎看護学・看護教育学・看護管理学・看護倫理

・看護研究，小児看護学，母性看護学・助産学，成人看護学・が

ん看護学，精神看護学，老年看護学，在宅看護学・地域看護学）

／医療情報学・医療管理学／医用工学 

リハビリテーション専門委員会 理学療法学／作業療法学／言語聴覚学／リハビリテーション医学 

鍼灸専門委員会 鍼灸 

柔道整復専門委員会 柔道整復 

情報専門委員会 

 

コンピューター系（ソフトウェア，情報システム）／ 

情報通信系（ネットワーク，メディア）／コンテンツ系（Web

情報，データ科学，図書館情報学） 

環境専門委員会 

 

 

環境哲学・環境倫理学／環境法学／環境経済学／環境化学／ 

環境デザイン／環境工学（土木系，化学工学系）／環境生態学／ 

環境システム学 

高等専門学校専門委員会 審査案件に応じて構成 

法科大学院専門委員会 

 

憲法／行政法／民法／民事訴訟法／商法・経済法・国際取引法／ 

刑法／刑事訴訟法／国際法／労働法／基礎法／知的財産法／ 

法律実務 

教職大学院専門委員会 教職大学院 

専門職大学院専門委員会 審査案件に応じて構成 

専門職大学専門委員会 審査案件に応じて構成 

通信教育専門委員会 通信教育 

（注）1 言語教育に係る教員については，文学の系統に区分してください。 

例：中国語→「東洋文学」，英語→「欧米文学」，スペイン語等→「言語学」 

 

2 「国語教育」，「社会教育」，「数学教育」，「技術教育」，「理科教育」，「英語教育」

以外の教科教育に係る教員については，教育学・保育専門委員会以外の各専門委員会に区分

してください。 

例：体育教育→「体育学」，美術教育→「美術」，音楽教育→「音楽」， 

家庭科教育→「家政学」 
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審査対象教員一覧

大学名 ○○大学 学部名 ○○学部 学科名 ○○学科 開設年度 令和○年度

（※）職位 （※）区分 （※）授業科目

調書
番号

教員
区分

職位
ﾌﾘｶﾞﾅ
氏名

年齢
保有
学位

（※）
審査
保留

適格性
(不適格な場合)
不適格の理由

適格な
職位

適格性
(不適格な場合)
不適格の理由

適格な
区分

専門
委員会

専攻
分野

主要
専攻
分野

担当授業科目
名

判定
可以外の
判定理由

前判定
結果

過去の
大学設置・学校法人審議会

における判定結果
及び　補正理由

1
基（主
専）

教授 ○山
フリガナ

　○雄 62 経済学修士 経済学 理論経済学 ○ ◎◎◎◎研究

経済学 理論経済学 ○ ○○○論

経済学 理論経済学 ○ ◎◎◎論

経済学 理論経済学 ○ ◇◇◇特論

文学 比較文化学 △△△概論

2 基（専） 教授 paul Henderson
ポール　ヘンダーソン 72

（高）

ph.D.in
Economics

（米国）
経済学 理論経済学 ○ ○○○論

経済学 応用経済学（含む歴史） ×××特論

経済学 応用経済学（含む歴史） ■■■演習

経済学 応用経済学（含む歴史） ▲▲▲実習

文学 文化人類学・民俗学 ●●●論

3 基（専） 教授 ◇田　◇子
　　　フリガナ

59 経済学修士 経済学 理論経済学 ◎◎◎◎研究

　 経済学 理論経済学 ▽▽▽論

　 経済学 理論経済学 ◆◆◆論

　 経済学 理論経済学 ▼▼▼特論

　 経済学 理論経済学 ○○○○演習

4 基（他） 准教授 △谷　△介
　　　フリガナ

50 修士（経済学） 経済学 理論経済学 ○ △△△△論

経済学 理論経済学 ○ □□□□概論

経済学 応用経済学（含む歴史） ××××特論

経済学 理論経済学 ○ ■■■■演習

経済学 理論経済学 ○ ◇◇◇◇実習

作成例：学部等

2
1
3



審査対象教員一覧

大学名 ○○大学大学院 研究科名 ○○研究科 専攻名 ○○専攻（Ｍ） 開設年度 令和○年度

課程 修士課程M

（※）職位 （※）区分 （※）授業科目

調書
番号

教員
区分

 職位
ﾌﾘｶﾞﾅ
氏名

年齢
保有
学位

（※）
審査
保留

適格性
(不適格な場合)
不適格の理由

適格な
職位

適格性
(不適格な場合)
不適格の理由

適格な
区分

専門
委員会

専攻
分野

担当授業科目名
研究
指導
科目

判定
(研究指導)

判定
(科目)

可・マル合以外の
判定理由

前判定
結果

過去の
大学設置・学校法人審議会

における判定結果
及び　補正理由

1 専 教授 ○山
フリガナ

　○雄 62 経済学修士 経済学 理論経済学 ◎◎◎◎研究 ○

経済学 理論経済学 ○○○論

経済学 理論経済学 ◎◎◎論

経済学 理論経済学 ◇◇◇特論

文学 比較文化学 △△△概論

2 専 教授 paul Henderson
ポール　ヘンダーソン 72

（高）
ph.D.in Economics

（米国）
経済学 理論経済学 ○○○論

経済学 応用経済学（含む歴史） ×××特論

経済学 応用経済学（含む歴史） ■■■演習

経済学 応用経済学（含む歴史） ▲▲▲実習

文学 文化人類学・民俗学 ●●●論

3 専 教授 ◇田　◇子
　　　フリガナ

59 経済学修士 経済学 理論経済学 ◎◎◎◎研究 ○

経済学 理論経済学 ▽▽▽論

経済学 理論経済学 ◆◆◆論

経済学 理論経済学 ▼▼▼特論

経済学 理論経済学 ○○○○演習

4 専 准教授 △谷　△介
　　　フリガナ

50 修士（経済学） 経済学 理論経済学 △△△△論

経済学 理論経済学 □□□□概論

経済学 応用経済学（含む歴史） ××××特論

経済学 理論経済学 ■■■■演習

経済学 理論経済学 ◇◇◇◇実習

作成例：大学院（研究科等）

プルダウンで選択して
ください

2
1
4



35 専任教員⼀覧 
 

 この書類は，大学院修士課程又は博士課程に関する認可申請及び届出（①大学院，研究科，研究科

の専攻の設置又は課程の変更，②大学院の収容定員に係る学則変更）の場合のみ作成してください（専

門職学位課程は作成不要です）。作成に当たっては次の点に留意してください。 
 
(1) 専攻ごとに作成し，それぞれ別葉としてください。 

 

(2) 「研究領域」の欄について 

① 当該専攻の教育研究の柱となる領域（分野）を記入し，その領域（分野）ごとに教員組織を整

理し作成してください。専門委員会名及び専攻分野における区分を記入するものではありません

ので注意してください。 

② 上記①の教育研究の柱となる領域（分野）には属さず，研究指導も担当しないが，当該専攻の

教育研究に関連する講義科目を担当する専任教員がいる場合は，「その他関連分野」として記入

してください。 

 

(3) 年齢は，当該専攻の就任時における満年齢を（ ）書きで記入してください。 

 

(4) 氏名は，旧姓等の通称名を使用している場合は，（ ）書きで本名を併記してください。 

 

(5) 「備考」の欄について 

  ・認可申請の場合には，何も記入しないでください。 

・運営委員会による事前相談により「教員審査の省略」が認められた上で認可申請をする場合及び

届出の場合には，研究指導を担当する専任教員については，「研究指導（Ｍマル合）」，「研究

指導補助（Ｍ合）」の別を記入してください。 
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＜作成例（届出の場合）＞ 

                専 任 教 員 一 覧 

 

 〇〇大学大学院 〇〇研究科 〇〇専攻(M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究 

領域 

調書 

番号 

職 名 

 

氏    名（年齢） 

〈就任予定年月〉 

担当授業科目名 備   考 

〇 

〇 

分 

野 

1 教 授 〇 〇 〇 〇 (55) 

〈 令 和 〇 年 4 月 〉 

〇 〇 学 特 論 

〇 〇 特 殊 研 究 

研究指導 

（Ｍマル合） 

5 教 授 

 

〇 〇 〇 〇 (48) 

〈 令 和 〇 年 4 月 〉 

〇 〇 〇 〇 論 

〇 〇 特 殊 研 究 

研究指導 

（Ｍマル合） 

〇 

〇 

分 

野 

2 教 授 〇 〇 〇 〇 (58) 

〈 令 和 〇 年 4 月 〉 

〇 〇 〇 学 特 論 

〇 〇 特 殊 研 究 

研究指導 

（Ｍマル合） 

 

関そ 

連の 

分他 

野 

 

 

7 准 教 授 

   

    

 

 ○ ○ ○ ○ （45） 

 ＜令和 ○ 年 4 月＞ 

           

 

○ ○ ○ ○ 論 
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36 設置構想審査に係る資料 
 

 大学，短期大学及び高等専門学校の設置構想が社会的ニーズ等を反映し，現実性が十分に認められ

るものであることを審査するため，理事長（予定者）及び学長（高等専門学校の場合は校長。以下同

じ。）予定者に対する面接審査を行いますので，当該面接審査に必要な資料を以下の要領により作成

してください（学部等又は研究科等の設置認可申請，設置届出及び収容定員変更に係る学則変更等の

場合は作成不要です。）。 

 なお，当該面接審査では，原則として，地域に対する社会貢献の観点から，地方公共団体に対する

ヒアリングも行うこととしています。このため，申請者において，関係する地方公共団体（可能であ

れば複数。なお，広域連合等の特別地方公共団体も含みます。）に対し，あらかじめ当該設置構想に

関する意見聴取を行うよう努めてください。 

 

(1) 学部等の名称，入学定員等は，認可申請書類と同様の内容としてください。 

 

(2) 「設置の経緯」等は，「設置の趣旨等を記載した書類」を要約・抜粋し，本構想の概要を 200

字程度で分かりやすく記載してください。 

 

(3) 図や表等を添付する場合は，本文中に「別紙参照」と記載し，補足資料として添付してくださ

い（この補足資料も含めて，5 ページ以内とすること）。 

 

(4) 他の認可申請書と併せて電子ファイルで提出してください。併せて，地方公共団体(注)の担当

者の連絡先（氏名，所属，電話番号，メールアドレス）が分かる書類（様式任意）を提出してくだ

さい（地方公共団体が複数ある場合は，窓口となる地方公共団体の担当者の連絡先が分かる書類を

提出してください。）。 

  (注)大学，短期大学又は高等専門学校の設置予定地の地方公共団体や連携を進める予定の地方公共

団体などを想定しています。 
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＜作成例＞

施設設備に
整備計画

・教育研究環境の整備方針
・施設設備の整備状況　など

・教育課程の編成の理念
・取得可能な資格等
・主たる研究領域とその研究領域の社会的な需要　など

特記事項 ・2校地以上（サテライトキャンパスを含む）で教育研究を行う場合
・コースや専攻等を設ける場合
・「大学院設置基準」第14条による教育方法を実施する場合
・特定の課題についての研究成果の審査を行う場合
・博士論文研究基礎力審査を修了要件とする場合　など

設 置 構 想 の 概 要

学生確保の
見通し

教育課程の
編成方針

教育研究実
施組織の編

成方針

地域・社会
的需要

・学生確保の見通しに関するデータ　など

・想定される卒業後の進路
・卒業生を受け入れる企業等の継続的な人材需要
・地方公共団体や地元企業等の要望　など

5

80 0

設置の経緯 ・設置申請に至った経緯
・設置申請までの検討状況
・学部等の組織編制方針（複数設置する際の編制方針）と将来的な設置構想（他学部や
大学院の設置計画）　など

・教育研究実施組織の編成の理念（教員・事務職員等）
・教育研究水準の維持向上の方策　など

設置の
必要性

・本学が位置する地域に設置が必要な理由
・地域（自治体等）の要望や地域（自治体）との連携状況
・養成する人材像とその人材養成を本学が担う必要性　など

学士（○○）

編入学定員(人)

180

2年次

学士（○○）

○○学科

100

入学定員(人)

設置区分

名 称 ○○大学（○○短期大学） 設置者 学校法人○○

令和○年○月開設予定時期大学設置

組 織

位 置

435

320

3年次

10

収容定員(人)学部名・学科名・学位名

○○学部

○○学科

755

（本部）東京都千代田区○○
（○○学部Ａ学科）同上
（○○学部Ｂ学科）東京都渋谷区○○
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確認事項①　提出物

申請書（PDFファイル）

収容定員の充足状況

審査対象教員一覧

専任教員一覧（大学院の場合のみ）

設置構想の概要（1部）（大学新設の場合のみ）

自治体担当者連絡先（大学新設の場合，全体構想審査で自治体にヒアリングを行うため）

確認事項②　申請書の構成

ページ番号

項目ごとにページ番号が振られているか。
しおり

各PDFファイルに「しおり」が付されているか。

必要書類

申請書

基本計画書

教育課程等の概要

授業科目の概要

シラバス

2校地以上の場合における校地ごとの状況（該当する場合のみ）

2校地以上の場合における教員勤務状況（該当する場合のみ）

校地校舎の図面

学則

教授会規程

意思決定書類

設置の趣旨等を記載した書類

学生の確保の見通し等を記載した書類

教育委員会等との調整内容を確認する書類（教職大学院のみ）

教員名簿（学長又は校長）

個人調書（学長又は校長）（履歴書，業績書，担当予定授業科目，就任承諾書）

教員名簿（教員） ※「担当予定授業科目」は，授業を担当する場合のみ

基幹教員年齢構成・学位保有状況

個人調書（教員）

薬学実務実習に必要な施設の概要等を記載した書類（臨床目的の薬学関係学部・学科のみ）

教育課程連携協議会（構成員名簿，就任承諾書，規程）（専門職大学院のみ）

教職大学院に係る連携協力校等の概要等を記載した書類（教職大学院のみ）

通信方法実施方法説明書・規程（通信教育課程の場合のみ）

確認事項③　各書類の記載内容

全般

設置計画の履行に当たって，他の法律等の定めにより所要の手続きが事前に必要な場合は，

それらの手続きを適切に行っているか。

申請書

改正後の設置基準に基づき申請することを踏まえ，改正後の省令や手引の様式に沿って作成されているか。

【参考】認可申請時等のチェックリスト

　大学等の設置認可申請における書類に関する主な事項を記載しておりますので，申請書等作成の際に適宜御参照くだ
さい。なお，以下の各項目以外にも必要な記載事項等はありますので，実際の申請に当たっては本書本文の記載を必ず
御確認ください。

○大学等の設置認可申請
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基本計画書

「計画の区分」は適切か。

入学定員・収容定員の記載方法は適切か。（コースに定員を設定するのは原則不可）

学位は学部の場合は学科，研究科の場合は専攻，短期大学の場合は学科ごとに定められているか。

昼夜開講制の場合で，コース制を敷くものについては，それぞれの定員を設けているか。

編入学定員を設定している場合，受け入れ年度が記載されているか。

「同一設置者内における変更状況」は，手引のとおり分かりやすく記載されているか。

定員振替を行う部分について下線が引かれているか。

基幹教員の区分は，手引を参考に適切に整理して記載しているか。

完成年度の基幹教員数が，開設年度の基幹教員数より少なくなっていないか。

「図書館職員」欄において，必要な専属職員の配置が確認できるか。

校地及び校舎に借用地がある場合，備考欄に借用面積及び借用期間を記載しているか。

「学術雑誌」には，冊数・論文数ではなく，契約しているタイトルの数を記載しているか。

通信教育課程を併設している場合，入学定員等を通学課程と分けて記載しているか。

空欄のままとなっている箇所はないか（該当ない場合は「－」又は「該当なし」と記入する）

「組織の移行表」は正しく記載されているか

学科等ごとの入学定員，編入学定員，収容定員が記載されているか。

（収定変更の学年進行中であっても，収容定員は完成年度の数値を記載）

申請学部等の設置予定年度に変更がある学科等について，変更事由の記載があるか。

大学，大学院，短大等ごとの合計数が記載されているか。

教育課程等の概要

配当年次は適切に記載されているか。（順序性が考慮されているか）

共通科目，専門基礎科目，専門応用科目等が体系的に整理されているか。

授業科目は，必修，選択，自由の別に整理されているか。（選択必修科目は選択科目として記入すること）

大学としてふさわしい一般教養科目が適切に配置されているか。（資格関連科目のみとなっていないか）

主要授業科目は，養成する人材像や３つのポリシーを踏まえ適切に判断して設定しているか。

主要授業科目には，基幹教員が配置されているか。

学位又は称号の名称は適切か。

学位又は学科の分野の表記は適切か。

学位又は学科の分野として，いたずらに複数の分野が羅列されていないか。

卒業要件単位は適切か。科目登録の上限を定めているか（定めている場合，その記載はあるか）。

卒業要件及び履修方法について，具体的に記載しているか（読んで意味がわかるようになっているか）。

2以上の校地で教育を行う場合，校地ごとの教育課程等の概要が添付されているか。

大学院の場合，基礎となる学部等の教育課程等の概要が添付されているか。また，正しい様式か。
　（Ｍ設置の場合は基礎となる学部学科，Ｄ設置の場合は基礎となる修士課程・学部学科のもの）

授業科目の概要

講義等の内容の記載が統一されているか。教員審査に支障が生じかねないものとなっていないか。

オムニバスや共同実施の場合，備考に説明があるか。

大学院の研究指導科目の場合，各教員ごとの内容が記載されているか。

シラバス

表紙(目次)はあるか。

全ての科目についてシラバスが添付されているか。

教科書，参考文献，成績評価方法が記載されているか。

通信教育課程を併せ行う場合，併せ行う通学課程又は通信教育課程の教育課程等の概要が添付されているか。また，正しい様式か。

（学部の場合，一般教養科目は除く。ただし，一般教養科目のうち，主要授業科目や基幹教員が担当する科目は含む。）

備考欄に「集中」「オムニバス」等，特別の教育方法についての説明があるか。指定された事項以外を備考欄に記載していないか。

校舎敷地，その他の区分は明確になっているか。（運動場用地及び空地は校舎敷地，駐車場はその他に算入すること。）

演習，実験，実習又は実技を伴う授業科目については，なるべく助手に補助させるものとされていることを踏まえ，当該授業科目の内容や想定される受講者数に応じた指導体制となっているか。

大学設置基準等で定める必要基幹教員数（※大学院の場合は「専任教員」。以下同じ。）を満たしているか。（大学全体や既設学科等を含む。）

オムニバス方式等の場合に，当該授業科目の概要とともに，教員ごとの氏名，調書番号，担当する回数及び内容が記載されているか。
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校地・校舎の図面（学部，研究科等で必須要件が異なるので要注意，各設置基準を見ながら確認すること）

都道府県内における位置関係の図面，最寄り駅からの距離や交通機関がわかる図面が添付されているか。

校舎，運動場等の配置図が添付されているか。専用・共用部分が示されているか。校地・校舎面積が記載され，

校地面積に算入している部分が分かるように示されているか。

校舎の平面図において，それぞれの部屋毎に面積が記載され，専用・共用ごとに色分けされているか。

事務室は整備されているか。

研究室は整備されているか。

教室は整備されているか。

図書館は整備されており，かつ十分なものか。

医務室は整備されているか。

通信教育課程の場合，適切な施設設備を有しているか。

校舎等を建築中若しくはこれから建築する場合，工程表が添付されているか。

意思決定書類

既設学科等の廃止又は定員変更を伴う場合，それを了承する旨の議事録があるか。

設置の趣旨等を記載した書類

目次はあるか。また，各項のページ数の記載はあるか。

記載すべき大項目が記載されているか。

人材養成目的を明確に記載しているか。

養成する人材像，３つのポリシーは明確に示されているか。

３つのポリシーはガイドラインに沿ったものになっているか。

養成する人材像，３つのポリシー，教育課程の整合性は図や表を用いて明確に示されているか。

既存の専門学校，短期大学等との違いが明確になっているか。

看護学関係の学科等については，実習計画の追加説明が記載されているか。

添付資料にも目次，しおりが付されているか。

履修モデルが添付されているか。

時間割（担当教員・利用する教室等が記載された）等の添付があるか。

実習施設一覧と実習先の受入承諾書は添付されているか。

学生の確保の見通し等を記載した書類

手引で記載している全ての項目について記載されているか。

学生確保の見通しについて，説明を要する項目を踏まえ具体的かつ客観的な分析ができているか。

資料は添付されているか。また，目次，しおりは付されているか。

教員名簿〔教員の氏名等〕

教員の就任年月日と科目の開講年度に齟齬はないか。

科目開設時（担当科目の配当年次）と就任年月に齟齬がないか。

旧姓等の通称名を使用している場合は，（　）書きで本名が併記されているか。

定年を超えて雇用する教員に「(高)」が付されているか。

教員の年齢構成が過度に高くなっていないか。

学位の名称の記載は適切か。（H3.6.30まで「○○学士」，H3.7.1から「学士（○○）」）

オムニバス科目の場合，科目名の後に「※」が付されており，担当単位数が割られているか。

担当科目数，担当単位数，年間開講数は適切か。

異動元が大学等の場合，当該大学等は完成年度を迎えているか。

就任後，別の業務に従事する場合，「現職」欄が二段書きになっているか。

教員の月額基本給，週当たり勤務日数は適切か。

基幹教員年齢構成・学位保有状況

完成年度前に定年延長を行う教員がいる場合，その一覧が添付されているか。

教員の週当たり勤務日数は，授業日のみを記載していないか。（当該大学に教員として勤務する日数を記載する）

講義，演習，実験，実習又や実技を行うのに必要な教室は整備されているか。

研究実施の考え方，実施体制，環境整備等，大学で行う研究活動についての考え方が具体的に説明されているか。
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教員個人調書

（履歴書，　業績書，　担当予定授業科目，　就任承諾書，　（就任同意書））

研究業績等に関する事項において，研究業績とは言えないものの記載がないか。

未公表の論文等が記載されていないか。

担当予定授業科目の「講義等の内容」は，「授業科目の概要」と同一の内容となっているか。

教員就任承諾書の記載が，教員名簿と齟齬がないか。

教育課程連携協議会（専門職大学院のみ）

必要書類が添付されているか（構成員名簿，就任承諾書，規程）。

構成員名簿には必要な区分の者が揃っているか。また，委員の現職・役職は記載されているか。

通信教育説明資料（通信教育課程の場合のみ）

高度メディアを利用した通信教育課程の場合，本人確認の方法等に関する説明があるか。

収容定員の充足状況

収容定員充足率が，大学の場合学部単位，短期大学の場合学科単位での記載があるか。

収容定員充足率が基準を超えている又は下回っている学部（短期大学は学科）はないか。

審査対象教員一覧

教員名簿の氏名と一致しているか。

前判定がある場合，適切に記載しているか（ない場合は「なし」と記載）。

教員審査の省略がある場合，省略される授業科目と前判定の授業科目に整合性があるか。

専任教員一覧（大学院のみ）

教員名簿の氏名と一致しているか。

研究領域が適切に記載してあるか（教員個人の専門分野ではなく，専攻としての研究領域を記載）。

設置構想の概要（大学新設の場合のみ）

添付資料も含めて5ページ以内となっているか。

ページ番号は付されているか。

専攻分野が正しい分類で記載されているか。

全ての基幹教員について，必要書類が添付されているか。

外国の学位を有している者は，ホワイトリストに関する情報（大学のHPの写しなど）が添付されているか。

【重 要】 申請前に，「Ⅰ一般的注意事項」（本書p.ⅰ～）を必ず御確認ください。

（一般的注意事項の例）

・認可申請において，偽りその他の不正の行為があった場合は，当該行為が判明した日から起算して5年以内で相

当と認める期間において認可しないという決定がなされる可能性があります。

・認可申請に係る大学の学部等単位の申請する年度の5月1日現在の収容定員に対する学生数の割合（収容定員

充足率）が一定値以上又は0.50倍以下の場合は，認可されません。

・ＰＲ活動については，諸条件を満たした場合に限り，大学の責任において行うことは可能です。また，認可又は届

出前は，学生募集及びそれに類する行為は一切行えません。

など。
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確認事項①　提出物

申請書（PDFファイル）

収容定員の充足状況

確認事項②　構成

作成例に沿って作成されているか。申請日は適切か。

ページ番号

項目ごとにページ番号が振られているか。
※「学則変更の趣旨を記載した書類」の添付資料にもページ番号が必要

しおり

各ＰＤＦファイルに「しおり」が付されているか。

必要書類

申請書

基本計画書

2校地以上の場合における校地ごとの状況（該当する場合のみ）

2校地以上の場合における教員勤務状況（該当する場合のみ）

校地校舎の図面

学則

意思決定書類

学則変更の趣旨等を記載した書類

教育課程等の概要

学生の確保の見通し等を記載した書類

教員名簿（学長又は校長）

通信方法実施方法説明書・規程（通信教育課程の場合のみ）

確認事項③　各書類の記載内容

申請書

改正後の設置基準に基づき申請することを踏まえ，改正後の省令や手引の様式に沿って作成されているか。

基本計画書

「計画の区分」は適切か。（「大学の収容定員に係る学則変更」）

「新設学部等の概要」の欄に，全ての学部（定員変更のない学部を含む。）が記載されているか。

入学定員・編入学定員・収容定員の記載方法は適切か（コース等に定員を設定するのは原則不可）。

昼夜開講制の場合で，コース制とするものについては，それぞれの定員を設けているか。

収定増を行う学科の「開設時期」に誤りはないか（定員変更を行う年度・年次を記載）。

「同一設置者内における変更状況」は，手引のとおり分かりやすく記載されているか。

定員増加後の必要基幹教員数を満たしているか。（大学全体や既設学科等を含む。）

基幹教員の区分は，手引を参考に適切に整理して記載しているか。

「図書館職員」欄において，必要な専属職員の配置が確認できるか。

「学術雑誌」には，冊数・論文数ではなく，契約しているタイトルの数を記載しているか。

通信教育課程を併設している場合，入学定員等を通学課程と分けて記載しているか。

校地・校舎の図面

広域図から校舎までをズームしていくような順番に添付されているか。

学則

変更事項を記載した書類は添付されているか。

変更部分の新旧対照表は添付されているか。

意思決定書類

既設学科等の廃止又は定員変更を伴う場合，それを了承する旨の議事録があるか。

○収容定員に係る学則変更認可申請

　大学の収容定員に係る学則変更認可申請における書類に関する主な事項を記載しておりますので，申請書等作成の
際に適宜御参照ください。なお，以下の各項目以外にも必要な記載事項等はありますので，実際の申請に当たっては本
書本文の記載を必ず御確認ください。

「教員組織の概要」の欄は，全ての学部（定員変更のない学部を含む）が「新設分」に記載されているか。

校舎敷地，その他の区分は明確になっているか。（運動場用地及び空地は校舎敷地，駐車場はその他に算入すること。）
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学則変更の趣旨等を記載した書類

しおりはあるか。

記載すべき大項目（変更の内容，必要性，教育課程等の変更内容）が記載されているか。

添付資料にもしおりが付されているか。

学生の確保の見通し等を記載した書類

手引で記載している全ての項目について記載されているか。

学生確保の見通しについて，説明を要する項目を踏まえ具体的かつ客観的な分析ができているか。

資料は添付されているか。また，しおりは付されているか。

収容定員の充足状況

収容定員充足率が，大学の場合学部単位，短期大学の場合学科単位での記載があるか。

収容定員充足率が基準を超えている又は下回っている学部（短期大学は学科）はないか。

【重 要】 申請前に，「Ⅰ一般的注意事項」（本書p.ⅰ～）を必ず御確認ください。

（一般的注意事項の例）

・認可申請において，偽りその他の不正の行為があった場合は，当該行為が判明した日から起算して5年以内で相当と

認める期間において認可しないという決定がなされる可能性があります。

・認可申請に係る大学等の学部等単位の申請する年度の５月１日現在の収容定員に対する学生数の割合（収容定員

充足率）が一定値以上又は0.50倍以下の場合は，認可されません。

・ＰＲ活動については，諸条件を満たした場合に限り，大学の責任において行うことは可能です。また，認可又は届出前

は，学生募集及びそれに類する行為は一切行えません。

など。
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確認事項

提出書類

教育課程連携協議会（構成員名簿，就任承諾書，規程）（※専門職大学院のみ）

基本計画書

「図書館職員」欄において，必要な専属職員の配置が確認できるか。

「学術雑誌」には，冊数・論文数ではなく，契約しているタイトルの数を記載しているか。

専任教員一覧（※大学院，研究科，研究科の専攻の設置又は課程の変更の場合のみ）

附帯事項への対応を記載した書類（※事前相談で附帯事項が付された場合のみ。様式任意。）

当該収容定員変更について学則に反映されているか。

　学科等ごとの入学定員，編入学定員（編入学年次），収容定員が記載されているか。

　申請学部等の設置予定年度に変更がある学科等について，変更事由の記載があるか。

昼夜開講制の場合で，コース制を敷くものについては，それぞれの定員を設けているか。

空欄のままとなっている箇所はないか（該当がない場合は「-」又は「該当なし」と記入する）

「組織の移行表」は添付されており，正しく記載されているか。

校舎敷地，運動場用地，その他の区分は明確になっているか。（運動場用地及び空地は校舎敷地，駐車場はその他に算入すること。）

設置に係る校地部分に借用地がある場合，借用面積と借用期間の記載が「備考」欄に記載されているか。

基幹教員の区分は，手引を参考に適切に整理して記載しているか。

　（収定変更の学年進行中であっても，収容定員は完成年度の数値を記載）

編入学定員を設定している場合，受け入れ年度が記載されているか。

「同一設置者内における変更状況」は，手引の記入例に沿って分かりやすく記載されているか。

「同一設置者内における変更状況」に収容定員変更について記載することで届出を省略する場合，

大学院の場合で基礎となる学部がある場合，基礎となる学部の記載が備考欄にあるか。

大学設置基準等で定める必要基幹教員数を満たしているか。（大学全体や既設学科等を含む。）

「計画の区分」は適切か。

入学定員・収容定員の記載方法は適切か。（コースに定員を設けるのは原則不可）

学位は学部の場合は学科，研究科の場合は専攻，短期大学の場合は学科ごとに定められているか。

学生の確保の見通し等を記載した書類

教育委員会調整内容（※教職大学院のみ）

教員名簿（学長又は校長）

教員名簿（教員）

基幹教員年齢構成・学位保有状況（別添資料として（高）教員一覧が添付されているか。（※該当する場合のみ））

実務家教員一覧（※臨床目的の薬学関係学部・学科又は専門職大学院のみ）

薬学実習概要（※臨床目的の薬学関係学部・学科のみ）

連携協力校等概要（※教職大学院のみ）

通信教育実施方法説明書・通信教育に係る規程（※通信教育課程の場合のみ）

２校地以上の場合における教員勤務状況（※該当する場合のみ）

校地校舎等の図面　（広域図から校舎までをズームしていくような順番に添付されているか。）

学則

教授会規程

意思決定書（原本証明がなされているか。）

設置の趣旨等を記載した書類

組織の移行表

設置の前後における学位等及び基幹教員の所属の状況

基礎となる学部等の改編状況

教育課程等の概要（基礎となる学部等の教育課程等の概要も添付されているか。（※該当する場合のみ））

授業科目の概要

２校地以上の場合における校地ごとの状況（※該当する場合のみ）

○設置届出書類提出時におけるチェックリスト

作成例に沿って作成されているか。

届出日が受付期間内の日付となっているか。

　大学等の設置届出における書類に関する主な事項を記載しておりますので，届出書等作成の際に適宜御参照ください。なお，以
下の各項目以外にも必要な記載事項等はありますので，実際の届出に当たっては本書本文の記載を必ず御確認ください。

届出書

基本計画書
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教育課程等の概要

授業科目の概要

校地・校舎等（学部，研究科等で必須要件が異なるので要注意，各設置基準を見ながら確認すること）

意思決定書類

設置の趣旨等を記載した書類　→　手引で記載されている項目について全て記載があるか

（養成する人材像，３つのポリシーは明確に示されているか。）

（３つのポリシーはガイドラインに沿ったものになっているか）

（養成する人材像，３つのポリシー，教育課程の整合性は図や表を用いて明確に示されているか。）

通信教育課程を併せ行う場合，併せ行う通学課程又は通信教育課程の教育課程等の概要が添付されているか。また，正しい様式か。

学位又は学科の分野の表記は適切か。（「学位の種類及び分野の変更に関する基準」参照）

　大学，大学院，短大等ごとの合計数が記載されているか。

資料にも目次，インデックスが付されているか。

記載すべき大項目が記載されているか。（手引を参照）

（人材養成目的を明確に記載しているか。）

（既存の専門学校，短期大学等との違いが明確になっているか。）

（実習計画の説明が詳細になされているか。）

実習施設一覧と実習先の受入承諾書が添付されているか。

看護学関係の学科等については，実習計画の追加説明が記載されているか。

実習先の確保の状況について，授業科目ごとの受け入れ人数が明記されているか。

時間割（担当教員・利用する教室等が記載された）等の添付があるか。

ページ番号が付されているか。

通信教育課程の場合，適切な施設設備を有しているか。

校舎等を建築中若しくはこれから建築する場合，工程表が添付されているか。

目次はあるか。目次に各項のページ数の記載はあるか。

既設学科等の廃止又は定員変更を伴う場合，それを了承する旨の議事録があるか。

研究室は整備されているか。

講義，演習，実験，実習又や実技を行うのに必要な教室は整備されているか。

図書館は整備されおり，かつ十分なものか。

医務室は整備されているか。

大学院の研究指導科目の場合，各教員ごとの内容が記載されているか。

校舎の平面図において，部屋毎の面積が記載され，専用・共用ごとに色分けされているか。

都道府県内における位置関係の図面，最寄り駅からの距離や交通機関がわかる図面が添付されているか。

校舎，運動場等の配置図が添付されているか。専用・共用部分が示されているか。校地・校舎面積が記載され，

校地面積に算入している部分が分かるように示されているか。

学位又は称号の名称は適切か。

卒業要件単位は適切か。科目登録の上限を定めているか。（定めている場合，その記載はあるか）

基礎となる学部等の教育課程等の概要が添付されているか。また，正しい様式か。

講義等の内容の記載が統一されているか。

オムニバスや共同実施の場合，備考に説明があるか。

2以上の校地で教育を行う場合，校地ごとの教育課程等の概要が添付されているか。

（Ｍ設置の場合は基礎となる学部学科，Ｄ設置の場合は基礎となる修士課程・学部学科のもの。前記に加えて当該届出に係る学部等において

授与する学位と同一の種類及び分野の学位を届出時に授与している既設の学部等のうち，新設学部等の基礎となる全ての学部等のもの。）

オムニバス方式等の場合に，当該授業科目の概要とともに，教員ごとの氏名，担当する回数及び内容が記載されているか。

卒業要件及び履修方法について具体的に記載しているか。（読んで意味がわかるようになっているか。）

共通科目，専門基礎科目，専門応用科目等が体系的に整理されているか。

授業科目は，必修，選択，自由の別に整理されているか。（選択必修科目は選択科目として記入すること）

大学としてふさわしい一般教養科目が適切に配置されているか。（資格関連科目のみとなっていないか）

主要授業科目には，基幹教員が配置されているか。

演習，実験，実習又は実技を伴う授業科目については，なるべく助手に補助させるものとされていることを踏
まえ，当該授業科目の内容や想定される受講者数に応じた指導体制となっているか。

備考欄に「集中」「オムニバス」等，特別の教育方法についての説明があるか。指定された事項以外を備考欄に記載していないか。

主要授業科目は，養成する人材像や３つのポリシーを踏まえ適切に判断して設定しているか。

配当年次は適切に記載されているか。（体系性や順序性が考慮されているか。）
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学生の確保の見通し等を記載した書類

教員の氏名等

基幹教員年齢構成

通信教育説明資料

専任教員一覧

研究指導を担当する専任教員について，「研究指導（Mマル合）」，「研究指導補助（M合）」の別を記入しているか。

完成年度前に定年延長を行う教員がいる場合，その一覧が添付されているか。

高度メディアを利用した通信教育課程の場合，本人確認の方法等に関する説明があるか。

教員の年齢構成が過度に高くなっていないか。

教員の月額基本給は適切か。

教員の就任年月と科目の開講年度に齟齬はないか。

教員の週当たり勤務日数は，授業日のみを記載していないか。（当該大学に基幹教員として勤務する日数を記載する）

学位の名称の記載は適切か。（H3.6.30まで「○○学士」，H3.7.1から「学士（○○）」）

担当科目数，担当単位数，年間担当コマ数は適切か。

異動元が大学等の場合，当該大学等は完成年度を迎えているか。

オムニバス科目の場合，科目名の後に「※」が付されており，担当単位数が割られているか。

就任後，別の業務に従事する場合，「現職」欄が二段書きになっているか。

定年を超えて雇用する教員に「(高)」が付されているか。

手引で記載している全ての項目について記載されているか。

学生確保の見通しについて，説明を要する項目を踏まえ具体的かつ客観的な分析ができているか。

資料は添付されているか。

科目開設時（担当科目の配当年次）と就任年月に齟齬がないか。

旧姓等の通称名を使用している場合は，（　）書きで本名が併記されているか。

研究実施の考え方，実施体制，環境整備等，大学で行う研究活動についての考え方が具体的に説明されているか。

履修モデルが添付されているか。

【重 要】 届出前に，「Ⅰ一般的注意事項」（本書p.ⅰ～）を必ず御確認ください。

（一般的注意事項の例）

・ＰＲ活動については，諸条件を満たした場合に限り，大学の責任において行うことは可能です。また，届出前（事前相談

を行う場合は，事前相談により届出設置「可」と判定される前）は，学生募集及びそれに類する行為は一切行えません。

など。
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